
    
      
        
      
    

  

この本は縦書きでレイアウトされています。

また、ご覧になる機種により、表示の差が認められることがあります。
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第一部　邪馬台国への道程





はじめに

『魏志』倭人伝の行程記事に書かれた「南、邪馬台国に至る、水行十日、陸行一月」は邪馬台国の位置を確定するための最も重要な部分であるだけに、以前から常に議論の的となってきた。本稿ではこれまでに出されたいろいろな説について述べるとともに、新たな視点からこの記事に対する最も自然で合理的な解釈を探りつつ邪馬台国への道をたどってみようと思う。






日程記事と九州説

安永六年（一七七七）『馭戎からおさめの慨言うれたみごと』をあらわした本もと居おり宣のり長ながは、倭人伝に書かれた「陸行一月」を「陸行一日」の誤りとし、邪馬台国を九州南端に近い熊くま襲その地に求めようとしておられる。

以後この訂正案は、多くの邪馬台国九州説論者によって援用されてきた。しかし、たとえ「陸行一月」を「陸行一日」に改めたとしても、投馬国への「水行二十日」を合わせた水行三十日という日程記事は、到底九州内に収めることはできない。

同じ邪馬台国九州説の立場をとる松井芳明氏は、この日程記事について、「魏使は遠おん賀が川がわを遡った」とし、投馬国を直のお方がた・飯塚のあたりに比定、邪馬台国を甘あま木ぎ地方に求めておられる（注１）。松井氏は「水行二十日」で飯塚に至った上、そこからさらに「水行十日」かけて上流の桂川を遡るとし、「陸行一月」については、
古こ処しょ山さんと宝ほう満まん山ざんの間に広がる朝倉高原を越えて甘木へと至るルートを設定された。

この説について検討しよう。地図１を見れば明らかなように、遠賀川を遡って飯塚に至るまでの距離は、大目に見ても四〇キロ程度しかない。同様に桂川を遡るルートも僅か十五キロにも満たない距離である。『唐六典』戸部条に示された船行一日の行程は、最も流れの速い黄河を遡る場合でさえ三十里である。この一日三十里という行程は、中国の河川を遡る距離としては最も少ない（注２）。

こういった中国河川における船行速度から考えると、遠賀川を飯塚あたりまで遡るにはまず二日か三日もあれば十分である。十五キロ程度しかない桂川にいたっては一日で上りつめてしまうのではないかと思う。松井氏は不ふ弥み国こくを宗むな像かたに比定しておられるので、仮にこの宗像から遠賀川の河口まで水行二日かかったとしても、飯塚までは合計五日もあれば楽に到達できる。


[image: P001]


倭人伝伊い都と国こくの条には「郡使の常に駐とどまる所なり」と書かれている。倭国を訪れた魏使達は、長旅の疲れを癒したり対馬海峡を横断するための風待ちなどのため、いつも何日間かを伊都国で過ごしたのであろう。もし甘木地方に邪馬台国があったのであれば、その邪馬台国の境界は伊都国とは目と鼻の先である。倭の役人達がいかに苦労して自国の領域を大きく、また邪馬台国が水行三十日陸行一月も要する遥か遠い所にあるように思わせようとしたとしても、魏の使者達が地元の人々から言葉巧みに邪馬台国の位置を聴き出してしまう危険性があると思う。

邪馬台国は女王卑弥呼が自ら使者を遣わして魏に朝貢し、「親魏倭王」の称号を授けられた、いわば魏の同盟国ともいうべき国である。自国の所在がすぐに相手に知れることが判りきっていながら、いかにも女王の都が簡単には行き着けない絶遠の地にあるかのように思わせたりしなければならない理由などどこにもないはずである。何をわざわざ遠賀川まで迂回し、その上、苦労の多い山越えまでしなければならない必要があるだろうか。




和辻哲朗氏が『新稿日本古代文化』においていみじくも述べられたように、「水行二十日」に続く「水行十日、陸行一月」という日程記事は、たとえどのような迂回路を想定しようとも、邪馬台国を九州に比定する限り説明不能の破綻をきたしてしまうのである。

そこで九州説では、この日程記事は大和への道程が誤って記されたものであるとし、里数記事とは切り離して考える混同説（注３）、さらにこれを邪馬台国の一部の勢力が南九州或いは畿内大和に移ったという話が伝えられ、『魏志』倭人伝の中に入ってきているのであろうとする情報の混乱説（注４）なども唱えられている。

しかし、最も肝心な倭の都である女王国への道程が、信頼のおけないあやふやな情報によって記されたとは考えにくい。『晋書』『後漢書』など『魏志』以後に成立した史書にも「万二千余里」或いは「七千余里」といった大雑把な表示以外、道程記事は一切書かれていないのであるから、やはりこの日程記事は、卑弥呼・壹与の時代における倭国との通交によって得た知識をもとに記されたと見るのが妥当だと思う。

誇張説

かつて白鳥庫吉氏は倭人伝に記された里数記事について、「この記事は標準里に比べあまりにも過大であるとし、日程記事についても同様に倭人の誇張的表現を陳寿が無批判に受け入れたものであり、信ずべき価値を有するものにあらず」として否定された（注５）。藤間生大（注６）、岡田英弘（注７）らの各氏もそれぞれ理由は異なるが、同様に誇張説の立場をとっておられる。

また西岡光氏は投馬国、邪馬台国に至る「水行二十日」「水行十日、陸行一月」という日程記事も、不弥国までの里数記事と同じく五倍の虚数であるとされる（注８）。里数記事が誇張されたものであるとするならば、それに続く日程記事も同じように五倍程度に誇張されたものと見るのは至極もっともな考え方である。西岡氏はこの誇張説の根拠として、当時の魏王朝は倭人国家郡を誇大評価することにより、自らの権威高揚と、敵対国に対する優位性の誇示が、政策上必要であったと述べておられる。

筆者も『古代日本海文化』18号において、『三国志』著者の陳寿が統一後まだ日も浅く未だ政情定まらない晋朝の対外施政方針に則り、筆法を用いて邪馬台国がいかにも絶遠の地にあるかのように思わせたとする考えを述べた。陳寿が邪馬台国を遥か遠隔の地にあると思わせるための意識的操作を行ったとする考え方に関しては異論はない。しかし私は、里数そのものは標準里によって書かれたものであり、また日程も通常の数え方によって記されたものとする解釈を基礎としている。（「行程記事新解釈の試み」『古代日本海文化』18号）

里数（地域的短里）日程併記説

一方、坂田隆（注９）、伊勢久信（注10）、壱岐一郎（注11）、奥野正男（注12）らの各氏は、日程記事を帯方郡からのものとすることで、これを九州にあるとした邪馬台国までの距離に合わせようとされた。魏晋朝短里説を主張する古田武彦氏（注13）も投馬国及び邪馬台国に至る日程記事を帯方郡からのものとされている。日程記事を帯方郡からのものとする説を唱えたのは堅田直氏（注14）が最も初めであるという。

この帯方郡起点説によるとき、投馬国、邪馬台国を九州とした場合に問題となる日程記事の矛盾も何とか解消する。

ところが倭人伝の記事は、里数によって示された不弥国までの記述にそのまま続けて書かれたものであり、日程記事だけを別のものとすることはできない。不弥国からの行程が日数によって示されているのは、まだその道程が正確に把握されていなかったためなのである。

このことは他の中国史書の書例を見ても疑う余地はない。もしこの日程記事が帯方郡からのものであるとするならば、不弥国の条に続けて「帯方郡より」とする起発点が改めて記されているはずである。

『古代日本海文化』10号において、松永章生氏も『大唐西域記』などの例をあげて詳しく検討された上、「もとにもどる時の起点を明示する語句は、省略することができない」とされているが、このことは行程記事を記述する際の基本ではないかと思う。

信頼のおけない方位記事

日程記事との矛盾があるにもかかわらず、多くの研究者が邪馬台国九州説を唱えてやまないのは、不弥国から投馬国・邪馬台国へと至る方角を「南」としているためなのであるが、倭人伝ばかりでなく方位記事には誤りのあるものが多い。（『古代日本海文化』６号）

我国に例をとってみても森繁弘氏（注15）が指摘しておられる松浦郡に関する錯誤ばかりでなく、昔の北海道地図などにも見られる。北海道は明治二年（一八六九）、現在の名に改称されるまでは蝦夷と呼ばれていた。この頃の地図に東蝦夷と西蝦夷の二つに区分けされたものがある。ところがこの地図で正確に東西に仕切られているのは函館などのある渡島半島だけであり、実際は南にある日高・釧路などが東蝦夷に、また北側に位置する網走・上川などは西蝦夷とされている。

錯誤の多い方位記事は、その前後に書かれた地名および距離日程などと地図を照らし合わせながら、総合的に判断しなければならない。倭人伝の「南」とある邪馬台国への方角は、我国の全体像から考えても「東」の誤りである可能性の方が遥かに大きいと思う。

「混一彊理歴代国都之図」に見る我国の方位

一九五六年に発表した論文「『魏志』倭人伝に描かれた日本の地理像」（注16）において室賀信夫氏は、「混一彊理歴代国都之国」に、日本列島が九州を北に南北に長く延びた形で描かれていることをあげ、「中国の東南海上に南に転倒した形で描かれた日本こそ、魏晋時代の日本についての地理的観念をそのまま可視的に表現したものである」とされた。

この室賀氏の見解は、現在「混一彊理歴代国都之図」に日本が南北に長く転倒した形で描かれているのは偶然の結果であり、作図者が不用意に書き入れたものであるとする弘中芳男氏（注17）の説によって否定された形となっている。

しかしこの地図を見ると、対馬・壱岐などが朝鮮半島および日本（九州）とはかなり隔たって書き入れられている。作図者が参考にしたといわれる行基図の中には、このように大きく隔たって描かれたものは一例もない。こういった点などから考えると、むしろ偶然の結果というより、作図者が『魏志』『梁書』などを参考にしながら意識的に書き入れたものとする方が該当性が高いと思う。

この地図が方位を誤って描いているのは何も日本列島ばかりではない。本州とは逆に南北に長く延びた感じの対馬も、東西に横たわった形で書き入れられている。

青山定雄氏は「李朝に於ける二三の朝鮮全図」（注18）の中で、内閣文庫所蔵の「朝鮮国絵図」（宮内省図書寮所蔵）の「混一歴代国都彊理之図」などに描かれた対馬島も、約九十度回転させた姿で書き入れられていることを指摘しておられる。

対馬は日本列島（本州）などとは比較にならないほど小さい。その対馬島の全体的方位でさえ正確には把握されていなかったのである。ただ成宗十二年（一四八〇）に編纂された地理誌『東国勝覧』に、中宗二〇五年（一五三〇）増補を加えて完成したという『新増東国輿地勝覧』の東葉県山川条には、この対馬島のことが「南北三日程、東西或は一日程、或は半日程」と書かれているという。対馬に関する記事がいつ頃書き加えられたかということが問題であるが、或いは地図の方だけが誤って書き入れられていたのかもしれない。

「混一彊理歴代国都之図」に描かれた対馬島の場合、約四十五─五十度の錯誤とするのが掛値のないところであるが、このような点から考えると、

「『魏志』の文を読むにあたっては陳寿時代の地理的知識に即して読解すべきである。すなわち南という方位記事を東に訂正するよりも、われわれの持っている地図上の日本列島を南の方に敷列せしめるように、しかも不正確な形に歪めて九十度の転回を試みるのが撰者自身の考えに即するゆえんである。そしてこの南に延びていると考えられた日本列島のどの辺のところに邪馬台国の都が位置しているかということである……」

と述べた三品彰英氏（注19）、それに先にあげた室賀氏の見解こそ正鵠を射たものといえるのではないかと思う。

佐藤鉄章氏（注20）も、「混一彊理歴代国都之国」が「倭人伝」の記事を相当意識しての作図であることを指摘しておられる。今、仮に現代地図に描かれた対馬を、先の朝鮮図などに書き入れられているものと同じような方位に転回させればどうなるだろうか。

そのときの日本列島は「混一彊理歴代国都之図」ほどではなくとも、やはり九州を北に東南に長く転倒して延びた形にしかならないのである（地図２）。
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弘中氏は「人類は原始に遡れば遡るほど距離（数や尺度）についての厳密さは低下するかもしれないけれど、方角については現代人より遥かに本能的な鋭さをもっていた筈だ。古代人が地図を書いた場合、たとえ距離は不正確ではあっても、方角を根本的に取り違えることは考えにくい」と述べておられる。

しかし、距離はコースの難易、その歩行日数などによってある程度は実感として知ることができる。これに対し方位は、知らない土地へ旅行する場合など、始発点から離れれば離れるほど、人間の感覚だけでは今自分がどの方角に向かって進んでいるのか、なかなか捉えることはできない。曇った日が二、三日も続けば文字どおり五里霧中状態となってしまう。正確な地図のなかった古代の人々の方位に対する認識は、現代の我々が想像する以上に漠然としたものでしかなかったのではないだろうか。

「水行十日、陸行一月」の解釈

私は先の論文（注21）で、投馬国瀬戸内海航路説を支持する立場をとった。しかしこの瀬戸内海航路説は、次の邪馬台国に至る「水行十日、陸行一月」をどのように解釈するかが難題となる。現在のところこの記事は「水行十日」した後、さらに「陸行一月」を行く道程について記したものとする意見が強い。

平安初期（九二九年）に編修された『延喜式』には、西海道太宰府─畿内間の海路は三十日と規定されていた。時代はかなり降くだるが、こういった記録などによって考えれば、投馬国までの「水行二十日」に「水行十日」を加えた道程は、常識的に見てまず淀川あたりまでの距離とするのが妥当である。

したがって、そこからさらに陸行で一月を行くとすれば、当然大和を通り過ぎてしまう。邪馬台国は尾張（愛知県）以東にあったとしなければ説明がつかない。ところがこの尾張地方は遺跡・遺物の点で畿内や北九州、或いは中国地方と比較した場合、かなり見劣りがする。人口の面においてもまた同様である。近年朝日遺跡（愛知県西春日井郡清州町）などの発掘によって注目をあびるようになったが、畿内には到底及びそうにない。

三宅米吉氏（注22）は先の本居宣長の説を承うけて、「陸行一月」を一日の誤字とし、「水行十日」に投馬国までの「水行二十日」を加えた日数が、『延喜式』に記された太宰府への三十日という行程とよく一致するとされた。同じく邪馬台国畿内説を主張する宮井義雄（注23）、原田大六（注24）、鳥越憲三郎（注25）などの各氏も、一月を一日の誤写とする立場をとっておられる。

この所説に従った場合、瀬戸内海航路説には何一つ問題は残らない。しかし倭人伝の記事をそう簡単に変えることはできない。この案はもし「陸行一日」とした史料でも発見されれば別であるが、誤りの多い方位記事を「東」に改める場合と違って、史料操作という点で問題が残る。

『邪馬台国研究総覧』において三品彰英氏は、「此の陸行一月の字は、魏略及び三国志より出でたる梁書北史を初め、太平御覧、冊府元亀通志、文献通考等、一も一日に作れる者なければ軽々しく古書を改めんことは従ひ難き所なり」と軽挙を戒めた内藤湖南氏の文をかかげ、「われわれ学究の徒の聞くべき訓戒としなくてはならない」と述べておられるが、このことは史書を考究する際の基本姿勢として忘れてはならないことだと思う。

併記説の登場

昭和二年十月に発表した「邪馬台国方位考」において志田不動磨（注26）氏は、邪馬台国への行程記事に書かれた「水行十日、陸行一月」についてふれ、この記事は「水行すれば十日、陸行すれば一月」の意であるとする斬新な見解を示し、行き詰まりの感のあった従来の解釈に新たな活路を開くべき提案を行った。

志田氏がこの記事を両路併記と解した主な理由は、水行十日と陸行一月の間に上陸地の港湾の名が記されていないというところにある。志田氏が述べられたとおり中間地名のないことは、この記事が両路表示を目的として書かれたものである可能性を強く感じさせる。

しかし、この両路併記説には反論が多い。三品氏はこの志田氏の説について、「この読み方は必ずしも原文に素直な読み方ではない。なぜなら今までの多くの人達がそう読まなかった特異な読み方であるということ自体がそれを証するかに感ぜられる」とこれをしりぞけておられる。はたして「水行ならば十日、陸行ならば一月」と読む併記説は、中国文の解釈として通用しないのだろうか。

笠井新也氏（注27）は、水行による日程記事を山陰日本海航路に求め、水行二十日で出雲（投馬国）に至り、この出雲から水行十日の後、陸行で大和に至ることを述べたものとされた。この「水行陸行」の記事が、水行十日の後陸行で一月を行くことを述べたものとしか読めないとすれば、笠井氏のように山陰航路説をとる以外説明はつかない。ところがこの山陰航路説には、北九州からの進路をまず北にとらなければならないという大きな難点がある。

邪馬台国を九州に求めておられるが志田氏の併列式読み方を是とする牧健二氏（注28）は、『漢書』西域伝尉頭国の条に書かれた「西のかた捐毒に至る、千三百一十四里、径道馬行二日」とある記事をあげ、「水行十日、陸行一月」の表現によく一致する例とされた。また榎一雄氏（注29）は『元和郡県図志』の「東北、瀘州に至る水路三百一十里、陸路三百四十里」などと書かれた記事をあげ、これを『通典』などの記事と比較した上で、これらの記事を水陸両路の併記であるとし、「水行十日、陸行一月」は水陸両路を示していると見ることが、支那文としてはむしろ伝統的に正しい見方である、とされている。高橋善太郎氏（注30）も『宋書』州郡志に水路と陸路の両方が併記されていることをあげ、併記説を支持しておられる。

用例の検討

ここで各氏の示された例が、倭人伝の記事と対応し得るかどうか吟味してみようと思う。

まず牧氏があげた『漢書』西域伝の例について検討することにする。

『漢書』西域伝、尉頭国の条には、

「王は尉頭谷に治す。長安を去ること八千六百三十里、……南のかた疏勒と接す、山道通せず、西のかた捐毒に至る千三百一十四里。径道馬行二日」と書かれている。

しかし、その捐毒国は、「長安を去る九千八百六十里」となっていて、長安から捐毒までの距離から尉頭国までの距離を差し引けば千二百三十里にしかならない。

そこで『漢書』補注の記事を見ると、長安から尉頭までを九千二十八里とし、捐毒までは一万三百四十二里となっている。尉頭から捐毒までの千三百一十四里という里数が動かせないとすれば、この方が当たっているのであろう。

先の「馬行二日」の記事については、『漢書』の王先謙の補注には、

「径道は山径の道なり、今、烏什より喀什口噶爾カシュガルに至る、駅程ならば二千二百二十里、而るに烏蘭烏蘇の径路に沿えば凡そ六百余里なり、殆んど是かくの猶ごときか」とする徐松の文が引かれている。

牧氏はこの徐松の文と共に、丁謙の『漢書』西域伝地理改証に、

「捐毒はその正西に在り、搭烏什堪河を遡ってその境に至るべし。これは山路迂曲す、故に千三百余里とすべし。もし径直の鳥道を以て計れば、馬行二日にて可なり。これ蓋し約略の詞なり、宜しく之を善会すべきなり」と書かれていることをあげ、「馬行ならば二日」と読むべきであるとされている。

地図を見れば明らかなように尉頭から捐毒に至るあたりは、ほとんどが山岳によって覆われた地帯である。山地に駅路としてのある程度の幅を持った道を付けるとすれば、どうしても迂折屈曲した道路しか作れない。現代のような便利な道具のなかった古代においてはなおさらである。この尉頭─捐毒間を、もし単馬でけもの道と呼ばれるような細路をたどって行くとすれば、相当な近道をすることも可能だったのではないかと思う（地図３）。

今、尉頭国がどこにあったか、その場所は明らかでない。そこで現在でもその位置がはっきりしている姑墨（阿ア克ク蘇ス）を起点とし、尉頭国のだいたいの位置を探ってみることにする。
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姑墨は長安を去ること八千一百五十里、『漢書』の補注はこれを八千四百五十八里とする。姑墨の次にある温宿は長安を去ること八千三百五十里、補注では八千七百二十八里としている。双方共に補注の記事との間にかなりの差があるが、温宿の項の末尾には「東のかた姑墨に通ず二百七十里」とあるから補注の記事の方が正しいのかもしれない。

この姑墨─温宿間の二百七十里、また、温宿から尉頭までの「西、尉頭に至る三百里」とする記事は補注の記事も同じであるから、姑墨から尉頭までの距離は五百七十里であったことになる。キロ数に換算すると二三一キロ、つまり尉頭国は姑墨（阿克蘇）の二三一キロの地点にあったことになる。
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先に示したように尉頭から捐毒までの距離は千三百一十四里であった。したがって姑墨から捐毒までの総距離は千八百八十四里ということになる。キロ数に換算すれば七六三キロである。地図４に示されている捐毒の位置は、姑墨のあった阿克蘇からだと直線距離でおよそ五三〇キロである。これを漢里に直せば約千三百九里となる。これは先に示した千八百八十四里より五百七十五里少ない。尉頭─捐毒間の駅路は相当迂曲した道路であったことが窺うかがえる。

森繁弘氏（注31）は、海上や平地で最も曲折の大きいコースはいわゆるジグザグコースであろうとし、九十度の方向転換の続く場合の直線長との距離の比を、直角二等辺三角形の短辺二つの長さの和と、長辺との比である一対〇・七程度に考定されている（図１）。


[image: P005]


しかし、もし山地において昇降の少ない平坦な道を作ろうとすれば、直線方向に向かっての九十度の方向転換が続くコース以上の曲折した迂回路とすることが必要ではないかと思う。仮に九十度程度の方向転換が続くジグザグコースであったとしても、それは直線方向に向かってのものではなく、進行方向そのものも大きく迂曲（約九十度）した道にしなければならないのではないだろうか（図２）。

直線コースとの距離の比は一対〇・七程度ではなく、一対〇・五、つまり直線コースのおよそ二倍程度の迂曲路を想定しておかなければならない。これを直線方向に向かって曲折路として描くとすれば、正三角形の形に一二〇度（内角六十度の方向転換）を繰り返す道となる（図３）。
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この姑墨─捐毒間の地形を見ると、姑墨から尉頭付近までは高地ながらタリム川に沿った地域であり、その道もそれほど迂曲していたとは思えない。

そこで姑墨から尉頭までの五百七十里は直線道路であったと仮定、阿克蘇（姑墨）から二三一キロの地点を尉頭とした上で、この尉頭から捐毒までの距離を計ると、直線でおよそ三〇〇キロ、漢里に直すと約七百三十九里である。いかに径道とはいっても直線ということはあり得ないと思うが、これを馬行二日で行くとすれば一日当たり三百六十九・五里となり決して無理な行程ではない。この距離を今、仮に正三角形を描く形に進むとすれば、その道程はおよそ千四百七十八里となるから、千三百一十四里とした『漢書』西域伝の里数よりも百六十四里長いがだいたい合っている。

この百六十四里は、直線道路とした姑墨─尉頭間の里数に加算してもよい。正式に開かれた駅道を通らず径道を行ったりするのは何か急用などのある場合に限られる。乗り手は危険を避けるためにも自然に道を急いだであろう。もし「馬行二日」がこうした急使の日程をもとにしたものであったとすれば「千三百一十四里」の駅程に「径道馬行二日」と併記したとする解釈は十分に成り立つ。

「水行十日、陸行一月は順次式に読むべきである」とする山尾幸久氏（注32）も、この記事については複数路の記載であることに疑いはないとされている。この『漢書』西域伝の記事と同様、高橋氏や榎氏が示された『宋書』州郡志、『通典』『元和郡県図志』の記事も、水陸両路について示した併記であることは間違いない（いずれも先にあげた『元和郡県図志』の例とほぼ同じ）。

「行」と「路」に意味の違いはあるか

ところで山尾氏や白崎昭一郎氏（注33）は、先の高橋氏や榎氏が示された例は「水行」「陸行」ではなく、「水路」または「水道」「陸道」であって「行」が用いられていないとし、倭人伝の記事をこれらの例と同様に見ることはできないとされている。

両氏が述べておられるように倭人伝の記事とは明らかに表現が違う。「水路」「陸路」などといった記述にはどちらかといえば道程の紹介・説明といった色合いが強い。これに対し「水行」「陸行」には実際の行動がともなう感じがある。ではこの「水路」「陸路」といった記述と、倭人伝の「水行、陸行」には意味の違いがあるだろうか。

私は「行」と「路」に書き分けられた記述の意味の違いについて検討するため、榎氏が示された『元和郡県図志』をさらに詳しく調べてみた。この『元和郡県図志』には確かに「水路」「陸路」などといった記述が多い。ところが私が見た中華書局版本には「水路」「陸路」などの記事に混じって「水行」或いは「陸行」と記された所も何箇所かあることが判った。

たとえば、巻三十八安南の条には「西南、愛州に至る五百里、水行七百里」と書かれた記事がある。また、潯州の条にも「西南、流れに泝し貴州に至る二百里、陸行一百里」と書かれている。そして安南から水行七百里とある愛州の条には「……安南都護府に至る水路七百里」と書かれており、また潯州から陸行百里とした貴州の条には「陸路百四十里」と書かれている（校勘記、「潯州に四十無し」）。こういった例によって考えると「水行」「陸行」とある場合も「水路」「陸路」とした場合も、何らその意味に違いがあるとは思えないのである。

無論、「水行」「陸行」とした部分も、もともとは「水路」「陸路」と書かれていたにもかかわらず、伝写の際に誤って「水行」「陸行」とされてしまったという疑いがないとはいえない。ところが文字里程の異同に関してあれだけ詳しく注記した校勘記にも、これらの箇所を「水路」「陸路」と改めたものは一つもないのである。このことは校勘記を付した清の張駒賢が「行」と「路」に特別意味の違いがあるとは考えていなかったということの証明にはならないだろうか。

牧、高橋、榎などの各氏があげた例の他にも、『宋史』外国伝五・占城国の条に次のような例がある。

「……西北交州に至る両日程、陸行半月程」

ここで「陸行半月程」の前にある、「両日程」は、この記事の前文に書かれた「北広州に至る、便風半月程……」を受けたものであり、「便風」すなわち「水行（海行）」であることは疑いない。

占城とは古の越裳、秦の時代の林邑、漢の象林県とされており、ベトナム中部地方にあったという。また、交州は現在のハノイ付近、ソンコイ川とソンボー川が合流した地点の海岸に近い所にあった。交州について述べた別の箇所（交趾国の条）には「占城国より水陸象馬数万来寇」「是れより宵征し海に抵る。交州に至るまで僅か十五里」などと書かれた記事がある。

したがって、この「両日程」と「陸行半月程」は、海行両日程の後、陸行で半月行ったという意味ではなく、水行と陸行の両方の日程について述べた併列的記述であることは明らかである。

水行、陸行の意味

謝銘仁氏（注34）は、この「水行すれば十日、陸行すれば一月」とする読み方に対し、これは文脈的に通じないばかりでなく、中国語のニュアンスからして道理が通じない、他の中国の紀行文でもこの例を見ないであろう、とし、「水行十日、陸行一月」とは、先に水路を「十日」行ってから、引き続いて陸路を「一月」急いだという意味ではない、地勢によって、沿海水行したり、山谷を乗り越えたり、水行に陸行、陸行に水行を繰り返したという意味であり、天候や何かの事情（休息やト旬の風習・干支の思想など）により進めなかった日数も含めて、それぞれにかかった総日数である、と述べておられる。

しかしすでに述べたように、水路と陸路の両方のコースを併記した例はかなり多い。また、沿海水行したり、山谷を越えたり、川や沼地を渡ったり、という水行に陸行、陸行に水行を繰り返したりする場合であれば、こういった書き方ではなく「水陸路相兼ね」或いは「水陸相兼ね」などと記したのではないかと思う。

たとえば『元和郡県図志』汀州の条に「西、虔州に至る、水陸相兼ね千二百里」と書かれた記事がある。虔州は現在の贛州市、この贛州へは陸路宁都まで行き章水を下れば、この章水と贛水が合流する地点にあるその町まで楽にたどり着くことができる（地図５）。

このように陸行と水行による行程をひとまとめにして書く場合は「水陸相兼ね」とするのが普通であり、水行と陸行の里数や日程を別々に加算し分けて書いたりした例は見られない。それに「陸路」や「陸行」と書かれた場合であっても、全行程陸道のみを行くとは限らない。

泗州の条を見ると「東南陸行、揚州に至る」と書かれているが、泗州から揚州に至るには、まず淮水を渡らなければならない（横断）。さらにその揚州への道中には下阿渓もある。また、海州から泗州への行程として「水路三百四十里、陸路二百五十里」と書かれた記事があるが、陸路をとった場合はどうしても沐水と泗水を渡らなければならない（地図６）。

倭人伝の末盧国の条にも「陸行五百里、伊都国に至る」と記されているが、この伊都国に至るまでの道中には松浦川や玉島川が流れている。末盧は松浦、呼子、唐津などに比定されているがまだ定説はない。

だがいずれの地に比定した場合も、糸島（前原）あたりにあったとされる伊都国への道中において、どうしてもこれらの川を渡らなければならない。したがって先の「水陸相兼ね」などとある記事は、沼地を渡ったり川を横断したりすることについて言ったものではなく、川が目的地まで続いていない場合とか、大きな山などに遮られて陸道が通じていない所を川の流れに沿って上り下りする船行もある場合の行程について述べたものだと思う。

どんなに大きな川であっても、横断するだけであれば一日もかかることはない。陸路を行く場合、一日行程のうち何時間かを川や谷の横断に費すことはあっても、その道程はやはり陸行であり、「水陸相兼ね」とは書かないのである。
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「水行十日」と「水行十日程」

謝銘仁氏は先のような解釈とは別に、「水行十日」と「水行十日程」は違うとし、「水行二十日」「水行十日陸行一月」とは、休日なども含めた総日数であり、決して実際に道を進めた〝所要日数〟のことを意味するものではない、とされている。

しかし中国史書の例を見ると、この「何日程」といった記述には特別に違った意味が含まれているようには思えない。

『隋書』『北史』などの流求国の条には、「流求国は海島の中に居り、建安郡の東に当る。水行五日、而して至る」と書かれた記事がある。この「水行五日」という日数は、謝氏が示された宋の趙汝适が撰録したという『諸蕃誌』上巻の「流求国は泉州の東に当る、舟行五・六日程」という日程とほとんど変わらない。しかし「程」と書かれていない『隋書』などの方が「五日」とその日数を短く限っている。

この時代、中国では台湾を流求としていたようであるが、「程」がつけられていない場合は休日なども含めた総日数であるとした謝氏の見解とは逆になっているのである。「水行五日」が途中の島などに立ち寄って休息する日数をも含めた総日数であるとするならば、『諸蕃誌』上巻の記事も当然、休息日なども含めた総日数だとしなければ日数が合わなくなる。

要するにこれらの日程記事は、「程」のあるなしにかかわらず、そのおよその平均的日程が記されたものに過ぎないのではないかと思う。

倭人伝の「水行・陸行」

倭人伝の「水行・陸行」は邪馬台国の条にしか書かれていない。そのため、もしこの記事を水陸両路について述べた併記であるとするならば、投馬国への行程が「水行」しか書かれていないのはおかしいではないか、という反論も当然あるかと思う（注35）。これはもっともな疑問である。

しかし通常は、行程記事などに記録されるのは、正式に交通路としてのルートが開かれている場合が多い。たとえけもの道程度のものがあり、付近の住民が往き来していたとしても、一般の旅行者が利用していないような場合は記録されることは少ないと思う。

よく知られているように、女王卑弥呼の都する邪馬台国は「七万余戸可り」という戸数を擁する大国であった。たとえ不弥国から投馬国へと至る陸道のルートが水陸両路共に頻繁に利用され整備されていたとしても別段不思議はない。こういった観点からすれば、邪馬台国に至るルートだけ水陸共に官道として利用されていたとすることは、むしろ自然な見方ではないかと思う。

先にあげた『元和郡県図志』などにも、両路併記の記事に交じって「陸行（路）」或いは「水行（路）」の一方しか書かれていない箇所がかなり見られる。陸路だけが記されている場合は川や海がないためと考えられるが、水路しか記されていないのは駅道として正式に整備された道がなかったためである公算が強い。

以上見てきたように、「水行すれば十日、陸行すれば一月」と読むことは、漢文の解釈として決して特異な読み方とはいえないのである。

ただここで重要な問題が一つ残っている。先にあげた『宋書』『元和郡県図志』などに書かれた両路併記の例は、いずれも四至八到について述べたものである。この点を重視する山尾氏や白崎氏は、これらの例を両路併記としながらも、これをそのまま倭人伝の場合にあてはめることはできない、とされた。

その主な理由は、「水行十日、陸行一月」を併記とした場合、「女王国より以北（畿内説の場合は「以西」となる）は其の戸数・道里を略戴す可きも、其の余の旁国は遠絶にして詳かにすることを得る可からず」とある記事と合わなくなるというところにある。つまり併記説をとった場合、他の記事も順進的に読むのではなく、放射式四至の例として読まなくてはならなくなるというわけである。

山尾氏や白崎氏が述べておられるように、戸数・道里（日程）の略戴された投馬国は、当然邪馬台国より北（西）になくてはならない。倭人伝の記事を放射式に読めば、「水行二十日」で至る投馬国は「水行十日」で到着する邪馬台国よりも、間違いなく南（東）にあったことになってしまう。

順進行路における併記説成立の可能性

では「水行・陸行」を両路併記とした場合、投馬国への「水行二十日」はどうしても放射式に読まなければならないのだろうか。

私はこの邪馬台国への日程記事を水陸両路の併記とした場合、他の行程記事を順次式に読むべきか、放射式に読むべきかという是非についての公算は、五分五分ではないかと考えている。

他の中国史書にも管見の及ぶ限りでは、順次式に書かれた記事の中には両路を併記した例は見当たらない。『宋史』の例も四至八到について述べたものである。しかし『魏志』三十所引西戎伝、『唐書』『明史』地理志など四至或いは傍線行路を併記した例はかなり多い。特に西戎伝にはいろいろな形の記述例があり、順進、傍線行程、四至、また復や又をつけたもの、つけていないものなど様々である。

こういった点から考えると、著者の陳寿が順進行路の中にたまたま邪馬台国への道程として水陸両路を併記したということも決してないとはいえないような気がする。

投馬国、邪馬台国への日程記事を山陰航路に求め、水行二十日、さらに水行十日の後、陸路畿内大和に至るとする説については、これまで多くの人によって論じられてきている。日程記事を順次式に読まなければならないとした場合、この山陰航路説は最も矛盾が少ない。

ただ、この山陰航路説には方位的な面で問題がある。前稿（注36）においてすでに述べたが、北九州から日本海山陰航路へと船を進めるには、まずその進路を北にとらなければならない。私はこの山陰航路説が投馬国への「南」とした方位を百八十度転回した「北」に進路をとらなければならない点を考慮し、瀬戸内海航路説の立場をとった。

しかしこの瀬戸内海航路説は、投馬国から邪馬台国へと至る行程に関してはまだ十分に納得のいく説明がされているとはいい難い。「水行十日」に続けて記された「陸行一月」という記述が畿内説に対する最後の障壁となって、邪馬台国への入口を閉ざした格好となっている。

ではどうすればこの障碍を乗り越えることができるか。ここで敢えて「水行・陸行」を両路併記とする立場から論を進めてみようと思う。

水行の三倍を要した陸路の旅

まず問題となるのは次の点である。

「水行十日、陸行一月」を水陸両路の併記であるとした場合、陸行の日程が水行の三倍かかったことになってしまう。『古代日本海文化』22号においてすでに述べたが、山尾氏、白崎氏、茂在寅男氏（注37）などによって指摘されているように、水行と陸行の速度は僅かに水行の方が速い程度であり、それほどの差はない。

山尾氏は、陸道が水道の三倍もかかるというのは、東または西に大きく湾入した地形を考えねばならないが、それは地形の実際に整合しない、とされている。

『宋書』州郡志、『元和郡県図志』など中国史書にある例を見ると、ほとんど陸路よりも水路の方が長くなっている。では邪馬台国への行程を記した「水行十日」と「陸行一月」という日程の差は、どのように解すればよいであろうか。

同じ瀬戸内海航路説の立場をとる森繁弘氏は、山尾氏とは反対に、この「水行十日」に対する「陸行一月」を妥当な日数であるとされる。森氏はその理由として、投馬国に比定する児島半島の玉港を起点とした場合、大阪の淀川までの間には百万分の一の地図に載っている大きな河川だけでも十一、二十万分の一の地図だと優にその三倍を超える数の河川が書かれているとし、これらの河川を横断するのに多くの日数を要することをあげておられる。

児島半島から淀川までを結ぶ線の道路距離はおよそ二〇〇キロ。森氏はこの間にある各河川の上流を歩いて渉るコースを想定し、その大小の川の上り下りに要する移動距離を八四〇キロと策定。これに先の二〇〇キロを合算すればその行程は約一〇四〇キロになるとし、峡谷沿いの危険な道や、山越えや谷越えの難コースも多いことなどを考慮した上で、その所要日数が水行の三倍程度となることを説明された。

森氏が述べておられるように、それぞれの河川によっては正規の陸行コースからはずれて大きく迂回しなければならない場合も当然あると思う。しかし、三世紀の時代はすでに海行の船があったのであるから、両岸に住む住民達の渡船による往来もかなり頻繁に行われていた可能性が高い。わざわざ遠回りをして峡谷沿いの危険な道や、山越えの険しい道を通るのであれば、たとえ小さな川舟であっても渡し舟を利用した方がよほど得策である。

舟がなければ筏いかだでもよい。「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」という有名な馬子唄は、渡船が禁じられていた江戸時代のものである。

地図を見れば判るように、ほとんどの所は上流に行けば行くほどその地形は険しさを増す。その上流地点から他所に行くとすれば、どうしても大きく迂回するか、けもの道のような狭い山道を上り下りする難コースとならざるを得ない。一般旅行者がこのような遠回りの上に、より困難が予想されるコースをたどったとは思えないのである。

よく知られているとおり、瀬戸内海沿岸は屈曲の多いリアス式海岸である。内湾が深く入り込んだ所も多い。児島半島以東は山口県や広島県ほどでないが、海岸近くまで山が迫った所もある。また、船を利用するには当然渡し場に下りなければならない。その渡し場は地形（高低差の状態、両岸にある集落の位置など）、それぞれの川によっては旅行路となる本道から遠く離れた場所にある所もあったと思う。一つの川を渡るだけでもその道程は長くなる。旅行者の多いときなど渡し船を何往復か繰り返して運んだ場合もあったかもしれない。川の数が多い分だけ日程も嵩かさむ。

私は先に尉頭─捐毒間のジグザグコースは直線距離の約二倍程度であることを想定した。リアス式海岸である上に山もあり、しかも川の多いこの瀬戸内海山陽路を陸行する場合も、その沿岸直線コースの二倍程度の迂曲路を想定しなければならないと思う。

中国魏の時代における陸行一日の行程は四十里、約一七キロといわれている。投馬国の上陸地とする児島半島あたりから畿内大和にあったと思われる邪馬台国までの距離は、児島半島から淀川までをおよその海岸線に沿った直線で結ぶと、約一八〇キロ、これにさらに淀川から桜井市を結ぶ線の距離である四十キロを加えると、そのおよその総距離は二二〇キロとなる。

今、仮にその道路距離が二二〇キロの二倍に当たる四四〇キロであったとすれば、その日程は約二十五日となる。「陸行一月」という記事には五日足りないが、一カ月という旅の途中には悪天候などのためどうしても休まなければならない時もあったに違いない。千里、五百里、水行二十日、十日などといった倭人伝の記述ぶりから考えると、二十五日プラスアルファの旅程を「陸行一月」というきりのよい日数で記録したとしても何ら不自然とはいえないのである。私は「二十日」「十日」或いは「一月」などといった日程は、それぞれの旅程における平均的日数を述べたものと考えている。

ここで二等辺三角形型のジグザグコース（一対〇・七）なら理解できるが、二倍もの迂曲路は考えられないのではないか、とする疑問も当然出てくるかもしれない。山尾氏によると『延喜式』には調庸物運脚の所要日数が示されているが、播磨は陸五日・海八日、備前は陸八日・海九日、備中は陸九日・海十二日、備後は陸十一日・海十五日、安芸は陸十四日・海十八日、長門は陸二十一日・海二十三日と規定されているという。

平安時代、すでに山陽道の官道はかなり整備されていたのであろうか。どの地域への所要日数も海行の方が多くなっている。しかし『三国志』が書かれたのはこの頃より五百年以上も古い時代である。

三世紀における我国の道路状態はどのようなものであっただろうか。

対馬国の条を見ると「道路は禽きん鹿ろくの径の如し」とあり、比較的早く開けたと思われる北九州末盧国の条にも「草木茂盛し、行くに前人を見ず」と書かれている。

すでに鉄器が使用されていたとはいえ、特にこれといった道具もなかった時代に、高低差の少ない道を作るとすれば、どうしても自然のままの地形に沿った屈曲の多い迂回路とならざるを得ない。いかに海岸沿いの平坦な地に道を作るとはいっても、簡単な地図では判らない傾斜地や小さな谷、窪地などのために、思わぬ遠回りをしなければならない箇所は数え切れないほどあったと思う。現代においてさえ、縦貫道路の建設や新しいトンネルの貫通によって、その通行時間が二分の一或いは三分の一に短縮されたなどという話は別に珍しいことではない。

極端な例と思われるかもしれないが、九州の大分から鶴見町までの直線距離は四十キロしかないが、これを海岸線に沿って計ると、なんと二三〇キロにもなるという。この場合、直線距離の実に五・七倍もの距離があることになる。今、仮にこの大分─鶴見間におよその地形に沿ったまっすぐな道路をつけたとしても、直線距離の二倍に当たる八〇キロの道程が必要である。先に述べたおよその海岸線に沿った直線距離の二倍というジグザグコースは、決して誇張した数値とはいえないのである。

中国の場合は平野部が多く、また陸行に対する水行はほとんどが川である。低地をたどって蛇行する川を上り下りする水行より、陸行の方が距離が短いとしても何ら不思議ではない。こういった中国の例とは違って瀬戸内海を行く水行は海行であり、割合直線に近いコースをとることができる。児島半島から淀川・大和川までは島も少ない。

『宋史』外国伝にある占城から交州に至る場合の水行に対する陸行の日程は、七・五倍なのである。無論、『南州異物誌』の記事（注38）などから考えれば、南方民族は風力を利用する技術がかなり進んでいたようであるから、海行には当然帆船が用いられたと思うが、大変な違いである。当然大きく西に湾入した地形にも原因が求められる。

私は先に陸行一日の距離を約一七キロとして計算したが、茂在氏は「行くに前人を見ず」といったような道路状態においての陸行一日の行程は、八キロ程度とされている。もちろん、吉備─大和間の道路環境がこれほどまでに悪かったとは思えないが、こういった点を総合して考え合わせるとき「陸行一月」という記述は、直線に近いコースを進むことが可能な瀬戸内海航路の「水行十日」に対する陸路の、平均的な所要日数を述べたものとして自然に理解できるのである。






おわりに

以上、瀬戸内海航路をとった場合の、投馬国（吉備説）から邪馬台国へと至る「水行十日、陸行一月」について考察した。無論、これは順次式記述の中に水行と陸行の両路が併記されたものと仮定した場合のことである。したがって、この記事が水行十日の後、陸行で一月行くことを記したものである場合についても、当然考慮しておかなければならない。

日本海山陰航路説は方位の面で若干疑点は残るが、この場合、私は投馬国とする出雲から水行十日で丹後に上陸し、円山川或いは由良川に沿って南下、大和まで至るとする白崎氏の説（注39）が、距離の比率から考えて最も妥当性に富んでいると思っている。




〈注〉

１　『邪馬台国』35号

２　拙稿「『唐六典』の記録にもとづく船の真速度」（『古代日本海文化』22号参照）

３　橋本増吉『東洋史上より見たる日本上古史研究』、喜田貞吉『漢籍に見えたる倭人記事の解釈』（『歴史地理』第三拾巻第三・四・五・六号）、藤井滋氏『魏志倭人伝の科学』（『東アジアの古代文化』34号）

４　山田平氏「投馬は出雲である」（『古代日本海文化』13号）、「邪馬台国への道のり」（『邪馬台国』35号）

安本美典氏も『邪馬台国』25号の「高千穂論争」３においては同様の見解を示しておられる。

５　「卑弥呼問題の解決」（『オリエンタリカ』一・二）

６　『シンポジウム邪馬台国』角川選書

７　『倭国』

８　「誇張説にもとづく邪馬台国への旅程」（『邪馬台国』35号）

９　『邪馬壹国の論理と数値』

10　『「魏志・倭人伝」旅程記事の「分離式読み方」の提唱』（『東アジアの古代文化』47号）

11　『邪馬壱（台）国〝発見〟記』

12　『邪馬台国はやっぱりここだ』

13　『「邪馬台国」はなかった』

14　『邪馬台国はどこか』（『帝塚山考古学』[image: gaiji]１）

15　『発見！　邪馬台国への航路』

田口賢三氏も「はるかなる大和への道」（『邪馬台国』６号）において両路併記説を述べている。

16　『神道学』10号

17　『古地図と邪馬台国─地理像論を考える』

18　『東方学報』第九冊

19　「邪馬台国の位置─その研究史的考察」（『学芸』[image: gaiji]37）

20　『隠された邪馬台国』

21　「「太平御覧」所引「魏志」の「至於投馬国」をめぐって」（『東アジアの古代文化』65号）

22　「邪馬台国について」（『考古学雑誌』第12巻第11号）

23　「邪馬台国の位置」（『桐朋学報』昭和三十年十二月）

24　『邪馬台国論争』

25　『大いなる邪馬台国』

26　『史学雑誌』第三十八編第十号

27　「邪馬台国は大和である」（『考古学雑誌』第十二巻第七号）

28　『シンポジウム邪馬台国』

29　「「魏志」「倭人伝」とその周辺」（『邪馬台国』30号、31号）

30　「シナ史書における交通路程の記事について」（愛知大学文学部論集・第20号）

31　前掲注15

32　『新版　魏志倭人伝』

33　『古代日本海文化』８・９号

34　『邪馬台国・中国人はこう読む』

35　三木太郎著『魏志倭人伝の世界』

36　前掲注21

37　『古代日本の航海術』および「実地踏査にもとづく『倭人伝』の里程」（『邪馬台国』35号）

38　『東アジアの古代文化』61号「邪馬台国に来た船は手こぎ船」において、遠澤葆氏が詳しく紹介しておられる。

39　『東アジアの中の邪馬臺国』





第二部　『三国志』東夷伝　漢文「魏志」倭人伝の解釈






日本が倭と呼ばれていた時代、初めてこの倭国のことについて詳しく記した『三国志』「魏志」倭人伝は、八世紀に成立した『古事記』や『日本書紀』などよりも遥かに前の三世紀に、中国の史官陳寿によって書かれた同時代史である。我国の古代について知るためには最も信頼のおける書物であるといってよい。

「魏志」倭人伝に関しては、すでに江戸時代中期から松下見林（『異称日本伝』一六九三）、新井白石（『古史通或問』一七一六）、また本居宣長（『馭戎慨言』一七七八）などによって論じられてきている。

松下見林、新井白石は「魏志」倭人伝に記されている邪馬台国を大和に、女王卑弥呼を神功皇后に比定。一方、幕末に至って卑弥呼を九州に勢力をはっていた熊襲などのたぐいではないかとした本居宣長のあとを受け、鶴峯戊申（江戸末期一七八六〜一八五九）なども熊襲による朝貢が誤って記されたものとした（『襲国偽僣考』）。

以来、大きく分けて邪馬台国を大和とする説と、これを九州に比定する説を中心として多くの人によって研究され議論されてきている。内藤湖南（虎次郎）、橋本増吉、白鳥庫吉などに代表される明治から大正にかけての人々による「魏志」倭人伝の記事内容の詳しい分析がそれである。

だが、この邪馬台国に関する研究も、大正末期から太平洋戦争の終わる昭和二十年に至るまでの間、外国史料をもとにして我国の歴史を構築することは忌避され続け、抹殺された形となっていた。しかし、戦後この「魏志」倭人伝をもとにした邪馬台国の研究は一層盛んとなり、倭人伝の原文に忠実であるべきであるとする古田武彦氏（『邪馬台国はなかった』）の出現により、さらに精緻さが加わってきたようである。

古田氏はこれまで多くの人が「魏志」倭人伝に書かれた「邪馬壹国」や「壹与」を「邪馬臺国」「臺与」と改定してきたことに対し、原文どおり「邪馬壹国」「壹与」とするべきであると主張。また、女王卑弥呼が中国の魏に対し、最初に使いを遣わした年も、通説の景初三年ではなく、原文どおり景初二年とするのが正しいとされた。

この古田氏の主張に対し、榎一雄（「邪馬台国はなかったか」読売新聞、昭和四十六年五月二十九日〜六月十六日）、白崎昭一郎（『東アジアの中の邪馬台国』その他）、尾崎雄二郎（『人文』16号その他）、三木太郎（『魏志倭人伝の世界』その他）、安本美典（「邪馬台国はなかったか」その他）などの各氏による、従来どおり邪馬臺（台）国とするのが正しいとする反論があり、熾烈な論戦がくりひろげられた。この邪馬壹国問題に関しては、最初の刊本が出された十二世紀末よりも前に書かれた『後漢書』『梁書』『北史』などにも邪馬臺国と記されており、私もこれまでどおり邪馬臺国とするのが妥当だと考えている。

ここでは『隋書』に書かれた「邪摩堆に於いて都す、則ち魏志の所謂る邪馬臺なる者なり」とある記事が、三木太郎氏などが述べているように「……七世紀から三国志の最初の刊本が出された十二世紀までの間に臺─壹の誤写があった」とみる決め手になると思う。

しかし、これとは逆に「壹与」と「臺与」の問題に関しては、『冊府元亀』（一〇一三）宋版にも「壹与」としていることが榎一雄氏などによって指摘されており、「魏志」倭人伝には壹与の字が三回も続けて書かれている点から考えると、「壹与」であった可能性の方が高い。

また、卑弥呼の遣使を景初二年とする説については、『通典』（八〇三年献上）、『冊府元亀』『倭変事略』などにも二年としており、『古代日本海文化』24号で述べたとおり、私も異論はない。倭人伝には景初二年の朝貢に対する答礼として、正治元年に魏の使者が我国に到着し、卑弥呼に金印を拝仮したことが記されているが、『晋書』一には「魏の正治元年春正月、東倭訳を重ね貢を納む」と記されている。「貢を納む」とは、倭が女王の都、邪馬台国を訪れた魏の使者に上表文を託すとともに、現地で貢物を献上したことを意味する。

もし仮に卑弥呼の遣使が景初三年のことであったとするならば、魏の使者が翌年の正治元年正月に我国に到着するのは到底不可能である。

景初二年六月に帯方郡を訪れた倭の使者が、郡の官吏の案内で都の洛陽に到着、皇帝から卑弥呼への制詔が下され、難升米らが銀印と共に数々の贈り物を賜ったのは、その年の十二月と記されている。魏の明帝はこの十二月乙丑に急な病に罹り、翌景初三年正月丁亥に崩じた。この不幸な出来事によって、喪に服すため一切の公事は停止されたものと思われる。

「魏志」四／三少帝紀に「（景初三年）秋七月、上、始めて親ら朝に臨みて公卿の奏事を聴く、八月大いに赦す」と書かれている。邪馬台国までの旅程から考えると、帯方の太守弓遵、建中校尉の梯てい儁しゅんらが派遣されたのは、おそらくこの頃か或いはもう少し前ではなかったかと思う。景初三年説の立場をとる方々の説では、使者の旅程がほとんど考慮されていないのではないか。

もう一つ、これまで常識とまでなっていた見解とは全く異なる解釈を示したものとして「方」に関する考え方がある。周知のとおり、現在「方」は『九章算術』『海島算径』などの解釈をもとに、一辺の長さを表すものとして理解されている。

しかし、これはあくまでも正確な方形を前提とした場合のみのことであって、国の領域や島の大きさを示す場合のものではない。この問題についても『古代日本海文化』七号においてすでに述べたが、韓・倭人伝における「方」によって示された数値を、正確な方形の場合のように、一辺の長さを示したものとして受け取るのは間違いである。

これをどこまでも一辺の長さであると主張するのであれば、漢長安城の周囲を「方」によって示した数値、また、我国の応神天皇陵などの「方」による数値をどのように理解しているか、明確な根拠を示して説明しなければならないだろう。応神天皇陵も周囲の長さを「方」によって示している。

中国史書には滇てん池や天竺国の周囲の長さも「方」によって示されている。漢の皇帝陵の規模についても同様である。「方」が周囲の長さを表すものであるとする考えはすでに白鳥庫吉によっても提示されていた（「倭女王卑弥呼考」『白鳥庫吉全集』第一巻所収）。残念ながら現在の学界では『九章算術』などの解釈に依拠するあまり、明治の大儒、白鳥博士の見解も完全に否定された形となってしまっている。

以上、四点について先にあげたのは、私が本文で述べようとしていることが専門学者をも含めた多くの研究者の見解（これまでの通説・常識）とは大きくかけ離れた部分も少なくないからである。

「魏志」倭人伝はすでに解明され尽くされたと考えている方々もいるようであるが、まだまだ疑問とするところは多い。

従来、帯方郡からのものと考えられていた狗邪韓国までの七千余里という長大な里数、また、合計三千余里と思われていた対馬海峡における記述（三度繰り返し書かれた「一海千余里を渡る」）、これらの記述をそのまま受け取る限り、これまでのように誇張説や古田武彦氏のような魏晋朝短里説、また、安本美典氏などによって唱えられている地域的短里説などの解釈による以外、解決の道は見出すことはできなかった。

しかし、著者の陳寿が晋朝の国家機密を守るため、筆法を用いてこの行程記事を書いたのだとすればどうだろうか。私は「魏志」倭人伝の行程記事は、陳寿が筆法を用いて書いたとする立場に立つ。

「三国志」の著者陳寿は「魏志」東夷伝・倭人条において、私達に何を伝えようとしていたのか。そのことを明らかにするためには、この倭人伝が書かれた当時の状況、陳寿の置かれていた立場について、詳しく知っておかなければならない。

よく知られているように、魏・蜀・呉が互いに競い合っていた三国鼎てい立りつの時代も、二六三年に蜀が滅び、二八〇年に至ってついに呉も滅亡、文字どおり晋が天下を統一した形とはなっていたが、呉の残存勢力は各地に潜伏し、機を窺ってはたびたび叛乱を繰り返していた。陳寿が『三国志』を執筆したのはまさにこの頃だったのである。

呉は孫権の頃から遼東に蟠踞して勢力をはっていた公こう孫そん渊えんと通じようとしていた時期もあり、また、遠く海を越えて夷州・亶たん州にまで兵を遣わしたこともあった。晋にとって呉の残存勢力に倭国への精確な道程を知られないようにすることは、戦略上、国家の重要な機密事項となっていたことはいうまでもない。倭は帯方東南海上の遥か万里の彼方にある国だと思わせる必要があったのである。

かなり時代は新しくなるが、ドイツの医学者であり、また博物学者でもあったシーボルトが、オランダ商館の医員として長崎に着任していた時（一八二三年）、日本の動植物・地理・歴史・言語などについて研究、一八二八年帰国するに際し、外国への持ち出しが禁止されている我国の地図を荷物の中に忍ばせていたことが発覚、罪に問われた事件のあったことは有名である。まして、古代においては敵対する相手に、当方の詳しい地勢・地理を知られることは、後々国の命取りにもなりかねない危険なことであった。

いかに歴史家であるとはいえ、晋朝に仕える身である陳寿にとって、このような国家の重大機密をあからさまに書くことなど、決して許されることではなかった。陳寿が東夷伝、特に倭人伝を書くに当たって、筆法を用いなければならなかった最大の理由は、敵対する呉の残存勢力を牽制しておかなければならないという、特殊な時代的背景にあったのである。

今日、私達が目にすることのできる邪馬台国関係の本のほとんどには、原文に対する詳しい解説がそえられており、誰にでも一応の解釈は可能となった。しかし、その陰には多くの先人達の膨大な時間を傾けた血のにじむような努力があったことを忘れてはならないと思う。私達はこの先人達の尊い苦闘の跡を謙虚にたどるとともに、さらに「魏志」倭人伝に書かれた「紹興本」千九百八十五文字、「紹煕本」千九百八十五文字（三木太郎氏）の、一字一句に秘められた真の意味を究めるための努力を怠ってはならない。これが我々後に続く者に課せられた責務であり使命だと思う。

現在では中国においても、すでに漢文字は簡略化され、それにともなって一字一句の持つ意味も単純化されてしまっている。だが、『三国志』などが書かれた古い時代においては、紙は貴重品であった。限られたスペースの中において、いかに多くの事柄を無駄なく表現するかということが著述者にとっての腕の見せどころであり、最大の眼目もそこにあったはずである。

立命館大学の名誉教授をしておられた故白川静氏も、「最後まで何文字も読まなければ意味が理解できない横文字やかな書きに比べ、僅か三文字か四文字によって意味が表現できる漢字の良さは、もっと見直されるべきではないか」と述べている。

インターネットが普及し、若い人達の間で盛んに絵文字などが用いられているようであるが、瞬時に判断できるという点において、漢字は最も優れた文字といえるのではないか。

『三国志』の著者陳寿が権力という枠の中で、どのような筆法を駆使して晋朝の国益を損なうことなく、いかにして後世の人々に真実を伝えようとしたのか。本論においては漢文字の解釈に主眼を置いた立場から、倭人伝の一字一句に秘められた深い意味を探ることによって、邪馬台国と卑弥呼の謎を一つ一つ説き明かしてゆくことにする。

「師に造る者は富み、師に随う者は貧す」

「造る」とは、いたる、きわめつくす、そしてその上に、さらに積み重ね、創造するという意味であり、また、「師に随う者は貧す」とは、ただこれに随い追従するだけではだめだ、ということを述べたものである。ここで「富み」「貧す」とは、無論、金銭的なことについていったものではない。

江戸中期の国学者として名の高い本居宣長も、「師の説にな、なづみそ」（師の説にとらわれることのないように）と述べられている。

「古人の跡を求めず、古人の求めたる所を求めよ」松尾芭蕉

長い年月を費やし、心血をそそいで築き上げてきた多くの先達の研究成果の上に、どれだけのものを積み上げることができるか、凡愚の身を自ら励まし鞭打ちながら、年月の経つのも忘れ蟷とう螂ろうの斧をふるい続けてきた。今、この長年にわたる考証の結果を読者諸賢の前に披瀝し、その審判を仰ぎたいと思う。






はじめに

陳寿の生い立ちとその人物像

「魏志」倭人伝とは『三国志』の中の「魏志」巻三十におさめられている東夷伝倭人条のことを略していったものである。

『三国志』の著者、陳寿（二三三〜二九七）は、巴西郡安漢県（四川省）に生まれ、少年時代から同じ巴西郡の大学者として名の知られた譙周に師事して勉学に励み、その俊才ぶりは早くから高く評価されていた。

陳寿は、はじめ蜀に仕官していたが、その蜀は二六三年（蜀の炎興元年）に滅んでしまったため、その前途は閉ざされた格好となっていた。

しかし、その二年後の二六五年（魏の咸煕二年）、魏に代わって晋の時代となるや、たちまちその才を認められ佐著作郎に登用された。これは当時、司空であった張華にその才能を認められたものであるが、やがて彼は国史を司る著作郎に任命された。

ここに魏・蜀・呉、三国の志六十五巻を撰述するはこびとなったのであるが、「其れ善く事を叙す、良史の才有り」と時の人に稱しょうされ、中国正史の一つとして永く伝えられるようになったことはよく知られるとおりである。

しかし、名将として名の高い諸葛亮（孔明）の伝に「連年衆を動かすも未だ功を成すこと能わず、蓋し變に應ずる将略、其の長ずる所に非ざるか」と記したことに対し、「亮が将略長ずるに非ず、敵に應ずるの才無しと謂う、惟だ書に工なれど名は其の實に過ぎたり」と述べた諸葛瞻たんなどに軽んじられ、その評価も一方においては芳しいものではなかった。

これは「泣いて馬謖を斬る」をいう故事でもよく知られているが、蜀の武将馬謖が作戦の失敗から、魏の軍に大敗した責任を諸葛亮に問われ死罪となったとき、参軍として仕えていた陳寿の父も、連座して髪刑に処されたのを恨んで、最後に先の一行を書き加えたものと見なされたためである。晋の時代であるから、陳寿が晋朝の裏面を一切書かなかったことについて悪評するものはさすがに誰一人なかったようであるが、この僅かな一節が彼を非難する格好の口実となったのかもしれない。

無論、陳寿は他の事柄については、諸葛亮の優れた面を全てにわたってあげ、高く評している。陳寿の諸葛亮に関する評は次のとおりである。

「評して曰く、諸葛亮が相国為る也、百姓を撫して儀軌を示し、官職を約し権制に従わしめ、誠心を開き公道を布く。忠を盡し時に益ある者は、讐と雖も必ず賞し、法を犯し怠慢する者は、親と雖も必ず罰す。罪に服し情を輸す者は、重しと雖も必ず釋し。辭を游ばしめ巧に飾る者は、軽しと雖も必ず戮す。善は微たるも賞せざること無く、悪は繊でも貶せざること無し。庶事精錬し物は其の本を理す。名に循がい實を責て虚偽歯せず。終に邦域の内に於いて、咸く畏れるも而うして之を愛す。刑政峻しと雖も怨む者無し。其の心を用いること平にして勧戎明かなるを以てなり。謂う可し、治を識ることの良才、管蕭の亜匹なりと」

問題とされた先の「連年衆を動かすも、未だ功を成すこと能わず、蓋し變に應ずる将略、其の長ずる所に非ざるか」は、この評の最後に書かれた一条である。

この悪評を拭うべく、張華が中書郎に推挙しようとしたが、この張華を忌む荀勗らによってはばまれ不遇のときを過ごしていた。

その後、杜預の帝に対する再度の推薦によって、やっと御史治書を授けられたが、母親の老病のため職を去り、その死後、この母を故郷に葬らなかったことを理由に貶められ、再び廃辱の憂き目に遭い数年を過ごした後、陳寿は元康七年（二九七）、病のため亡くなった。享年六十五歳であった（母親を洛陽に葬ったのはその遺言によるものであるが、中国では死後、故郷に葬るのが習わしとなっていた）。

早くからその非凡な才能を認めていた師の噍周は、陳寿に対し「卿、必ず才学を以て名を成さん。当に損折を被るべくも、亦た不幸に非ざるなり。宜しく深く之を慎むべし」と戒めている。張華が陳寿の『三国志』を見て「当に晋書を以て相付すのみ」と褒め称えたように、高い評価を得ていた反面、敵も多かったのであろう。

陳寿の生涯はまさに噍周の予言どおりとなったわけであるが、この噍周は占術にも長じていたのであろうか。晩年、彼のもとを訪れた陳寿に対し、自らの死をも予言している。




陳寿は若い頃、蜀の観閣令史として仕えていたが、この蜀では当時、宦官の黄晧が権力をかさに専横をきわめていた。重職にある多くの大臣達が意を曲げて黄晧におもねり付く中にあって、彼だけは決して屈しようとはしなかった。

このため、しばしば譴黜を被り冷遇されていたという。若さのゆえもあったかもしれないが、人一倍気骨のある人物だったのである。

『晋書』に載せられた悪評とは別に、後代になると陳寿に対する評価も様々に分かれ、唐の史学者、劉知畿（六六一〜七二一）などは「記言の奸賊、戴筆の凶人」（『史通』曲筆篇）とまで断じた。

しかし、本田済氏が「曹爽・何晏・李勝・丁謐・畢軌・夏侯玄らは司馬氏を倒そうとして敗死した人々である。陳寿はこの人々と、それに連座した許允・王経を併せて一伝を立てる。斉王紀では『曹爽ら不軌を謀る』として反臣の扱いをした上、本伝では曹・何の私生活についても悪口の限りを連ねる」と指摘する点に関しても、「これらの人々に対する悪声は、ひとえに司馬氏に対する遠慮から発せられたものだ」と清の全祖望・錢大昕・王鳴盛・王夫之らがひとしく抗議していることを紹介しているように、『三国志』が書かれた時代的背景を考えると致し方ないことであった（『漢書・後漢書・三国志列伝選』解題）。

二六五年に晋が魏のあとを承けたといっても簒奪に近い形であり、『三国志』はそのときから何ほどの年月も経ていない時期に執筆されたものなのである。たとえ陳寿が晋王室（司馬氏）の悪事を全く書かなかったとしても、誰一人咎め立てはできなかったであろう。

事実、晋の時代における悪評は先にあげた諸葛亮の評、およびその子・瞻の伝でわざと「美声溢誉、その実に過ぐるあり」と酷評した、などとする点に集中しており、司馬氏に関する事柄についてふれた者はいない。

『晋書』華表伝に「正元の初（二五四年頃）、石苞来朝して盛んに高貴卿公を稱して、以て魏武の再生と為す。時に聞く者、汗を流して背を沽す。表、禍の作さんことを懼れ、頻に疾と稱して下宿に帰る。故に大難を免かる」と書かれた記事がある。聞く者が皆、冷や汗を流して禍わざわいの及ぶことを懼おそれたというこの記事は、当時の人々がいかに司馬氏の権力におびえ、気を使っていたかということを窺うに十分である。

『史記』の選者司馬遷は、友人の李陵が匈奴に降ったのを弁護したかどで宮刑に処され、発奮して『史記』を著したが、「匈奴」列伝の最後には「孔氏、春秋を著わす。隠の桓の間は則ち章らかなるも、定・哀の際に至りては則ち微なり。其れ當世の文を切にして褒ずること罔く、忌諱の辭を為すなり」などと述べた文を付け加えている。

孔子は定公・哀公に仕えた人であった。また、『漢書』の著者班固（三二〜九二）は、かつて密かに国史を改作しているとの讒ざん言げんに遭い、一時、獄に繋がれていたこともあり、大将軍の竇憲が匈奴を征するために出陣した際、状況が変わったことによる作戦の手違いにより、中護軍として従軍していた班固は連座して官を免ぜられ、最後は捕縛されて『漢書』未完成のまま獄死した。

当時の人々をとりまく環境は、特に歴史家にとっては、現在の我々には想像もつかないほど厳しいものであった。

「魏志」に引かれた裴松之の注にも「春秋の義、内の大悪は諱み、小悪は書さず」と書かれた記事がある。中国において筆法は、春秋時代から承け継がれてきた伝統でもあった。

陳寿は司馬氏の裏面には一切ふれようとはしなかった。しかし、晋朝の重大な国家機密である地理誌において、筆法によってその真実（実距離）を東夷伝の中に遺し、世の人々に伝えようとしたのではないか。

では、その筆法を解く鍵はどこにあるか。陳寿が身命を賭し、熟慮に熟慮を重ねた渾身の筆法を解き明かすには、字句の徹底解明とともに、全視野からのさらなる熟慮が必要であることはいうまでもない。






第一章　漢文読み下し「魏志」倭人伝の解釈







一　冒頭文

倭人は帯方の東南大海の中に在り、山島に依りて国こく邑ゆうを為す。旧百余国、漢の時に朝見する者あり、今使訳通ずる所三十国。

「倭人」

冒頭に書かれた「倭人」に関しては『論衡』に次のような記事がある。

「周の時、天下太平、越裳白雉を献じ、倭人鬯草を貢す」（巻八、儒増編）

「成王の時、越裳雉を献じ、倭人暢草を貢す」（巻一九、恢国編）

『論衡』の著者王充は後漢時代（二七〜九〇）の人であるが、官府などに遺されていた何らかの記録をもとに、先にあげたような記事を書いたのであろうか。

成王とは周の二代目の天子であり、紀元前一一〇〇年頃の人とされている。我国でいえば縄文時代後期ということになる。この頃から私達の先祖ははるばる海を渡って朝貢していたのかもしれない。無論、『論衡』に記録された倭人がどこから来たものか、先の記事だけでは知ることができない。

夏の禹王の治水を助けた伯益の著とも、また、後人の偽作ともいわれ、さらに前漢代に増補されたといわれる『山海経』を見ると「蓋国は鉅燕の南、倭の北に在り、倭は燕に属す」と書かれている。燕は現在の河北省・遼寧省および北朝鮮などを領有していた大国であり、蓋国は平壌辺りを中心に存在していた国といわれている。その蓋国が倭の北にあるとしているのであるから、この記事に書かれた倭は朝鮮半島の南部にあったように受けとれる。

「魏志」韓伝にも、

「韓は帯方の南に在り、東西は海を以て限りと為し、南は倭と接す」

とあり、さらに、

「……男女倭に近きは亦た（同じように）身を文す」（辰韓条）

「……其の瀆盧国は倭と界を接す」（弁辰条）

などと記されている。

「東西は海を以て限りと為す」としながらこのように書いているのであるから、大きく海を隔てた対馬を対象にした記述でないことは明らかである。

この「魏志」韓伝や『山海経』の記事は、古代の朝鮮半島における倭人国の存在を考慮する上で、欠くことのできないものである。

『後漢書』鮮卑伝にも、

「種衆日ごとに多く、五畜を射猟するも食を給するに足らず、檀石槐乃ち自ら徇行して烏の集まるを見る。秦水の廣従數百里、水停りて、其の中に魚あるも之を得ること能わず、倭、網捕を善くすと聞きて、是に於いて東のかた倭人国を撃ち、千余家を得て従え、秦水の上に置きて魚を捕えしめ、以て糧食を助く」

と書かれた記事がある。「魏志」の記事では「汗人国」となっているが、鮮卑の近く、或いは朝鮮半島のどこかに、倭人の集団が一つの国として存在していた可能性は否定できない。

「旧百余国」

一方、『漢書』地理志、燕地条には、

「……楽浪海中に倭人有り、分かれて百余国と為る。歳時を以て来たり献じ見ゆと云う」

と書かれている。漢の時代になると、ほとんど毎年のように倭人が海を渡って朝貢していたというのである。

直木孝二郎氏は「歳時を以て」というのは誇張ではなかろうか（『倭国の誕生』）と述べているが、ここに記録された倭人が日本列島に住む人々を指して述べたものであることは間違いない。

『後漢書』倭伝を見ると、

「倭は韓の東南大海の中に在り、山島に依りて居を為す。凡そ百余国。武帝朝鮮を滅して自り、使駅漢に通ずる者、三十許国。国々皆王と称し、世々統を傅う。其の大倭王は邪馬臺国に居り」と記されている。

『後漢書』は「魏志」よりも後の時代に范はん曄よう（三九八〜四四五）によって著されたものであり、「魏志」に依拠して書かれた部分も多いが、

「建武中元二年、倭の奴国貢を奉じて朝賀す、使人自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武賜うに印綬を以てす。安帝の永初元年、倭国王帥升等、生口百六十人を献じ、請見を願う」

などとある記事は、官府に遺されていた記録をもとにした独自のものである。

したがって「魏志」倭人伝に書かれた「旧百余国」は、漢の時代からすでに百余国に分かれていたことを記したものであることに疑いはない。

この「旧」に関しては、すでに古田武彦氏が榎一雄氏との間で交わされた「旧蔵問題」（注１）で述べているように、この場合、以前から、かなり前の時代から今に続いている、という意味であり、「古」や「故」「本」などとは区別して考えなければならない。

この程度の文字は説明の必要はない、と考える読者も多いかと思うが、一字一句の持つ意味を明らかにすることによって、倭人伝の謎を解明することがこの本の主旨であるから、順を追って説明してゆくことにする。




「曾て聞く、土人、貴邦を歎美すらく、旧より英俊多し」（「呉志」十二　注引会稽典録）

「東州の人、流入して旧民を侵暴す」（「蜀志」一　注引英雄記）

ここにあげた例を見ても明らかなように、「旧」は、以前から、そして今も英俊が多い、また、流入してきた東州の人が以前からある人々を押しのけ危害を加えている、という意味で用いられている。

これに対し「古」の場合はどうか。

「烏丸鮮卑は即ち古の所謂る東胡なり」（「魏志」三十）

「挹婁は古の粛慎の国なり」（「後漢書」七十五）

ここにあげた例の場合は、かなり古い時代（漢の時代）はそれぞれ東胡、粛慎と呼ばれていた、という意味を表すために用いられたものである。

では次に「故」としている場合は、どのような意味を持って書かれたものであろうか。

「龍堆を過ぎ、故の楼蘭に到る」（「魏志」三十）

「者舌国は故の康居国」（『北史』八十五）

ここにあげた例は、もともとはそのような名であったが今は違う、という意味で用いられたものである。先にあげた楼蘭については、『漢書』西域伝に「鄯善国、本の名は楼蘭」と書かれており、『北史』では「鄯善国は扞泥城に都す。古の楼蘭国なり」と記されている。

『漢書』の場合、本来の名は楼蘭であった、ということを表したものであり、時代が降って『北史』が書かれた頃には「古」、つまり〈いにしえ〉という表現が用いられている。これは執筆時点とはかなり時代が隔たった頃のことを示す場合の用法なのであろう。

「本」については、先の楼蘭の他、

「夫餘国は玄菟の北千里に在り、南は高句麗と、東は挹婁と、西は鮮卑と接す。北に弱水有り、地は方二千里。本濊の地なり」（『後漢書』東夷伝）

「（匈奴、……諸羌に傅へ告げて曰く）張掖・酒泉は本、我が地なり」（『漢書』列伝三十九）

などのように、「本来は」「もともとは」などという意味で使われている場合が多い。

「今使訳通ずる所三十国」

「魏志」倭人伝には「今、使訳通ずる所三十国」とあるから、古くからあった百余国のうち、魏の時代になって中国と通交している国は三十国だということになる。

無論、百余国の中の幾つかの国は統合されて一つにまとまった所もあったであろうから、倭国が漢の時代と同じように百余国のままであったかどうかという点については、この記事からは窺うことはできない。ここでは「今」という文字によって、「百余国」という以前からあった国数の問題は打ち切られ、魏と通交のある三十国のことに置き換えられている。

ここで「魏志」倭人伝に「今、使訳通ずる所三十国」とあるところを、「後漢書」倭伝では「武帝、朝鮮を滅ぼして自り、使駅漢に通ずる者、三十国許り」としている点が問題とされている。

この問題に関し佐伯有清氏は、『後漢書』東夷伝の序文に、

「中興自り後、四夷来賓し、時に乖畔有ると雖も、而るに使駅絶えず」

とある記事に、劉攽（北宋の学者）が、

「……案ずるに、郵駅は中国に之れ有る可きも、四夷には通ず可からず。前書自り皆、使訳と言う。使いは即ち使者、訳は則ち訳人、故に合わせて使訳と作す。此の書の内、自ら使訳に作る處有り、明かに是、後人暁さとらず、妄りに之を改むるなり」

と注を付していることを根拠に、「駅」は「訳」の誤りとするのが通説となっていることに対し、南北朝梁の顧野王撰の『玉編』に「駅」は「訳なり、道なり」とあって、導く、案内するという意味で、「訳」とは同語であることが知られることなどをあげ、

「ひろく使者、使節として理解したほうが理にかなっているといえるであろう」と述べている（注２）。

「呉志」蒒綜伝に、交趾などベトナムの異民族の習俗について、

「民は禽獣の如く、長幼の別無く、椎結徒跣し、貫頭左袵す。長吏の設け有ると雖も無きが如し。斯れ自り以来、頗る中国の罪人を徒し、其の間に雑居せしむ。稍く書を学び、粗まし言語を知れり。使駅往来し、観るに礼化見わる」と記された例がある。

また、『後漢書』倭伝の女王国より東の地理誌について述べた部分で、

「女王国自り東、海を度ること千余里、拘奴国に至る。皆倭種なりと雖も女王に属さず。女王国自り南四千余里、朱儒国に至る。人長三・四尺。朱儒自り東南船を行ること一年、裸国・黒歯国に至る。使駅の伝うる所ここに極まる、と」とある。

これらの記事によって勘案しても、簡単に「駅」を「訳」の誤りとすることはできない。

劉攽（一〇二三〜一〇八九）は、

「郵駅は中国に之有る可きも、四夷には通ず可からず」と述べているが、四夷もそれぞれ独自に使駅を用いて通交していたと見るのが妥当ではないか。

「使訳」は使者および通訳の意味合いが強いのに対し、「使駅」は使者を意味すると同時に、航海者ならびに車馬の御者・道先案内人としての性格を強く感じさせる。「魏志」に使訳とし、これを『後漢書』が使駅としているのは、共にそのままでよいと思う。




順は逆になったが、ここで冒頭に書かれた「帯方」についてふれておきたい。

「帯方」とは帯方郡のことを指して述べたものである。これは後漢の末頃設置された郡の名であるが、この名は帯水（ソウル付近を流れる今の漢江）の名にちなんで付けられたものという。実はこの最初の一節に書かれた「帯方」郡の存在が、陳寿が行程記事を書くに当たって、筆法を用いるための大きな布石となっていたのである。




〈注〉

１　『邪馬壹国の論理』

２　『魏志倭人伝を読む』







二　行程記事

１　狗邪韓国へ

郡従より倭に至るには、海岸に循したがって水行し、韓国を歴へて、乍あるいは南し、乍は東し、其の北岸狗く邪や韓国に到る、七千余里。




（其の北岸をめぐって）




「始めて一海千余里を度る、対海国に至る。其の大官を卑狗と曰い、副を卑奴母離と曰う。居る所は絶島、方四百里可り。土地は山険しく、深林多く、道路は禽鹿の径の如し。千余戸有り。良田無く、海物を食して自活し、船に乗りて南北に市糴す。又南に一海千余里を渡る、名づけて瀚海と曰う。一大（支）国に至る。官を亦卑狗と曰い、副を卑奴母離と曰う。方三百里可り。竹木、叢林多く、三千許りの家有り、やや田地有り。田を耕すも、猶食するに足らず、亦南北に市糴す。又一海千余里を渡る、末盧国に至る。四千余戸有り。山海に浜って居る。草木茂盛し、行くに前人を見ず。魚鰒を捕らえることを好み、水の深浅と無く、皆、沈没して之を取る。東南陸行すること五百里、伊都国に到る。官を爾支と曰い、副を泄謨觚、柄渠觚と曰う。千余戸（万余戸）有り。世に王有るも、皆、女王国に統属す。郡使の往来常に駐まる所なり。東南奴国に至る百里。官を兕じ馬觚と曰い、副を卑奴母離と曰う。二万余戸有り。東行不彌国に至る百里。官を多模と曰い、副を卑奴母離と曰う。千余家有り。南して投馬国に至る水行二十日。官を彌彌と曰い、副を彌彌那利と曰う。五万余戸可り。南して邪馬壹（臺）国に至る。女王の都する所なり。水行十日、陸行一月。官に伊支馬有り、次ぎを彌馬升と曰い、次ぎを彌馬獲支と曰い、次ぎを奴佳鞮と曰う。七万余戸可りなり。女王国自り以北は、其の戸数・道里は略戴することを得可きも、其の余の旁国は遠絶にして詳かにすることを得可からず」




従来、「郡従り倭に至るには、海岸に循って水行し、韓国を歴て、乍いは南し、乍いは東し、其の北岸狗邪韓国に到る、七千余里」に関しては、冒頭の「郡従り」は帯方郡を起点にしたものと解していたため、このくだりは韓国の西海岸に沿って進む水行のことを記したものであるとする論者が多かった。

しかし、この「海岸に循って水行」とは、首都洛陽のある河南郡を起点として各郡を次々に経由し、黄河の河口付近にある港から渤海湾を海岸沿いに進んだ後、どこかの地点に上陸することを述べたものである可能性が高い。

また次に「韓国を歴て」は、韓国陸行のコースを取り、釜山方面に比定されている狗邪韓国に到着することを記したものである可能性が高い。

第一の疑問は、韓国を西海岸沿いに水行するのであれば、何のためにわざわざ韓国南岸沿いに東行して東南端にある釜山まで行く必要があるのかということ。韓国西岸を水行するのであれば、一気に対馬を目指して進んだほうが行程はずっと短くなる。

そして第二に、韓国の西海岸は多島海と呼ばれているほど岩礁が多く（千五百八十一の島を有する）、海岸に循って水行するにはあまりにも危険である。一旦海上に出ればたとえ海が荒れてきても岸に近づくのは容易ではない。『宋史』外国伝三には三千七百の島があることを記している。

「魏志」二十六に次のような記事がある。

「悪風に偶い船、皆、山に觸れて沈没」

ここで「山」とあるのは海中にある岩礁、水中に隠れている岩のことである。海上に出ている大きなものは島と呼ばれていた。

「循う」については、韓国陸行説を主張する古田武彦氏（『邪馬台国はなかった』）も書例をあげて述べているように、海岸（河岸）近くに沿って行くことを示すための文字である。

「八月、帝、遂に船師を以て譙しょう自り渦に循い淮に入り、陸道従り徐に幸す」（「魏志」二）

「遂に歩従して汴やん水に到る。水深くして渡ることを得ず。洪、水に循いて船を得る」（「魏志」九）

一方、「韓国を歴て」とある記事も陸行である可能性を窺わせる。

「歴」と違い「経」の場合は、ただ表記した国（場所）一つを通過する、その傍を通過する、素通りする。また、幾つもの所を経過する場合であっても、具体的にその数が示されているときに用いられる。

「又、十余国を経て海岸に達す」（『隋書』倭国伝）

「小国を経ること二十余」（『唐書』地理志）

「馬驤山を経て郷嶺を望む」（『宋史』外国伝六）

「陳を平げる歳、一戦船有り、漂いて海東の躱牟羅国に至る。其の船、還ることを得て百済国を経る。（餘）昌、之を資送すること甚だ厚し」（『隋書』百済伝）

これに対し、「歴」は幾つもの国を歴行する、歴観・歴訪するということを表す場合に用いられることが多い。

韓国とは、馬韓・辰韓・弁韓など何カ国もの国をひとまとめにしての表現であるから、水行の場合だと歴行するのは不可能である。

「諸々の郡県を歴せしめ」（「蜀志」十）

「行くこと十八昼夜、蠻山を度り水行、天竺山を歴て、賓頭狼山に至る」（『宋史』外国伝五）

ここでは山の名は天竺山一つではあるが、幾つもの山嶺が連なっており、山は一つではない。その幾つもある嶺々の、低地をたどりながら通過する意味を込めた記述ではないかと思う。

『梁書』中天竺国条に次のような記事がある。

「呉の時、扶南王范旃、親人蘇物を遣わし其の国に使いせしむ。扶南従り投狗利口を発し、海の大灣の中に循いて正西北に入り、灣邊の数国を歴て、一年餘り可りにして天竺の江口に到る。水に逆らいて行くこと七千里にして乃ち至ると」

この記事も一年余りの日程を要していることから考え、湾辺の数国を歴訪しながらの旅であったことは疑いない。

次のような場合はどうだろうか。

「郡邑、深幽の處を歴行し、畢く到らざるということ莫し」（『後漢書』張禹伝）

これはたとえ一つの国や一つの郡であっても、あちらに行ったりこちらに行ったりと、あらゆる所を巡ったことを示すために「歴」が用いられたものである。

以上によって明らかなように、陸行に「歴」や「経」が用いられることはあっても、水行に「歴」が用いられることは、ほとんどないといっていいほど少ないのである。

ただ数々の贈り物（貢ぎ物）を携えての陸行は、危険ではないかという心配もないではない。「魏志」韓伝には確かに「其の俗、綱紀少なし」と記され、また、「好んで賊を作す」とも書かれている。しかし、一方においては、

「其の俗、行く者相逢えば、皆、住まりて路を譲る」（辰韓条）

「法俗、特に厳峻なり」（弁辰条）とも書かれている。

この同じ韓伝には、

「景初中、明帝、密に帯方の太守劉昕、楽浪の太守鮮于嗣を遣わし、海を越えて二郡を定め、諸々の臣智に邑君の印綬を加賜し、其の次に邑長を与う」とある。

使者達の陸路における安全は、この臣智らの差配によって守られていた可能性が強い。

無論、倭人伝の行程記事は陳寿が官府に蔵されていた記録をもとに、自ら現地を歴訪しながらの取材によって記述されたものである。魏と、倭の女王卑弥呼に遣わされた使者達の通交記事とは、同一に論ずることはできない。

しかし、当時における首都洛陽からの交通路は、だいたい以上に述べたようなコースをたどるのが一般的だったのではないかと思う。

景初中、魏の明帝が遼東に蟠拠していた公孫渊に気取られないよう、密に楽浪、帯方の二郡を掌握したのも海路を利用したものであった。

「海岸に循って水行」は、河南郡を起点とし、各郡を経由した後、黄河の河口付近から、渤海湾を海岸沿いに楽浪、帯方へとたどる沿海航行について述べたものであった可能性が高い。

東夷伝の記事を吟味すると、陳寿の取材旅行は高句麗から韓国へのコースを取ったと考えられるから、この「海岸に循って水行」の部分は、魏使の記録にもとづいたものなのかもしれない。




「乍は南し、乍は東し、其の北岸狗邪韓国に到る、七千余里」




従来、このくだりは「乍あるいは南し、乍は東し」と読むのが通説となっていた。

これに対し古田氏は、

「瘴しょう瘧ぎゃく、山渓の蒸毒、人をして迷困発狂し、或いは唖し、乍ち寒く、乍ち熱く、乍ち有り、乍ち無からしむ」（『医学入門』感異気）

「先王の道、乍ち存し乍ち亡う。公、ト者の言必ず信あるを責むる、亦惑ならずや」（『史記』日者伝）

などの例をあげ、「これまで『乍は南し、乍は東し』と読んできたのは、乍（タチマチ）の重用という慣用文形を無視した、安易な読み方であるというほかない」とされている。

以来、この読み方に同調する論者も少なくない。佐伯有清氏や山尾幸久氏などもこのような読みを付している。

しかし、倭人伝の記事の場合、「乍」を「タチマチ」と読んだのでは、あまりにも急激に南へ行ったり、東へ行ったりを繰り返す感じを与えてしまう気がする。やはりここは「あるいは」と読んだ方がぴったりするのではないか。

「劉表自ら以て宗室と為して、奸心を包藏し、乍は進み、乍は却きて以て世事を観て、當州に據り有つ。孤、復た之を定めて遂に天下を平らぐ」（「魏志」一　太祖伝）

「蒯成侯緤なる者、沛人なり。姓は周氏。常に高祖の参乘と為り、舎人を以て従い沛に起つ。覇上に至り西のかた蜀漢に入る。還りて三秦を定め、邑を池陽に食み、東のかた角道を絶つ。従い出て平陰を度り、淮陰侯の兵と襄国に偶う。軍乍は利あり、乍は利せざるも、終に上を離れる心無し」（『史記』列伝第三十八）

「滇池は周二百五十里。水、乍は深く廣く、乍は浅く狭し」（「後漢書集解」郡国志二十三）

これらの例を「タチマチ」と読んだのでは、その状態を的確に表現したことにはならなくなってしまう。

三品彰英氏（注１）や水野祐氏（注２）、直木孝二郎氏（注３）などは「乍」を「しばらく」と読んでいる。直木氏は「あるいは」「たちまち」とする読みも示しているが、『呂氏春秋』にも「乍は
  暫しばらくなり」と注が付されている。

ただ、「韓国を歴て」は、南へ行ったり東へ行ったりを何度か繰り返さなければならないと思われるから、「しばらく」とするより「あるいは」と読む方が意味が通じるし理解しやすい。

韓国を陸行して釜山へと向かうとすれば、車嶺山脈、蘆嶺山脈、小白山脈などが縦に連なっているため、どうしても清州〜大徳あたりから、比較的起伏の少ない金泉・金陵付近へと出るコースをたどるのが最も効率的ではないかと思う。

なお「歴」や「経」とは違って直接目的地に向かって進行する場合は、「径」が用いられることが多い。次にあげる例はその特徴をよく示している。

「遼水暴かに長ず、船を運びて遼口自り径ちに城下に至る」（「魏志」八）

「鮮卑の大人の児有り、関塞に由らずして径ちに数十騎を将いて州に詣る」（「魏志」十六）




〈注〉

１　『邪馬台国研究総覧』

２　『評釈魏志倭人伝』

３　『倭国の誕生』







２「市糴す」

始めて一海千余里を度わたる、対馬国に至る。其の大官を卑ひ狗こと曰い、副を卑ひ奴な母も離りと曰う。居る所は絶島、方四百里可ばかり。土地は山険しく、深林多く、道路は禽鹿の径の如し。千余戸有り。良田無く、海物を食して自活し、船に乗りて南北に市し糴てきす。又南に一海千余里を渡る、名づけて瀚かん海かいと曰う。一大（支）国に至る。官を亦また卑狗と曰い、副を卑奴母離と曰う。方三百里可り。竹木、叢林多く、三千許ばかりの家有り、やや田地有り。田を耕すも、猶なお食するに足らず、亦南北に市糴す。




「始めて一海を度る」とある説事に「シ」がないのは、釜山の南に島があるためである。

対海国の条には、

「土地の山険しく、深林多く、道路は禽鹿の径の如し。千余戸有り。良田無く、海物を食して自活し、船に乗りて南北に市糴す」

とあり、また、一大（支）国の条にも、

「竹木、叢林多く、三千許りの家有り、やや田地有り。田を耕すも、猶食するに足らず、亦南北に市糴す」

と書かれている。

「市糴」とは穀物を買い入れることと解されている。山林が多く、耕地が少なかったために、船に乗って韓国や九州北部沿岸地帯に出向き、穀物を買い入れたのであろうか。

「海物を食して自活し」とあるのは、自分達で食べるだけではなく、海産物などを売って代価を支払ったことを表すための記述なのかもしれない。

一支国も対海国よりは少し耕地も多いが、三千許りの家の人々が食うには足りないため、自分達で作った「ちゃんちゃんこ」（袖なしの羽織）などを売り、穀物を買い入れて生活していたのであろう。

「差やや田地有り」

一支国の条には「差田地有り、田を耕すも猶食うに足らず」と書かれている。

「差」は「やや」と読み、「少し、ある程度の田地はあるが」と解されている。

これはまさにそのとおりであるが、「差」はふぞろいなさまを表す文字であり、中国の大平野に見られるような整然と区画された耕地ではなく、大小様々な大きさの田がある、という意味も含まれているのではないかと私は考えている。

「又、州胡有り、其の人、差短小」（「魏志」韓伝）

「金銀綵繒を賜うこと各おの差有り」（『後漢書』西羌伝）

「四五日して差痛まず」（「魏志」二十九）

「創、愈えて以て差歩くことを得たり」（「呉志」十九）

「時に武宣皇后、軆小さく安からず、后、定省することを得ず、憂怖して晝夜泣涕、左右驟かに差問を以て告ぐ、后、猶信ぜずして曰く、夫人家に在るときからの故疾、動く毎に驟ち時を歴る。今、疾便ち差ゆ、何ぞ速かなる也、此れ我が意を慰めんと欲するのみ。憂い愈いよ甚だし。後に武宣皇后書を還して疾巳に平復することを説くを得て、后乃ち懽悦す」（「魏志」五　注引魏書）

これらの例を見ることによっても判るように、全体的に見て、「少し、やや小さい」、また、病気が完全に治った場合と違い、「やや良くなった、少し良くなった」という意味を表すために用いられている。







３　末盧国と伊都国

末盧国の条を見ると、「四千余戸有り。山海に浜うて居る。草木茂盛し行くに前の人を見ず。魚鰒を捕らえることを好み、水の深浅と無く、皆沈没して之を取る」と書かれている。

三木太郎氏、阿部秀雄氏らはこのくだりを「好よく」と読む。水野祐、安本美典らの各氏、岩波文庫の石原道博氏の読み下し文では「好んで」と読む。また、佐伯有清氏は「好」を下に用いて「魚鰒を捕えることを好み」と読んでいる。

「好」の字義を主に考えれば「好んで」或いは「好み」とする方が適当といえるかもしれない。しかし、「好んで」「好み」と読んでしまえば、何か趣味で魚や鰒あわびを捕っているような感じを与えてしまう。

三木氏は、「魚や鰒あわびを捕るのは生業だから、嫌いだというより好きな方がそれはよいが、どうもこの日本語からは、生活が浮かびあがってこない」と述べている。

『魏略』や『御覧魏志』には「善捕魚」とあり、また、能力が高い意味を表す「能く」も用いられている。

「善」は、「よい、習熟している、たくみである」という意味が強い。末盧国の人達はこれを専業として生活していたのであろう。自然と習熟度も増し、楽しみながら漁に勤しんでいたのだと思う。

「人、善く魚を捕う、能く水に浮没して之を取る」（『魏略』倭伝逸文）

「人、善く魚を捕う、水の深浅と無く、皆能く沈没して之を取る」（『太平御覧』所引「魏志」）

『後漢書』鮮卑伝にある、

「……其の中に魚有るを見るも之を得ること能わず、倭、網捕に善しと聞きて、是に於いて東のかた倭人国を撃ちて、千余家を得、徒して秦水の上に置き、魚を捕えしめ以て糧食を助く」という記事によっても窺えるように、四面を海に囲まれた所で育った倭人達は、古くから魚や鰒などを捕る術に長けていたのであろうか。

内陸部の多い中国大陸で育った中国人達の目には、海中に潜って魚鰒を捕らえる様が珍しくもあり、特別な技能のように思えたのかもしれない。

陳寿が末盧国の条に「好捕魚鰒水無深浅皆沈没取之」と記したのは、水に潜って巧みに魚や鰒を捕る様が、あたかもそれを楽しんでいるかのように見えたからではないかと思う。中国人が見て、いかにも楽しんでいるかのように思えたことを、そのまま記録したということを主に考えれば、佐伯氏の読み方が最も当を得ているのかもしれない。

次いで伊都国の条では、「千余戸有り、世に王有るも、皆女王国統属す。郡使の往来、常に駐まる所なり」とある記事が注目を集め、以前から議論の的となってきた。

まず冒頭の記事。「魏志」の原文では「千余戸」となっているが、『魏略』逸文には、「万余戸」と書かれている。「郡使の往来、常に駐まる所」とある記事から考えても「千余戸」というのはあまりにも少ない。ここは通説どおり「万余戸」とすることに異論はない。

では次に「世に王有るも、皆女王国に統属す」をどう判断するか（「世有王。皆統属女王国」）。これを「世々王有るも、皆女王国に統属す」と読み、伊都国における代々の王が、皆女王の統治のもとに属している、と解する論者もいる（注１）。

しかし、ここは原文どおり「世に王有るも」（女王卑弥呼の治めた邪馬台国の時代）と読むべきであり、ここに「皆」とあるのは、伊都国の条に書かれてはいるが、ただ伊都国の王に関することのみを述べているのではなく、倭人伝に名のあげられているそれぞれの国の王が、皆女王国に統属している、と解する方が理にかなっているのではないか。

水野祐氏は、「伊都国の条にみえるこのような世襲の王は、この国ばかりに存在したのではなく、その他の国々にも同種の国王が存在した」とする見解をもとに、「各国王によって推戴された統制者としての、邪馬壹国の女王卑弥呼に隷属していた……」と述べている。

次の例を見ていただきたい。

「初め平帝の時に王莽政を秉り、乃ち孔子の後孔均を封じて褒成侯と為し、追いて孔子を諡して褒成の宣尼と為す。王莽が敗れるに及びて国を失う。建武十三年に世祖復た均が子志を封じて褒成侯と為す。志卒す、子の損嗣ぐ。永元四年に徒りて褒亭侯に封ぜらる。損卒す。子の曜嗣ぐ、曜卒し、子の完嗣ぎ世世相傅う。獻帝の初に至りて国絶えぬ」

「高祖、漢王と為るに至りて、夷人を発して還りて三秦を伐つ。秦の地既に定まりて、乃ち巴中に還して其の渠帥羅、朴、督、鄂、度、夕、龔きょうの七姓を復して、祖賊を輸せざら遣め、餘の戸は乃ち歳ごとに賓銭を入れること口ごとに四十。世に號して板楯の蛮夷と為す。閬ろう中に渝水有り、其の人多く水の左右に居り。天性勁勇なり。初め漢の前鋒と為り、數しば陳を陥れる。俗、歌舞を喜ぶ。高祖之れを観て曰く、此れ武王、紂を伐つ之歌なり。乃ち楽人に命じて之を習わしむ。之れ所謂巴渝の舞なり。遂に世世服従す」（『後漢書』南蛮伝）

これらの例はいずれも代々の人々や、また、それぞれの王達が受け継ぎ、また、服従していたことを示したものである。

倭人伝の記事は「世に王有るも、皆……」であるから、そのまま解すれば伊都国における代々の王のことを記したものではなく、諸国の王が皆、一様に女王国に統属していたことを示したものとする解釈は十分に成り立つ。

ただここで「世」という文字に重点を置いて考えると、簡単に諸国の王が女王国に統属していたと片づけるわけにはいかない面もある。「世」が用いられているのはこういった場合ばかりではない。

「秦彰、字は伯平、扶風茂陵の人なり。漢興りて自りの後、世、位相承ぎて六世の祖襲、潁川の太守と為る。群従と同時に二千石為る者五人、故に三輔號して萬石秦氏と曰う。彭が同産の女弟、顕宗の時に掖庭に入りて貴人と為る。寵有り、永平七年に彭が貴人の兄なるを以て、四姓の小侯に随いて擢して開陽の城門の侯と為る。十五年に騎都尉に拝せらる。……建初元年に山陽の太守に還る。禯を以て人に訓え、刑罰に任せず。好みて儒雅を崇め庠序を敦明にす。春秋に饗射する毎に升降損譲の儀を修め、乃ち人の為に四誡を設け以て六親長幼の禯を定む。教化に遵奉する者有れば擢して郷の三老と為し、常に八月を以て酒肉を致し、以て勤勉さしむ。吏の過咎有るときは罷遣するのみ、恥辱を加えず。百姓懐愛して欺き犯すこと有ること莫し」（『後漢書』六十六）

ここに用いられた「世」は、漢の世という意味を表したものであろう。倭人伝に書かれた「世に王有るも」も女王国（邪馬台国）の世という意味で書かれたものである可能性については十分に考慮しなければならない。

この点を重視すれば、当然、女王国が統治した「世」に伊都国の代々の王が統属していたことを記したものと解することもできる。つまり、両方の場合が考えられるわけである。


しかし、この記事に続けて書かれた「郡使の往来、常に駐まる所」およびこれに続く「女王国自り以北には特に一大率を置き、諸国を検察せしむ。諸国之を畏憚す。常に伊都国に治す」などの記事によって判断すると、水野氏が述べたように、それぞれの国の王が女王国に統属していたことを記したものとするのが、やはり正解かと思う。

「郡使の往来、常に駐まる所」

郡使とはもちろん、魏の使者として郡から派遣された公式の外交使節のことである。

ここに用いられた「駐」には、はたしてどのような意味があるのか。

「とどまる」という意味を表す場合、この「駐」ばかりではなく「住」或いは「亭」など幾つかの文字が使用されている。

「（華）侘、道を行くとき一人の咽塞を病むを見る。食を嗜みて而うして下すことを得ず。家人車に戴せ徃きて醫に就かんと欲す。侘、其の呻吟するを聞きて車を駐めて徃きて視る。之に語りて曰く、向かい来る道邊の餅を売る家に蒜韲大酢有り。三升を取りて之を飲まば、病自ら當に去るべし」（「魏志」二十九）

「俆夫人孫策に随いて樊能、于麋び等を横江に於いて討ち、張英を當利口に於いて撃つ。而も船少なし、軍を駐めて更に求めんと欲す。琨こんが母、時に軍中に在り、琨に謂いて曰く、恐らくは州家多く水軍を発して来り逆らわん、人則ち利あらずと。如何して駐まる可けんや。宜しく蘆葦を伐りて以て泭（いかだ）と為し、船を佐けて軍を渡すべし」（「呉志」五、妃嬪伝）

「賊（安祿山の軍）、天子能く遽かに去りたると謂わず。兵を潼關に駐めること十日、乃ち西す」（『唐書』二百二十五上）

ここにあげた例は、文字どおり一時的な駐留、駐車などの意味を示したものであり、倭人伝の記事もこれに該当する。

水野祐氏（注２）はこの「駐」をもとに、「郡の使者達は伊都国に駐在して、其の使命を達し、ここから郡へ引き返した」とする見解をとっている。しかし、倭人伝の外交記事には「正始元年……証書・印綬を奉じて倭国に詣らしめ、倭王に拝假し……」と書かれている。魏の使者達が倭王（卑弥呼）に拝謁し、自らの手で銅鏡などの贈り物と共に、証書や印綬などを直接手渡したことは疑いない。

三木太郎氏（注３）は、

「天子の使節によって『拝仮』『拝授』の行為がある場合、それは『仮』『授』される本人に直接行われるのであって、現地に赴かず、しかも代理者に対して『拝仮』が行われることは絶対にありえないことである」と述べているが、まさにそのとおりである。

したがってここは、郡の使者達が帰国するに際し無事に航海できるように、都合のよい日を選んで海を渡るため、何日間か駐留することを述べたものと解するのが妥当かと思う。

ではこの「駐」に対し、「住」はどのようなときに用いられているだろうか。

「遂に岐を載せて駆せ帰り、車を門外に住め、先に入りて」（「魏志」十八）

「甘公、出て之塗に偶う。其の容貌を見て、異として而うして之を呼び、車を住めて興に語り甚だ悦ぶ」（「魏志」八）

「……（孫奐）自ら呉碩張梁、五千人を帥いて、軍の前鋒と為りて高城を降し、三将を得たり。大軍引きて還る。権、詔して前に在らしめ、駕を住めて其の軍を過らしめ、奐が軍陣の整齊なるを見る。権歎じて曰く、初め吾れ其の遅鈍を憂う、今軍を治めること、諸将能く及ぶ者少なし。吾れ憂い無しと」（「呉志」六）

これらの記事に見られる「住」は、「駐」の場合と違って馬車に乗ったままの状態を示すときや、自分は降りたが御者または客はそのまま馬車に乗っていることを示す場合などに用いられている。

「孫権、五萬の衆を以て、自ら文聘を石陽に圍むこと、甚だ急なり。聘、堅く守りて動かず。権、住まること二十餘日、乃ち解きて去る。聘、追撃してこれを破る」（「魏志」十八）

先に「駐」の項であげた『唐書』二百二十五上の記事では、同じとどまることを述べたものであるにもかかわらず、「駐」が用いられている。その意味の違いはどこにあるのだろうか。

この『唐書』の例では、天子がまだ潼関を去っていないと思い様子を窺うため、暫くの間（十日ほど）その地に留まっていたことを記したものであるが、その心情はあくまでも事の真相がはっきりする前の駐留である。先の記事のあとには「時に行在已に扶風に至る」と書かれている。

これに対し「魏志」十八の場合は、孫権が石陽を攻め落とすため五萬の大軍を率いて城を取り囲んだが、文聘が守りを堅くして動こうとしなかったため、終にあきらめて帰ったことが記されたものである。住まっていたのは二十日余りであるが、状況次第ではそれがいつまで続くか判からない。この場合単なる駐留などではなく、どこまでも石陽を攻め落とすことを目的とした滞在である。こういった微妙なその目的意識、状況の違いを表すために、文字が使い分けられているのだということがこれらの記事から感じ取れると思う。

次の場合はどうか。

「（建興五年、諸葛亮）諸軍を率いて漢中に駐まる」（「蜀志」五）

これに対し、この記事と同じ事項について記したと思われる「蜀志」十四／姜緯伝の記事では、「亮、北のかた漢中に住す。緯を請いて参軍を為し、使いを奉じ旨を稱えるを以て、頻煩に呉に至らしむ」と書かれている。同様に同じ十四の将緯伝にも、「五年、亮、漢中に住まる」とある。その理由はどこにあるのか。

最初にあげた「諸軍を率いて漢中に駐まる」の場合について少し詳しく見てみると、この諸葛亮伝に引かれた裴松之の注には「亮、建興五年を以て抗表して北伐す」とあり、また、「亮、于陽平に屯す」と書かれている。

この陽平は「案ずるに陽平は漢中に在り」とあるから、諸葛亮は漢中を拠点としてそのどこかの地点にある陽平に布陣していたのであろう。「住まる」と書かれた記事の場合と違って、ここではあくまでも漢中が、駐留拠点としての視点から見た記述となっているのである。

「全琮、時に大都督為り。魏の将王凌と芍陂に於いて戦う。軍、利あらず、魏の兵勝に乘じて五営の将秦兒が軍を陥没す。休・承奮いて之を撃ち遂に魏の師を駐む。琮が羣子緒端、亦た並びに将為り。敵既に住まるに因りて、乃ち進んで之を撃つ。凌が軍、用して（用心して）退く。時に功を論じ賞を行う。以為らく敵を駐めるの功大にして、敵を退ける功小さし。休・承並びに雑號将軍と為り、諸端は偏裨のみ……」（『呉志』十）

はじめに記された「遂に魏の師を駐む」とあるところ、ここは呉の将、承、張休らの奮戦によって勝ちに乘じて五営を陥れていた魏の軍が、躊躇して様子を見るために駐留するにいたったことを記したものであり、次の「敵既に住まるに因りて」は、呉の側から見て魏の軍が住まったことを表したものである。

これを単に修辞のための、用字の使い分けであるとすることはいとたやすい。しかし、いかに修辞的表現を用いるといっても、その文字の持つ意味に即した使用法・一定のルールを逸脱したものであってはならない。先にも述べたように微妙な目的・立場の違い、状況の変化に応じた表現をするために、規則に従って文字は使い分けられているのである。

先にもふれたが、伊都国の戸数は「千余戸」とされている。この伊都国は邪馬台国が対外交渉を行う上での玄関口ともいえる重要な場所である。

「土地は山険しく、深林多く、道路は禽鹿の径の如し」とある対海国と同じ戸数というのは、あまりにも少なすぎる感じがする。『魏略』逸文ではこの箇所を「戸萬余」としている。

「郡使の往来、常に駐まる所」とある記事。また、諸国を検察する一大率が常駐する場所であることから考えると、「魏略」の「萬余戸」が正確な記録を伝えたものである可能性の方がきわめて高い。

末盧国は肥前の国・松浦郡の唐津湾に沿った地方一帯が有力視されている。また、伊都国は糸島郡の深江付近に比定されている。この末盧国、伊都国の比定地については各氏の見解もほぼ一致しており、ほとんど異論はみられない。




〈注〉

１　武光誠『邪馬台国辞典』、山田宗睦『魏志倭人伝の世界』

２　『評釈魏志倭人伝』

３　『倭人伝の用語の研究』







４　奴国

東南して奴国に至る百里。官を兕じ馬觚と曰い、副を卑奴母離と曰う。二万余戸有り。




奴国の「二万余戸」という戸数は、邪馬台国の「七万余戸可り」、投馬国の「五万余戸可り」という戸数に次いで三番目に多い数である。

奴国は難県（現在の福岡市博多区、東区などを含む一帯の地方）に比定されている。この地方は平野も多く、また、伊都国と同様、対外貿易の拠点としても栄えていたのであろう。この時代に二万余戸という戸数が存在していたという記事は首肯できる。

奴国といえば金印の問題がある。天明四年（一七八四年）、志し賀かの島しまで発見された「漢委奴国王之印」の読み方について、現在のところ学界では「漢の委（倭）の奴の国王」とする説を支持する論者が多く（注１）、通説化している。

しかし、はたしてこの読み方に問題はないだろうか。私は金印に刻まれた文字をそのまま読んで「漢委奴（イト）国王之印」とするのが正解ではないかと考えている。

この「委奴国」を「イト国」と読む説は藤貞幹、上田秋成などをはじめとし、高橋龍夫、内藤文二、石原英明などによる「イド国」説を含め、「イト」或いは「イド」と読む論者も少なくない。竹内理三、岡田英弘、三木太郎、松本清張、古田武彦などの各氏もこれを支持している。

「漢の倭の奴の国王」という読みに対する最も大きな疑問は、漢から諸外国の王達に贈られた印には「漢の委（倭）の奴の国王」といったように、三段にも国名を付した例は見られないということである。このことは昭和十八年、市村賛次郎によってすでに指摘されている（注２）。

この点に関し岡崎敬氏は、大谷大学に所蔵されている「漢匈奴悪適尸逐王」印の存在をあげ、悪適は部族名、また、尸逐は酋長の称号であり、漢から一人の部族の酋長に贈られたものであるから、「漢の委の奴国王」とする読み方が成立すると主張。「漢の委の奴の国王」という読みが通説のように唱えられているのは、この岡崎氏の指摘（注３）によるところが大きい。

しかし、このことについては坂田隆氏が、

「漢が金印を授けるのはその民族を統率する最高の主権者に対してだけであり、金印に三段国名はありえない」と指摘しており（注４）、また、山口順久氏の、

「例えば、漢代でなく後の晋時代であるが、『晋烏丸帰義侯』駝鈕金印があり、その『帰義侯』に対応するものとして、自称に基づいて『悪適尸逐王』を『漢匈奴』の下につけた可能性を考えることができ、『漢＋何々国王』印とは必ずしも同列に論じ得るものではないと思われる。因に、『後漢書』百官志には、『四夷は、国王、率衆王、帰義侯、邑君、邑長あり』という記載があり、国王より下位の地位については上に民族名を記して特定する場合があったと考えることはできても、『国王』と認定したものに対してその上に別に民族名を記すというのは馴染まないように思う」という有効な指摘がある（注５）。

一部に倭と委の字は共用されるとする意見もあるが、山尾幸久氏も疑問を呈しているように（注６）、中国歴史書の書例を見ても倭と委の字は画然と区別されており、共用されたと思われる例は他に見あたらない。よく知られているように、『後漢書』倭伝には「建武中元二年、倭奴国、奉貢朝賀す」或いは「倭の委奴国、奉貢朝賀す」とあったものを、著者の范曄が誤って「倭奴国」と判断し、「委」を書き落としてしまっていたのではないかと私は推測している。

同じ『後漢書』光武紀、建武中元二年春正月の条にも、「東夷倭奴国王、使いを遣わし奉献す」と書かれている。この記事も「東夷委奴国王」であった公算が大きい。もしこのとき、朝貢してきたのが倭の奴国であったのであれば、わざわざ東夷という文字を書き入れる必要はないはずである。

このように見てくると、『後漢書』に書かれた「倭奴国」は、金印と同様、官府の記録にはただ「委奴国王」とだけ書かれていたものであった可能性はきわめて高い。

『後漢書』は五世紀の時代、范曄（三九八〜四四五）の手によって書かれた書物である。その記事は漢の時代の記録ばかりでなく、先に成立した『三国志』などを援用しながら書き改めた部分もかなり多い。『後漢書』倭伝に先の記事に続けて、

「……倭国の極南界なり。光武、賜うに印綬を以てす」とある記事によって判断すると、伝写の際に間違えたというより、「魏志」倭人伝の卑弥呼に統属する諸国の最後に書かれた「奴国」の記事をもとに、范曄が「委奴国」と書かれた記録を「委」すなわち「倭」と誤って判断したものとするのが妥当ではないか。『後漢書』が委奴国のことを「倭国の極南界なり」と記したのは間違いである。

ただ「イト国」説にとって、金印の発見地が志賀島であることが大きな問題として残る。

伊都国は唐津湾に面した怡土郡（糸島郡）に比定されている。奴国は福岡市を中心とする那珂川の流域一帯の地域にあてられている。志賀島へは伊都国よりも奴国の中心地の方が近い。この点が解決されない限り「漢の倭の奴の国王」とする読み方を完全に否定することはできないだろう。




〈注〉

１　三宅米吉、吉田東伍、久米邦武、白鳥庫吉、中山平次郎、喜田貞吉、那珂通世、末松保和、榎一雄、藤間生大、三品彰英、和歌森太郎、原田大六、石母田正、上田正昭、井上光貞、直木孝次郎、斎藤忠、岡崎敬などの各氏。

２　「支那の文献に見えたる日本及び日本人」（『歴史学研究』第一〇九号）

３　『「漢委奴国王」金印の測定』（『史淵』第一〇〇輯）

４　『日本の国号』

５　『「漢委奴国王」金印の読みについて』（『古代史の海』38号）

６　『新版魏志倭人伝』







５　不彌国、投馬国、邪馬台国

直木孝次郎氏はこの不彌国を「宇美」「宇瀰」の地（福岡県糟屋郡宇美町）とする説が古くからあること、それに大宰府付近、また、福岡県宗像郡の津屋崎町、福岡町あたりに比定する見解もあることなどを紹介するとともに、最も可能性の高い地として福岡県の飯塚市をふくむ穂波町を中心とする地方をあげている。

志田不動磨氏は、博多と門司の中間に位置するいずれかの港湾に比定すべきであるとし、岡の水門付近にこれをあてている（注１）。

不彌国のあとに続く投馬国の条には「南して投馬国に至る水行二十日」と、これまでの陸行記事から一転し、水行記事になっている。この行程記事を順進的に理解した場合、港湾のある海辺に位置する津屋崎方面に比定するのが最も該当性が高い。笠井新也氏は、邪馬台国大和説の立場から津屋崎説を主張している（注２）。

「東」とある方位に重点を置いて考えた場合、直木氏が推す穂波町を中心とした地方が有力かもしれない。しかし、やはりここでも「南投馬国に至る。水行二十日」の場合と同様、その方位に四十五〜五十度程度の誤差を犯していた公算が強い。

（拙稿「家と戸の字義」「邪馬台国への道程」「唐六典の記録にもとづく船の真速度」参照）




〈注〉

１　「混一彊理歴代国都之図に見る日本国土観」（『市民の古代』16集）

２　「魏志倭人伝の方位記事」（日本海文化６号）







６　女王国以北

女王国自より以北は、其の戸数・道里を略戴す可きも、其の餘の旁国は遠絶にして詳らかにすることを得可からず。




ここに記されているように、邪馬台国までの記事には戸数や官名なども詳しく書かれており、確かな情報に基づいて記録されたものであることが窺える。

これに対し、魏の使者達は伊都国までしか行っていないとする論者も少なくない。水野祐氏は「郡使の往来、常に駐まる所」とある記事をもとに、郡の使者は伊都国においてその使命を達し、ここから引き返した、とする見解を示している。

しかし、正始元年の国交記事には、帯方郡の太守弓遵が建中校尉の梯儁らを遣わし、詔書、印綬その他の贈り物を携えて倭国に詣いたり、倭王に拝謁したことが明記されている。邪馬台国以北の国々に関する情報は、この使者達によって詳しく伝えられていたことは疑いない。

「女王国自り以北」とは、もちろん、女王国をも含めた記述であるが、邪馬台国（女王国）へと至る倭人伝の方位記事には四十五〜五十度の誤差が認められるから、ここは「女王国自以西」としなければならない。







７　その他の統属国

次に斯馬国有り、次に巴百支国有り、次に伊邪国有り、次に都支国有り、次に彌奴国有り、次に好古都国有り、次に不呼国有り、次に姐奴国有り、次に対蘇国有り、次に蘇奴国有り、次に呼邑国有り、次に華奴蘇奴国有り、次に鬼国有り、次に為吾国有り、次に鬼奴国有り、次に邪馬国有り、次に躬臣国有り、次に巴利国有り、次に支惟国有り、次に烏奴国有り、次に奴国有り。此れ女王の境界の尽きる所なり。




ここには合計二十一箇国の国名が記されているが、これらの国々の所在地についてふれている研究者は少ない。これは幾通りもの解釈が可能である上、国名だけでその地理的位置が全く記されていないことにも原因がある。

私自身も不学にしてこれらの国々に関する研究はほとんどできていないため、申し訳ないが省略させていただく。この中で斯馬国は内藤虎次郎（注１）、由良哲次氏（注２）などが邪馬台国大和説の立場から志摩国に比定。彌奴国は由良哲次氏が美濃国に比定している。これらの説は正解だと思う。

また、鬼国は「紀国」〜紀之国〜紀伊国のことである可能性が高い。現在のところ、ある程度確信が持てるのはこの三箇国だけである。

一部の方々によって邪馬台国畿内説および九州説の立場からそれぞれの候補地が比定されてはいるが、いずれも決め手となるものがないため、当否を判断するのは難しい。




〈注〉

１　「卑弥呼考」（『内藤湖南全集』）

２　『邪馬台国の謎』







８　狗奴国

其の南に狗く奴な国有り。男子を王と為す。其の官には狗く古こ智ち卑ひ狗こ有り。女王に属さず。




狗奴国に関しては山田孝雄が「狗奴国考」（注１）において毛野国に比定している。

狗奴国は女王に属さず、後年、倭の宗主国である邪馬台国と抗争のあった国である。

こういった点を考えると、毛野を中心として関東一帯に蟠踞していた強大な国であったと考えるのが最も適当な気がする。

戸数七万という大国であった邪馬台国に抗し得るのは、古代の人口比から見ても関東に勢力を持った国以外考えられないのではないか。




〈注〉

１　『考古学雑誌』第十二巻八・九・一〇・一一・一二







９「万二千余里」

郡自り女王国に至る、万二千余里。




投馬国・邪馬台国への道程を日数によって示しながら、女王国までの距離を「万二千余里」としたのは、日程から割り出したおよその数を里数に換算したのであろうか。

通説では「郡」は帯方郡のこととされているが、「行程記事新解釈の試み」の項で述べたように、首都洛陽のある河南郡からの距離とするのが正しい。

古田武彦氏は「邪馬一国までの総里程が書いてあるのに部分里程が不彌国で終わっている。こんな馬鹿なことがありえようか」と述べている。考えてみれば確かにそのとおりである。

しかし、私はここにも陳寿苦心の筆法が秘められている気がしてならない。

まずその第一は、卑弥呼が都する邪馬台国ではなく、女王国としていることである。邪馬台国ではなく女王国とすれば、邪馬台国に統属する各国の最後に「此れ女王の境界の尽きる所なり」とあるように、対海国（対馬国）、一支国に続く北九州の領域なども読む人には女王国の（大きな陸地としての）境界だとする認識が自然に働く。先に示された総里程が邪馬台国までの里数なのか、一体どこまでの里程なのか、判断に迷ってしまう。

首都洛陽のある河南郡からの出発を、あたかも帯方郡からのものと思わせたこと。また、広さ千余里の海峡を合計三千余里の海であるかの如く思わせる記述のしかたなどとともに、読む者にとっては簡単に実状をつかむことはできない。

「郡使の常に駐まる所」である伊都国の前に五百里の行程を要する末盧国を置き、ここでも行程は延長されている。ひととおり読んだだけではどこまでの距離が万二千余里であるのか見当がつかない。これではたとえ官僚の中に晋朝に異志を抱く者（スパイ）がいたとしても、やすやすとその実距離をつかむことはできないだろう。国家の最重要機密の一つとなっていた地理志における陳寿苦心の筆法は、ここにも隠されていたのである。

高橋実氏は呼子（名護屋）港が天然の良港であることを述べているが、回航パイロットとして永年このあたりの海域を航海している経験から、「対馬海峡を乗り切った実績と能力をもつ魏使達が、なぜ伊都国へは船行せずに陸路をとったのか、なんとも解せない「ナゾ」である」と述べている（注１）。早朝に名護屋を出発すれば、その日のうちに十分に時間的余裕をもって伊都国に入港できたはずであるという。

安本美典氏は唐津市を中心とするあたりを、末盧国の所在地とする考古学者が多いことをあげ、「魏使の末盧国への上陸地点は呼子港付近、末盧国の王の居住地は、唐津市付近とはみられないだろうか」と述べている（注２）。

末盧国の条には「行くに前人を見ず」と書かれている。唐津市付近を末盧国の中心地とし、前原町あたりに比定されている伊都国までの行程が五百里というのは、伊都国─奴国間の百里などと比較して、あまりにも里数が多すぎる。また、「東南」とした伊都国への行程も、唐津市からでは方角が合わない。北寄りの東である。伊都国は「郡使の常に駐まる所」と書かれているから、対外交通拠点としての港も開かれていたはずである。

陳寿は末盧国への到着地が呼子港であったことをもって、わざとこの地点を出発地とする陸行の行程を書き入れたのではないか。

起伏の多い原野路を地形に沿って左に曲がったり、右に曲がったりと、紆余曲折しながら伊都国の治所にたどり着く状況を考えると、「五百里」という里数も決して誇張されたものとは思えない。

現在のところ、松浦市あたりを末盧国に比定している論者はいないようである。しかし、「五百里」という伊都国までの距離に重点を置いて考えると、この松浦市近辺の港まで直行し、ここから陸路伊万里方面へと迂回して伊都国を目指すコースを述べたものである可能性も決して否定できない。松浦から伊万里への方角はまさしく「東南」である。考古学的な面での裏付けが少ないという点で松浦市方面は無視された格好であるが、距離的には最も該当性に富んでいるといえるのではないか。

魏の使者達が倭国を訪れる場合は、直接伊都国へと船行していたにもかかわらず、「五百里」という行程を要する末盧国の存在は、陳寿にとって邪馬台国がいかに絶遠の地であるかということを印象づける上で、格好の材料だったのではないだろうか。

方角といえば、松浦地方の地名の付け方はなんとも理解し難い。東松浦半島は北松浦郡の東北に位置し、西松浦郡は北松浦郡の西南の方角に位置している。

地名というものは、古くからの伝承がそのまま承け継がれている場合が多い。正確な地図のなかった時代に付けられた地名が、たとえ方位的に見て矛盾していると思っても、改変されることなく今日にまで遺されてきたのであろう。

もしこの地名が付けられた頃の人々が正確な方位を認識していたのであれば、「東松浦半島」が北松浦半島として、「北松浦半島」は西松浦半島として、そして唐津方面以東のみを東松浦郡としていてもよさそうなものである。

邪馬台国九州説を主張する論者は、倭人伝の方位記事には絶対に誤りはないという前提に立つ。だが、正確な地図のなかった時代に生きた人々の方位に関する認識は、永い間その土地に住み続けていた人達でさえこの程度のものだったのである。

九州説を唱える方々は、現実に今日まで遺されている地名の矛盾を、どのように受け止め説明するつもりなのであろうか。真剣に考えていただきたい。




〈注〉

１　『船から見た邪馬台国』（『季刊邪馬台国』13・14・15・16号）

２　『邪馬台国ハンドブック』







三　習俗記事

１　黥面文身




男子は大小と無く、皆、黥げい面めん文ぶん身しんす。古自り以来、其の使い中国に詣いたるや、皆、自ら大夫と称す。夏后少康の子、会かい稽けいに封ぜられ、断髪文身、以て蛟龍の害を避く。今、倭の水人、好んで沈没して魚ぎょ蛤こうを捕らう。文身するも亦以て大魚水禽を厭はらえんとしてなり。後に稍く以て飾りと為す。諸国の文身各々異なり、或いは左に、或いは右に、或いは大に、或いは小に、尊卑差有り。其の道里を計るに、當に会稽東とう治ちの東に在るべし。




まず「男子は大小と無く、皆、黥面文身す」とある所。ここは大人も子供も皆、という意味で用いられたものである。

これに対し、後半部分にある「諸国の文身各々異なり、或いは左に、或いは右に、或いは大に、或いは小に、尊卑差有り」では、反対に大人と子供という意味とは違い、大きな入れ墨をした者や、小さな入れ墨をした者があるということを示す。そしてこれによって身分の違い、尊卑の差を表しているという意味が込められた記述である。

この記事によると当時の倭人達のほとんどの人に黥面文身の風習があったことが窺える。「魏志」韓伝にも韓国南部にあったと思われる倭人の国と隣接した地域の人達は、倭の人々と同じように文身していたことが記されている。

「其の男子、時時に身を文すること有り」（馬韓伝）

「男女、倭に近きは亦た身を文す」（弁辰伝）

佐伯有清氏は「男子は大小と無く皆、黥面文身す」とある記事に関し、大小は大人と子供を表す意味ではなく、「身分の上下」を表したものとする指摘があることを紹介している。

「身分の上下」とする指摘ももちろん一理ないとはいえない。しかし『後漢書』高句麗伝の「生口を送る者には皆與に贖わしむ、直縑人ごとに四十匹、小口には之に半せよ」とある記事などは、明らかに大人の生口と子供の生口を対象とした記述である。

佐伯氏が「『大小』には、長幼の意味もあるけれども、また、尊卑の別をさす場合もある」として例示された「史記」礼書の「周衰え、礼廃り、楽壤る。大小相踰え、管仲の家、兼ねて三帰を備う」の場合について検討してみると、たしかに「身分の上下」を意味していると受け止められないこともない。だがこの場合、身分の上下というより、むしろ物事の大小を表す意味合いの方が強いのではないか。

また、『後漢書』度尚伝の「軍中に申令し、恣に射猟を聴す。兵士喜悦し、大小皆、相興に従い禽う」についても、「大小」が兵士達の身分の上下を表現したものとするより、禽獣（とりやけもの）の大きさを示すための大小と解した方が理にかなっているような気がする。同じ『後漢書』倭伝の記事には、

「男子は皆、黥面文身、其の文の左右、大小を以て尊卑の差を別つ」と記されている。

もちろん、「大小」によって身分の上下を表したことを明白に示した例も幾つか見られる。決してないとはいえない。

「大王宣しく上は太白父の志に順うことを全うし、中は河間獻王東海王彊恭敬之節を念い、下は當に驕恣荒亂裁抑して、以て警戒と為すべし。而も聞く項ごろ武昌に至りてより以来、多く詔勅に違いて、制度に拘わらず、擅に諸もろの将兵を発して、宮室を治護す。又、左右の常従、罪過有る者、當に以て表聞し、公に有司に付くべきを、而も擅に私に殺して事、明白ならず。大司馬呂岱親しく先帝の詔勅を受け、大王を補導するも、既に其の言を承用せず、憂怖を懐か令む。華錡は先帝の近臣、忠良正直、其の陳道する所、當に之を納れ用うべきに、而も聞く、錡に怒りて收縛の語有り、……此れを聞く之日、大小驚怪心を塞がざるということ莫し」（「呉志」孫奮伝）

「今月十六日乙末、大行皇帝、萬国を委棄す。羣下大小傷悼せざるは莫し」（「呉志」諸葛恪伝）

この諸葛恪伝の記事には、大人も子供という意味も当然含まれていると思われるが、これらの例は物事の大小というだけではなく、身分の上下を示すための記述であることは明らかである。

「臣聞く、国を開き家を承けるに小人を用いること勿れ」（「呉志」陸凱伝）

「今、高通、詹廉、羊度は黄門の小人なり」（「呉志」陸抗伝）などと書かれた記事もある。

しかし、身分の上下を示す場合はそのまま「上下」と記された例の方が多い。

「周公、礼を制して以て上下を辨ず。孔子曰く、君臣有りて然して後に上下有り」（「呉志」虞翻伝）

「今、君を観るに、気は其の上を陵ぎ、乎、下を蔑す」（「呉志」陸凱伝）

「魏志」倭人伝の記事は「男子は大小と無く、皆、黥面文身す……諸国の文身、各々異なり、或いは左に、或いは右に、或いは大に、或いは小に、尊卑差有り」と書かれているのである。もしここで「男子は大小と無く、皆……」を身分の上下と解した場合、潜水の技術において、すでに大人の働きに近いまでに成長していると思われる十五、六歳の少年達は文身していなかったのか、という疑問が残ることになってしまう。

ここはやはり身分の上下という意味ではなく、「大人と子供」、それに「物事の大小（文身）入れ墨の大きさ」を示すための記述であることに間違いはない。

「今、海内未だ定まらず、天下事多し、事大小と無く、皆關聞すべし」（「呉志」樓玄伝）などは物事の大小を端的に示した例として判断の手掛かりになる好例である。

この文身の習俗は匈奴にもあったらしい。「漢書」匈奴伝に、

「漢、王烏等をして匈奴を窺わしむ。匈奴の法、節を去らず、墨を以て其の面に黥せずんば、穹盧に入ることを得ず。王烏は北地の人にして、胡（匈奴）の俗に習えり。其の節を去り、黥面して盧に入る。単于之を愛す」と書かれた記事がある。

倭人伝には、この倭人達の習俗を説明するに当たって、

「……夏后小康の子、会稽に封ぜられ。断髪文身、以て蛟龍の害を避く」と、衰乱の兆しが見えていた夏王朝を立て直した中興の英主、小康の子の故事が記されている。

古田武彦氏は、このくだりを「……断髪文身、以て蛟龍の害を避けしむ」と読む。会稽王に封ぜられた小康の子が、水辺の民が蛟龍の害に悩んでいるのを見て、身体に入れ墨することによって、蛟龍の害を避けることができる、と教えたとする見解をとっている。

古田氏が述べるように、会稽の王として封ぜられた夏の六代目の天子・小康の子が、自ら魚を捕るために断髪文身したとするより、水辺の民に断髪文身の方法を教えたと考えた方が理にかなっているといえる。

『魏略』には「其の舊語を聞くに、自ら太伯の後と謂う」という一文を入れ、これに続けて「昔、夏后小康の子、会稽に封ぜられ、断髪文身、以て蛟龍の害を避く」と記されている。この記事からも会稽王に封ぜられた小康の子が、文身によって蛟龍の害を避ける方法を教えたのでは、という一端は窺えるかもしれない。

ただ、黥面文身の習俗が、その頃、呉越の人々の間で全く行われていなかったかどうか、という点になると確かなことは判らない。

『魏略』に名をあげられている太伯にも「文身断髪」の話が伝えられている。

周の太王（古公）に「太伯・仲蕹・秀歴」という三人の子がいた。このうち三人目の子秀歴に、聖瑞有りと将来を嘱望されていた昌という息子がいた。そのため太王は末子の秀歴に位を譲り、孫の昌に王位を伝えようとした。このことを知った太伯は次弟の仲蕹（虞仲）と共に荊蠻にゆき、「文身断髪」して「用い可からざるを示し」たという。

『史記』呉太白世家第一には、

「呉の太白、太白の弟仲蕹、皆、周の太王の子にして、而うして王秀歴の兄なり。秀歴、賢にして而うして聖子昌有り、太王、秀歴を立て、以て昌に及ぼさんと欲す。是に於いて、太白、仲蕹の二人、乃ち荊蠻に犇る。身を文し髪を断ちて用い可からざるを示し、以て秀歴を避く。秀歴果たして立つ。是を王秀と為す。而うして昌を文王と為す。太白、荊蠻に犇りて自ら勾呉と号す。荊蠻之を義とし、従いて之に帰する者、千余家」と書かれている。

この記事の注には、「應劭曰く、常に水中に在り、故に傷害せられず」とある。しかし、これは後世史家の注であるから、太白自身が常に呉越の民と共に水中に入り、魚鮑を捕ることを生業としていたかどうかは判らない。

『史記』趙世家第十三に、

「それ、髪を翦り、身を文し、臂を錯し、袵を左にするは、甌越の民なり。歯を黒くし、題を雕り、冠を却けて絀ちゅうに絿するは大呉の国なり」と書かれた記事もある。この記事は呉越地方に文身の習俗が存在していたことを窺わせる。

『史記』越世家第十一を見ると、

「小康の庶子、会稽に封ぜられ、以て禹の祀を奉守す。身を文し、髪を断ちて草菜を披き、而うして邑す」とだけ記され、蛟龍の害を避けたことにはふれていない。

しかし、会稽に封ぜられたとはいっても古代の王のことであるから、小康の子が自ら断髪文身して蛟龍の害を避けたということも、完全には否定できない。

古田氏の主張にはもっともな点も多いが、「避く」と読むか、「避けしむ」とするか、微妙な判断が迫られるところである。

水野祐氏（注１）は、中国南部に近いベトナムや、東インドのビルマ族の間でも入れ墨の習俗が見られること、そしてこの風習は「インドネシアを通ってミクロネシア、ポリネシア、メラネシアなどの太平洋の島嶼郡の未開民族の間に波及し、さらに南下して、ニュージーランドからオーストラリアなど、太平洋地域の住民の間にも盛行している」ことをあげ、その目的について、

「（１）戦闘時に敵を威圧するため、（２）装身のため、（３）呪的宗教的意義と目的のため、（４）社会階級の区別を目的とするため、（５）所属部落の印しとして、その印を彫るもの、（６）成年の仲間入りの年齢に達した印しとして彫るもの、（７）戦勝の名誉の章として彫る者、これらの多様な意義と目的から行うのである」とする西村眞次氏（『日本古代社会』）の説を紹介している。

水野氏によると、ミクロネシアのマーシャル群島の住民間の入れ墨は特に有名で盛行し、島民は競って華美な模様の図柄を彫刻し、自分の入れ墨を誇示し、名誉としていた。特にマーシャル島の王は顔面から足首まで、腹背全面にわたって奇麗な入れ墨を施しており、ほとんど素肌が見えないまでに入れ墨で埋められている。ここでは顔面に入れ墨するのは王に限られており、腕全般に入れ墨することは王妃と王族に限られていて、入れ墨に階級的規制があったことを示している。

したがって一般の住民は、唐草のような模様を背とか胸に彫るだけで、腕に彫るのはただ文字のみが許されるのである。そしてこの入れ墨の規制は厳重に守られていて、顔や腕の入れ墨を見ればすぐその人の身分がわかるのだ、という。

「諸国の文身、各々異なり、或いは左に、或いは右に、或いは大に、或いは小に、尊卑差有り」とある倭人伝の記事、また、「……其の文の左右、大小を以て尊卑の差を別つ」とある『後漢書』倭伝の記事と比較し、興味深い。

古代中国では犯罪者に対する刑罰として入れ墨の刑があった。我国でもこの墨刑が行われていたことが『日本書紀』などにも記されている。文身の習俗がいつ頃から刑罰として用いられるようになったか、刑罰としての入れ墨と文身の習俗をどのように関連づけるか、考える余地の多いところである。




〈注〉

１　『評釈魏志倭人伝』







２「其の風俗淫れず」

其の風俗淫れず。男子は皆、露ろ紒けいし、木綿を以て頭に招かけ




ここでの「其の風俗淫れず」は、「乱れていない」「きちんとしている」「節度がある」など、その服装や生活全般について述べたものであろう。別の箇所にも「其の俗、国の大人は皆、四、五婦、下戸も或いは二、三婦。婦人淫せず、妬忌せず。盗窃せず。諍訟少なし」とあるが、ここでの「淫れず」は男女関係における婦人達の性情について述べたものである。

『後漢書』倭伝にも「国には女子多く、大人は皆、四、五妻有り。其の餘も或いは両、或いは三。女人は淫れず、妬まず。又、俗は盗竊せず。争訟少なし……」と書かれている。高句麗伝の「其の俗、淫なり」とある記事と比較し対照的である。

倭人伝にある後段の「婦人淫せず」の場合は、先の「其の風俗、淫れず」の場合とは違って、陳寿は倭の女性達の人柄を、貞節でつつましい性情の持ち主としてこの記事を書いたのであろう。

先の風俗記事について佐伯氏は、「淫らならず」と訓で「淫らではない」と解するよりも、「きちんとしている」「節度がある」と意訳する方があたっているであろう、とされている。「婦人淫せず」は別として「其の風俗淫ならず」の場合、この佐伯氏の見解は当を得ていると思う。

山田宗睦氏（注１）も、「たんに男女の関係だけではなく、倭人の風俗・風紀全般についての印象が、『其風俗、不淫』という判断をひきおこした、とみるべきであろう」と述べている。

東夷伝では高句麗の他、東沃沮伝に「人の性、質直」と記され、挹婁は「其の人、不潔」とあり、濊伝には「其の人の性、愿愨、嗜慾少なく廉恥有り……其の俗、山川を重んず」、『晋書』馬韓伝には「其の俗、綱紀少なし」とともに「其の人の性、彊勇」と書かれ、辰韓伝には「俗、喜びて歌舞飲酒す」とある。

「露紒」とは頭に冠や頭巾をつけていないこと。「魏志」韓伝馬韓条にも「其の人性、彊勇にして魁頭露紒す」と書かれている。『後漢書』馬韓条にも、ほぼ同様の記事があり、その注には「魁頭は、科頭の猶きものなり。……紒の音は計」と解説させている。『三国志集解』馬韓の条の注にもほぼ同様の解釈が示されている。

『隋書』倭国伝では「頭には亦た、冠無く、但、髪を両耳の上に垂る」と記され、『梁書』では「男女皆、露紒なり」としている。これは女性の「被髪」も男子の露紒とほぼ同様の意味と解しての記述であろうか。

『北史』倭国伝には『隋書』の記事と全く同じ記述がされており、『南史』倭国伝にも、「男女皆、露紒。富貴なる者は錦繍雑綵を以て帽と為す。中国の胡公頭に似たり」とある『梁書』倭伝と同じ文がそのまま載せられている。『梁書』の著者姚思廉、『南史』『北史』を著した李延壽、『隋書』の著者魏微は共に唐の時代の人であり、どちらが先に書かれたかは明らかではないが、似たような史料に基づいて書かれたのかもしれない。

『隋書』倭国伝には先の記事に続けて「隋に至り、其の王始めて冠を制し、錦綵を以て之を為し、金銀鏤花を以て飾りと為す」と書かれている。年代的にはすでに梁の時代から上流階級の人々の間で帽子などが用いられるようになっていたようであるが、我国でも聖徳太子によって冠位が定められ、その色や飾りなどによって階級が区別されるようになった。

「魏志」東夷伝夫餘条にはすでに「金銀をもって帽を飾る」と書かれており、高句麗条にも「大加、主簿は頭に幘を著く、幘の如くにして而うして後無し。其の小加は折風を著く」などという記述がある。その生活ぶりは倭国よりも進んでいたのかもしれない。

弁辰条では「長髪」とある記事が目を引く。『隋書』に書かれた「髪を両耳の上に垂れる」といったような風習は、弁辰条に見られる「長髪」と何か相通ずるものがあるのかもしれない。

「木綿を以て頭に招け」、倭人は帽子などはかぶらなかったが、木綿を頭にまきつけていたようである。

佐伯氏は「孟子」尽心章句下にある「今の楊、墨（楊は戦国時代の思想家楊子、墨は墨子）と弁ずる者は、放豚を追うが如し。既に其の苙おりに入れば、又従いて之を招る」の「招」の字について、後漢の趙岐（〜二〇一）の注は、「罥げん」として記している。「罥」の字は、「しばる」「むすぶ」を意味する語である、と述べている（「放豚」とは檻から逃げだしたことではなく、檻の中を掃除するために一時的に外に放していた豚のことかもしれない）。

また、『梁職貢図』倭国使のもとに、「木綿を以て首に帖く」とあることをあげ、「帖」には「着ける」意があるし、また「首」は、「あたま」「かしら」のこともいうから、「木綿を以て首に帖く」は、倭人伝の「木綿を以て頭に招け」すなわち「木綿」の布ではちまきすることと同じ意味の文であろう、と述べている。

「帖」の字を「垂る」の意とし、「首に木綿を巻き垂らし」、或いは「頭にまいた木綿を首の所までたらし」と解する説もあるようであるが、倭国使の図からは木綿を巻き垂らしたような様子は見られない。ただ首に布をまいているのではないかと思われる節がある。倭人伝の「木綿を以て頭に招け」とは、少しその趣が違う記述なのかもしれない。




其の衣は横幅、但、結束して相連ね、略、縫うこと無し。婦人は被髪屈紒し、衣を作ること単被の如く、其の中央を穿ち、頭を貫きて之を衣きる。


[image: P009]


「横幅」とは、幅の広い布のことを述べたものであろうか。『梁職貢図』の倭国使の図には、「衣は横幅にして縫うこと無く、但、結ぶ」と添え書きがされている。その図には肩から垂れ下げた布を上腹部で結束し、また、腰から下に繞まとった布は腰のあたりで結んだ姿が描かれている。

この「横幅」については、『晋書』林邑国伝に、「女は嫁ぐ時、伽藍の衣を著る、横幅にして、縫い合わせること井闌の如し。首には賓花を戴く」とあり、『南斉書』林邑国伝にも同様の記事が載せられている。

また、『梁書』林邑国伝を見ると、「男女皆、横幅の吉貝を以て腰以下に繞う。之を干漫と謂い、亦都漫と曰う。耳を穿ちて小鐶を貫く。貴なる者は革屣しを著け、賤なる者は跣行す。林邑、扶南自り以南の諸国、皆然るなり」と書かれている。

この他、『南史』『唐書』などにもこれらに似た記事が見られるから、倭国ばかりではなく、中国南部から東南アジア諸国の人々の間でも日常の衣服として用いられていたかもしれない。

石井貞吉（注２）は『南史』扶南、林邑伝などの「男女皆、横幅吉貝を以て腰以下に繞う。之を干漫と謂い、亦、都漫と曰う」などとある記事をあげ、「倭人伝の彼の横幅の文字も……此の扶南、林邑地方の風俗なる横幅と同じ物を指したと見ても差支はあるまい」と述べている。

一方、後藤守一（注３）は、正始四年に「絳青
  縑けん、緜衣」が魏に献上されていることをあげ、袈裟衣のこととされている。「横幅」は祭服としてのみ用いられるにとどまり、すでに裁縫の技の進んだ服装も用いられていたのではないかということを想定している。

しかし、『梁職貢図』を見ても明らかなように、緜衣などは一部の富裕層の人々の間でだけ用いられていたのではないかと思う。『職貢図巻』は六朝時代（三国時代の呉、および南北朝時代の南朝の東晋・宋・斉・梁・陳など建康《今の南京》に都を置いた六王朝）の梁代に描かれたが、すでに原図はなく、北宋の熙寧十年（一〇七七）に模写されたものが残されているという。

『隋書』倭国伝には「其の服飾、男子は裙襦を衣る。其の袖は微小。履は屢る形の如く、其の上に漆し、之を脚に繋ぐ。人庶跣足多し。金銀鏤花を以て飾りと為すことを得ず。故に時に横幅を衣て、結束して相い連ね、而うして縫うこと無し。頭には亦た冠無し」と、隋の時代になっても一般庶民は横幅を着ていることが記録されている。

井筒雅風氏（注４）は、「魏志」倭人伝にある「其の衣は横幅、但、結束して相連ね、略ね縫うこと無し」について、腰布は二幅のものと思われ、縫い合わせがあることが「略ね縫うこと無し」にあたると考えられる、と述べている。

『隋書』倭国伝にも同様の記述がみられるので、肩掛けのようにまとった上衣とは別に二幅の腰布を身に付けていた可能性もないとはいえない。腰掛けのようにまとった上衣と、腰布をまとめて「相連ね」としたのか、或いは胸の下から腰のあたりまでと、腰から下の部分を覆う二幅の腰布だけを指して「相連ね」と記したのか、意見の分かれるところである。

男子の「露紒」に対し、婦人の場合は「被髪屈紒」と書かれている。「露紒」とは、頭髪を中央で左右に分け、耳のあたりでわがねて紐で束ねる「みずら」のことであるという。これに対し「被髪屈紒」とは、髪を束ねて頭頂で曲げたもので、島田髷の原型となったと思われる形のものではないかと井筒氏は述べている。

『北史』倭国伝を見ると、この「被髪屈紒」に当たる部分を「婦人は髪を後ろに於いて束ね」としている。この時代はまだ島田髷の原型のような形にまではなっていなかったかもしれない。

婦人の衣装については、「衣を作ること単被の如く、其の中央を穿ち、頭を貫きて之を衣る」と記されている。このように、布の中央を穿ち頭を貫いて着る形式の服装は、学界においては「貫かん頭とう衣い」と称されている。

『漢書』地理志下に、

「合浦、徐聞自り南のかた海に入りて大州を得る。東西南北方千里。武帝の元封元年（前一一〇）に略して以て儋耳、珠崖郡と為す。民、皆布を服すに、単被の如きで、中央を穿ちて貫頭と為す」と書かれた記事がある。

女子の貫頭衣と共に、先の男子における「横幅」が南方系につながる風俗であることは、現在、学界のほぼ一致した意見となっている。

女子の衣装については貫頭衣のことしか書かれていないが、井筒氏は「上衣は貫頭としても、やはり下半身のためには横幅の腰布が用いられていたと考えるのは当然のことであろう」と述べ、「雲南省南部やタイのカレン族に、今もこの貫頭衣に腰布の姿を見ることができる」ことを紹介している。

また、樋口清之氏（注４）は、この貫頭衣を日本人特有のアイデアによって発展させ、小袖から現在の和服へとつながっているのではないか、と述べている。

貫頭衣は現在でも海南島やベトナム、インドネシア、ミクロネシアの、一部の原住民の間で用いられているという。




〈注〉

１　『魏志倭人伝の世界』

２　「魏志倭人伝の風俗記事について」（『風俗研究』第三十二号）

３　「所謂袈裟衣着用埴輪について」（『日本古代文化研究』所収）

４　『ゼミナール日本古代史』上『卑弥呼と邪馬台国の謎』







３　倭の殖産

禾か稲とう、紵ちょ麻まを種うえ、蚕さん桑そう、緝しゅう績せきし、細紵、縑けん緜めんを出だす。




倭人伝は、続けて倭の産物についてふれている。

「禾稲」とは「イネ」のこと。樋口氏は近年まであった「トボシゴメ」とよぶ細長い赤米は、古代米のなごりだと述べている。

「紵麻」は麻の一種「イチビ」のことであるが、佐伯氏によると、ここでの「紵」は同じく麻の一種である「苧」のことで、「カラムシ」のことであるという。「カラムシ」は中国・日本が原産地とされているというから、倭の人々はかなり古くから「紵麻」を用いて布や紐などを作っていたのかもしれない。

「蚕桑」とは桑を栽培して蚕を飼うことであり、「緝績」の緝には「つむぐ」「あつめる」という意味があり、績も糸とかさねる意とから成り、糸を重ね、よりをかけて「つむぐ」意を表す文字であるという。

先にあげた『漢書』地理志、粤地の条に、「男子は耕農し、禾稲、紵麻を種え、女子は桑蚕、織績す」と書かれた記事がある。倭人伝の「緝績」に当たる部分が「織績」と記されている。『後漢書』倭伝の記事も「……織績を知り、縑布を為る」とあり、『梁書』倭伝、『南史』倭国伝も「蚕桑、織績す」と記している。

「織績」とは、織物を作る機織りのことを述べたものであるが、魏志倭人伝に陳寿が「緝績」と記したのは、この「はたおり」の仕事がまだ原初的なものであると認識していたためなのかもしれない。

濊伝には「麻布、蚕桑有り、緜を作る」とある。「魏志」東夷伝を見ると、夫餘、高句麗、東沃沮、また、夫餘の東北千余里にあるという挹婁にも蚕桑の記事はない。しかし、夫餘伝には、

「国に在りては衣は白を尚ぶ、白衣、大袂、袍、袴に革鞜を履く。国を出るときは則ち繒繍、錦罽を尚ぶ。……金銀を以て帽を飾る」とあり、高句麗伝にも、

「其の公會には衣服、皆、錦繍、金銀を以て自ら飾る」と書かれている。

東沃沮伝も「食飲、居處、衣服、禯節、句麗に似たること有り」とし、また、挹婁伝では「言語、法俗、大抵句麗と同じ。衣服は異なること有り、男女衣には皆、曲領を著く」と記されている。蚕桑の記事は見られないが、衣服を他国から仕入れたような様子は見られないから、布を作ることを知らなかったとはいえないと思う。

『後漢書』濊伝を見ると「昔、武王、箕子を朝鮮に封ず、箕子、教えるに禯義、田蚕を以てす」と書かれているから、たとえ原初的なものであったとしても、縑綿を作ることはかなり古くから知っていた可能性が高い。

馬韓伝にも「蚕桑を知り、綿布を作る」とある。また、辰韓伝にも「蚕桑を暁り、縑布を作る」とあり、弁辰伝は「城郭、衣服、居處有り、辰韓と同じ」とし、また「廣幅、布を作る」とも書かれている。

しかし、倭人伝にある「緝績」或いは「織績」といった記事は一切書かれていない。

東夷伝の中では倭人伝のみ「蚕桑、緝績……」とあり、『後漢書』東夷伝も倭国条の所にだけ「織績を知り縑布を為る」と書かれている。

東夷諸国の中では倭国が技術的に最も進んでいると考えられていたためなのであろうか。他の東夷諸国の記事に「緝績」や「織績」といった文字が全く見られないのは、技術的にまだ機織りといった段階にまでは至っていなかったためなのかもしれない。

武田佐知子氏（注１）は三世紀時代の織機について、

「三世紀段階のそれは、いわゆる地機・水平機で、経糸の一端を樹木などに結び、もう一方を腰に固定した木に結んで水平に張り、手前から緯糸を打ち込んでいくものであった。この場合、布の織幅は、織手の腰幅に規定されて、三十センチ以上になることはなかったといわれる。……」と述べている。

また、樋口氏も「弥生時代の衣料は、それまでの編物技術から織物技術にすすんだことが特色としてあげられる」とし、平織の布片が登呂遺跡（静岡市）などから発見されていること、機織具の部分品（ちきり、ちまき、おさ）や糸を紡ぐ紡錘車（土、石、木製）も遺存していることなどをあげ、当時の機織具では小幅の布しか織れないが、これをつなぎ合わせると広幅になることを指摘している。

一方、森浩一氏（注２）は、

「漢時代の中国本土、或いは楽浪などから出土した絹織物と比較して、北九州の弥生遺跡から出土する絹織物は、大変目が粗い」という特徴を指摘、

「北九州の弥生社会では、絹糸を遣うにさいして、従来の植物性の繊維で織物を織るのと同じ機織の器具を使って、したがって同じ技術で織っているので、使われているのはたしかに絹ではあるけれども、出来上がった織物は、従来の大麻や苧麻の織物とよく似た扱いがされている」という布目順郎氏の意見を紹介し、「このことは、一見絹織物としては多少粗雑という感じも与えられるわけだが、また見方を変えると、日本列島の織物技術が、新しい絹織物の技術に煩わされない伝統をすでに作り上げていたことも十分考えられるようである」と述べている。

『後漢書』崔寔伝に次のような記事がある。

「……出て五原の太守と為る。五原の土、麻枲に宜し、而るに俗、織績を知らず。民、冬の月に衣無く、細草を積みて而うして其の中に臥せり。吏を見ては則ち草を衣て而うして出る。寔、官に至りて、儲峙を斥け賣りて為に紡績織絍[image: gaiji]蘊の具を作り、以て之を教う。民、以て寒苦を免れることを得たり」

後漢時代においては、中国本土でさえ「織績」を全く知らなかった所もあったことを指摘しておきたい。同じ『後漢書』西南夷伝、夜郎国の条にも、「畜生寡なし。又、蚕桑無し。故に其の郡、最も貧し」とある。

しかし、東夷伝の中で「蚕桑」記事がない国も、ある程度、布を織る技術は持っていたのであろう。




〈注〉

１　『東アジアの古代文化』（別冊「邪馬台国の衣服について」一九八七年）

２　『ゼミナール日本古代史』上







４　倭の動物と兵器

其の地には牛、馬、虎、豹、羊、鵲かささぎ無し。兵には矛、盾、木弓を用う。木弓は下を短く、上を長くし、竹箭、或いは鉄鏃ぞく、或いは骨鏃。有無する所、儋たん耳じ、朱しゅ崖がいと同じ。




佐伯有清氏は牛と馬については問題があるとし、

「かつて縄文、弥生の遺跡から出土した牛骨、馬骨によって、倭人伝が記された時代には、倭の地の人のあいだに牛、馬が飼養されていたとみなし、倭人伝の記述は事実を伝えたものではないとされる意見が多くあった。しかし、骨に含まれているアミノ酸の変質状態の分析や、骨に含有されているウラン、或いはフッ素の量の変化を分析することによって年代を推しはかる科学的方法によると、牛骨、馬骨の年代は、鹿骨や猪骨などのものよりも新しいものであり、後世になって遺跡に混入した可能性が高いことが指摘されるにいたっている」と述べている。

佐原眞氏（注１）も、人類学の松浦秀治氏がフッ素とウランの分析によって、千葉市築地台、荒屋敷岡貝塚の「縄文馬」が後世のものであることを明らかにしたことを紹介している。

こういった科学的な年代推定法はもちろん、必要であることはいうまでもないことである。しかし、「魏志」倭人伝の記事のみを重視して『日本書紀』などの記述を頭から無視してしまうことはできない。

『日本書紀』神代上には次のような記事がある。

「……是の後に、素戔鳴尊の為行、甚だ無状し。名にとならば、天照大神、天狭田・長田を以て御田としたまう。時に素戔鳴尊、春は重播種子し、且畔毀す。秋は天斑駒を放ちて、田の中に伏す。復天照大神の新嘗しめす時を見て、則ち天斑駒を剥ぐぎて、殿の甍を穿ちて投げ納る。……」

無論、これは神話として伝えられていた物語をもとにして書かれたものであるが、全くの作り話として否定してしまうことはできない。

ただ天照大神の時代は、邪馬台国卑弥呼の時代よりもかなり古い可能性が高い。『日本書紀』などにはその後、何代にもわたって馬に関する記述は見られない。この何世代かの時代の経過の中で馬種の存在が変わることなく続いてきたかどうかという点が気がかりである。

『史記』汲黯伝に、

「漢、車二萬乗を発せんとす。縣官、銭無し、民に従いて馬を貰わんとす（注「貰もらうは賖なり」。借りて買う意）。民、或いは馬を匿す。馬具わらず、上、怒りて長安の令を斬らんと欲す。黯曰く、長安の令に罪無し、獨り黯を斬らば民乃ち肯て馬を出さん」と書かれた記事がある。

倭人伝に牛や馬がないと書かれていることに関し、「或いは魏の使者達に牛、馬を匿したのではないか」とする説も一時主張されていたこともあるが、あながち無稽の説とはいえないかもしれない。

牛や馬の存在については、今後さらに遺物の発見を待たなければならないだろう。

当時の倭地に「虎」や「豹」などの猛獣がいなかったことは間違いなさそうである。一万年以上前には日本にも虎はいたようで、骨や歯の化石が出ているという。朝鮮半島や中国には虎がいたことは知られており、虎に関する記述は所々に見られる。

「魏志」東夷伝には牛や馬に関する記述も多く、高句麗伝では、高句麗王位宮のことが「力勇有り、便ち鞍馬し猟射を善くす」と書かれ、辰韓伝には「牛馬に乗駕す」とある。

一方、濊伝などには「虎を祭りて、以て神と為す」と記されており、また「文豹饒し（多い意）」「果下馬を出す」とも書かれている。次いで州胡（済州島か）の条には「韋（なめし皮）を衣る。好んで牛及び猪を養う」とある。

どうしたことか馬韓伝には「牛馬に乗ることを知らず、牛馬は死を送るに盡く」とあり、馬に乗って戦闘にまで用いたと思われる高句麗などとは、その生活様式に違いのあったことが感じられる。

また馬韓伝には「他の珍賓、禽獣、草木無し。略、中国と同じ」と書かれている。

これに対し、倭人伝では「有無する所、儋耳、朱崖と同じ」としている。

『漢書』地理志粤地条の儋耳、珠崖郡の項には「馬と虎と亡し。民に五畜有り。山に塵、麖多し」と書かれ、その注には「師古曰く」とし、五畜には「牛、羊、豕、鶏、犬」。塵、麖については「塵は鹿に似て而うして大なり。麖は鹿に似て小なり」と解説されている。

「馬と虎と亡し」とは、以前はいたが今は亡くなってしまった、という意味で書かれたものであろう。倭国にはないとされている牛や羊もいたようであるから、全く同じというわけではない。貫頭衣などと共に儋耳、朱崖と結び付けたのはその習俗・生活習慣などに、中国東南部と似通ったものを感じていたためなのかもしれない。




戦時における兵器としては、矛、楯、木弓などが用いられた。弓は上は長く、下は短くしていた。これは銅鐸画などに見られる特徴とも一致する。弓につがえる矢は竹箭で、鉄鏃、或いは骨鏃などが用いられた。従来、このくだりは「竹箭には、或いは鉄鏃、或いは骨鏃」と読み、全ての矢に鉄の鏃やじりや骨の鏃がつけられていたかのように解されてきた。

だが、この解釈に問題はないだろうか。『後漢書』倭伝には「其の兵には矛、楯、木弓、竹矢有り。或いは骨を以て鏃と為す」とあり、『通典』辺防門、倭の条にも『後漢書』と同様の記述が見られる。

「或いは骨を以て鏃と為す」というのであるから、竹の矢（箭）をそのまま使用する場合と、骨や鉄の鏃を取り付けて用いる場合の両方を示すための記述である可能性が高い。武光誠氏（注２）は、「魏志」倭人伝にあるこの記事を、「竹の矢や鉄や骨のやじりをつけた矢が用いられている」と読み下している。

箭とは、しのだけのことであり、幹がまっすぐで堅く、矢として用いるのに適した竹であるところから、そのまま矢を表す文字として用いられている。

矢には竹のほか、楉こや蒿こうも用いられていた。「魏志」挹婁伝には「其の弓の長さ四尺、力、弩の如し。矢は楉を用う、長さ尺八寸、青石を鏃と為す」と書かれている。「魏志」三にも「粛慎氏（挹婁）、楉矢を献ず」と記されている。同じ「魏志」三には「譬ば蒿の箭を以て蒿の中を射るがごときのみ」と書かれた記事もある。

楉とはにんじんぼくに似た落葉高木で、矢を作る材として用いられていたという。また、蒿は、よもぎのことであり、茎の太いものを矢として用いたのだろうか。




〈注〉

１　『日本の歴史』１（「日本人の誕生」）

２　『邪馬台国辞典』







５　気候と食物

倭の地は温暖、冬夏生菜を食す。皆、徒と跣せんなり。




陳寿は倭の地が温暖であること、その産物や環境が似ていることから、この前段に儋耳と朱崖の名をあげたのであろう。

「生菜」とは、生のまま食べる野菜のことであるが、佐伯氏は『爾雅』の注に、

「又、渣芹（みずせり）有り。生菜と為す可し。亦、生噉たん（生で食べること）す可し」とあること、明の李時珍（一五一八〜一五九三）が撰述した『本草綱目』の「白苣」の項のもとに「生菜」と書かれており、これに、

「白苣（しろちさ）、苦苣（けしあざみ）、萵苣（ちさ、ちしゃ）は、倶に煮烹す可からず。皆、宜しく生綏して（生のまま揉んで）汁を去き、塩醋（塩と酢）して拌食（かきまぜて食べる）すべし。通じて生菜と曰う可し」と説明を加えていることを紹介している。

また、倭人伝と同じ時代の用例として晋の葛洪撰『抱朴子』釈滞に、

「又、気を行う大要は、多食を欲せず、及び生菜、肥鮮の物を食えば、人をして気を強くし閉ざし難から令む」とある記事をあげている。

明の徐光啓（一五六二〜一六三三）によって著された『農政全書』巻二十八／樹藝条の蔬部にある[image: gaiji]げん荽すいの項にも、

「草を以て上を覆う。注（覆いをした者は生食に供することを得る。又、凍死せず）……若し冬中留めて食する者、草を以て之を覆えば尚、竟に冬中食するを得る」

などと書かれた記事がある。『大漢和辞典』などによると、[image: gaiji]荽とは草の名で「時珍曰く、薑に属し、以て口を香す可しと云うなり。其の莖、柔らかく葉は細く、而うして根は鬚多く、綏綏然なり。張鶱、西域に使いし始めて種を得て帰る。故に胡荽と名づく。香菜ともいう」と説明されている。

李時珍によって書かれた『本草綱目』が成ったのは一五七八年であるから、『農政全書』とほぼ同じ時代の書である。

水野祐氏はジュンサイ、ネギ、ミツバ、カブ、ニラ、シソ、ウド、ウリ類、大根、ユウガオ（カンピョウ）、カラシナ、タケノコなどの名をあげ、それらは保存食としては広く「干す」法をとって用いられていたが、一般には生食に供されていた、と述べている（『評釈　魏志倭人伝』）。

「冬夏生菜を食す」とは書かれていても、もちろん、煮炊きすることを知らなかったというわけではない。米などの穀物、肉や魚などは、当然、蒸したり、煮たり、或いは火で炙ったりして食べていたものと思われる。樋口清之氏は、弥生土器の中には甑こしき（土釜の上にのせて湯気で穀物を蒸すための土器）なども発見されていることを紹介している（『ゼミナール日本古代史』上）。

当時の倭人達がはだしであったことは『職貢図鑑』の図にも、はだしのままの姿が描かれているのを見ても明らかである。

このはだしの習俗については、『後漢書』倭伝にも、「俗、皆徒跣」とあり、『晋書』倭人伝は「被髪、徒跣す」、『北史』、『隋書』倭国伝では「人庶、跣足多し」と書かれている。

ここで『後漢書』倭伝の「俗は皆、徒跣」、また『北史』、『隋書』などに書かれた「人庶、跣足多し」とある記事に注目しなければならない。

先にあげた『北史』、『隋書』などには「履は屡形の如し、其の上に漆し之を脚に繋ぐ」とも書かれている。「俗」とは俗人、すなわち一般の人々を指した言葉であり、「人庶」も同じく一般庶民について述べたものである。

静岡県の登呂・山木遺跡などからは、弥生時代の下駄が出土しているという。三世紀の時代においても上層階級の人々の間では履物が用いられていた可能性は決してないとはいえない。

はだしの習俗については『後漢書』南蠻／西南夷伝にも、日南の南にある黄支国の習俗に関し「長幼の別無く項髻徒跣」とあり、『晋書』林邑国伝には「人は皆、裸露にして徒跣」と書かれている。『北史』林邑伝、『隋書』林邑伝にも「俗は皆、徒跣」と記されている。

「魏志」東夷伝では夫餘の条に「……革鞜を履く」とあり、馬韓条にも「衣は布袍、足には革を履きて蹻蹋す」と書かれている。

これは文化の違いということ以上に、気候の影響が深く関係していることが考えられる。「倭の地は温暖」とある倭人達や、それよりもさらに暑い地方に住む南蠻西南夷、林邑の人々は、裸足のままでもさほど苦痛には感じなかったためなのかもしれない。







６　倭の民の暮らし

屋室有り、父母兄弟、臥息する處を異にす。




「卑弥呼の居處と宮室」の所で少し詳しく述べるが、屋室とは考古学の分野で一般にいわれている竪穴式住居のことで、外面からは屋根しか見えない家屋のことを述べたものだと思う。「魏志」挹婁伝には、

「山林の間に處り、常に穴居す。大家は深きこと九梯、多きを以て好みと為す」

とあり、韓伝は、

「居處には草屋、土室を作る。形は冢の如し、其の戸は上に在り。家を擧げて共に中に在り長幼男女の別無し」と記す。

また、高句麗伝には「大山深谷多く原澤無し、潤水を食む」とあるが、これに続けて、

「良田無く佃作に力むと雖も、以て口腹に實るに足らず。其の俗、食を節し好んで宮室を治む。居る所の左右に於いて大家を立て鬼神を祭る」と書かれている。

屋室が外面からは屋根だけしか見えないのに対し、宮室は屋室よりも一歩進んだ壁のある本格的なものであり、外側から壁も見える様式の家屋である。

『後漢書』東夷伝、夫餘国の条にも、高句麗と同様、宮室に関する記述が見られる。

「員柵を以て城と為す。宮室、倉庫、牢獄有り。其の人、麁大彊勇にして而うして謹厚なり。寇鈔を為さず」

『漢書』成帝紀の「上林の詔獄を罷む」とある記事の注に、

「師古曰く、漢の舊儀に云う。上林の詔獄は苑中の禽獣の官館の事を主治す。水衡を屬す」と書かれている。「衡」とは、牛などが人を突かないように角にしばりつけた横木の意を表す文字であり、また、はかりのことでもある。現在では「宮室」といえば何か立派な建物であるかのように錯覚しがちであるが、古代においては家の造りや豪華さなどとは関係なく、壁のある家が宮室と呼ばれていたのである。

嶋倉巴三郎氏（注１）によると、奈良県桜井市の巻向遺跡からは、ヒノキ、スギ、モミ、コウヤマキなどの針葉樹材と、クリ、ナラ、カシ、シイ、ケヤキなど、広葉樹材などの矢板などの農業土木用材をはじめ、多数の加工木が出土しているという。また、静岡県の登呂遺跡、山木遺跡からは弥生時代のスギ製丸木舟や梯子、下駄などが出土しているという。

三世紀の時代には、すでに我国でも木材を加工する技術は十分に身につけていたことが窺える。




次の「父母兄弟、臥息する處を異にす」であるが、この記述は「家を擧げて共に中に在り。長幼男女の別無し」とある韓伝の記事と比較し対蹠的である。

和歌山県新宮市の阿須賀神社の境内にある竪穴式住跡は、１号住居と２号住居が互いに切り込み合い、南北に連なった形になっているという。この二つの住居跡は時期的にも、ほとんど差は認められないといわれている。考古学界における他の遺跡の調査でも、竪穴式の住居跡が何箇所か隣り合った形で発見されている。

考古学に関して全くの素人に過ぎない者が、単なる想像だけでこのようなことを書くのは申し訳ないが、これは他人同士が寄り集まって住んでいたということだけではなく、父母兄弟が隣り合わせの住居で寝起きしていたことを物語っているのかもしれない。






〈注〉

１　『日本古代文化の探求　家』




朱丹を以て其の身体に塗る、中国の粉を用ふるが如きなり。食飲には籩へん豆とうを用い、手食す。




「籩」は竹製の高坏であり、「豆」は木製の高坏のことであるという。

『漢書』地理志の燕地条にある顔師古の注には、

「竹を以てするを籩と曰う。木を以てするを豆と曰う。今の檠の若きなり」とある。

「檠」とは「ゆだめ」といって弓の曲がりをため直す道具とされているが、ともしび立てという説もある。武光誠氏は「高杯と同じ形の器」としている。

『邪馬台国辞典』（注１）などには、ともに祭祀や饗宴のときに用いられるものとしている。この時代、一般庶民の間でもこのような器具が用いられていたのだろうか。

『晋書』倭人伝では「食飲には俎豆を用う」と記されている。「俎」とは、まな板のことである。日常の飲食には竹で編んだ高坏にかえて、まな板のような器物に食物をのせて食べていたのかもしれない。

青森県の田子町に今も残されているという水車の里で、観光のイベントとして特産のそばを観光客にふるまう様子が、ＮＨＫの「新日本紀行ふたたび」で放映されていたが、そばを盛る食器として分厚い杉の木で作られたまな板のような道具が用いられていた。土地の人達の話によると、古くから使用されていたそうで、ざるなどにくらべ洗うのに便利だということである。或いは、古代から用いられていた俎豆の名残なのではないだろうか。

このような記事によって類推すると「魏志」倭人伝の「食飲には籩豆を用い」とある記事は、お客のあるときなどに用いられていたものが記されたという可能性も考えられる。

同じ「魏志」夫餘伝には「食飲には皆、俎豆を用う」と書かれており、また、挹婁伝にも「東夷の飲食の類、皆、俎豆を用う。唯、挹婁は法とせず、俗、最も綱紀無きなり」と書かれている。

ただ『後漢書』濊伝を見ると、

「昔、武王、箕子を朝鮮に封ず。箕子教えるに禯義田蚕を以てす」と書かれている。

箕子は殷の紂王を諫めたが聞き入れられず、自ら身を朝鮮の地に避けていたが、殷を破った周の武王によってその地に封じられ、田蚕を教えるとともに八條の教えを制して民を教化したという。濊伝にはこれに続けて、

「その人終に相盗せず、門戸の閉じること無し。婦人貞身なり。飲食するに籩豆を以てす」

と記されている。

この後半部分の記述には、倭人伝の記事と少し似通ったところがある。倭人伝の記事は籩豆を用いる記事に続けて「手食す」とあるので、籩豆といっても後世に伝えられているような高坏などが用いられていただろうか、という疑問が感じられる。籩豆といっても或いはざるに少し脚を付けたような食器だったのかもしれない。

『漢書』地理志燕地条にも、

「殷道衰え、箕子去りて朝鮮に之き、その民に教えるに籩豆を以てす。都邑頗る放效す、吏及び内郡の賈人、往往に杯器を以て食う」と書かれた記事がある。

『梁書』倭伝にも、

「男女、皆露紒。富貴なる者は錦繍雑采を以て帽と為す。中国の胡公頭に似たり。飲食には籩豆を用う」とあり、また、『南史』倭国伝は「魏志」倭人伝と同じく「食飲には籩豆を用い」としているが、同じ著者（李延寿）によって書かれた『北史』には、

「……俗、盤俎無し。籍くに槲こくの葉を以てす。食するに手を用いて之を餔す」とある『隋書』の記事と同様の記事が載せられている。俗人、つまり一般庶民は食物をのせる大皿やまな板の類も持ち合わせていないため、「かしわ」の葉で代用していたというのである。

裸足の習俗などと同様、ここでも上層階級と一般庶民の生活にはかなり差のあったことが窺える。




〈注〉

１　『邪馬台国辞典』







７　葬送

その死には、棺有れども槨無し。土で封じて冡ぼうを作る。始め死するや、停喪すること十餘日。




「停喪」とは、人の死後すぐに埋葬しないで棺に納めたまま一定期間、殯もがりをすることであろうか。『北史』倭国伝に、

「死者は斂むるに棺槨を以てし、親賓（親戚や主立った弔問客）は屍に就きて歌舞し、妻子兄弟は白布を以て服を制す。貴人は三年殯し、庶人は日をトして瘞む。葬するに及べば、屍を船上に置き、陸地に之を牽く。或いは小興を以てす」と書かれた記事がある。

『隋書』の記事も「貴人は三年外に於いて殯し」となっているが、ほぼ同様である。

「輿」については『晋書』郤詵伝に次のような例が見られる。

「……對策上第を以て議郎に拝せらる。母の憂をもって職を去る。詵が母病むときに車無きに苦しむ。亡くなるに及びて、車をもって柩を載せることを欲するも家貧しくして以て馬を市うこと無し。乃ち住する処の堂の北壁の外に於いて、假に葬りて戸を開き朝夕拝哭す。鶏を養い蒜を種え其の方術を竭くす。喪過ぎて三年、馬八匹を得て柩を輿のせて冡に至り、土を負いて墳を成す。未だ畢さず、召されて征東参軍と為る。……」

「魏志」夫餘伝を見ると、

「……其の俗、喪を停めること五月、久しきを以て栄と為す。其の亡者を祭るに、生有り、熟有り。喪主速やかにするを欲せず、而うして他人も之を彊いる。常に諍引し、此れを以て節と為す……」とある『魏略』の記事が引かれている。

夫餘国は寒い所である。それにもかかわらず「其の死するとき夏坏には氷を用う」と書かれているから、死体を氷で覆って腐敗を防ぎながら安置していたのであろう。

『後漢書』禯儀下、大喪の項にも「……槃、冰禯の如くす」とある記事の注に、

「……氷を槃中に實ち、之を尸牀の下に置く。尸を寒する所以なり」と解説が付されている。

我国における隋の時代に該当すると思われる頃の、それぞれの天皇に関する記録について見てみると、『日本書紀』欽明天皇条では、

「三十二年四月、欽明天皇崩ず。五月、古市に殯す。八月、新羅の使者殯に奉哀す。九月、檜隈の陵に葬る」とあり、用明天皇は二年の四月十五日に崩じ、その年の秋七月、池上陵に葬られている。また、推古天皇条を見ると、

「三十六年三月七日、推古天皇崩ず。即ち南庭に殯す、九月、竹田皇子陵に葬りまつる」

と書かれている。次いで舒明天皇は十三年の十月九日に崩じ、十八日に宮の北において殯がとりおこなわれ、皇極天皇元年十二月に滑谷岡に葬られている。

推古天皇の二十九年二月に崩じた廐戸豊聰耳皇子（聖徳太子）に関しては、

「是の月に上宮太子を葬る」とだけ記されている。また、天武天皇条には、

「……（朱鳥元年九月）丙午（九日）に、天皇の病、遂に差えずして、正宮に崩りましぬ。戌申（十一日）に、始めて発哭す。則ち殯宮を南庭に起つ。辛酉（二十四日）に南庭に殯す」と書かれているが、持統天皇の元年十月条に「始めて大内陵を築く」とあり、二年の十一月に大内陵に葬られたことが記されている。

崩じてから二年二カ月の間、殯が行われたのであろうか。『日本書紀』に記録された中では最も長い。このときは多くの朝臣達や百済王良虞などが誄を奉ったことが記されている。

これらの各天皇に関する記事と比較しても、『北史』や『隋書』に記された「貴人は三年殯す」とある記事はあまりにも長すぎる。貴人と称される人々の間では三年間の殯をするために、特別に殯室を造ったというのであろうか。

一方、中国に目を転じると、漢の時代には皇帝として即位した翌年に、あらかじめ寿陵を造るならわしとなっていたようである。『後漢書』明帝紀に、

「帝、初めて寿陵を作る。制して水を流さしめる已とし、石槨は廣さ一丈二尺、長さ二丈五尺。墳を起つことを得ること無し」と書かれた記事があるが、同じ『後漢書』禯儀下の注に「漢舊儀に前漢諸帝の寿陵を戴す……」とある。

後漢の始祖となった光武皇帝は中元二年二月に崩じ、次の明帝が即日皇帝の位に即き、三月、原陵に葬られている。また、明帝は永平十八年秋八月に崩じ、後を継いだ章帝がその日（壬子）に即位、壬戍の日に顯節陵に葬っている。

年二歳の殤帝が崩じた（八月辛亥）ときには、崇徳の前殿にて殯したことが記されているが、全体を通じて殯をした記事は見られない。

晋の文帝は咸熈二年八月に崩じ、九月に崇陽陵に葬られている。武帝は太熙元年四月に崩じ、五月に峻陽陵に葬られている。隋の高祖は仁壽四年七月に崩じ、八月、大興の前殿にて殯を行い、冬十月、太陵に合葬されている。

唐の時代を見ても、文皇帝は貞観二十三年五月に崩じ、八月、昭陵に葬られている。

「呉志」紀殯伝に引かれた江表伝に次のような記事がある。

「……夫人死するに會う。（孫）晧、哀愍を思い念じ、苑中に葬らんとし、大いに冡を作る。工匠をして柏を刻みて木人を作り、冡中に内れて以て兵衞と為す。金銀珍玩の物を以て葬を送ること稱りて計う可からず。巳に葬りて後、晧、喪を内に於いて治め半年出でず。国人、葬大いに奢麗なるを見て、皆謂う、晧巳に死す、葬る所の者是なりと」

「冡」とは死者を棺に入れて安置しておくための墓室である。

孫晧は亡くなった夫人を不憫に想うあまり半年もの間、墓室に入ったまま外に出ようとしなかったという。このような例は中国の葬制として一定期間、故人を親しく祀り、生人に対する如く仕えるという風習があったことを窺わせる。

殯とは通常、墓に葬るまでの一定期間、殯室を造りそこに安置して祭祀をとりおこなうこととされている。『北史』（北魏・北斉・周・隋の四世、二四二年間の歴史書）や『隋書』に書かれた時代は、我国でも各地の首長や有力者達の間で墓室（冡）のある墓（古墳）が多く造られていた時代であった。

先にあげた『晋書』郤詵伝にも、

「……住する処の堂の北壁の外に於いて、假に葬りて戸を開き朝夕拝哭す……」

と書かれた記事がある。

「貴人は三年殯し」とある『北史』や『隋書』などの記事は、柩に入れて安置した死者を三年間、墓室に入って生前と同様に祀ったことが記述されたものであった可能性について否定できないのではないか。「殯ひん穸せき」（しかばねを埋葬する墓穴）などという語もある。特別に殯室を造る代わりに、このような方法がとられていたとしても不思議ではない。

「封じる」は現在、主として土盛りをする意味に解されているが、本来の意味は地中に造られた墓室（冡）に「封をする」「とじこめる」ことを表すための文字である。

『古墳と古代宗教』において重松明久氏は、

「天武天王の殯の期間は一年に過ぎないので、完全に骨化させるには短すぎる。しかし人為の工夫があれば、できないこともない」とする森浩一氏の意見を紹介しているが、殯の本来の宗教的な意味は遺体を骨化させるためにあるわけではない。『晋書』禮記に、

「三年の喪は天下の達禮なり。漢の禮、天子崩ずれば不豫自り登假、葬に及ぶまでに至る」

とも記されているが、薄葬の遺令を出したことで知られる魏の武帝の葬儀に関して、

「魏武、正月庚子を以て崩じ、辛丑、即ち殯す。是の月の丁卯に葬る。是れ月を踰さざると為すなり」と書かれている。殯の期間は漢の時代を通じていずれも短い。

大型の銅鏡が発見されたことで有名な九州の平原古墳の遺跡（縦四・五メートル、横三・六メートル）は、写真で見ても明らかなように周囲よりも一段と低くなっている。これは墓壙（冡）の上に竹や木材などを梁としてわたして蓋をし、その上に土盛りをしていたものが、長い年月の間にその盛り土が流れ去り、その後、墓壙の柱や屋根材が朽ち果て、崩れ落ちてしまったために周囲よりも低くなってしまっているのではないかと思う。

戦時中、私の家では横穴を掘るための適当な場所がなかったため、庭先に浅い穴を掘り、竹を架け渡してその上に土を盛り、防空壕として利用していたことを思い出す。このような簡単なものでもＢ29が上空を通過するときなど少しは安心したものである。

私の住んでいる紀南地方は目ぼしいものがほとんどないため、めったに爆弾など落とされることはなかった。しかし、新宮市の熊野地方面を狙ったと思われる潜水艦からの艦砲射撃、また、一般の客を乗せて走る列車を追って低空飛行で機銃掃射をあびせられたこと、最後に熊野大橋を狙ったと思われる爆撃など、今でも印象に残っている。

このときの爆撃は一発は山に、もう一発は同級生なども住んでいた一般住宅の近くに落ちたのであるが、熊野大橋への爆撃は、崩壊は免れたが爆発の影響で橋の車道にとてつもなく大きな穴があいていたのを思い出す。この一発は特に大きかったのか爆発の勢いはすさまじく、土砂と共に空高く舞い上がった爆弾の破片はかなりの滞空時間を経て方々へ落下した。私の家の庭にも二つほど破片が落ちてきたが、私は今でもそれを保管している。

思わず考証が横道にそれてしまったが、「魏志」倭人伝に記された「棺有れども槨無し。土を封じて冡を作る」は、一般庶民の葬制について書かれたものであるから、「冡」（墓室）といっても本格的なものではなく、地面を掘り下げた穴の上に木材や竹をわたして空間を作り、その上に土盛りをしたような簡単なものだったのではないか。

『晋書』倭人伝、『梁書』倭伝、『南史』倭国伝など、いずれも「魏志」と同様「土で封じて冡を作る」としている。『隋書』や『北史』には「……庶人は日をトして瘞うずむ」とあるが、この場合は直接棺を土の中に埋める埋葬の方式が記されたものなのかもしれない。

我国では持統天皇、文武天皇の頃から火葬が行われるようになった。重松明久氏によると火葬のはじまりは、文武天皇即位四年に死んだ僧道昭のときからであるという。古墳は奈良時代まで続いたのであるが、この火葬の採用が大きな影響を及ぼしていたことは間違いない。

我国の一般庶民の間では、昭和の終わり頃まで土の中に直接埋める土葬が行われており、火葬にするようになったのはごく最近のことである。




時に當りて肉を食わず。喪主は哭泣し、他人は就きて歌舞飲酒す。已に葬れば、家を擧げて水中に詣りて澡浴し、以て連沐の如くす。




『晋書』では、このくだりを「初め喪には、哭泣し、肉を食わず。已に葬れば、家を擧げて水に入り、澡浴して自から潔め、以て不詳を除う」としている。

「時に當りて肉を食わず」は、喪に服するために謹慎する様を述べたもの。「哭泣」とは「哭」が声をあげて激しく泣く意とされ、「泣」は声を立てず、涙を出して泣く意であるという。喪主が親族の死を悼んではげしく泣く様子を示したものである。

『晋書』孫[image: gaiji]伝に次のような記事がある。

「[image: gaiji]、児童為るとき、未だ嘗って呵怒を被らず。顧榮、見て而うして之を称し、其の外祖薛兼に謂いて曰く。此の児、神用清審にして志気貞立す。常童に非ざるなり。長ずるに及びて恭孝清約、学識理義有り。毎ごとに獨り幽闇の中に處り、容止儋望、未だ嘗って傾邪せず。佚家豊厚なりと雖も、而うして[image: gaiji]常に布衣蔬食、躬ら壟畝を親しむ……卒するに會いぬ。時に年三十八、朝野之を嗟痛す。[image: gaiji]未だ大歛に及ばず、一老父有り、褞袍草履にして姓名を通せず。径ちに入りて柩を撫し、而うして哭す。哀声慷慨、左右を感じせしむ。哭止めて便ち出る。容貌甚だ清く、眼瞳又方なり。門の者之を告ぐ、喪主恠てこれを追うも、直ちに去りて顧みず。……」

佐伯有清氏は『日本書紀』神代下の九段に書かれた天稚彦（『古事記』は天若日子）の死に際して妻の下照姫が嘆き悲しんだ、死去から葬送までの殯の様子をあげ、この神話伝承は、倭人伝の葬送習俗の記述の裏づけとなる、と述べている（注１）。

『日本書紀』には次のように記されている。

「……是に、高皇産靈尊、天稚彦に天鹿児弓及び天羽羽矢を賜ひて遣わす。此の神、亦忠誠ならず、来到りて即ち顯国玉の女子下照姫を娶りて、因りて留住りて曰はく、『吾亦葦原中国を馭らむと欲ふ』といひて、遂に復命さず。是の時に、高皇産靈尊、其の久報に来ざることを怪びて、乃ち無名雉飛び降りて、天稚彦が門の前に植てる湯津杜木の杪に止り。時に天探女見て、天稚彦に謂ひて曰はく、『奇しき鳥来て杜の杪に居り』といふ。天稚彦、乃ち高皇産靈尊の賜ひし天鹿児弓、天羽羽矢を取りて、雉を射て斃しつ。其の矢雉の胸を洞達りて、高皇産靈尊の座します前に至る。時に高皇産靈尊、其の矢を見して曰はく、『是の矢は、昔我が天稚彦に賜ひし矢なり。血、其の矢に染れたり。蓋し国神と相戦して然るか』とのたまふ。是に、矢を取りて還して投げ下したまふ。其の矢落ち下りて、則ち天稚彦が胸上に中ちむ。時に、天稚彦、新嘗して休臥せる時なり。矢に中りて立に死ぬ。此世人の所謂る、反矢畏むべしといふ縁なり。天稚彦が妻下照姫、哭き泣ち悲哀びて、聲天に達ゆ。是の時に、天国玉、其の哭ぶ聲を聞きて、即ち夫の天稚彦の巳に死れたることを知りて、乃ち疾風を遣わして、尸を擧げて天に致さしむ。便ち喪屋を造りて殯す。即ち川鴈を以て、持傾頭者及び持帚者とし、又雀を以て春女とす。而うして八日八夜、啼び哭き悲び歌ぶ」

「哭」についてはすでに人の死に際して声をあげて泣く意であることを述べたが、それ以上にはげしい感情にかられて身を震わせて泣くことを表す場合に用いられる文字として「慟哭」がある。

「趙至、字は景真、代郡の人なり。洛陽の緱氏に寓居す。令して初めて官に到る。至、年十三、母と同観。母が曰、汝が先世本は微賎に非ず、世亂れ流離して遂に十伍と為るのみ。爾後能く此の如きや不や。至、母の言に感じ、師に詣りて業を受く。父耕して牛を叱る聲を聞き、書を投じて而うして泣く。然して後之を問う。至曰く、我小さくして未だ栄養（出世して親に孝養をつくすこと）すること能わず、老父をして勤苦免れざらしむ。師甚だ之を異とす。……太康中、良吏たるを以て洛に赴く。方に母の亡くなるを知る。初め至、自ら士伍たるを恥じ、宦学を以て名を立て、栄養することを期さんと欲す。既に而うしてその志し就せず。號哭、慟哭して血を歐きて而うして卒す。時に年三十七」（『晋書』趙至伝）

また、「號哭」については次のような例が見られる。

「……家疫癘に遭いて父母伯叔羣従、死する者十三人。年方は十四、夜は則ち號哭し、晝は則ち土を負う。十有七戴にして葬送畢わることを得る。因りて于墓の側に廬し、松柏を種植、烏鳥猛獣其の旁に馴擾す。呉の時、仁義都尉を拝す。累に五官中朗將に遷る。朝會に未だ嘗て車に乗らず、行くときは必ず路を譲る。呉平ぎて高山の令に除され、百姓罪有りて應に捶撻を加うべき者には、方、之に向かいて涕泣し、而うして罪を加えず。大小敢えて犯すこと莫しと。官に在ること三年、州、秀才に舉ぐ。家に還りて卒す。年八十七」（『晋書』夏方伝）

一方、『後漢書』鄧訓伝を見ると、

「……訓、寛中にして衆を容れると雖も、而うして閨門に於いては甚だ嚴し。兄弟敬憚せざるは莫し、諸子進見するときに未だ嘗て席を賜わず、接するに温色を以てせず。（永元）四年の冬病みて官に卒す。時に年五十三。吏人、羌胡、愛惜して旦夕に臨する者日に数千人。戎の俗、父母死すときに悲泣することを恥じ、皆、馬に騎りて歌呼す。訓が卒するを聞くに至りて、吼號せざるは莫し。或いは刀を以て自ら割す。又、其の犬馬牛羊を刺し殺して曰く、鄧使君已に死せり、我が曹ら亦た倶に死すらくのみ。前の烏桓の吏士、皆道路に奔走して城郭を空にするに至る。吏執れども聽かず。状を以て校尉徐[image: gaiji]に白す。[image: gaiji]、歎息して曰く、此れ義なり、乃ち之を釋す」と書かれた記事がある。それぞれの国によって人の死を前にした時の処し方には様々に違いのあったことが窺える。

「なく」には、この他「涕」（さめざめとなみだを流して泣く。「太祖、流涕する者こと久し」「魏志」一）、「泫げん」（なみだをはらはらと流して泣く）、「喑いん」（泣きやまず泣ききって声が出ない様）、「啾」（すすり泣く）、「啼」（声を出して泣く、鳥や虫が鳴き声を立てて鳴く）、「鳴」（主に鳥獣などの鳴き声を示す場合）など、泣くこと一つに限ってみても、古代中国ではその有様、状態を表現するために、様々に文字が使い分けられていたことが判る。

いろいろな泣き方を示すために説明が重複してしまい勝ちであるが、「哭泣」が親族の死を悲しみ、嗚咽しながらむせび泣く、声をあげて泣く様を表すための文字であることは間違いない。

現在、我国では「わかる」という意味を表す場合、一般的には「分かる」という文字に統一されているようである。しかし、「分ける」と「分かる」を一つの文脈の中で用いなければならない場合、ちょっと困るのではないかという気がしてならない。国語審議会の統一見解によってそうなったのかと思うが、どうも納得がいかない。私は主として「判る」を用いている。

死者を葬った後、家中の者が水中に入り、その汚れを洗い清めて禊祓を行う習俗は、上層階級からの感化によって一般庶民の間にも浸透していたのであろう。こういった風俗は『日本書紀』や『古事記』の中にも記されている。

「練沐」とは練衣（ねりぎぬの衣）を着て沐浴することであるという。佐伯有清氏は『文選』所収の枚乗（〜前一四〇）の「七発」に、

「是に胷きょう中を澡概し（洗い清め）、五蔵（五臓）を灑練して（洗い清めて）」とあるなかの「練」の字に、唐の李善（六三〇〜六八九）が、「練は、なお汰う（洗う）のごとし」と注をしていることをあげ、「練」の字には「洗う」の意味もある、とし、また、後漢の蔡邕（一三三〜一九二）の「琴歌」に、「余心（よこしまな心）を練って、太清（自然の道理）に浸り、穢濁を滌って、正霊（純正な精神）を存つ」とある記事をあげ、ここでも、まさしく「練」の字を「洗う」意味として用いている、とし、「練沐」とは、身体を清める意もある「洗沐」と同意語である、と述べている。




〈注〉

１　『魏志倭人伝を読む」上







８　渡海と持衰

其の行来、渡海して中国に詣るには、恒に一人を使て頭を梳くしけずらず、蟣き蝨しつを去らず、衣服は垢づき汚れ、肉を食わず、婦人を近づけず、喪人の如くせしむ。之を名づけて持じ衰さいと為す。若し行く者、吉善なれば、共に其の生口に財物を顧す。若し疾病有り、暴害に遭えば、便すなわち之を殺さんと欲す。其の持衰謹まずと謂えばなり。




従来、「若し行く者、吉善なれば、共に其の生口に財物を顧す」と読み、その持衰に生口と財物を与える、という意味に解する意見が多かった。しかし、それならば「其れに生口と財物を顧す」と読む方が良いのではないか。その前段には「恒に一人を使て」と使役形の文字が用いられている。これは生口を持衰に仕立て「其の行来、渡海」に際しての不詳を祓う役目を負わせたことが記されたものである可能性が高い。

『後漢書』倭伝には、「行来・渡海には、一人を令て櫛沐せず、肉を食わず、婦人を近づけざらしむ。名づけて持衰と曰う。若し塗に在りて吉利なれば、則ち雇するに財物を以てす。如し病疾し害に遭えば、以て持衰謹まずと為し、便ち共に之を殺さんとす」とある。

「魏志」倭人伝の「使」に対し、ここでは「令」という命令形の文字に改められている。また、そればかりではなく、「則ち雇するに財物を以てす」と「生口」の文字もはぶかれてしまっている。ということは『後漢書』の著者范曄も『魏志』の記事の中にある「生口」が持衰の役目を負った者であると解していたことを意味することに他ならない。

「顧」に関しては『漢書』列伝第十九の「功多き者は賞厚く、功少なき者は賞薄し、此の如くして民の財を斂し、以てその功を顧す」とある記事の注に、「顧は讎なり。今の雇賃を言うが若きなり」と書かれている。

すでに『古代史の海』41号で明らかにしたように、「生口」とは年限を定めて身売りをし、奴婢（奴隷）としての仕事に従事する期間労働者のことである。もし旅をする者の仲間の一人が持衰の役目を負ったのであれば、使役形の文字は使用しないだろうし、航海が思うようにいかなかったからといって、これを殺そうとしたりはしないだろう。

一部にインドネシアなどの各島々に伝わる風俗を例にあげ、持衰は船に乗らなかったとする説もあるが、船に乗っていない者をどのようにして殺そうというのか、不可能としかいえない。

古田武彦氏は、梁の昭明太子の撰した詩文書『文選』の巻第十二に収められている木玄虚（木華）によって作られた『海賦』の記事をあげ、倭人伝に書かれた持衰の記事と結び付けている（注１）。

『海賦』は一章から十四章まで分けられているが、その六には次のように書かれている。

「若し其れ、穢を負うて、深きに臨み、誓いを虚しうして、祈りを愆てば、即ち、海童、路を邀り、馬銜がん、蹊に当たる有り。天呉、乍ち見えて、髣髴、蜩像、暫ち曉れて、閃屍たり。羣妖、遘迕ごして、眇暚ようとして、冶夷、帆を決り、橦を摧き、戕しょう風、悪しみを起こす。廓如として霊変し、惚怳こうとして幽暮なり。気は天霄に似て靉[image: gaiji]ひとして、雲布す。[image: gaiji]しゃく昱たる絶電は、百色に妖露し、呵[image: gaiji]ごうたる掩鬱は、[image: gaiji]睒に度無し。飛滂、相[image: gaiji]まじり、激勢、相[image: gaiji]ち、崩雲、屑雨、浤浤として、汨汨たり。[image: gaiji]踔として、湛[image: gaiji]、沸漬として、渝溢す。[image: gaiji]かく[image: gaiji]きとして、濩かく渭、雲を蕩い、日に沃ぐ」（古田氏の訳文による）

この第六章の冒頭に書かれた「若し其れ、穢を負うて、深きに臨み、誓いを虚しうして、祈りを愆てば、……」以下の文は、倭人伝の「持衰」に関する記事をそのまま詩に表現したと思えるほどである。古田氏はこの前章に書かれた第五の文をあげ、倭人伝の記事と結び付けている。

「若し乃ち、偏荒、速やかに告げ、王命、急かに宣すれば、駿を飛ばし、楫を鼓し、海に汎び、山を凌しのぐ。是に於いて、勁風候地、百尺を掲ぐ。長綃しょうを維け、帆席を挂く。濤を望んで、遠く決れ、冏然として、鳥、逝く。鷸たること、驚鳧の、侶を失えるが如く、鷸たること、六龍の、掣く所の如く、一越、三千、終朝ならずして、届る所を済う」

この一文は古田氏が述べているように、倭人伝の、

「其の八年（正始八年）、太守王頎き官に到る。倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず。倭、戴斯、烏越等を遣わして郡に詣り、相攻撃する状を説く。塞曹掾史張政等を遣わし、因りて詔書・黄幢を齎し、難升米に拝仮せしめ、檄を為りて之を告喩す」とある記事と、相応ずるものがある。

ところでこの『海賦』はいつ頃書かれたものなのであろうか。

『海賦』の作者である木華は楊駿府の主薄であったという。楊駿は魏にかわって西晋第一代の天子となった武帝（二六五〜二九〇）の寵妃、武悼楊皇后の父であった。しかし、武帝の死後、楊駿の専横に不満を持つ、第二代恵帝の妃、賈后の密旨を受けた観（殿中中郎孟観）らによって誅殺されている。

「観等、賈后の密旨を受け、駿の親黨を誅し、皆、三族を夷ぐ。死する者千人。又、李肇をして駿が家の私書を焚かしむ」

駿が誅殺されたのは永平元年（二九一）のことであった。古田氏はこの変に楊駿府の太傅主簿朱振が関与している様が書かれているから、或いは木華も変に没したのかもしれぬ、と述べているが、「駿、既に誅され、敢えて収める者莫し。惟、太傅舎人巴西の閻簒、之に殯斂す」などと書かれているから、殺されたのは楊駿に連なる一族郎党の者達だけであったかもしれない。また、必ずしも楊駿府に務めていた主簿達までが害に遇ったとはいえない気がする。

古田氏は『海賦』の中に、卑弥呼の後を継いだ壹与による泰始二年（二六六）の西晋への遣使を示唆するものがみられないことを理由に、『海賦』の成立は陳寿の『三国志』よりも早かったとされている。

木華は晋朝の中心官僚であった。府庫に存在する史料は自由に見ることができる。だが、その第七章に書かれた「……或いは、裸人の国に、掣せい掣洩洩し、或いは、黒歯の邦に、汎汎悠悠す。……」などに関する知識は、陳寿の倭国での取材によって初めて齎されたものである。陳寿は倭人伝を書くに当たって、自ら直接倭の地を訪れ、いろいろと取材して回ったのではないか。そのことが次の記事によって如実に示されている。

「女王国の東、海を渡ること千餘里、復た国有り、皆、倭種なり。又、侏儒国有り、其の南に有り。人の長三・四尺、女王を去ること四千餘里。又裸国・黒歯国有り、復た其の東南に在り。船行一年にして至る可し。倭の地を參問するに、海中洲島の上に絶在し、或いは絶え或いは連なり、周旋五千餘里可りなり」

この「魏志」倭人伝のくだりはまた後述するが、「參問倭地」とは倭を訪問することではなく、「倭地のことをくらべ問う」または「倭地でくらべ問う」という意味である（注２）。外国伝を書くに当たって自ら現地に赴き、直接取材した歴史家は、陳寿の他にも『北史』、『南史』を著した李延寿がある。

牧建二氏は「至る」は中間的経過、「到る」は目的地への到着を示す文字であることを明らかにされた（注３）。しかし、そればかりではなく、すでに「陳寿の取材旅行」（『古代史の海』）、「陳寿は日本にも来ていた」（『南九州文化』）などで述べたように、歴史記事とは関係のない純然たる地理志の中において、「至」ではなく「到」が用いられている場合は、著者が直接現地を訪れたことを示すためなのである（注４）。

『漢書』地理志燕地条の末尾に付記されている倭人の項に、

「楽浪海中に倭人有り、分かれて百餘国と為る。歳時を以て来り献見と云う」とあるが、ここに「如淳曰く」として「墨の如きで委面して帯方東南万里に在り」と注が付されている。これまで中国の注釈家顔師古（五八一〜六四五）などの影響を受け「如墨委面」を地名とする意見も多かった。しかし、如淳の注は「楽浪海中に倭人有り」に対する説明であり、「その倭人達は鯨面文身して帯方東南万里の彼方に存在している」ということを述べているのである。この読解については古田氏も同様の見解を示している（注５）。

如淳は魏の時代の人である。つまり魏の時代においてさえ、倭国に関する認識はこの程度のものでしかなかったのである。

景初二年、倭の女王卑弥呼からの朝貢を受けて、正発元年魏の使者達による倭国への訪問が実現し、ようやく倭国の実情も少しずつ知られるようになってはいた。しかし、女王国の東、海を渡ること千餘里にあるという倭種の国々のことはさて置き、朱儒国や裸国・黒歯国、周旋五千餘里の島々（小笠原諸島）などに関する情報は、陳寿が嚆矢であり、言わば陳寿のオリジナルといってよい（この時代、邪馬台国と対立することになる狗奴国が蟠踞する東国への道は、木曾山脈・赤石山脈などに阻まれて正式には開かれていなかった）。

『海賦』とは海の賦である。海と関連した事柄を主題として描写・叙述した詩文である。泰始二年（二六六）における壹与の朝献を匂わすようなくだりが一切書かれていないとしても、別段不思議ではない。

「三国志」は太康元年（二八〇）頃のことまでが記録されている。しかし、陳寿が諸葛亮集を上表したのは泰始十年（二七四）のことであった。倭人伝がいつ頃書かれたか明らかではないが、楊駿が誅殺された永平元年（二九一）よりも前であることは確かである。木華が『海賦』を作詩するに当たって、陳寿の倭人伝をも参考にした可能性はきわめて高いといえるのではないか。

この『海賦』の記事をもとに古田氏も、『邪馬壹国の論理』で持衰が一緒に乗船していたとする見解を示しているが、山田宗睦氏も同様の立場から、「暴風雨で助からないと思えるとき、乗組員が持衰を殺して最後の願いとすることも考えられるから、持衰はやはり乗船したとみるのが、穏当であろう」と述べている（注６）。

ここで持衰が航海する人達と一緒に乗ったのであれば、日々の行いは直接目にすることができるわけである。もし病気に罹ったり暴害に遭ったりした時に、何を以て持衰が謹まなかったためだと疑いをかけるのかという疑問を抱く方もいるかもしれない。しかし、雇われてその役目を請け負った生口は、航海の日取りが決まったときから持衰として喪人のような生活に入るわけである。航海の前に行いを謹むのは何も持衰の役目を負った者だけとは限らない。

かつて西村真次氏（注７）が、航海が計画されると、航海に参加する者は、妻との性交が禁止され、航海中は身体を洗うな、のタブーに服さなければならないという、ニューギニア東南部のモツ族の習俗を、倭人伝の持衰の習俗と比較したことがあることを大林太良氏が紹介している（注８）。

古代の人々にとって沿岸航行ではなく、大きな海峡を渡らなければならない大航海を前にしたときは、大変な勇気と覚悟が必要であることはいうまでもない。シケにでも遭遇したときは文字どおり板子、一枚下は地獄である。現在と違って助けに来てくれる者など、誰もあるはずはないのである。これから航海に旅立とうとする人々も、持衰と同じように身を慎んで航海の無事を祈ったであろうことは想像に難くない。

もし海神の意に逆らうようなことにでもなった場合は、『海賦』の作者、木華が描写したとおりの、航海者を恐怖のどん底に突き落とす生き地獄を味わわされなければならないことになる。航海に旅立つ者が持衰にだけその役目を押し付け、自分達だけが好き勝手な行いをするなどということは、到底考えられない。もし万が一、船が難破しそうになったときには山田氏が述べたように、乗組員が持衰を殺して最後の願いをするということも、或いは考えられるかもしれない。

『日本書紀』景行天皇紀に、東国に遣わされた日本やまと武たけるの尊みことが相模の海を渡ろうとしたとき、にわかに沸き起こった暴風に遮られて難渋し、漂流するはめとなった。このとき、一緒に付き従っていた弟おと橘たちばな媛ひめが、尊の命を守るため自ら身を海に投じたところ、たちまちのうちに暴風が止み、無事船を岸に着けることができたという入水記事が書かれている。

「……相模に進して、上総に往せむとす。海を望りて高言して曰はく、『是小き海のみ。立跳にも渡りつべし』とのたまふ。乃ち海中に至りて、暴風忽に起こりて、王船漂蕩ひて、え渡らず。時に王に従ひまつる妾有り。弟橘媛と曰ふ。穂積氏忍山宿禰の女なり。王に啓して曰さく、『今風起き浪泌くして、王船没まむとす。是必に海神の心なり。願はくは賎しき妾が身を、王の命に贖へて海に入らむ』とまうす。言訖りて、乃ち潤を披けて入りぬ。暴風即ち止みぬ。船、岸に著くこと得たり。……」

日本武尊は自らの命を投げ捨ててまで自分の命を守ろうとした弟橘媛の心情を偲んで、片時も忘れることはなかった。

「時に日本武尊、毎に弟橘媛を顧びたまふ情有します。故、碓日嶺に登りて、東南を望りて三たび歎きて曰はく、『吾あ嬬づまはや』とのたまふ」

ここでは自らの命を犠牲として海に身を投じた弟橘媛の、崇高な献身によって日本武尊一行の安全が保たれたわけであるが、人間の力ではあらがうことのできない大自然の脅威を、乱神・魍魎の仕業として受け止めているところは、倭人伝の持衰に関する考え方、『海賦』の第六章における記述とも相通じるものがある。

「若行者吉善、共顧其生口財物」の読みについては、これまで「若し行く者、吉善なれば、共に其の生口・財物を顧みる」とし、航海の無事を祝ってその見返りとして持衰に対し生口や財物を贈る意味に解する論者が多かった。しかし、この解釈には不自然な点が多い。

すでにあげたように、『後漢書』倭伝の記事には「生口」の文字がはぶかれてしまっている。これは著者の范曄が、生口が持衰の役目を負った者であると判断していたことの何よりの証拠である。倭人伝の「共顧其生口財物」とした記述と相応ずる書例は多い。

「賜其家銭穀」…　其の家（家族）に銭穀を賜う。（「魏志」田豫伝）

「賜昭弟訪爵関内侯」…　昭が弟、訪に爵関内侯を賜う。（「魏志」董昭伝）

「賜其母銭六万」…　其の母に銭六万を賜う。（『後漢書』明帝紀）

「賜其公卿以下錦」…　其の公卿以下に錦を賜う。（『晋書』石勒下）

ここにあげた例は、いずれも倭人伝の記述と同じ書順である。すでに赤松清和氏も『史学雑誌』二〇〜二において「共に其の生口に財物を顧す」とする解釈を示している。

「持衰」の衰は「おとろえる」という意味である。したがって衰を持するということは、肉や魚など、身に栄養となる物を食べずに衰えるにまかせ、着る物も汚れたままの姿で喪人のように謹んだ生活を送ることである。「持衰」とはその意味で名付けられたのであろう。

喪に服する人が身につける衣装に「斬衰」という喪服の名がある。これは父親が死んで三年の間、喪に服するに当たって裁断したまま、縁を縫わずに用いる喪服で、喪の最も重いものという。「呉志」虞翻伝に「翻、時に父の喪に遭い衰絰して府門に詣る」と書かれた記事がある。「絰てつ」とは喪服を着るときに首と腰に巻く麻の絰おびのことであるというが、ここでも衰を絰と合わせた成語として連繋して用いられている。

この時代、喪に服する人々がどれほど哀を尽くし、衰を持したままの生活を送ったか、次にあげる用例を見ることによっても窺うことができる。

「桑虞、字は子深。魏郡藜陽の人なり。父冲、深識遠量有り。恵帝の時、黄門郎と為る。河間王顒きょう、権を執るとき引きて司馬と為す。冲、顒が必ず敗れるのを知りて、職に就くこと一旬にして便ち疾と称して退くことを求む。虞の仁孝、天に自るなり。年十四に至りて父を喪して毀瘠すること此の如し。必ず性を滅するに至らん。性を滅するは不幸なり、宜しく自ら抑割すべし。虞曰く、藜藿かくに米を雑れば以て哀に勝つに足れり。虞に園有り、宅の北数里に在り。瓜果[image: gaiji]てて熟す。人有りて垣を踰えて之を盗む。虞以らく、園援に棘刺多し、恐らくは偸、人を見て驚き走り而うして傷損を致さん。乃ち奴をして之が為に道を開かしむ。偸、瓜を負いて將に出んとするに及び、道の通利するを見て、虞が之を除かしめることを知り、乃ち盗む所の瓜を送りて、叩頭して罪を請う。虞、乃ち懽然として盡に瓜を以て之に與う」（『晋書』桑虞伝）

また、佐伯氏もあげているが、『晋書』庾ゆ闡せん伝には、

「闡、学を好み九歳にして能く文を稱す。少にして舅孫氏に隨い江を過ぎる。母は兄肇が楽安の長吏と為るに隨いて項域に在り。永嘉の末、石勒の為に陥れられ、闡が母も亦た没す。闡、櫛沐せず、婚宦せず。酒肉を絶つこと二十年に垂とす。鄰親之を稱す」

と書かれた記事もある。




〈注〉

１　『邪馬壹国の論理』

２　『南九州文化』37号では「周旋五千餘里」の国々をハワイ諸島に比定していた。

しかし、「参問倭地」とは倭地のことを「くらべ問う」意味であるとする観点から、現在は「船行一年にして至る可し」とされている裸国・黒歯国などとからめて、東南の方角にある「海中洲島の上に絶在し、或いは絶え或いは連なり、周旋五千餘里可り」の倭地とは小笠原諸島のことであると考えている。

「洲島」の洲とは、規模の大小とは関係なく平坦な島である場合を示す文字である。

「……諸軍を督して江を渡り、洲上を取りて塢に屯す」（「魏志」張邰伝）

「仁、濡須の洲中を攻めんと欲す。濟が曰く、賊西岸に據りて船を上流に列ぬ。而るに兵を洲中に入れるとは。是を自ら地獄に内れると為す、危亡の道なり。仁、従わず、果たして敗る」（「魏志」蔣濟伝）

また、私が裸国・黒歯国に比定しているハワイ諸島は、現在の考古学的知見では約一五〇〇年前までは鳥の他は人も動物もいなかったとされているが、火山の大爆発による歴史の消滅、また中断はなかったか、もう一度徹底した科学的調査を全島にわたって行ってみる必要があると考えている。

３　『シンポジウム邪馬台国』創文社

４　『古代史の海』10・11号、『南九州文化』34・35・37号

５　『「邪馬台国」はなかった』

６　『魏志倭人伝の世界』

７　『倭人の航海と持衰の意義』（『歴史公論』五ノ八　一九三六年）

８　『邪馬台国99の謎』







９　倭の産物

真珠、青玉を出す。其の山には、丹有り。




真珠は明治二十六年（一八九三）、御木本幸吉が初めて人工養殖に成功して以来、アコヤ貝などに核を挿入し、人為的に造られているが、古代においては、何らかの原因で貝の中に異物が入ったときなどに、貝が分泌物を出してそれを包み込み次第に球形になってできたもの。これが古くから真珠と呼ばれていた。

佐伯有清氏もあげているが、「魏志」東夷伝の最後の部分に載せられている西戎伝にも、

「且蘭、汜し復の直南に、乃ち積石有り。積石の南に乃ち大海有り、珊瑚、真珠を出す」

と書かれている。水野祐氏は、「真珠はパール、青玉は硬玉の翡翠とか碧玉をさすといわれてきた。そうするとこれは山産のものだから、次に書かれた『其の山に丹有り』と抵触する」と述べている（注１）。

『漢書』西域伝上、莎車国の条に「鉄山有り、青玉を出す」とある。佐伯氏も玉は山中にあるもの、珠は水中にあるものとして用字が区別されていることをあげている（注２）。

ここで佐伯氏がこれらの記事に続けて紹介している「出雲国造神賀詞」に、「青玉の水の江の玉」とある記事が気にかかる。

山田宗睦氏によると、青玉は昭和初期の頃まではビルマ北部・雲南・チベット産のヒスイを中国南部を経て輸入した、と考えられていたが、後藤守一『上古の工芸』（考古学講座、一九三〇）、原田淑人『我国の硬玉問題に就いて』（『考古学雑誌』第三十巻第六号、一九四〇）らが国内産の可能性を指摘、島田貞彦『日本発見の硬玉に就いて』（『考古学雑誌』第三十一巻第五号、一九四一）によって国内産の存在が明らかにされたという。

ヒスイ文化は縄文中期の頃から北陸・関東を中心に、東北、中部山地、東海地方にまで分布しており、一九一七年（大正六）、ヒスイは新潟県姫川辺ですでに採集されていたのだという（注３）。

ここで倭人伝で青玉が「真珠」に続けて記されていることの意味を考えると、太古の時代からの地殻変動や地震などによる山崩れなどによって、川辺に流されていたものが偶然水中などから発見され採集されていたという可能性もあり得るかもしれない。先にあげた「出雲国造神賀詞」の「青玉の水の江の玉」とある記事は、こういった状況を物語っているのではないか。

『漢書』西域伝、于闐国の条に、

「于闐の西、水、皆西流して西海に注ぐ。其の東水は東流して鹽澤に注ぎ河原に出る焉、玉石多し」とあり、その注に、

「師古曰く、玉石は玉の璞なり。一に曰く、石の玉に似たるなり」と書かれた記事がある。「璞」とは掘り出したままの磨いていない玉のことである。

これとは逆に「魏志」夫餘伝には、

「名馬、赤玉、貂狖、美珠を出す。珠、大なる者は酸棗の如し」と書かれた記事がある。

「夫餘は長城の北に在り、玄莵を去ること千里。南のかた高句麗と、東は挹婁、西は鮮卑と接す」と書かれており、海はない。

ではなぜ美珠などという語が用いられているのだろうか。

まず考えられるのは、夫餘国に沼や湖などが存在しており、淡水に生息する烏貝（蚌からす貝）や溝貝などが存在していたのであれば、これらの貝から採取したものだったのかもしれない。水野氏もふれているが、『日本書紀』允恭天皇十四年条に、阿波国の男狭磯という海人が水深六十尋（一〇八メートル）の海底から捕りあげた大鰒あわびの腹に入っていた真珠は小さな桃ほどの大きさだった（「其の大きさ、桃子の如し」）というから、「酸棗の如し」とある夫餘国の美珠も決して誇張とは思えない。

水野氏は「青玉」とは鰒玉のことではないかと想定しているようであるが、「青珠」ではなく青玉と書かれているのであるから、その解釈には少し無理があるような気もする。

「此の山、紅雅、姑青雅、姑黄雅、姑昔刺泥窟没藍等、諸色の寶石を産す。大雨の毎に山下に衝流、土人競いて之を拾う。海の房に浮沙珠有り、蚌、其の内に聚まる。光彩瀲灔。王、人をして撈取せしめ、之を池に置く。蚌瀾れれば而うして其の珠を取る」（『明史稿』錫蘭山国条）

一方、「珠」には輝き光る玉をさして呼ぶ「明珠」などという言葉もある。佐伯氏などが述べている「玉」は山産のもの、「珠」は水中にあるもの、という指摘も「珠」の場合に限っては当たっていないのかもしれない。

先にあげた西戎伝に、

「今西域舊圖に云う。[image: gaiji]賓、條支の諸国、琦石を出す、即ち次の玉石なり。大秦には金、銀、銅、鐵、鉛、錫、……明月珠、夜光珠、眞白珠、（『御覧、魏略を引きて云う、眞白珠、大きさ酸棗の如し』）琥珀、珊瑚、……水精（「之を石英と謂う」）……多し」

などと書かれた記事がある。珊瑚は海中から取れるものであるから断言はできないが、琥珀なども長い時代経過のなかで樹脂類などが地中に埋没して生じた、一種の化石である。

『三国志集解』には珊瑚についても、

「説文に曰く、珊瑚の色赤きものは海中に於いて生ず、或いは山に於いて生じるなり」

という解説がされているほどである。明月珠、夜光珠、眞白珠なども、山地などから採取されたものである可能性について考慮する必要があるのではないか。

「蜀志」秦密伝に、

「甫めは石を鑿ちて玉を索し、蚌を剖りて珠を求めんと欲す。今は乃ち隋和炳然として皎日の如きこと有り。復た何をか疑わんや」

などと書かれた記事もある。「玉」と「珠」の使い分けには何が基準となっていたのか、不明な部分も多い。

先にあげた『明史稿』には、

「祖母緑一、珊瑚樹、琉璃瓶、玻瓈盞各四。及び瑪瑙珠、胡黒丹（天然で辰沙として産するもののうち黒色のものか、赤色と黒色がある）の諸物を貢す」（巴剌西国条）

「貢する所の物、寶石、珊瑚珠、琉璃瓶、琉璃枕、寶鐵刀……の属有り」（古里国条）

「印誥、及び金銀鈔、綵幣、織金珠、袈裟、金銀器、鞍馬を賜う」（烏欺藏国条）

などと書かれた記事がある。このうち「珊瑚珠」は別としても、「瑪瑙珠」や「織金珠」などは明らかに陸地に産するものである。勾玉などによっても明らかなように、「玉」の場合は必ずしも球形であることが条件となっているわけではないので、球形に加工されたものであれば、「珠」と呼んでいたのかもしれない。各種の鉱物・宝石類の中には古くから加工されて「珠」と呼ばれていたものもあったのではないか。瑪瑙などは比較的加工が容易だったのではないかと考えられる。

一般の人にもよく知られている数珠も、現在では加工技術の進歩によって様々な素材が用いられているが、古くは菩提樹の実が最高とされ、ムクロジの実やジュズダマ（数珠玉）、また、これとよく似たハトムギ（鳩麦）などの実も用いられていたという。

数珠は、仏教以前からインドのバラモン教で使われていたものを仏教にとり入れたものといわれているから、相当古くから球形の玉が「珠」と呼ばれていたことは間違いない。高級品には珊瑚や水晶などを加工したものもあるという。

「大なる銅珠九枚を貫き」（『後漢書』輿服伝、四三二）

「大なる銅珠……雑木珠を用う」（『晋書』輿服伝、三六二）

森浩一氏（注４）は、九州の弥生遺跡から勾玉、管玉、小玉などのガラス玉が多く出土し、勾玉の鋳型も出土していることをあげている。このガラスの勾玉の鋳型は、福岡や大阪府茨木市の東奈良遺跡でも出土しており、また、岡山市の百間川遺跡では、ガラス玉を作ったと推定される工房址が見つかっているので、一つの可能性として、卑弥呼の後を継いだ女王壹与から魏に贈られた青大勾玉は、ガラス製の大勾玉ではないかということが問題になりつつある、と述べている。

樋口清之氏も、文化の中心から離れた登呂遺跡からも、ガラスの小玉や銅の腕輪などが見つかっており、また、弥生時代の北九州須玖遺跡の近くから、ガラスの勾玉を作ったと思われる鋳型が発見されていることをあげている（注５）。

倭人伝の場合、「真珠、青玉を出す」と書かれているのであるから、人工のガラス製品ではなく、真珠と天然（翡翠など）の青玉であり、それが大きな地殻変動などによって川縁や水中に流れ出たものが採集されていたと考えるのが妥当かと思う。




倭人伝の記事は、これに続けて「其の山には、丹有り」と続く。

丹は硫黄と水銀が化合した赤色の鉱物のことで、丹沙、辰沙、朱沙とも呼ぶという。佐伯氏は水銀と硫黄が化合した鉱物とし、森氏は酸化鉄とする。また、水野氏は正始四年に卑弥呼から魏に贈られた「丹」は水銀朱だったとしている。

先にあげた『明史稿』には、「胡黒丹」などという語も示されている。黒丹は黒色の丹で瑞祥の一つとされていたという。『大漢和辞典』には、「黒丹は石緇、黒色雑色を謂うなり」「緇黒、丹黒土石相雑するを言う」などと注が付されている。

倭人伝の別の箇所には「朱丹を以て、其の身体に塗る」と記されているので、黒丹の存在についても否定はできないが、一般的な認識としては朱丹が主となっており、当時においても倭の「丹」が赤色のものであったことに間違いはなさそうである。




其の木には、[image: gaiji]だん、杼ちょ、豫よ樟しょう、楺じゅう、櫪れき、投、橿きょう、烏号、楓ふう香こう有り。其の竹には、篠、簳かん、桃支有り。薑きょう、橘、椒、蘘じょう荷か有るも、以て滋味と為すことを知らず。獼み猴、黒雉有り。




「[image: gaiji]」は楠の木とする意見が多い。しかし、水野氏は豫樟もクスノキであるから、『説文』にいう梅とするのがよかろう、としている。『農政全書』梅の項にも「梅は[image: gaiji]、時に英梅」とある。梅とするのが正解ではないか。

次いで「杼」については佐伯氏は櫟くぬぎとし、水野氏は楢、山田氏はコナラとする。

『和名杪』にはトチとしているという。九州には自生しないというが、本州にはある。

「豫樟」は佐伯氏がくすの木、水野氏も楠、樟もクス、クスノキの義である、としている。山田氏はタブノキとする（注６）。

楠は我国における樹木の中で最大のものといわれ、船板の材としてよく用いられたという。タブノキもクスノキ科の常緑喬木で、暖地に自生し、高さ一五メートルに達するという。葉や木部に精油を含んでおり、芳香がある。材は装飾器具の材として、樹皮は褐色の染料として、葉や樹皮から得た俯粉は線香を固める糊料に、また、船材ともなり用途は多い。

「楺」はボケとすることで各氏の意見はほぼ一致している。佐伯氏は「楺」は「楙」の字の異体字ということも考えられる、と述べている。

「櫪」はクヌギとする意見が多い。そうすると先の「杼」はトチである可能性が高い。

「投」は木名にはない。水野氏は柀の誤りなら杉、柗の誤りとすれば松としている。安本美典氏（注７）も、或いは松の誤りか、としている。明の時代になるとすでにスギは杉、マツは松として表記されている（『農政全書』）。

「橿」は樫の木のことである。弥生時代から犂すきや鍬くわの柄に用いられているという。辞典にはモチノキという解釈も示されている。

「烏号」は桑柘、ヤマグワのことであるという。佐伯氏は『淮南子』原道訓に「射る者は、烏号の弓を扞き、棊衛（美箭を出す地名）の箭を彎う」とあるが、「烏号」に付した後漢の高誘の注に「桑柘、其の材は堅く勁し。烏、其の上に峙り、其の將に飛ばんとするに及んで、枝、必ず下に橈む。勁くして能く巣に復る。烏、之に随う。烏、敢えて飛ばずして、其の上で号呼（大声で鳴く）す。其の枝を伐り以て弓を為る。因りて烏号の弓と曰うなり」などとある記事をあげ、桑柘の木が烏からすと弓に関する古伝説などとかかわって「烏号」という名称が生じたと考えられる、と述べている。

「楓香」は、楓かえで。まんさく科の落葉高木で、樹脂は芳香があり、秋頃には紅葉が見られる。山田氏はカツラとしている。『日本書紀』神代上にも「杉、檜、柀、櫲樟」などの木名が記されているが、記録に残されなかったものの方が多いだろう。




「其の竹には、篠、簳、桃支有り」

「篠」は篠竹のこと、弥生時代からカゴを造るのに用いられていたという。簳は矢竹のこと。『大漢和辞典』に「[image: gaiji]は小竹なり」とある。篠も矢を作るのに適しているという。

「桃支」に関しては、佐伯氏が「桃枝」と同じで、「蔑べつ」のことである、とし、「蔑」を「桃支（枝）」と称したのは、悪気を祓うのに用いた弓や杖を桃の枝で作ったことから発して、竹類の「蔑」で作った弓や杖にも「桃枝」の称が転用され、「蔑」の別称となったのであろう、と述べている。

一方、水野氏は「籐のことである」とし、竹に似た蔓性の植物でアジアの熱帯地域からオーストラリア北部にわたって自生するが、日本には存在しないことから、何かの誤りであろう、としている。

これに対し山田氏はメダケとする。メダケ（雌竹、女竹）は苦竹ともいい、細くて小さな竹でこれも矢を作るのに適しており、現在では各種の野菜類の支柱としても多く利用されている。しかし、幹の皮は赤くない。

『大漢和辞典』には「桃枝竹、皮赤く編んで席を作る。凡そ竹相去ること四寸に節有るものを桃枝竹と名す」とあり、また、「蔑」の項にも「蔑、竹の名、[image: gaiji]とうに同じ、……孔安国いわく、蔑は桃枝なり」と記されている。

そこで日本の竹でこの桃枝に該当するものといえば、ナリヒラダケ（業平竹）をあげることができる。同じように小竹であるが高さ五メートル前後、幹は紅紫色でダイミョウチクとも呼ばれているという。桃枝は赤、ナリヒラダケは紅紫と、その表示のしかたは異なっているが、同一の種である可能性が高い。

「薑、橘、椒、蘘荷有るも、以て滋味と為すことを知らず」

「薑」は生姜のことである。ハジカミとも呼ばれている。「橘」はタチバナのことで、柑橘類の古称として早くから知られていた。山田氏は中国のユズ（柚子）にちかいニホンタチバナであったろう、と述べている。

「椒」は山椒のこと。ミカン科の落葉灌木で、我国でも日頃、その若葉が香味料としてよく食用に供されている。果実も香味料とするほか、健胃剤として用いられる。

永山久夫氏（注７）は、

「……その利用法を知らない、とあるが、これは事実誤認である。サンショウはすでに縄文遺跡から出土している。ショウガとミョウガは、ともに原産地は熱帯アジア。両者とも渡来人によってもたらされたものであるが、食用とし役に立つから栽培されていたのである。まして、『倭の水人（海人）は好んで水中にもぐり、魚や蛤をとらえる』とあるように、さかんに漁業をしており、日本人は古くから魚貝を食べるときには、かならず薬味を添える習慣があった。『日本書紀』にもあるが、新鮮な魚貝は生食する場合が多く、食中毒を防ぐためである。……むしろ、ひんぱんに用いられていたとみるべきだろう」と述べている。

『日本書紀』神武天皇紀には「薑」に関する記述が見られる。「牛馬無し」と同様、事実誤認である可能性が高い。

「蘘荷」はミョウガ。ショウガ科の多年草。芳香があり楕円形の花穂を食用にする。佐伯氏は唐の李善（六三〇〜六八九）が、晋の崔豹撰『古今注』の「蘘荷は、菜にして薑に似たり。陰翳（日かげ）の地を宜み、陰に依りて生えるなり」という記事を注に付していることを紹介している。また、「滋味と為すことを知らず」について様々な説があることをあげ「その薬味としての用法を、十分に利用することを知らなかったこと」と解釈した説が正しかったのである、と述べている。

「獼猴」はおおざる、とされている。「黒雉」、日本特産の雉きじは緑黒色であるが、これを黒と見誤ったのであろうか。一九四七年、国鳥に指定されている。若い頃、山で雄の雉を間近で見たことがあるが、緑黒色をした黒光りのする見事な姿であったことを覚えている。




〈注〉

１　『評釈魏志倭人伝』

２　『魏志倭人伝を読む』上

３　『魏志倭人伝の世界』

４　『ゼミナール日本古代史』上

５　『ゼミナール日本古代史』上

６　深津正『植物和名語源新考』

７　『卑弥呼は何を食べていたか』（『邪馬台国』27号）







10　亀ト

其の俗、擧事行来に、云為する所有れば、輒すなわち骨を灼やきてトぼくし、以て吉凶を占い、先ずトする所を告ぐ。其の辞は令亀の法の如く、火か坼たくを視て兆しを占う。




「其の俗」は、水野氏も述べているように、倭の人々の俗習、ならわし、習慣などといった意味。「擧事」とは、事を擧げる、つまり物事を執り行おうとする場合をいう。「行来」は、旅をしたりする場合などに用いられる文字である。

では「云為」とは何か。「云」は雲の原字（古字）といわれ、漠然とした、はっきりしない様を表す文字である。史書の中で「云う」と記している場合は、情報の伝達において確信の持てない時。又聞きや当否の判断がつかない場合などを示す。

「臣松之、英雄記を案ずるに、云う、袁紹、張景明、郭公則、高元才等をして韓馥に説かしめ、冀州を譲らしむ。然も馥が位を景明に譲ること、亦た其の功有り。其の餘の事、未だ詳らかならず」（「魏志」七、注）

「晋陽秋曰く、敏が子、敏を追い求め、塞を出て二十餘年を越えても娶らず。州里の徐邈ばく之これを責めて曰く、不幸は于後無きより大なるは莫し。何ぞ身を終わるまで娶り可からざらんや。乃ち妻を娶り、子の胤を生む。而うして妻を遣わし、常に喪に居るの禯の如くして、憂いに勝えず、数年にして而うして卒しぬ。胤、生まれて父母を識らず。識ること有るに及びて蔬食衰戚、亦た三年の喪の如くす。祖父の存亡を知らざるを以て、主を設けて之を奉ず。是に由りて名を知られ、仕えて司徒に至る。臣松之、本傅を案ずるに、云う、敏、家を將いて海に入る。而うして復た子と相失う、未だ其の故を詳らかにせず」（「魏志」八、注）

これに対し「言う」は、物事を、事実をそのまま、直接いう場合に用いられる。

「議する者多く言う。関西の兵彊し、長矛に習えり。精しく前鋒を選ぶに非らざれば以て當る可からざるなり」（「魏志」一、注引「魏書」）

「鄴及び上谷並びに言う、甘露降ると。夏六月丙午、元を改めて甘露と為す」（「魏志」四）

また、「謂う」と記す場合は、自分はそのように思う、といった意味が含まれる。

「夫れ仁なる者は人を愛す。君に於て施すは之を忠と謂う。親に於て施すは之を孝と謂う。忠孝なる者は其の本一なり。故に仁愛の至る者は君親過ち有るとき、諫めて入らざれば、之を求めるに反覆、巳むことを得ずして而うして言う、宜しく忍ばざるなり。今、人臣と為して人主の道を失うを見て、直ちに其の非を詆りて其の悪を播揚す。直士と謂う可し、未だ忠臣為らざるなり……」（「魏志」九、注引「魏書」）

「前の大尉李固、杜喬、皆、獄に下りて死す。（注、續漢志に曰く、順帝の末、京都の童謡に曰く、直きこと弦の如くなれば道邊に死す。曲がれること鉤の如くなれば反りて侯に封ぜられる。曲がれること鉤の如きとは、梁冀、胡廣等を謂う。直きこと弦の如きとは李固等を謂う）」（「後漢書」七）

一方、「曰く」は、日常の出来事などを伝える場合とは違い、当事者の知識、見識をもとにした考えや思想を改まって述べる場合に用いられる。

「孫子が曰く、兵撃たざる所有り、地守らざる所有り、蓋し小さく失う所有るも、而うして大いに全うする所有るが故なり」（「魏志」二十二）

「（班）固議して曰く、[image: gaiji]かに自ら惟い思うに漢興りてより已来世を曠くし年を歴て、兵、夷狄に纏われて尤も匈奴を事とす。綏御の方、其の塗一ならず、或いは文脩めて以て之れを和す。或いは武を用いて以て之れを征す。或いは卑下にして以て之に就す。或いは臣服して而うして之を致す。屈伸、常の因る所無く、時に異なると雖も、然も拒み絶ち棄て放ちて、與に交接せざる者の有らざるなり。……」（『後漢書』三十、下）

佐伯有清氏（注１）は、「云為」は「物を言い事を行うこと」とし、また、水野祐氏（注２）は「言論と行為とをいう」とし、「いろいろな事態に処して言ったり行ったりするに際しては、という意味である」とする。

しかし、「物を言い事を行う」や「言論と行為」などということは、前段で「擧事行来」によって示されているのであり、そのあとを承けての「云為」なのである。

先に述べたように「云う」が確信の持てない、当否の判断がつかない場合に用いられていることを念頭に、「云為」の意味するところを述べるとすれば、日常茶飯事とは異なる重要な事柄、生きていく上での大事を為すに当たって人知では判断のつかない、物事がうまくはこぶかどうか確信が持てないことをあらわすための用語ということになる。

古代中国においては、亀の甲を灼き火坼（亀の甲のさけめ）を視て吉凶を占ったという。この令亀の法のように、当時の倭人達は骨（鹿の骨など）を灼いて吉凶を占っているというのである。

上田正昭氏（注３）は、弥生時代にト占が行われたことは、佐渡の千種、神奈川県三浦の毘沙門堂、静岡県飯田、滋賀県葦刈、大阪府大東大橋、島根県古浦などの各遺跡から、灼骨の表面に亀裂のある遺物が出土している例によってたしかめることができる、とし、『古事記』や『日本書紀』の神話伝承に、天の岩屋戸の神話において「真男鹿の肩を内抜きに抜きて」ト占をしたとするような「太古のト事」の伝えがあることを紹介し、伝承の上においても古く鹿トが行われたことを物語る、と述べている。

亀トの方は古墳時代中期の頃、朝鮮半島から伝えられたものという。ところで中国で行われていたという亀トの法は、三世紀の時代においても日常の習俗として行われていたのだろうか。『後漢書』二十九に、徴されて議郎として京師に赴任していた趙咨が、病のため死を前にしたとき息子胤にあてて書き残したという遺書に、

「……但だ坎を制せんと欲す。棺槨を容れ令めるばかりとし、棺帰れば即ち葬れ。平地にして墳すること無かれ。時日をトすること勿れ。葬るに奠を設けること無く、墓の側に留まること勿れ。封樹を起つこと無かれ。於戯小子其れ之を勉めよや……」

などとある記事が載せられている。高潔・節倹をもって名を知られた人々の中には、古くからの因習にとらわれない賢明で清慎な生き方をしていた人々も多くいたことが窺える。

「輒ち」に関して水野氏は、「たやすく」と訓む、としている。だが、これは意思の決定、状態がはっきりと変化したことなどを示す場合に用いる「乃」に対し、それに行動がともなう、行動を起こすことを示す文字である。

『後漢書』倭伝では「骨を灼きて、以てトし、用いて吉凶を決す」と簡単に述べている。

また、『晋書』倭人伝は、「其れ大事を擧ぐるに、輒ち骨を灼き、以て吉凶を占う」としている。

先に示した「輒ち」に関しては、「歴る所、輒ち破る」（「蜀志」七）、「禽を逐うこと輒ち十里」（「魏志」二）などの例を見ることができる。

また、「乃ち」では、

「初め晋の宜帝、布衣為る時、昭と舊有り。周生等、帝を害せんことを謀る。昭、聞きて而うして歩して険を渉り生を干崤こう澠じょうの間に邀えて生を止む。生、肯んぜず、昭泣きて與に誠を結ぶ。生、其の義を感じて乃ち止む」（「魏志」十一、胡昭伝、注引高士伝）

「言語各おの異なり譯を重ねて乃ち通ず」（『後漢書』南蛮、西南夷伝）

などを見ることによって、その特徴をつかむことができる。

古代中国においては一つの事柄を、多くの文字を使い分けることによって、その内容が一目で判るように表現されているが、「すなわち」一つだけに限ってみても実に多くの文字が用いられている。

「戯れて曰く、洛中の市買、一銭足らざるときは則ち行われず」（「魏志」九、注引『魏略』）

「濟、即ち前んで帝を刺す」（「魏志」四、注引『漢晋春秋』）

「書を得て即ち計を廻らし」（「魏志」七、注引『九州春秋』）

「詔書して萌を徴す、託るに老耄を以て路に東西に迷うという。使者に語りて云う、朝廷の我を徴する所以は其の政に於いて益有らんを以てならん。尚を方面の在る所を知らず、安くんぞ能く時を濟さんや。即ち便ち駕して帰る」（『後漢書』逢萌伝）

「（田）豫、清約倹素、賞賜皆、之を将士に散ず。胡狄私かに遺る毎に悉く薄く官に藏めて家に入れず。家、常に貧匱。殊類と雖も咸く豫が節を高しとす。『魏略』に曰く、……朕、甚だ焉れを嘉す。乃ち即ち絹五百匹を賜う。豫、賜を得て分かちて其の半ばを以て小府に藏む。後、復た来たる、半ばを以て之に與う」

など書例は多い。ここにあげた「則ち」は、法則や規則、原則などに関連する事柄を示す場合。また、「即ち」は文字どおり、即刻、即時、時を移さず、などという意味を示す。

一方、「便ち」は、便宜上、便乗、便利といったような意味を持つ。

以上、それぞれの文字が持つ意味について、様々に説明を加えてきたが、この項では「云為」が重要なポイントとなっていることを忘れてはならない。




〈注〉

１　『魏志倭人伝を読む』上

２　『評釈魏志倭人伝』

３　『邪馬台国99の謎』（「ト占はどのようになされたか」）







11　酒と長寿

其の會同・坐起には、父子男女の別無し。人の性、酒を嗜む。大人の敬する所を見るに、但、手を搏うち、以て跪拝に當つ。其の人、寿考にして、或いは百年、或いは八・九十年。其の俗、国の大人は皆四・五婦、下戸も或いは二・三婦。婦人淫せず、妬忌せず、盗とう竊せつせず、諍訟少なし。




「會同」とは集会、会合などと同様の意味を持つ。同じ「魏志」夫餘伝にも「會同にて拝爵、洗爵するに、揖ゆう譲じょうして升り下りす」とあり、高句麗伝にも「會同の座起には、王家の使者、皁衣（黒い衣服、下級官吏）は、先人と列を同じくすることを得ず」とある。

ここで夫餘伝の拝爵とは、爵の原意は「さかずき」のことであるから、酒を注いださかずきを戴く（爵を拝する）意味であり、また、洗爵（爵を洗ぐ）は、酒席、つまり宴会における揖譲（へりくだってゆずりあうこと）の様子について述べたものである。

このような夫餘や高句麗の場合と違って、倭人の会同には長幼、男女の区別がなく、自由であったということであろうか。

また倭人達は酒が好きであったようである。もちろん、酒を醸造する方法も知っていた。

水野氏によると、ごく近年まで酒の存在を知らなかった民族はかなり多かったという。

（ポリネシアは酒のない地域であり、ミクロネシアでも今なお禁酒の島地が多い。太平洋諸島の諸族は酒を知らない文化地域の民族であった。エスキモーやブッシュマンもそうであるし、アメリカインディアンでも、より北方に住する非耕作インディアンは酒を醸すことを知らない種族であった）

先にあげた夫餘伝にある「會同にて拝爵、洗爵するに、揖譲して升り下りす」の「升り下り」とは、酒を注いでもらうときに、もうけっこうです、そういわずにどうぞもう一杯、などとさかずきを上げたり下げたりすることについて述べたものだろうか。佐伯氏は『論語』の八佾いつに、

「揖譲して升下し、而うして飲ましむ」と書かれた記事があることを紹介している。




「大人の敬する所を見るに、但、手を搏ち、以て跪拝に當つ」

倭の大人は人にあったときの儀礼として、跪拝（ひざまずいて拝礼する）はせずに、ただ手を搏って挨拶のかわりにしているという。別の箇所には、

「下戸、大人と道路に相逢えば、逡巡して草に入り、辞を伝え事を説くに、或いは蹲り、或いは跪き、両手は地に據り、之が恭敬を為す」と記されている。

無論、「下戸」とは身分の低い者のことであり、奴婢に近い存在であったことは間違いない。下戸が蹲り、或いは跪き両手を地につけて挨拶をするのに対して、大人はただ手を搏って跪拝のかわりとしたというのだろうか。

夫餘伝には「邑落には豪民有り、下戸を名づけて皆、奴僕と為す」とある。

高句麗伝にも「其の国中の大家は、佃作せずに坐食する者、万餘口。下戸は遠く米糧、魚塩を担いて之に供給す」と記されている。身分的にかなり差があったことは否めない。

ただ倭人伝には「其の俗、国の大人は皆、四・五婦、下戸も或いは二・三婦」とあり、経済的にはともかく、身分的にそれほど大きな隔たりがあったようには感じられない。

『梁書』倭伝には、「其の俗、女多く、男少なし。貴は四・五妻に至り、賤も猶、両三妻なり」としている。

韓伝を見ると「其の俗、衣幘さくを服するもの千有餘人」と書かれている。

「下戸」とは真の奴婢ではないが、貧しい人達が雇われて、人夫のような形で下働きをしていた者のことを指す言葉だったのではないか。

佐伯氏は唐初の陸徳明によって著された『経典釈文』に、

「今の倭人、拝するに、両手を以て相撃つ。……蓋し古の遺法なり」と書かれていることをあげている。大人が下戸をも含めた一般の人達に対して、ただ手を搏って跪拝のかわりとしていたことが習慣となって、大人同士の間においてもそのような挨拶のしかたが常用されるようになっていたのかもしれない。

そしてこの風習は、大人同士の敬拝だけにはとどまらなかった。庶民は庶民同士、下戸は下戸同士と、お互いが手を搏ちあって跪拝に当てていたのではないか。

ただ韓伝には「跪拝の禯無し」とあるが、倭人伝には「跪拝の禯無し」とは書かれていない。下戸や一般庶民が大人に対した時には、改まって跪拝の礼が行われていたのであろう。

「魏志」烏丸、鮮卑伝、注引『魏書』を見ると、

「常に勇健にして、能く闘訟、相侵犯するを理決する者を推募し、大人と為す。大人已下、各々自ら畜牧し、産を治して相徭役せず。……大人は能く弓矢、鞍勒を作り。金鉄を鍛えて兵器を為り、能く韋を刺し、文繍を作り、氈[image: gaiji]かつを織縷す」と書かれている。

勇健で人格的にも優れた人物が、人々の推挙によって大人の地位についていたことが窺える。また、

「其の法を約し、大人の言に違うは死す。盗を止めざれば死す。其の相残殺するは部落を令て自ら相報ぜしめ、止まざれば大人に詣りて之を平す（公平な裁決をあおぐ）」

などと記されているから、大人にはかなりの権限が与えられていたことが判る。

倭人伝に記された「大人」には、こういった事柄が一切書かれていないので確かなことは判らないが、やはりただ経済的に恵まれているというだけではなく、衆人の上に立つ人間としての能力に優れた人物がその地位を与えられていたものと考えられる。

「其の人、寿考、或いは百年、或いは八・九十年」

「寿考」とは長生き、長寿のこと。考は老（長老）の意味も含まれているという。『後漢書』倭伝では「多く寿考にして、百餘歳に至る者、甚だ多し」としている。

古田武彦氏は『古代史の未来』において、フィリピンの東にあるパラオ島などで、半年が一年、六カ月に各月名があり、次の半年も同じ月名を繰り返す紀年法が用いられていたことなどを根拠に、この頃の倭国で二倍年歴が行われていた可能性を指摘し、四、五十歳ぐらいの年齢とすれば、弥生の人骨の所見（三十代・四十代が多い）と一致するとしている。

一方、武光誠氏（注１）は、南アメリカの長寿者を調査したところ、百歳以上と自称する者の多くの実年齢はおおむね八十代であったという報告もあること、七十歳をすぎると、老人は、自分の年齢を多めにいうようになり、年とともに、年齢を多くサバを読むようになっていくという意見もあることを紹介している。

『魏略』には「其の俗、正歳四節を知らず。ただ春耕秋収を計りて年紀と為す」とあるが、これが二倍年歴に当たるとはしていない。中国でも長寿の人々の記録がいくつか見られるが、やはりこの頃の倭人は長生きの人が多かったと見るのが妥当かと思う。

「其の俗、国の大人は皆、四・五婦、下戸も或いは二・三婦。婦人淫せず、妬忌せず、盗竊せず、諍訟少なし」

『後漢書』倭伝の記事を見ると、「国には女子多く、大人は皆、四・五婦有り。其の餘も或いは両、或いは三」としている。先にもふれたが『梁書』倭国伝は、このくだりを「貴は四・五妻に至り、賤も猶、両・三妻なり」とする。倭人伝に「下戸も」としているところを『後漢書』は「其の餘も或いは両、或いは三」とし、『梁書』は「大人」を「貴」とし「下戸」に対しては「賎も」と書き換えている。

先にも述べたがこのことから考えると、倭人伝に見られる「下戸」は、高句麗や夫餘の場合と違って、経済的に恵まれた立場にある上流階級の人々に雇われて働いている者のことを、総じて下戸と呼んでいたものである可能性が高い。下戸や生口、或いは奴婢（僕）などに、敢えて身分的な序列を求めるとすれば、最下層に真の奴婢、次いで年月を限って身売りをした生口、その上に雇い人としての下戸や農民などが位置付けられるのではないか。

『三国志』の韓伝には、下戸が衣幘（サク、ずきん）を身につけ郡に詣って朝謁することが記されているので、身分的に見て夫餘や高句麗よりも上位にあったことが窺える。韓国の下戸も、或いは倭の下戸と身分的に近い状態にあったのかもしれない。「魏志」東夷伝には「其の俗、幘を衣ることを好み、下戸、郡に詣りて朝謁するに、皆、假りて幘を衣る……」と書かれている。

倭人伝の記事はこれに続けて「婦人淫せず、妬忌せず、盗竊せず、諍訟少なし」と記され、他の諸国の風俗に比し、「下戸も或いは二・三婦」とある部分だけが乖離したものとなっている。『後漢書』や『梁書』には、倭国には女子が多く、男子が少ないことが記されている。大人ばかりか下戸までもが何人もの妻を持っているということは、女子が多いという現状に合わせて必然的にそうなってしまったのであろうか。経済的に恵まれた者や、王や権力者などが何人もの女性を所有していることは、どこの国でも見られることであるが、「大人は皆」としている点、今日の我々から見ても納得がいかない。

『後漢書』倭伝の記事はこれに続けて「俗、盗窃せず、争訟少なし」とあり、『梁書』倭国伝の記事も「盗窃無く、諍訟少なし」とし、『隋書』倭国伝では「人、頗る恬静。争訟罕にして、盗賊少なし」としている。「恬静」とは、落ち着いた性質をもち、もの静かでさっぱりしていること。「韓伝」弁辰条にも「其の俗、行く者相逢えば皆、住りて路を譲る……法俗特に厳峻也」とある。

また、濊伝にも箕子の教化によって「民、盗を為さず、門戸の閉じること無し」と記された人民は、「其の人性、愿[image: gaiji]にして嗜欲少なく、廉耻有り」と記されている。

昔、殷から逃れ、地を朝鮮に避けていた箕子（殷の三仁の一人）が、未開の地、頑薄の俗といわれていた人々に八條の約を制してより、その遺風を慕う人々の間で何百年も続いていたという。しかし、そういった純朴な気風も、時代の進展とともに次第に薄れ、法を犯す者が多くなったため、ついに六十餘條にも及ぶ条令を定めたことが記されている。

『後漢書』東夷伝の末尾に付された「論」には、箕子の教化についてふれた後、

「……其の後、遂に商賈に通接して漸に上国に交じれり。而うして燕人衛満、其の風を擾雜す。是に於いて、従いて澆異なり、と。老子に曰く、法令滋彰なるとも盗賊多く有。箕子が交條を省簡にして、而うして用い、信義あるが若きは、其れ聖賢の、作法の原を得たり、と」と述べられている。

ここに名の出ている衛満とは、燕王盧綰が漢にそむいて敗れたとき、燕人千余人を將いて朝鮮に行き、その頃、朝鮮侯となっていた準を追い出し、代わって朝鮮王となった人である。

この一条は上に立つ者の人徳が、人々に対していかに感化を及ぼすかということとともに、時代の進歩、文明の発展が必ずしも人間性の向上に役立っているわけではない、ということを感じさせるに十分である。

『三国志』の著者陳寿は、東夷伝序文の最後を次のように結んでいる。

「……遂に諸国を周観し、其の法俗を采る。小大区別、各々名号有るとも、得て詳らかに紀す可し。夷狄の邦と雖も、而うして俎豆の象存す。中国禯を失うときは之を四夷に求むというを猶を信ず。故にその国を撰次し、其の同異を列ねて、以て前史の未だ備えざる所に焉を接ぐ」

『後漢書』東夷伝にも、

「……天性柔順にして道を以て御し易し。故に君子不死の国有るに至る焉」

などと書かれている。




〈注〉

１　『邪馬台国辞典』







12　刑罰

其の法を犯すや、軽き者は、其の妻子を没し、重き者は、その門戸及び宗族を滅す。尊卑各々差序あるも、相い臣服するに足らしむ。




ここで倭人伝の記事は「其の法を犯すや、軽き者は、其の妻子を没す」とあるが、「其の妻子を没して奴婢と為す」とは書かれていない。これは夫餘伝に見られる「刑を用いる厳急にして、人を殺せば死し、其の家人を没して奴婢と為す」、また、高句麗伝の「牢獄無く、罪有れば諸加、評議を加えて便ち之を殺し、妻子を没入して奴婢と為す」などと比較し、記述があいまいである。

『後漢書』倭伝にも「法を犯す者は、其の妻子を没し、重き者は、門族を滅す」とあり、『晋書』倭人伝、『梁書』倭国伝ともにほぼ同様の記述が見られる。

ただ『隋書』倭国伝だけは「其の俗、人を殺し、強盗及び姦するは皆死す。盗む者は贓を計りて物を酬す。財無き者は身を没して奴と為す」と書かれている。

しかし、それはその罪を償うだけの財物がない場合に限られており、没入して奴婢とすることが厳格に定められていたということを記したものではない。『後漢書』や『晋書』、『梁書』などの記事も、「魏志」倭人伝の記事を踏襲したためなのであろうか。他の諸国の法令を犯した場合とは異なり、「軽き者は、其の妻子を没す」で区切り、曖昧さを残したままである。これは夫餘や高句麗の場合とはかなり趣が異なる記述である。もちろん、これらの国の記事は人を殺した場合であり、「軽き者は」とした倭人伝の場合とは違っている。

すでに「生口の語義」の項でも述べたが、たとえ没入した場合であっても、ただちにこれを奴婢にするとしているわけではない。罪の軽い場合は生口と同じように、年限を定めて奴婢としての仕事に従事させる場合もあることが考えられる。

「魏志」十三に「（華）歆きん、素より清貧。禄賜は以て親戚・故人に振施し、家に據石の儲け無し。公卿嘗って並びに没入の生口を賜う。唯だ歆、出して而うして之を嫁がす。帝、嘆息す」と書かれた記事がある。この記事には「……帝、嘆息す」とあるから、華歆が賜与された「生口」が官の没入した生口であったことは間違いない。

この華歆伝に引かれた「魏書」には「又、奴婢五十人を賜う」とも書かれているから、生口と奴婢が截然と区別され、別の存在として認識されていたことは明らかである。没入しながらも生口としての扱いをしているのであるから、罪人の妻子といっても、租税の滞納など軽い罪に対する処分だったのであろう。

倭人伝の記事が「其の法を犯すや、軽き者は其の妻子を没す」とだけ記し、「奴婢と為す」としていないのは、華歆伝の記事と同様、年限を定めて生口として没入することを述べたものである可能性が高い。

『後漢書』烏桓伝に「烏桓、冐頓が為に破られて自り、衆、遂に孤弱なり。常に匈奴に臣伏し、歳ごとに牛馬羊の皮を輸す。時を過ぎても具えざるときは輒ち其の妻子を没せらる」と書かれた記事がある。これは牛皮などの貢物を納めるまでの人質としたことを述べたものであろうか。

「魏志」濊伝にも「其の邑落、相い侵し犯すときは輒ち相罰して生口・牛馬を責む。之を名づけて責禍と為す」とある。

これまで専門史家の間でも、この点に関してはふれられたことはなかった。「魏志」華歆伝の記事、また『後漢書』烏桓伝、および濊伝の記事などを総合すると、たとえ罪を犯した者に対する罰として没入した場合であっても、生口としての身分にとどめておくこともあったことは十分に考えられる。この問題についても、先に示した「生口の語義」と共に改めてここに提示しておきたい。




「重き者は、其の門戸及び宗族を滅す」

門戸とは、一門、一家などという言葉などによって知られるように、罪人の家族だけではなく、その家と関係のある全ての者。また、宗族とは罪人と関係のある、祖先を同じくする一族、親戚縁者全ての者ということであろうか。

「（田）畴、盡く其の家族及び宗人三百餘家を将いて鄴に居る」（「魏志」十一）

「漢の護軍将軍高午、（公孫）述を刺して胸を洞ぬく。其の夜に死す。漢、入りて蜀の城を屠て述が大将公孫晃、延岑等を誅す。殺すところ數萬人、述が妻、宗族萬餘人以上を夷滅す」（『後漢書』天文上）

水野祐氏（注１）は、この「門戸及び宗族を滅す」について、犯罪者の一家の連帯罰にとどまらず、親族つまり父母・兄弟にまで連帯責任が問われること。さらに宗族とは同姓・同地同一の祖先より分かれ出た一族全体を合わせた一族ことごとくの連帯責任を問うということで、連帯の段階に、個人─家族─親族─朋党一族（一門）という段階が設けられていたことを知ることができる、と述べている。




「尊卑各々差序あるも、相い臣服するに足らしむ」

この項について水野氏は、「罰を科するに際して、身分の尊い者と卑しい者とによって、それぞれ罰の適用に手加減が行われたということであり、身分の尊い者には同じ罰でも罰が軽くなり、卑しい身分の者は減刑されないということである」としている。

しかし、身分の高い者には手加減をして罪を軽くする、というのであれば、卑しい身分の者は心から臣服するであろうか。ここはやはり身分の高い（尊い）者は高い者なり、身分の低い（卑しい）者は低い者なりの、それぞれの罪にふさわしい刑罰が科せられてこそ人々も納得するのであり、賞罰が公平に行われてこそ「相臣服するに足らしめる」ことができたのではないかと思う。

『宋罰』伝、巻十三に次のような記事がある。

「古人云う、賞罰無くしては、尭舜と雖も治を為すこと能わざるなり。陛下、豈、坐して皇家の重きを損して、一凡人の事に迷う可けん。若し復た可否の間に在りては、亦た敢えて苟も冗管を陳せず。今の枉直、明白灼然。而うして王、令王、反して更に悟らず。賈誼（前漢の文人、『新書』の著者）、劉尚（前七七〜前六。『新序』、『説苑』などを著した）をして重生せ令めれば、豈、聖世に慷慨して流涕せざらんや」

尊卑の差に関係なく、信賞必罰が公平に行われてこそ、身分の高い者と低い者との関係もそれぞれに秩序が保たれ、臣下として働かせ、また、主人として服従する上で、お互い信頼するに足る状態を維持することが可能となるというものである。

このことは先にあげた「……婦人淫せず、妬忌せず、盗竊せず、諍訟少なし」と共に、人々の気風が倭の治政のありかたと相俟って、まずは平穏で理想的な生活が営まれていたことを物語っているといえよう。




〈注〉

１　『評釈　魏志倭人伝』







13　邸閣

租賦を収むるに、邸閣有り。国国に市有りて、有無を交易す。大倭を使て之を監せしむ。




「邸閣」に関してはすでに昭和二十七年、日野開三郎博士によって、主として軍用倉庫の意味で用いられていることが指摘されている（注１）。

「魏志」張既伝を見ると、

「酒泉の蘇衡、反して羌の豪鄰戴及び丁令の万餘騎と与に辺県を攻む。既、夏侯儒と与に之を撃破し、衡及び鄰戴等、皆降る。遂に上疏して儒と与に左域を治め、鄭塞を築き、烽侯、邸閣を置き、以て胡に備う」と記されている。

また「呉志」孫権伝、赤烏四年条にも、

「衛将軍全鄭を遣わして淮南を略さしめ、芍陂を決し、安城の邸閣を焼き、其の人民を収む」とある。さらに「魏志」王基伝には、

「軍、宜しく速やかに進みて南頓に拠るべし。南頓に大邸閣有り、計るに軍人四十日の糧に足る。堅城に保し、積穀に因りて人に先んずれば、人の心を奪うこと有り。此れ賊を平げるの要なり」などと書かれた記事もある。

これらの記事から推して、邸閣が軍用倉庫として用いられていたこと、また、かなりの規模であったことが窺える。

これに対し「呉志」孫権伝、赤烏八年条に書かれた、

「校尉陳勲を遣わし、屯田（屯田兵）及び作士（工兵）三萬人を將いて、句容の中道を鑿ち、小基自り雲陽の西城に至るまで、会市を通し、邸閣を作る」は、軍用倉庫というより、屯田などからの収穫物を収納する場所として、また、會市を差配する、監察官の宿泊する役所をかねた屯所として作られたものである色合いが濃い。

先にあげた記事が軍事に際しての糧食及び武器庫などの目的で建造されたものであることは間違いないが、軍用倉庫としての目的ばかりではなく、兵士が駐屯するための宿舎としての役割も兼ね備えたものであったことは当然考えられる。

「呉志」孫権伝、赤烏四年条の「……安城の邸閣を焼き、其の人民を収む」などを見ても、人々が戦禍を逃れてその邸閣に立て籠っていたことを窺わせるに十分である。また、貯蔵庫としての目的だけで作られたものであれば、ただ倉庫としか記されていない。

「二月、（高帝）長安に至る。蕭何、未央宮を治して、東闕、北闕の前殿に武庫、大倉を立つ。上、其の壮麗なるを見て、甚だ怒りて何に謂いて曰く、天下匈匈として労苦すること数歳、成敗未だ知る可からず。是れ何ぞ宮室を治めること度に過ぎたる也。何が曰く、天下未だ定まらず、故に因りて以て宮室を就なす可し。且つ夫れ天子は四海を以て家と為す。壮麗なら令めるに非ざれば、以て威を重くすること亡けん。且つ後世をして以て加えること有ら令めん也。上、説びて櫟やく陽自り徒りて長安に都し、宗正の官を置き、以て九族を序さしむ」（『漢書』高帝紀、下）

「上疏して曰く、當に今天下普ねく荒倹せず。唯だ獨り東土殻の價い偏に貴し。便ち相い[image: gaiji]賣粥（水増しして売ること）すれば、聲必ず遠く名が流る。北賊此れを聞かば、將に彊場を窺うべきこと愚臣が意の如し。倉廩を開きて以て之れに賑こすに如かず。乃ち報を待たず、輒ち便ち倉を開き、及び府郡の軍資數萬斛の米を割きて以て乏絶を救う。是れに由りて一境全きを獲る」（『晋書』列伝第五）

中国などでは周囲に城壁をめぐらせたり、砦を築くことなど、全てをひっくるめたものを城と呼んでいる（万里の長城などは代表的な例である）。これに対し、日本では城閣そのものを指した呼び名となっているため、感覚的にかなり違った認識を持ってしまう。

したがって、中国史書に記されている邸閣とは、我国で一般的にいわれている城閣を前提として考えればいいのではないか。つまり、軍事的な要衡に築かれた出城のような感じのものだったのではないか。

もちろん、倭人伝の記事は、「租賦を収むるに、邸閣有り。国国に市有りて、有無を交易す。大倭を使て之を監せしむ」と続けられているので、経済流通の中核をなす市街地に近い所に設置されたものであった可能性が高い。

この記事は「呉志」孫権伝の赤烏八年条にある記事と相通じるものがある。この場合も屯田からの収穫物の貯蔵庫としての役割と、官吏の駐在所とすることを主な目的として造られたものと思われるが、その場所は人々の交易に便利な市街地であったことを窺わせる点など、その用途に似通った部分が多い。

上田正昭編『日本古代文化の探求　都城』に紹介されている北魏洛陽城（内城）の説明図などを見ても、外郭の東西に大市と小市が置かれており、大市は周囲八里と記されているという。

岸俊男氏が示された我国の平城京・藤原京関係図にも、東市と西市が書き入れられている。古くから都においても「市」は必要かつ欠くことのできないものとして重視されていたことは間違いない。

邪馬台国の時代、各国それぞれに市が立てられ、人々が集まって有無を交易していたのであろう。これらの市には大倭と称される役人がいて、その交易が公正に行われているかどうか監視していたというのである。

そこでこの大倭を使って交易を監察させた権力の主体が問題となってくるわけであるが、「大倭」とあるから、その派遣主体は当然、女王国（邪馬台国）であったことは疑いない。各国にある邸閣に納められた租賦は、その取り決めに従ってその何十パーセントかが、それぞれの国と統治国である邪馬台国へと配分されていたのであろう。

「邸閣」を字義的な面から考えると、「邸」は、とどまり住む意の「氐」と、人々が多く集まる所としての「邑」とからなり、中国では諸侯や他の属国が都に上ったときの宿舎として造られたものがそう呼ばれていた。『大漢和辞典』には『説文』の「邸は属国の舎なり」、また、（『爾雅』・『釋器』）の「邸、之を柢と謂う」とし、「邸は即ち底なり」などと注が付されている。

ここで「邸、之を柢と謂う」とある記事に付された「邸は即ち底なり」とある注が注目される。道具が発達していなかった古い時代には、木を板状に加工するには大変なエネルギーを必要としたため、人々の住居はそのほとんどが地面をそのまま利用した地床式のものが多かった（注２）。現在ではほとんど見られなくなってしまっているかもしれないが、ごく最近まで入り口の土間を広くとって
  敲たたきにした家が多く見られた。これは赤土やしぶ土に石灰と苦塩（ニガリ）をまぜ、水を加えて練り、塗り固めたものである。

ここで『大漢和辞典』に注記された「邸は即ち底なり」とある記事に敢えて意味を持たせるとすれば、「邸」とは家全体のほとんどが地床式のものであることを示すための文字であった可能性が感じられる。今でこそ「邸」といえばすぐに立派な家屋敷を想像しがちだが、『説文』の「邸は属国の舎なり」とある説明などを見ると、地面を周囲より少し高くして敲にした、床のない様式（地床式）のものがそのように呼ばれていた可能性が高い。また、『漢書』平帝紀の「空邸の第に舎せしめ」や「蜀志」八の「臥して葦舎に在り、纂、功曹舊古朴、主簿王普を将いて、厨膳して密が第に即きて宴談す」などは地床式の住居の一部分に竹で作られた腰掛けのような台を指して述べたものではないかと思う。

一方、「閣」は物見をするための「樓たかどの」とも相通じ、二階建て以上の高い建物（重屋）のことを意味する文字であり、また、物を載せておく棚の意でも用いられていた。

「皆、閣に上りて之を観る」（「魏志」五）

「其の国の俗、居る處の閣を名づけて干闌と曰う、門戸は皆、北に向かう」（『梁書』林邑国伝）

「人、書を与えて官を求める者有れば、得て輒ち閣上に聚置す。職を去るに及びて印封初めの如し」（『宋書』列伝第十八）

先に軍用倉庫として作られた邸閣とは、軍事的な要衡に築かれた我国における出城のようなものと考えればいいのではないかと述べたが、構造としては、兵士の宿舎にするとともに、物見をするためにも都合のよい二階付きの建造物であることを条件として考えなければならない。また、規模としては当然、大きな建物であった場合の方が多いと思う。

「魏志」二十六に「館城を繕治し、屯戍を置きて、以て内外を鎮す」、また、「魏志」二十八に「門外から梯に倚りて城に登り、或いは城屋を焼き、蟻附して亂れ進む」などと書かれた記事もある。

軍用倉庫として邸閣が兵士の宿舎や物見やぐらの役割も兼ね備えた重屋であったことは、これらの記事との記述の違いによっても明らかである。




〈注〉

１　『邸閣─東夷伝用語解の二─』（『東洋史学』第五輯）

２　『古代住居とその系統─地理学的・民族学的考察の試み』（『日本古代文化の探求・家』）




（補注）倭人伝の「……大倭を使て之を監せしむ」に似た記事は、同じ「魏志」東沃沮伝にも書かれている。

「国、小にして大国の間に迫り、遂に句麗に臣属す。句麗復た其の中に大人を置き、使者と為して相主領せしめ、又、大加を使て其の租税を統責しむ」

高句麗には大加、主簿、小加などという官職が置かれていた。この「大加」をただちに「大倭」と結び付けることはできないが、倭人伝の記事を理解する上で格好の示唆を与えてくれることは間違いない。







四「然諾」考

──『魏志』倭人伝の解釈──

はじめに

『魏志』倭人伝には邪馬台国に至るまでの行程記事と共に、当時の倭人達の風俗・習慣などが詳しく記されている。

この中に「下戸、大人と道路に相逢えば、逡巡して草に入り、辞を伝え事を説くに、或いは蹲うずくまり或いは跪き、両手は地に據り、之が恭敬を為す。対応の声を噫と曰う、比するに然諾の如し」と書かれた一節がある。

従来、「対応の声を噫と曰う」の読みについては、噫──〝ああ〟または〝あい〟或いは〝い〟、〝お〟など、各論者によって様々な読みが付され一定していない。これはいずれも中国古音の発音に基づいた解釈によるものであり、「噫」という一つの文字だけによる判断ではいずれが是であるとも言い難い。

倭人伝はこの「噫」という対応の声を「然諾の如し」と記している。大人に対する下戸の返答の声が、然諾のときの様であるというのである。ではここにいう然諾とは、一体どのようなことなのだろうか。

然諾の意味

この「然諾」の意味についてひもといてみると『広辞苑』などには、簡単にこれを請け合う、承諾などの意とし、唐宋時代における八大家の一人に数えられている文人・柳宗元の墓誌銘にある「然諾を重んず」という言葉に対しては、一度引き受けたことは約束を重んじて必ずこれをなしとげるなどと解説されている。『新辞源』にも同様に「一度請け合ったことは必ず実行する」と解釈が付されている。

また『大漢和辞典』にも、うけがう、承諾、許諾などと書かれ、さらに、軽々しく人の依頼を承諾せず、また一旦請合ったことは必ず実行する、としている。また、「然諾は必ず重く応ず（小学）」などという一文が引用され、承諾するときは軽々しく応ぜず必ず慎重に考えてからにする、と解説されている。

これらの解釈による限り「然諾」という言葉には非常に重要な約束事の意味が含まれていると考えられないことはない。しかし、もしこの解釈が正しいとするならば、大人に対する返事としては何とも気の抜けたような感じさえする「あい」とか「ああ」という言葉では適当とは言い難い気もする。何かもっと心の籠った重々しい返事こそ、この場合ふさわしいように思われる。はたして、従来の辞典に書かれた解釈は、正鵠を射たものなのだろうか。この文字の意味についてはこれまでそれほど重要視されていなかったためか『大漢和辞典』などにもごく限られた事例しか示されていない。私はこの「然諾」の意味に関する辞典などの解釈に、以前から疑問を感じていた。そこで改めて中国史書などの用例から、「然諾」という言葉の真の意味を帰納すべくその一つ一つについて、様々な視点から考察を加えてみた。

用例による検討

ここで目についた用例を幾つかあげてみよう。

㈠「純が言の深く至るを感じ、遂に然諾す」『蜀志』五

㈡「幼主を輔翼して然諾の誠に負そむかず」『蜀志』五、注引張厳の黙記

㈢「其の心士謨有り、道義を経つねとし、然諾を貴重す」『呉志』四、注引江表伝

㈣「任侠を好み然諾を已にす」『史記』巻一百七

㈤「節概あり然諾を重んず」柳子厚墓誌銘（韓愈）

劉秀（光武帝）即位の故事

まず㈠の例から検討してゆくことにする。これは多くの家臣が劉備を皇帝の位に即かせようとしたが、劉備はこれを固く拒み自らを皇帝と称することになおもこだわりを見せたため、諸葛亮が昔世祖（光武帝、前六─五七）が帝位に即いたときの故事を引合いに出し、帝号を称することを強く勧めたときの記事である。

「（建安）二十六年、群下先主に勧めて尊号を称せしめんとす。先主未だ許さず。亮説きて曰く、『昔、呉漢耿弇等、初め世祖に勧めて帝位に即かしめんとす。世祖辞譲すること前後数四、耿純進みて曰く、「天下の英雄喁ぎよう喁として望む所有らんことを冀こいねがう。如もし、議に従わざれば、士大夫各帰りて主を求め、公に従うを為すこと無からんとす」と。世祖純が言の深く至るを感じ遂に之を然諾す。今曹氏、漢を簒うばいて曹氏主を無みす。大王は劉氏の苗族、世を紹いで起つ。今帝位に即くは乃ち其の宜きなり。士大夫大王に随いて久しく勤苦するは亦た尺寸の功を望まんと欲すること純が言の如きのみ』。先主是に於て帝位に即く」

この記事から察せられるのは、ここに書かれた「然諾」が、ただ帝となることを請け合うとか、承諾したとか、あるいはまた帝位に即くことを固く誓った、という意味を表わすために用いられたものではないということである。世祖が然諾（帝位に即いた）したのは、耿純の言うことを尤もだと自らも納得したために他ならない。「然」という文字は、それらしき様、そのとおり、しかり、そうである、などという意味を表わす（『新辞源』）。『大漢和辞典』にも「理に適い意を得た旨を認める辞」と解説されている。この「然」という文字の持つ意味との関連によって考えると、「然諾」とは相手の言葉が理に適っており、自分も心から同意して承諾することを表わす文字として使用されたものであることを強く感じさせる。

『邪馬台国ハンドブック』において安本美典氏も、この然諾を「よし、同意、賛成の意」としておられるが、心に何のわだかまりもなく承諾した場合の用語である可能性が高い。

孔明の書翰

では㈡の場合はどうか。これは諸葛亮が魏の司馬宣王に与えた手紙の内容について述べた文の一節である。

「亮が司馬宣王に与うる書を論じて曰く、漢朝傾覆、天下崩壊し、豪傑の士競いて神器を希う。魏氏中土に跨り劉氏益州に據る。並びに兵を海内に稱あげて世の覇王為り。諸葛司馬の二相、際会に遭い値りて身を盟主に託す。或は功を蜀漢に収め或は名を伊洛に冊す。丕備既に没して後嗣就を継ぐ。各おの保阿の任を受け、幼主を輔翼して然諾の誠に負かず。亦た一国の宗臣、覇王の賢佐なり……（後略）」

ここには諸葛孔明が蜀のために智謀の限りを尽くして働いていること、また、司馬宣王もそれに劣らず魏の国家の安泰のために尽力していることが述べられている。ここでいう「然諾の誠に負かず」とは、それぞれが仕える国のために自分を無にしてただひたすらに尽くしているという、その献身ぶりについて述べた言葉であることが判る。無論、諸葛孔明は蜀の相として劉備から彼亡き後摂政となり後嗣を補佐してゆくことを託されている。これは当時撫軍将軍であった司馬宣王も同様である。考えようによっては、一旦引き受けたことは必ずこれをなし遂げる、という意味に受けとれないこともない。

しかしながら㈠の例などと考え合わせた場合、約束（承諾）して請け合ったことを必ず実行するということより、魏の国家の安泰をはかること、また、幼主を翼戴していくことが蜀の宰相としてのなすべき当然の務めであるとする、その心の状態を述べたものである意味合いが強い。つまり、司馬宣王や孔明の気持が、その任務を果たしてゆくことと完全に融合している。このようにすることこそ宰相の立場にある者の当然なすべきこと、道義に則った人間の務めとして行っている、ということを述べたものなのである。

孫策と太史慈の信義

次の㈢の例は辞典の解釈に最も適合しそうな記事ではないかと思う。

「然諾を貴重す、一たび意を以て知己に許さば、死亡するとも相負かず」

これは孫策が楊州の刺吏劉[image: gaiji]が豫章において亡くなった後、その配下の者が身のふり方を決めかねているのを知り、これを味方に付けようと、かつては敵の将であった太史慈を使者として遣わしたときの記事である。ここにある「一たび意を以て」以下の文を見ると、いかにも「一度引き受けたことは必ず実行する」とした辞典の解釈と符合しているかに見える。辞典の解説もあるいはこの記事に基づいて述べられたものなのかもしれない。

だがこの記事のすぐ前には「策初めて慈を遣わす。議する者紛ふん紜うんとして謂う、慈未だ信ず可からず。或は云う華子魚（豫章の太守華歆）と州里なり、恐らくは彼を留めて籌策を為さん。或は疑う、慈、西のかた黄祖と訐いつわり路を假りて北に還らん。多く遣すの計に非ざるを言う。策が曰く、諸君の語皆非なり。孤、之を断ずること詳らかなりと、太史子義、気勇膽烈ありと雖ども従横の人に非ず。其の心士謨あり。志道儀を経とす」と書かれた一節がある。

さらにこの文の一章前に書かれた江表伝には「劉[image: gaiji]豫章に於て亡す、士衆万余人、未だ附する所有らず、策、慈に命じて往てこれを撫安せしむ」と書かれた『呉志』の記事に続けて「策、慈に謂て曰く、劉牧往さきに吾れ袁氏が為に廬江を攻めることを責む。其の意頗る猥みだりて理恕足らず。何となれば、先君が手下の兵千余人、盡く公路が許に在り。孤が志事を立てるに在り、意を公路に屈して求め索さざるを得ず。兵再び往きて纔わずかに千余人を得るのみ。仍しきりに孤をして廬江を攻めさしむ。その事勢為めに行かざることを得ず。但だ其の後臣が節を達せざらしめ、自ら充てて邪僣の事を作す。之を諌めるも従わず、丈夫が義交苟くも大故有れば離れざることを得ず。孤公路に交を求めて之と絶つに及ぶ。本末此の如し。今劉[image: gaiji]喪亡、惜むらくは其の生時に及びて與に共に論辯せざることを。今児子豫章に在り、知らず華子魚が待遇何如ん。其の故の部曲、復た依り随うや否やを。卿は則ち州人、昔また事に従う。寧んぞ能く往きて其の児子を視よ。並びに孤が意を其の部曲に宣べよ。部曲来ることを楽ねがう者は便ち與に共に来たれ。来ることを楽わざる者は且しばらく之を安慰せよ。[image: gaiji]わせて子魚が以て牧禦する所の方規何れに似たるかを観察し、盧陵鄱陽の人民親附するや否やを視て、卿が手下の兵、宜しく多少を将いるべく自ら意を由もちいよ。慈対こたえて曰く、慈赦されざるの罪有り。将軍量ちからは桓文に同じく、待遇過望なり。古人生に報ゆるに死を以てす。節を盡くすることを期し没して後に已まん。今並びに兵を息む。兵宜しく多かるべからず、数十人を将いれば以て往還するに足れるなり」と書かれている。

太史慈は孫策の言葉を理に適ったこととして十分納得した上で出発したのであった。彼は信義に生きる一個の人間としての証しを立てるべく、使者となることを引き受けたのである。このように見てくると、ここに書かれた「然諾を貴重す」は、一旦引き受けたことは必ずなし遂げる、といったような意味だけをもって書かれたものではなく、道理に適った納得のできることでなければ承諾しない、という身分の上下を超えた対等の立場における人間としての信頼関係について述べたものであることが理解できると思う。

無論、然諾はお互いの信頼関係を前提として成り立つものであるだけに、引き受けたからには必ずこれをなし遂げるという不文律も、当然そこに附帯してくることになる。したがって然諾とは、信義を重んずる人と人との関係、相互理解の中から生まれてくることなのである。

仁侠に生きた灌夫

次の㈣は、灌夫の人となりについて述べた記事である。

「夫、文学を喜ばず、任侠を好み然諾を已にす」

この記事の注には「已に許諾し必ず其の前言に副えしめるを謂うなり」と書かれており、また『史記会注考証附校補』にはこの注に続けて「顔師古曰く、已は必なり一言人に許せば必ず之を信ずるを謂うなり」と書かれている。これは困ったことがあればいつでも俺のところへこい、と自ら相手に話し、頼まれたことは何でも引き受けるという意味を述べたものである。このため家産は日に日に傾く有様であったという。前記『会注』にはまたさらに「中井積徳曰く、已の字不可解、或は是れ究遂の意」とも書かれているが、これは任侠を好む灌夫の気性から推して、頼まれたことは何事も究め盡くし、必ずなし遂げずにはおかないという意味に解したのかもしれない。

いずれにしてもこの場合の然諾は、仁義に徹して生きる灌夫の人柄について述べたものであることに変わりはない。

柳子厚（宗元）の墓誌銘と韓愈

ではここで㈤の柳子厚墓誌銘に書かれた「然諾」および作者の韓愈について述べてみようと思う。

「節概あり、然諾を重んず」。これは中国唐宋の時代における八大家の一人として有名な文章家・柳宗元（七七三─八一九）の、墓誌銘の中の一節である。柳宗元の墓誌銘は同じ八大家の一人であり、また彼の友人でもあった文豪・韓愈（七六八─八二四）の作である。柳宗元は少年時代からすでに名を知られ順調に出世への道を歩んでいた。貞元二十一年（八〇五）崩御した徳宗皇帝に代わって順宗皇帝が即位すると、王叔文、王伾らを中心とした革新派が政権を握り、次々と政治の改革を行った。ところがまもなく巻返しをはかる宦官や旧官僚らの策動によって形勢は逆転し、改革派はことごとく追放された。柳宗元もその革新派の若手官僚の一人に数えられ、都から遠く離れた永州の司馬（副知事）に格下げされることになった。しかもやむなく赴任した永州において幼い頃から彼に文学の手ほどきをしてくれた尊敬する母を亡くしている。

この永州への左遷は柳宗元の人間形成に大きな影響を及ぼさずにはおかなかった。「蛇を捕る者の説」や「樹を種うる郭豪馳が伝」、「王孫を憎む文[image: gaiji]びに序」など、他の人物の伝や動物の話に託して腐敗した政治を痛烈に批判した作品の多くは永州時代に作られたものといわれている。韓愈はその墓誌銘の中で、もし彼の生活が順調であったなら、柳宗元のあの優れた作品は生まれなかっただろう、と記している。

柳宗元は理性を重んじた合理主義者であった。また、友情にもあつく、友人の劉禹錫が播州（今の貴州省遵義県）の刺史に任命されたとき、彼に年老いた母があるのを哀れみ、自分が交代しようとさえ申し出ている。柳宗元は生前韓愈を批判したこともあり、また韓愈も時には柳宗元を疑ったこともあった。しかし最後に柳宗元は、自分の墓誌銘を韓愈に依頼して死んだ。よきライバル、頼もしい友人としてお互いをよく知り、認め合っていたのであろう。〝節概あり、然諾を重んず〟、韓愈はどのような想いでこの言葉を誌したのであろうか。韓愈は文章家として優れていたばかりでなく、官吏としても多くの功績を遺したことで知られている。ここで韓愈の人となりについて少しふれておきたい。

刑部侍郎の職についていた元和十四年（八一九）韓愈は時の皇帝憲宗が功徳使の上奏を容れ仏舎利（仏骨）を宮廷に迎え入れたことを憂慮し、「仏骨を論ずる表」を朝廷に上たてまつった。しかし、この韓愈の行為は、その意図に反し彼の境遇を大きく変える結果となってしまった。この上表文を見た憲宗皇帝が激怒し、ただちに韓愈を死刑に処せと命令したのである。大臣の裴度や崔群がこのたびのことはひとえに韓愈の忠誠心から出たことであると取りなしてくれたため何とか死刑だけはまぬがれた。だが彼は蒸湿の地である潮州（広東省の東北部にある海岸地帯）へ左遷されてしまったのである。これは仏教を信仰するようになった後漢以来の天子がみな若死にだったとし、また敬虔な仏教信者であった梁の武帝が、謀叛を起こした侯景のために監禁され悲惨な死に方をしたなどと書いたことが、まだ年若い皇帝の不興を買ったためである。

韓愈はこの上表文の中で、仕事まで放り出して信心にうち込む民衆の有様を嘆き、このような誤りを正そうともしない官吏達の怠慢を恥ずかしく思うと述べるとともに、もし仏に霊があり廃仏毀釈に対して禍か崇すいをなすことがあるならば、一切の罪咎は自分に加えてほしいと結んでいる。無論、現代の目から見てもこうした韓愈の廃仏思想には問題がないとはいえない。しかし、この「仏骨を論ずる表」には道理に適ったことでなければ断じて従おうとしない彼の人柄が、よく表れていると思う。

韓愈の追放はこのときが初めてではない。この事件の十六年前に当る貞元十九年にも韓愈は、当時京兆の尹として暴政をほしいままにしていた李実を弾劾し、陽山県（広東）の令に左遷されている。『唐書』韓愈伝には彼の死亡記事に続けて「愈が性、明鋭にして詭隨せず、人と交わりて始終少変せず……」と、その人物像が述べられている。詭隨とは詭服などと同様、是非を顧みず妄りに人に従うことをいう。したがって「詭隨せず」とは、いいかげんな気持で心にもなく人に隨うようなことはしない、ということを述べたものに他ならない。つまり、このことは裏を返せば人間として十分に納得できることでなければ承諾しない、という意味であり、「節概あり、然諾を重んず」と書かれた柳宗元の墓誌銘と同意義の言葉なのである。節操（みさおを堅く守ること）と気概（心意気、しっかりして挫けない・意気地）をいう。ここにはしぶしぶ相手の言を受け入れた場合などの意味をも含む承諾・同意などとは、その心のあり方において根本から異なる独立した一個の人間としての尊厳、人と人との関係において寸毫たりとも無理強いがあってはならないとする韓愈の基本精神を見ることができる。

「然諾を重んず」とは決して約束を重んじるといったような意味ではなく、その合意に達するまでの過程、すなわち互いの立場をよく理解し尊重し合う、人間としての信頼関係を重視したということなのである。

韓愈の左遷された潮州は、都のように法令の行き届いた土地ではなかった。また彼はこのとき、最愛の娘を失うという不幸にも見舞われている。しかし韓愈は、この潮州の民に学業を勧め、よく人々を教化した。また新しく転任した袁州（江西省方面）においては、貸金のかたに若い男女を下僕として使い、約束の期限がきても贖あがなえない場合は、すぐにこれを奴隷として没入していることを知り、それぞれの働きに応じてことごとく贖わせた上、父母のもとに帰してやり、二度と身売りしたりすることのないよう禁じたという。こういった行為からも、人間尊重の立場を貫く韓愈の精神を窺うことができる。

柳宗元が刺史として赴任した柳州（広西チワン族自治区馬平県地方）の土俗もまた、袁州と同様であった。柳宗元も韓愈と同じく、その土俗を改めるとともに、借金のかたとなっている男女を私銭をもって贖い、これを父母のもとに帰してやっている。韓愈は、僻遠の地にあってよく民を教化し、醜悪な政治を批判してやまなかった柳（宗元）の墓誌に、自らの想いをも籠めて、「節概あり、然諾を重んず」と誌したのではないだろうか。

日常生活の中における然諾

以上の例は灌夫伝を除き、いずれも「然諾は必ず重く応ず」（小学）などの場合に見られる「承諾するときは軽々しく応ぜず、必ず慎重に考えてからにする」といったような解釈の該当する事例ばかりであった。しかし、こういった場合だけを然諾というのであれば「対応の声を噫と曰う、比するに然諾の如し」という倭人伝の記事とは何か異質なものが感じられる。ところが然諾は人間生活に重大な影響を及ぼすとか、その人の将来を大きく左右するといったような、重要な難しい事柄に関して決断を迫られた場合のみに使用される文字とは限らない。

次の例を見てみよう。

世人　交を結ぶに　黄金を須もらう

黄金多からざれば　交深からず

縦たとい令　然諾して　暫く相許すも

終に是れ　悠悠たる行路の心　（唐詩）張謂

これは世の中の人々が交わりを結ぶとき、そのほとんどは金銭が利用される。しかし、お互いのどちらかが経済的に恵まれていなければ、その交際も決して深まることはない。たとえしばらくの間はうちとけて心を許し合う仲とはなっても、結局は行きずりの人の心と変わらないあかの他人のようになってしまう。といったような意味を詠んだものである。

この詩には黄金（金銭・物質）を主とした考え方だけが示されているが、これは何もお金や品物だけとは限らない。お互いの職業とか趣味が違っている場合であっても決して変ることはない。ここに用いられている然諾は、これまでにあげた例とは違って人間としての表面的な善意によって気持を通じ合っていることを表したものである。

ではなぜそれが然諾なのか。お互い人間同士、袖そで振り合うも他生の縁とか、知り合って暫くの間は互いに利害関係なく身分を離れて気持を通じ合うこともできる。しかし、両方の社会的地位や経済力に違いがあれば、いかに表面は取り繕っていてもいつしか心の交流は薄れていってしまう。また、たとえそうでない場合であっても、初めの気持とはおよそかけ離れた上下の関係、あるいは取引きだけの関係となってしまいがちである。

ここでいう然諾とは、ごく軽い意味での心の融和、言い替えれば損得にはそれほど関係のない相互間の小さな善意、といったような意味に解すればよいと思う。たとえば旅行などで目的地に到着したとき、列車の網棚に乗せた荷物を取ろうとして手が届かず、やむなく隣の人に頼んだとする。その頼まれた人は少し手を伸ばせば荷物を取ることができる。努力をしなくとも自然にできる親切。よほどの変わり者でない限りいやと言う人はまずいないだろう。このときの頼まれた人の「ああいいですよ」と、軽く応じて渡してやる、その気持が然諾なのである。したがって然諾は互いに相手の立場をよく理解し、十分に納得した上で承諾した場合と、それぞれの立場や状態、そのときの情況によって自然に同意して引き受ける、といったような二通りの場合に使用されていることが判る。

「噫」の読み方

倭人伝には「対応の声を噫と曰う、比するに然諾の如し」と書かれている。倭人伝の著者陳寿は、この噫という声を然諾のときの返事にたとえたのである。『大漢和辞典』などを見ると「噫」には「イ・アイ」などと読みが付されているが、その意味については「ああ、歎息の声、噫は憶なり、之を憶念し故に地声を発し之を噫なり。噫は歎声なり、恨辞、痛念の声なり」などと解説されている。また「古人声を発するに多く噫と云う」とも書かれている。この場合、自然に発する声として考えられる「ああ」という単音が最も該当性が高い。

「噫、天予を喪せり、天予を喪せり」（『論語』先進編）。「噫、吾れ造物者の有無を疑うこと久し」（『唐宋八家文』柳宗元）。噫という文字のこういった例や先に述べた然諾の意味などを総合して考え合わせると、「然諾の如し」という対応の声は「ああ」と読むのが最も適当ではないだろうか。無論、古代中国における発音がどのようなものであったかを、先のような書例だけで想像するのは危険がともなう。「イ」「アイ」などという発音も中国音として当然考慮に入れておかなければならない。

中国人はごく自然な返事として「あい」という言葉をよく使っているようである。『魏略』によれば当時の倭人達の中には自ら呉の太伯の後と名乗る者もいたという。もし「噫」が「アイ」と発音されていたとするならば、中国語の「あい」とどのような関連があったのかはなはだ興味深い。しかし、現在の中国で使われている「あい」は「唉」が主となっているようである。三世紀の時代、倭の社会では身分の低い下戸が大人と逢えば、逡巡して道端の草むらに入り、両手を地につけ跪いて相手の言葉を聞いたという。この『魏志』倭人伝の記事とは違い『太平御覧』所引の「魏志」の文は「草に辞を伝え事を説く」となっている。ここでいう「草に辞を伝え」とは、草書などの用例からも想像できるように、後代の武家社会に見られるような格式ばった挨拶とは違った、物腰の柔かい商人のような態度をいったものではないかと思う。『太平御覧』の作者は「下戸、大人と道路に相逢えば、逡巡して草に入り、辞を伝え事を説くには、或は蹲り或は跪き、両手は地に據り、之が恭敬を為す」とある『魏志』倭人伝の記事を全体的な面から判断して「草に辞を伝え」と物腰の柔かな応対ぶりとして書き変えたのかもしれない。これは当然「或いは蹲り、或いは跪き、両手は地に據り」とある記事が判断の基準になったものと思われる。しかしそれとともに、然諾のときの返事に似ているとした「噫」という対応の声が、格式ばらない自然に出る言葉であることも大きな理由の一つだったのではないだろうか。

『魏志』十五注引魏略に「楚、人と為り短小にして而して大声、吏たりし初めより朝ちょう覲きん（天子に謁見すること）せず詔を被りて階に登る。儀式を知らず、帝、侍中賛を引きて、隴西の太守前めと呼ばしむ。楚當に唯と言うべきを而も大いに応えて諾と稱す。帝、顧みて之を笑う」と書かれた記事がある。唯の読みについては「ユイ・イ・スイ」などと書かれており、また『日本書紀』などでは「オオ」と読みが付されている。しかし意味の説明においては、これを「はい」とし、丁寧に応諾する辞、丁寧な返事、と解説されている。無論、「はい」というのは日本式の発音であるが、日本式に考えて唯を「はい」と読むとすれば諾は「承知しました」というところであろうか。これに較べ噫ああは、格式ばらないごく軽い意味での応辞として理解されていたのではないかと思う。

おわりに

これまでの論証によって、然諾とは単なる請け合いとか承諾、また、一旦請け合ったことは必ず実行する、といった意味ではなく、納得づくの承諾、心から同意して引き受ける、ということであり、是非を顧みず妄りに人の言に従うようなことはしない、理に適った十分に納得のできることでなければ承諾しない、といった人間の尊厳にも関わる重要な意味が含まれていることを理解いただけたと思う。

以上、倭人伝に言寄せて然諾に関する様々な事例について考察を重ねてきた。無論、限られたとぼしい知識による判断であり、邪馬台国問題にとっては書かずもがなの蛇足を加えたにすぎないのかもしれない。また、自らの不学を棚に上げて文豪・韓愈にまで論を及ぼすなど、僣越の誹りは免れないと思う。しかしながら「然諾を重んず」という言葉にはその文字の持つ字義を超えたさらに深い意味が含まれているように思われる。しかし各論者の中にはこういった解釈とは異なった意見をお持ちの方も必ずやおられるに違いない。私はこのようなことを考え合わせた上で、倭人伝の新たな問題として検討して頂く意味をもこめて、多くの用例をあげるとともに、その前後に書かれた記事の文意との関連によって帰納したいささかの私見を述べさせて頂いた次第である。識者のご叱声を賜わることができれば幸いである。
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武光誠氏（『魏志倭人伝と邪馬台国』）、水野祐氏（『評釈　魏志倭人伝』）も、「噫・アア」説、佐伯有清氏（『「魏志」倭人伝を読む』）は「アイ」としている。

「女王国より以北には、特に一大率を置き、諸国を検察せしむ。諸国之を畏憚す。常に伊都国に治す。国中に於いて刺史の如き有り。

王、使を遣して京都・帯方郡・諸韓国に詣り、及び郡の倭国に使するや、皆津に臨みて捜露し、文書・賜遺の物を伝送して女王に詣らしめ、差錯するを得ず。

下戸、大人と道路に相逢へば、逡巡して草に入り、辞を伝へ事を説くには、或は蹲り或は跪き、両手は地に拠り、之が恭敬を為す。対応の声を噫と曰う、比するに然諾の如し」

テレビで中国の歌が放送（字幕つき）されていたが、「噫」は「アア」と発音されていた。







五　女王卑弥呼

其の国、もと亦、男子を以て王と為す。住まること七、八十年。倭国乱れ、相攻伐すること歴年。乃ち共に一女子を立てて王と為す、名を卑弥呼と曰う。鬼道を事とし、能く衆を惑わす。年已に長大なるも、夫壻無し。男弟有り、佐たすけて国を治む。王と為りて自り以来、見ること有る者少なし、婢千人を以て自ら侍せしむ。唯、男子一人有りて、飲食を給し辞を伝えて出入りす。居る処の宮室は樓観・城柵を厳しく設け、常に人有りて兵を持して守衛す。




このくだりにおける一連の文脈の中で、

「……唯有男子一人、給飲食、傅辞出入。居處宮室樓観城柵厳設、常有人持兵守衛」

とある一節の読み方が問題となっている。

岩波書店の『新訂　魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝』における石原道博編訳に示された書き下ろし文では、

「……辞を傅え居處に出入りす。宮室・樓観・城柵、厳かに設け……」

と読んでおり、佐伯有清、安本美典などの各氏もこの読み方に従っている。

これに対し水野祐、三木太郎、山尾幸久、武光誠などの各氏は、

「……飲食を給し、辞を傅えて出入りす。居る處の宮室は、樓観・城柵厳かに設け……」

と読む。

「居處」の前段にある「飲食を給し、辞を傅え」に重点を置いて考えた場合、先に示した「居處に出入りす」とした方が文意が通じるような気がする。

だがこの場合、その後に続く「宮室・樓観・城柵……」が女王卑弥呼の居處とは別個のものとして受け取られる恐れがないともいえない。古代においても、王の私的生活の場と、政事を執り行う場が区別されていたことは十分考えられることである。

しかし、卑弥呼は巫女王であり、実際の政治は男弟がつかさどっていた。それに卑弥呼には千人という多くの女性（奴婢召使いや弟子入りした巫女）が自ら仕えていたことが記されている。

樓観を備え、城柵によって厳重に固められ、常に武器を持った兵士によって守られていた宮室は、当然、幾つかの棟に分かれていたのであろう。卑弥呼の宮室もその中にあったことは疑いない。もちろん、卑弥呼を佐けて政事を取り仕切っていた男弟も別の宮室に居住していたことは当然考えられる。

こういった観点からすると、「居處に出入りす」とするより、「居る處の宮室……」と読む方が全体的に見て文体が整って感じられる。

『後漢書』倭伝では、

「……唯、男子一人有りて、飲食を給し、辞を傅う。居る處の宮室・樓観・城柵は、皆、兵を持して守衛す。法俗厳峻なり」とし、『梁書』倭伝も、

「……唯、一男子を出入りせしめ、教令を傅えしむ。居る處の宮室、皆、兵有りて守衛す」

としている。また、『隋書』倭国伝は、

「唯、男子二人有り、王に飲食を給し、言語を通傅す。其の王、宮室・樓観・城柵有り。皆、兵を持して守衛す。法を為すこと甚だ厳なり」とする。

それぞれの考え方によって意見の分かれるところであるが、ここは水野氏らの「居る處の宮室は、樓観・城柵厳かに設け」とする読み方を支持したい。

この項の冒頭にある「其の国、もと亦、男子を以て王と為す。住まること七、八十年、倭国乱れ、相攻伐すること歴年。乃ち一女子を立てて王と為す、名を卑弥呼と曰う。……」。

『後漢書』倭伝（范曄）は、この倭国の戦乱を「桓霊の間、倭国大亂」と記す。また、『梁書』（姚思廉）や『北史』（李延寿）、『太平御覧』（李訪等）では、大乱のあった時期が「霊帝の光和中」（一七八〜一八四）と具体的に示されている。

卑弥呼が女王として推戴された時には「年已に長大」と書かれている。「長大」については古田武彦氏の考証がある。『邪馬台国はなかった』「蜀志」七、諸葛瑾伝に、「（曹）丕が業を継ぐに逮および、年已に長大」と書かれた記事がある。曹丕（文帝）は中平四年（一八七）に生まれた。魏の太祖（曹操）が建安二十五年に崩じたため、その後を継いだわけであるが、その年、元を改め延康とした。さらにその年、漢からの禅譲によって皇帝の位に即くと同時に、年号を改め黄初元年とした。したがって建安二十五年、延康元年、黄初元年は共に二二〇年である。このとき、曹丕の年齢は三十四歳であったことになる。

これに対して「蜀志」九、董允伝には「後主（劉禪）漸く長大にして……｣とある。章武三年（二二三）、劉備が崩じ、後を継いだときの年齢が十七歳であるから、この記事との関連が考えられる建興五年（二二七）頃の年齢は二十一歳ということになる。

先の記事の少し前には「丞相亮、將に北征せんとして漢中に往く」とあるが、諸葛亮伝には「（建興）五年、諸軍を率いて北のかた漢中に駐まる」と書かれている。この点に関してはまず間違いはなさそうである。

このことから考えると、二十五歳ぐらいであれば「年已に長大」という認識があった可能性が高い。卑弥呼がもし仮に西暦一八五年に女王となったとしても、死亡した正治八年（二四七）頃には相当な年齢に達していたと考えなければならない。この間、およそ六十二年。即位の年が二十五歳であれば八十七歳、二十八歳であったとしても九十歳ということになる。

一方、このこととは別に「年已に長大」と記したのは、女王となった時点を指して述べたものではなく、景初二年（二三八）に卑弥呼が朝貢した頃の年齢を念頭にしての記述であった可能性もないとはいえない。

もしそうであるならば、「漸く長大」とある劉禪（蜀の後主）と同じ程度の二十歳前後に女王となっていたことも考えられないことはない。この場合であれば、彼女が亡くなった正始八年頃には八十二歳であったことになる。

もちろん、これはあくまでも一つの可能性にすぎないが、年齢ではなく、身体的な面だけからいう場合は、成人と同等に扱われる十七、八歳頃と見てよい。「魏志」高句麗伝に、

「生まれる子、すでに長大に至らば、乃ち婦を將いて家に帰る」と書かれた記事がある。




〈参考〉

『卑弥呼の居處と宮室に関する解釈をめぐって』（『古代史の海』23号）







六　遠方の国々

女王国の東、海を渡ること千餘里、復た国有り。皆、倭種なり。




従来、この「女王国の東、海を渡ること千餘里」としたくだりに関し、邪馬台国畿内説の立場をとる論者が、「南」とした邪馬台国への方角を「東」の誤りとするのであれば、「女王国の東」とした方角は「北」に訂正しなければならないとする、邪馬台国九州説を主張する研究者からの指摘が多く出されていた。

だがこの批判は、「南」とした邪馬台国への方角には絶対に間違いはないとする思い込みや先入観から脱することができず、そのままこの記事にもあてはめた誤謬にすぎないものである。

すでに『魏志倭人伝の方位記事』（『古代日本海文化』６号）においても述べたように、中国の歴代史書に見られる方位記事には誤りが多い。いうまでもなく「魏志」倭人伝の地理志は、皇帝の使いとして倭を訪れた魏の使者達による記録、および著者陳寿自身の実見に基づく記録だけではなく、倭人からの聞き書きによって構成されたものである。

先にあげた「女王国の東、海を渡ること千餘里」以下の記事は、長年現地に住んでいる倭人達からの伝聞を記録したものであることに間違いはない。

魏の使者達は倭の都、邪馬台国を訪れて卑弥呼に謁見し、直接詔書並びに金印や鏡などを手渡している。

「正始元年、太守弓きゅう遵じゅん、建中校尉梯てい儁しゅん等を遣わし、詔書、印綬を奉じて倭国に詣いたり、倭王に拝仮し、並びに詔を齎もたらして、金、帛、錦、罽けい、刀、鏡、采物を賜う」

先の記事は、魏の使者達が邪馬台国を訪問したときに得た知識に基づいたものである可能性が高い。ときたま現地を訪れた旅行者の記録をもとにしたものとは違い、長い年月にわたって何度も往来した人々の方位感覚には誤りは少ないと思う。

こういった面から考えても「南」とした邪馬台国への方角を「東」の間違いとするのであれば、「女王国の東」は「北」にしなければならないとする批判は的を射たものとはいえないのである。

佐伯有清氏は「『女王国の東、海を渡ること千餘里』邪馬台国大和説にとっては、解釈に苦しむ箇所、『海を渡ること千餘里』の『海』を伊勢湾や琵琶湖とする説は、無理に理屈をつけた言説に近い」と述べている。しかし、先に述べたように、ここに記された「女王国の東」という方位は正確であった可能性が高い。太陽は東の方角から昇る。この方位を間違える確率は極めて小さいのではないか（富士山は伊勢湾の東の海に浮かんで見えるという）。

大和を中心とする邪馬台国の東といえば、まず考えられるのは伊勢湾からの海行である。この時代、関東方面への陸路は赤石山脈や富士、箱根、丹沢山地などにはばまれて、まだ正式なルートは開かれていなかった可能性が高い。この点に関しては、瀬戸内海を航行したと思われる投馬国への「水行二十日」に続く、邪馬台国への「水行十日、陸行一月」の場合と同様である。

山陽道（中国街道・大阪─下関間）も、その行路は各地で途絶え、陸路のみによる往来は不可能に近い状態だったのではないか。比較的早く開けていたと思われる北九州においてさえ、末盧国─伊都国間の行路など「草木茂盛し、行くに前人を見ず」といった状態であった。

山田孝雄は『狗奴国考─古代東国文化の中心』において、狗奴国を毛野国に比定している。「女王国の東、海を渡ること千餘里、復た国有り。皆、倭の種なり」とは、女王国に属していない狗奴国を中心とした倭種の国々のことが記されたものである可能性が高い。

狗奴国は関東平野に蟠居していた強国だったのではないが。




又、侏儒国有り、其の南に在り。人の長三・四尺、女王を去ること四千餘里。又、裸国、黒歯国有り、復た其の東南に在り。船先行一年にして至る可し。倭地を参問するに、海中洲島の上に絶在し、或いは絶え、或いは連なる。周旋五千餘里可りなり。




侏儒国に関しては『山海経』などにも「周饒国」「焦僥国」などと記載されているが、いずれも侏儒のことを述べたものという。「魏志」の巻末に載せられている西戎伝にも「短人国は康居の西北に在り。男女皆、長さ三尺。人衆甚だ多し」と書かれている。

また、佐伯氏もあげているが『史記正義』の大宛列伝に引かれた「括地志」逸文にも、

「小人国は大秦の南に在り、人纔かに三尺。其の耕稼の時、鶴に食わるる所を懼る。大秦之を衛り助く」などと書かれている。

この時代、身長三、四尺程度にしかならない小柄な種族も、あちらこちらにかなり存在していたのであろうか。水野氏は身の丈九寸や七寸といった小人国のあることも『山海経』や『續博物志』などに書かれていることをあげている。

佐伯氏は『淮南子』の、夏王朝の始祖となった聖王といわれる禹が裸国や黒歯国などへも行ったという記事をあげているが、その記事内容から推すと、倭人伝に記された「裸国」や「黒歯国」とは別の国のことが記されたものである可能性が高い。これは「侏儒国」についてもいえることであり、こういった特殊な人々がいる国々はかなり広い範囲に散在していたのであろう。

景初二年六月、倭の女王、大夫難升米等を遣して郡に詣り、天子に詣りて朝献せんことを求む。太守劉夏、吏を遣し、将って送りて京都に詣らしむ。

其の年十二月、詔書して倭の女王に報じて曰く、

「親魏倭王卑弥呼に制詔す。

帯方の太守劉夏、使を遣し汝の大夫難升米・次使都市牛利を送り、汝献ずる所の男生口四人・女生口六人・斑布二匹二丈を奉り以て到る。

汝が在る所踰かに遠きも、乃ち使を遣して貢献す。是れ汝の忠孝、我れ甚だ汝を哀れむ。今汝を以て親魏倭王と為し、金印紫綬を仮し、装封して帯方の太守に付し仮授せしむ。汝、其れ種人を綏撫し、勉めて孝順を為せ。

汝が来使難升米・牛利、遠きを渉り、道路に勤労す。今、難升米を以て率善中郎将と為し、牛利を率善校尉と為し、銀印青綬を仮し、引見労賜し遣し還す。

今、絳地交竜錦五匹・絳地縐粟罽十張・蒨絳五十匹・紺青五十匹を以て、汝が献ずる所の貢直に答う。又特に汝に紺地句文錦三匹・細班華罽五張・白絹五十匹・金八両・五尺刀二口・銅鏡百枚・真珠・鉛丹各々五十斤を賜い、皆装封して難升米・牛利に付す。

還り到らば録受し、悉く以て汝が国中の人に示し、国家汝を哀れむを知らしむ可し。故に鄭重に汝に好物を賜うなり」と。

倭王、使に因て上表し、詔恩を答謝す。

其の四年、倭王、復た使大夫伊声耆・掖邪狗等八人を遣し生口・倭錦・絳青縑・緜衣・帛布・丹・木[image: gaiji]・短弓矢を上献す。掖邪狗等、率善中郎将の印綬を壹拝す。

其の六年、詔して倭の難升米に黄幢を賜い、郡に付して仮授せしむ。

其の八年、太守王おう頎き官に到る。倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず。倭の載斯烏越等を遣して郡に詣り、相攻撃する状を説く。塞曹掾史張政等を遣し、因て詔書・黄幢を齎し、難升米に拝仮せしめ、檄を為りて之を告喩す。




佐伯氏や水野氏は「掖邪狗等、率善中郎将の印綬を壹拝す」について「掖邪狗等、壹みな率善中郎将の印綬を拝す」と読んでいる。しかし、佐伯氏が例としてあげている『孟子』梁恵王章句上の「東のかた斉に敗れて、長子死し。西のかた地を秦に喪うこと七百里。南のかた楚に辱められ、寡人之を恥ず。願わくは死する比までに、壹に之を酒がん。如之何すれば則ち可ならん」の「壹」は、「みな」ではなく、一意専心、心を一つにして、一切、もっぱら、他のことは捨て置いてもそのことだけに集中して、などといった意味で書かれたものである可能性が高い。

また『漢書』母将隆伝の「武庫の兵器は、天下の公用にして、国家の武備なり。繕治、造作は、皆、大司農（穀物、貨幣を掌る長官）の銭に度はかる。大司農の銭は、乗輿（天子）自り共養を給わせることを以てせず。共養、労賜（ねぎらいの賜り物）は、壹に少府（山海地沢の税を掌り、共養に給する官府）より出す」の場合も、いつに、もっぱら、一切、などということを示すものである意味合いが感じられる。

安本美典氏（注１）も「壹く」（ひとしく、いっせいに）とする解釈を示しているが、すでに述べたように「壹」は、一度、ひとたび、などといった意味で用いられており、それ以外の意味を表す場合に用いられている例は見られない。先にあげた『漢書』母将隆伝の記事でも「……繕治、造作は、皆、大司農の銭に度う。……」と、みな、すべて、などといった意味を表す場合は、「皆」という文字を用いている。




其の六年、詔して倭の難升米に黄幢を賜い、郡に付して假授せしむ。




「其の六年」とは正始六年のこと。正始元年における魏使の来訪をうけての、「其の四年」に続く魏と倭の交渉について述べられたものである。だが、この六年における詔はまだ実行されてはいなかった。旅程などとの関係も考慮しなければならないのは当然であるが、何らかの原因でその実現は遅れていたのであろう。

難升米に対する黄幢の賜与は、正始八年に至ってようやく実現することになる。

倭人伝には六年条の記事に続けて、

「其の八年、太守王頎官に到る。倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず。倭の戴斯、烏越等を遣わして郡に詣り、相攻撃する状を説く。塞曹掾史の張政等を遣し、因りて詔書・黄幢を齎し、難升米に拝假せしめ、檄を為りて之に告喩す」と記されている。

このような経過をふまえて勘案すると、正始六年頃には狗奴国との抗争はすでに表面化する兆しを見せていたのかもしれない。

水野氏（注２）は正始六年における少帝の詔がそのまま実現しなかった理由として、「魏志」濊伝に書かれた、

「正始六年（二四五）、楽浪の太守劉茂、帯方の太守弓遜、領東の濊が句麗（高句麗）に属するを以て、師を興して之を伐つ。不耐侯等、邑を挙げて降る」、それに韓伝の、

「部従事の呉林、楽浪は本より韓国を統ぶるを以て、辰韓の八国を分割し、以て楽浪に与えんとす。吏譯、轉うたた異同有り。臣智（有力な首長）、韓の忿りを激せしめ、帯方郡の崎離営を攻む。時に太守の弓遵、楽浪の太守劉茂、兵を興して之を伐つ。遵は戦死するも二郡遂に韓を滅す」などとある記事をあげ、濊わいの討伐や韓民の反乱などで忙殺され、倭への使者を派遣する余裕などなかったとし、難升米に対して黄幢を假授せしめようとした理由を二つに分けてあげている。

その一つは朝鮮半島の動静が不穏になってきたため、韓族の後背に控えている倭人を味方に引き付けておいて、韓族を牽制するとともに、もし韓との間に戦いが起きた場合には、倭の力を動員して韓を孤立させ、挟撃態勢をとれると考えたこと。もう一つの理由として、服属朝貢してきた倭女王に対し、その将軍に、奮励し治安を維持するように努めよという意味で魏の将軍旗、黄幢を与える処置をとり、帯方郡に命じたものとしている。

私は狗奴国との抗争を重視し、後にあげた理由の立場をとる。佐伯氏も『「魏志」倭人伝を読む』で、

「正始六年の難升米への『黄幢』の賜与は、やはり倭の女王卑弥呼と狗奴国の男王卑弥弓呼との対立が激化し、一触即発の状況になっていたことに対するものであったと解するべきであろう。朝鮮半島における魏の第二次高句麗征討、および韓人の帯方、楽浪両軍への反発、そして帯方郡太守の弓遵の戦死をともなう激烈な戦闘が、帯方郡から『黄幢』が倭の難升米へのもとに届くのを阻んだ理由なのであった」と述べている。

しかし、第一の理由も決して考えられないわけではない。呉、蜀と三国に分かれた国内情勢、また、韓の反乱などから考えても、韓の背後に位置する倭と親密な関係を保ち味方に引き付けておくことは、魏にとっても重要な戦略の一つであったことは間違いない。

「幢」については、水野氏、佐伯氏、安本美典氏などが詳しく考証している。

安本氏は『漢語大詞典』に、「一種の旌旗（はた、のぼり）。垂れた筒形。飾りとして、羽毛がある。錦の繍がある。古代つねに、軍事の指揮、儀仗の行列、舞踏の演じられるときに使用された」とあること、また『宋史』の「儀衛志」に「幢、制は節のごとくして五層。袋をもって韜む。四神を繍す。方の色に随う。朱の漆の柄」などとあることから、吹きながしのような旗で袋でつつんでいるものである可能性がある、と述べている。

また、『漢語大詞典』には「幢、高さ若干尺あり、圜若干尺。六隅七層。上は覆われ、下はそれを承けている」とも書かれているという（注３）。

『隋書』禯儀志第五を見ると、

「安車は禯を案ずるに、卿太夫事を致すとき、則ち之に乗る。其の制、輜[image: gaiji]の如し。蔡邕獨斷す、五色の安車有り、皆、盡輪重轂。今は盡輪重與。曲壁、紫油幢絳裏……皇太子の四望車は、緑油幢。……皇后の重翟車、周禯を案ずるに、正后は亦た五輅有り。一に曰く、重翟。二に曰く、厭翟。三に曰く、安車。四に曰く、翟車。五に曰く、輩車。漢制に后の法駕は重翟車に乗る。今、重翟青質。金にて諸末を飾り、盡輪金根。朱牙重轂。其の箱を飾るに重翟羽を以てす。青油幢朱裏……翟車は黄質。金にて諸末を飾り、輪に朱牙を盡く。其の箱を飾るに翟羽を以てす。黄油幢朱裏」などと書かれている。

また、『隋書』煬帝紀に「嘗て猟を觀するとき、雨に遇う。左右油衣を進む。上が曰く士卒、皆霑濕、我獨り此れを衣る乎、乃ち持ち去らしむ」と書かれた記事がある。

「緑油幢」「青油幢」「黄油幢」などとあるのは、雨がかからないように上を覆う布や袋紙などに水を通さないようにするため油を塗るようになったためなのであろうか。

佐伯氏は『「魏志」倭人伝を読む』で、「幢」は、古代中国にあって軍事指揮や儀仗行列に用いられる旌旗のことであるとし、『漢書』王莽伝中に書かれた、

「五威の将は、乾文車に乗り、坤六馬を駕し、背に鷩へつ鳥（錦鶏鳥）の毛を負い、服飾は甚だ偉なり。一将毎に各々左右前後中の帥を置く。凡そ五帥の衣冠、車服、駕馬は、各々其の方面の色と数の如くす。将は節を持し、太一の使いと称し、帥は幢を持し、五帝の使いと称す」とある記事をあげている。

ここにいう五帝とは、中国古代の伝説上の五人の皇帝のことではなく、天上にあって四方および中央を主宰する蒼帝（東方、青色）、赤帝（南方、赤色）、白帝（西方、白色）、黒帝（北方、黒色）、黄帝（中央、黄色）の五神を指したものという。『後漢書』祭祀中に、

「立春の日、春を東郊に迎え、青帝の旬芒を祭る。車旗服飾、皆青し。……立夏の日、夏を南郊に迎え、赤帝の祝融を祭る。車旗服飾、皆赤し。……立秋に先だつこと十八日、黄霊を中兆に迎え、黄帝の后土を祭る。車旗服飾、皆黄なり。……立秋の日、秋を西郊に迎え、白帝の蓐収を祭る。車旗服飾、皆白し。……立冬の日、冬を北郊に迎え、黒帝の玄冥を祭る。車旗服飾、皆黒なり」などと書かれた記事がある。

難升米に假賜された幢は「黄幢」であった。「魏志」明帝紀に、

「服色は黄を尚び、犠牲は白を用い、戎事には黒首の白馬に乗り、大赤の旗を建つ。朝會には大白の旗を建つ」とあるが、ここには「按ずるに、魏は土行為り、故に服色黄を尚び、殷の時を行う……」などという裴松之の注が付されている。

これに対し、晋は金行であり、服色は赤が尚ばれていた。佐伯氏は、『晋書』には無雄伝の「泰始中（二六五〜二七四）泰州の刺史に累進せしめ、赤幢、曲蓋、鼓吹を假し、銭二十萬を賜う」など、赤幢が授けられた例が幾つかあることをあげている。「魏志」には「黄幢」を与えられた例は他に見られないが、晋では赤幢が重く見られていたのに対し、魏の時代には「黄」が最も尚ばれていたのであろう。

『後漢書』與服志に「經車は古の戦車なり。洞朱の輪與を巾せず、蓋せず。矛戟、幢麾を建て……」などとあるから、「幢」が軍事に際しても用いられていたことは疑いない。

『晋書』與服志にも「經車は二に駕す。古の獣車なり。前後二十乗、分かちて左右に居り。與輪は洞朱、巾せず、蓋せず。矛戟、麾幢を建て……」などと書かれた記事が見られる。

安本氏が述べているように、難升米に賜与された黄幢は、錦の御旗的なものとして使用するために与えられたものであることは間違いない。錦の御旗とは朝敵討伐の際、官軍の標章として用いられたものであるが、これは自己の行為、主張を権威づけるために用いられたものである。

水野氏や佐伯氏は、難升米は狗奴国との戦闘にさいしての軍事指揮官の任にあったにちがいない、としている。ただ難升米は倭の使者として派遣された官吏だったわけであり、実際の戦闘に加わったかどうかは判らない。魏への朝貢に際しては無論、通訳を介したと思うが、多少は中国語にも通じた、むしろ文官に近い存在だったのではないか。そういった立場からの指揮官として任務に当たったものと考えれば納得がいく。

『隋書』禯儀志には、皇后達の乗る翟車に黄油幢などが建てられたことを載せているが、この場合、儀仗行列のために使用されたのであろう。

『後漢書』禯儀下には葬儀に関する模様が詳しく記載されているが、ここにも「幢」が用いられたことが述べられている。

「司徒河南の尹、先ず車を引きて轉す。太常跪きて曰く、請う拝送せんと。戴車、白糸の参繆紼を著く、長さ三十丈、大きさ七寸。輓くに六行と為し、行ごとに五十人。公卿以下の子弟、凡そ三百人。皆、素幘、委貌して冠し、素裳を衣る。校尉三人、皆赤幘して冠せず。絳科の単衣の幢幡を持ち、侯司馬の丞を行首と為す」

正始八年条には、倭の女王卑弥呼と狗奴国の男王卑弥弓呼が素もと（以前から）対立状態にあったこと、それが次第にこじれて収まりのつかない抗争にまで発展してきたことを記している。またこの記事に続けて「倭、戴斯烏越等を遣わして、郡に詣り、相攻撃する状を説く」と、その派遣主体は卑弥呼ではなく、ただ「倭」としか記されていない。

この記事は、彼女がすでに王としての指揮をとるような状態にはなかったことを窺わせる。その頃、卑弥呼は一体どうなっていたのだろうか。或いは、すでに卑弥呼は危篤状態に陥っていたのではないかという可能性も考えられないことはない。その話が帯方郡を通じて魏へも伝わっていた。もしそうであれば、「黄幢」の假賜はそのこととも関係があったといえるのではないか。

魏の使者として遣わされた塞曹掾史の張政は、詔書と黄幢を難升米に拝假し、檄を以て之を告喩したとある。塞曹掾史とは、隣国と接した要害の地に置かれた官職名だったと思われる。正始八年頃の帯方郡の太守は、韓との抗戦で戦死した弓遵に代わって着任した王頎であるが、張政はこの帯方郡に属する一文武官であった可能性が高い。

倭人伝は、この一連の記事に続けて「卑弥呼以て死す」と記す。

先に黄幢の賜与は、狗奴国との抗争を鎭めるための、錦の御旗的な役割を果たさせる目的で行われた、また、韓の反乱に備えて、その背後に位置する倭を味方に付けておくためとする見解を示した。

ここでもう一つ、卑弥呼の葬儀に用いられた可能性についても提示しておきたい。正始六年に出された詔が八年まで実行されなかったことなど、根拠は薄いかもしれないが、『後漢書』禯儀志下にある葬儀の模様を記した、「幢」が使用されている例などから考えても、決して無稽な憶測とはいえないのではないか。

「檄」とは木簡に書かれた触れ文、廻状のこと。『後漢書』光武帝紀に、

「（更始元年）林（故の趙の繆王の子、景帝七代の孫、名は元）、是に於いて乃ち詐りてト者王朗を以て成帝の子輿と為す。十二月、朗を立てて天子と為し、邯鄲に都す。遂に使者を遣わして郡国に降下せしむ。二年正月に光武、王朗が新たに盛んなるを以て、乃ち北のかた[image: gaiji]を徇う。王朗、檄を移して光武を十万戸に購せんとす」とある記事の注に、

「説文に曰く、檄は木簡を以て書を為す。長さ尺二寸、之を檄と謂い以て徴召するなり。又、曰く、財を以て求める所有るを購と曰う。魏武奏事に曰く、若し急有れば即ち挿すに鶏羽を以てす。之を羽檄と謂う」と書かれている。ただ魏の時代には紙でも作られており、難升米に告喩したときの檄が木簡であったかどうかは明らかではない。

『晋書』賀循伝に「逆賊李辰、兵を江夏に起こす。征鎭討つこと能わず、皆、塵を望みて奔走す。辰が別帥石冰、略して揚州を有つ。会稽の相張景を逐い、前の寧遠護軍程超を以て之に代え、其の長史宰與を以て山陰の令を領せしむ。前の南平の内史王矩、呉興の内史顧祕、前の秀才周[image: gaiji]等、義を唱えて檄を州郡に傅え、以て之を討たんとす。循、亦た衆を合わせて之に應ず。冰が大将抗寵、衆数千有り。郡の講堂に屯せしむ。循、檄を寵に移して為に逆順を陳す。寵遂に遁れ走り、超、與、皆降り、一郡悉く平らぐ」とあるが、このときの檄書が簡単な文言であったとは思えない。

「呉志」魯肅伝に引かれた江表伝に、

「初め（周）瑜、疾困し、権に牋を與えて曰く、瑜、凡才を以て昔討逆、殊特の隅を受く。委ねるに腹心を以てし、遂に榮任を荷い、兵馬を統御す。志鞭弭を執り、自ら戎行を効す。巴蜀を規定し、次に襄陽を取る。威霊に憑り頼りて、握に在るが若しと謂いて、不謹を以って道に暴疾に遇うに至る。昨より自ら醫療、日に加えて損無し。人生死有り、修短命なり矣。誠に惜しむに足らず。但だ恨むらくは微志未だ展べず、復た教命に奉ぜざるのみ。方に今、曹公北に在り、彊場未だ静まらず。劉備は寄寓、虎を養うに似たること有り。天下の事、未だ終始を知らず。此れ朝土旰かん食するの秋、至尊慮を垂れる日なり。魯肅が忠烈、事に臨みて苟せず、以て瑜に代う可し。人の將に死なんとするとき、其の言や善し。儻、或いは採る可し。瑜死するも朽ちず矣。案ずるに此の牋、本載せる所と意旨同じと雖も、其の戸[image: gaiji]乖異するのみ」などと書かれた記事がある。

辞典には、「牋」は小さな竹片、ふだ、の意を表す。とされているが、一方で詩や文章などを書く小幅の美しい紙、文体の名、上奏文の類、かきもの、文書などという説明もされている。『三国志』の中には意思を伝達するために書き物を用いた記事が多く見られる。この江表伝のすぐ前にも「曹公、権が土地を以て備に業すと聞きて、書を作るに方りて筆を地に落とす……」などと書かれている。

「魏志」四、陳留王伝を見ると、

「……交荊楊越、靡然として風に向かう。今、交阯の偽將呂興、巳に三群を帥い、萬里命に帰す。武陵の邑侯相嚴等、五県を糾合して臣妾と為ることを謂う。豫章盧陵の山民、衆を擧げて呉に叛し、助北将軍を以て號と為す。又、孫休は病みて死す。主帥の改易、国内の乖違、人、各々心有り。偽將施績、賊の名臣。疑いを懷きて自ら猜み、深く忌悪せらる。衆叛き、親離れて固き志有ること莫し。古自り今に及ぶまで、未だ亡徴、此の若く甚だしきは有らず。若し六軍震曜して江漢に臨めば、呉會の域、必ず老を扶け幼を攜えて、以て王の師を迎えるは、必然の理なり。大衆を興し動かすこと、猶を勞費有り。宜しく威徳を告喩し、仁信を開示して、順附和同の利を知らしむべし。相国参軍事徐紹、水曹の掾孫彧いく、昔、寿春に在り。並びに虜獲せらる。紹は本偽南陵の督、才質開壮。彧は孫権の支属、忠良にして事を見る。其れ紹を遣わし南に還し、彧を以て副と為し、国命を宣揚して呉人に告喩し、諸々の示し語る所、皆、事実を以てせよ。若し其れ覺悟せらるるも、征伐の計を損せず。盖し廟勝長算は古自りの道なり、……」などと書かれている。

ここには「檄」という文字は見られないが、「告喩」は二度、用いられている。威徳を告喩し、順附和同の利を知らしめるためには、そのことを明瞭に伝えるに足るだけのものが、文書の形で用意されていなければならない。この時代、すでに紙は一般的にもかなり普及していたのではないか。こういった点を勘案すると、「書を与え」「牋を与え」「檄を為り」などと書き分けられているのは、木簡や竹簡、或いは紙などといった種類によって表記が異なっているということもさりながら、その文書の内容によっても表現が違ったものとなっている可能性が高い。

たとえとするには少し趣きが違うが、「奏書」とか「上書」と書かれている場合は、臣下が君主に奉る文書のことであり、「上疏」とは、それを個条書きにした文書のことである。「呉志」士燮伝に「……先に書を交阯に移して、禍福を告喩し……」などと書かれた記事もある。

また、『後漢書』西域伝には次のような記事がある。

「二十一年の冬、車師の前王、鄯善、焉耆等十八国と倶に、子を遣わして入りて侍らしめんとし、其の珍賓を獻ず。見えることを得るに及んで、皆、流涕稽首して、都護を得んことを願う。天子、中国初めて定まるも北邊未だ服せざるを以て、皆、其の侍子に厚く賞賜し、之を還さんとす。是の時に賢、自ら兵の強きを負み、西域を併せ兼ねんと欲し、攻撃すること益々甚だし。諸国、都護出でずして而うして侍子を皆、還すと聞き、大いに憂え恐る。乃ち敦煌の太守に檄‥を与えて、願わくは侍子を留めて以て莎車に示さん。言う、侍子留められれば、都護尋くして出んと。冀わくは且く其の兵を息めよという。裴遵、状を以て聞す。天子之を許す」

ここでは例外的に「檄」が西域諸国から敦煌の太守に対して、という形で与えられている。このような例は非常に珍しい。

「告喩」が人民に告げ諭し導く義であるということについては水野氏の述べるとおりである。ただ「魏志」四、陳留王伝に見られる「告喩」の場合は、告げ諭して導くというより、説得の意味であり、納得させる、説きふせる、承知させる、といった意味合いの方が強い。

「告喩」と関連して水野氏は、卑弥呼の統治する女王国に属していなかった狗奴国も単独で魏と好みを結んでいたとする立場から、「張政の告喩（水野氏は告諭とする）は、檄文によって、女王国と狗奴国の両方の王に伝達され、両王はこの魏の張政の勧告に同意をして、ひとまず互いに攻撃することを停止し、一時的にもせよ、停戦協定が成立して和平が訪れたと思われる」と述べている。

女王国と狗奴国との抗争はこれ以後、全く触れられていないことなどから考えて、この水野氏の主張は一理あり、もっともな点も多い。しかし、狗奴国が魏に対して朝貢していたという記録は、他の類書からも全く窺えない。狗奴国との紛争は女王国が優勢のうちに勝利し、終結していた可能性は否定できないのである。

邪馬台国はその後も、倭の統治国として晋の時代になっても朝貢を続けている。




〈注〉

１　『邪馬台国ハンドブック』

２　『評釈　魏志倭人伝』

３　『季刊　邪馬台国』93号







七「以て死す」

卑弥呼、以て死す。大いに冡を作る、径百餘歩。徇じゅん葬そうする者、徇婢百餘人。




「以て死す」に関しては、これを「すでに死す」と読む論者も多い。奥野正男氏は『邪馬台国はここだ』その他の論文において、「以て死す」を〝それがため〟と読み、告喩の結果、卑弥呼は死に追いやられた、とする解釈を示している。

これに対し、三木太郎氏は『倭人伝の用語の研究』などにおいて『三国志』にある「告喩」「以て死す」の全用例からの判断をもとに、この時の告喩は味方の陣営に対して行ったものであること、しかもこれは敵対者を討つためのものであり、卑弥呼の死を告喩の結果とみることはできないとし、「以て死す」は「すでに死す」と読むのが妥当とされている。

三木氏が述べているとおり、「以て」が「已」とも通じることは、「魏志」二十一の「今、権以て死し、孤を諸葛恪に託し」と同じ内容について述べた『魏略』（裴松之の注）に、「今、権已に死し」と書かれていることによっても理解できる。また、告喩が壹与に対する場合と同じく、同盟国である邪馬台国の首脳部を激励するためであったことは、『三国志』に書かれた他の用例によっても窺えると思う。

しかし、「以て」を「それがため」と解した奥野氏の説も決して間違ってはいない。これは「魏志」一、注引三輔決録に見られる「竟に創を以て死す」などと書かれた他の用例を見ても明らかである。

問題は「以て」を告喩の結果とした点にあると思う。告喩が難升米らに対して行われたものであることは、正始八年の記事に派遣主体が記されていないこと、詔書・黄幢を難升米に拝仮せしめたことからも疑う余地はない。卑弥呼は使者が派遣されたとき、すでに政治の舞台から退いていた公算が強い。

したがってこの一句は、正始八年における狗奴国との抗争を記した一連の文脈全体の中で理解すべきであり、狗奴国との紛争が主な原因となって卑弥呼が死んだことを示すための「以て」と解するのが妥当ではないかと思う。

この「以て死す」については白崎昭一郎氏も『東アジアの中の邪馬台国』の中で「そのような経過で死んだ」とする解釈を示している。「以て死す」とする論者はこのほか本居宣長、和田清、石原道博、市村其三郎、原田大六、直木孝次郎、山尾幸久などの各氏がある。

次いで「以すでに死す」と読む論者としては、先にあげた三木氏の他、内藤湖南、尾崎雄二郎、上田正昭、一海知義、謝銘仁、安本美典などの各氏の名をあげることができる。

また、卑弥呼他殺説の立場をとる論者には、告喩の結果、卑弥呼は死に追いやられたとする奥野氏のほかに、阿部秀雄、松本清張、樋口清之などの各氏があり、壱岐一郎氏は「告喩」によって卑弥呼は自殺に追い込まれたとする見解を示している。

卑弥呼は殺されたとする説を最も早く唱えたのは阿部秀雄氏といわれているが、倭人伝の記事は卑弥呼の死の記事に続けて「大いに冡を作る」と書かれていることから考えて、その可能性は低い。

なお、「魏志」四、陳留王伝にある告喩の記事に関して北海道大学、駒沢大学などの教授を務めておられた三木太郎氏は、

「……国命を宣揚して、呉人に告喩し、諸の示し語る所、皆事実を以てし、其の覚悟の若く、征伐の計を損せず、蓋し廟勝長算するは、古自りの道なり」

と読んでいる。

「……宣揚国命、告喩呉人、諸所示語、皆以事実、若其覚悟、不損征伐之計、蓋廟勝長算、自古之道」

現在では「覚悟」とあれば、覚悟する、などといった意味に受け取られがちであるが、本来の意味は覚も悟も、さとる、わけを知る、気がつく、といった意味合いの方が強い。

私は「……呉人に告喩するに、諸々の示し語る所、皆事実を以てせよ。若し其れ覚悟せらるるも、征伐の計を損せず。蓋し廟勝長算は古自りの道なり」と読ませていただいた。ここは専門史学者からのご意見を待ちたい。




〈参考〉

「古代倭の葬制『徇葬』について」『南九州文化』43・44号

「卑弥呼の墓は大和にあった」『邪馬台国』19号







八　宗女について

更に男王を立つも、国中服さず。更こもごも相誅殺し、當時、千餘人を殺す。復た、卑弥呼の宗そう女じょ壹い與よ、年十三なるを立てて王と為す。国中、遂に定まる。




卑弥呼の死後、男王を立てたが国中の者がこれに異を唱え服属しようとしなかったという。「更に男王を立つも」「更ごも相誅殺し」とは、卑弥呼の死後、一人の男王を擁立したことではなく、最初に立てた男王に対し反対を唱える者が多く、収拾がつかなかったため、改めて別の男王を立てたところ、先に擁立した王を支持する側からも激しい反対の声があがり、ついに武力衝突にまで発展、千人以上もの人々が殺傷されるという惨事となってしまったという。そこで再び、まだ年齢僅か十三歳になったばかりの卑弥呼の宗女、壹與を擁立、ようやく国中が定まったと記されている。

「宗女」について佐伯有清氏は『史記』にある次の記事をあげ、同族の女子、なかでも君主の同宗の女子の意味であると述べている。

「十一月、（繆公）晋君夷吾を帰す。夷吾、其の河西の地を献じ、太子の圉を使て秦に質（人質のこと）と為さしむ。秦、子圉に妻わすに宗女を以てす。是の時、秦の地、東は河（龍門河のこと）に至る」（『史記』秦本紀、繆公十五年条）

「（重耳）斉に至る。斉の桓公、厚く礼す。而うして宗女を以て之に妻わす。馬、二十乗（八十頭のこと）有り。重耳之に綏安んず（満足する）」「重耳、秦に至る。繆公、宗女五人を以て重耳に妻わす」（『晋世家』恵公十四年条）

壹与も卑弥呼と同族の宗女だったのであろうか。私は壹与が年齢まだ僅か十三歳になったばかりの少女であったこと、それに彼女が卑弥呼と同様、霊能力に恵まれていた可能性が考えられることなどから、鬼道を事とする卑弥呼の直弟子として仕えていた女性達の中で特に優れた素質を持ち合わせていたことにより、宗女として親族の中に迎えいれられていたのではないかと考えている。

唐の高宗（六四九〜六八三）に仕えていたという張楚金によって著された『翰苑』の倭国条に、次の一文がある。

「……卑弥娥（呼）は惑いを翻して群情を叶え、臺（壹）與は幼歯にして方に衆望に諧かなう」

卑弥呼は「鬼道を事とし能く衆を惑わす」と書かれているように、霊能の力によって人々の苦しみをやわらげ、またその望みを叶えてやることによって多くの人の信頼を得ていたことが窺える。「能く衆を惑わす」とは、人々が彼女の口から発せられる予言を信頼し心服していたことを示す。壹与の場合も鬼道を用いたということは記されていないが、「幼歯にして方に衆望に諧う」とある『翰苑』の記述からも、卑弥呼と同様に予言者としての優れた能力を持ち合わせていたことは十分に考えられる。

壹与がまだ年十三歳という少女でありながら、卑弥呼にも匹敵するほどの超能力を持ち合わせていたということが、その後継者として諸国の王達の合意を得て、女王として共立されたもっともな理由だったのではないかと思う。

先に、壹与は邪馬台国の女王卑弥呼の一族に養女として迎えられていたのではないかという可能性について述べたが、それは『翰苑』などの記述から彼女が霊能力者としての資質に恵まれていたことを感じ取ったためであった。

もちろん、たまたま同じ宗族の中に卑弥呼に劣らないような超能力に恵まれた少女がいたということも決して考えられないわけではない。しかし、男王を即位させたことに対して内乱にまで発展しかねないほどの反抗を見せていた人々、諸国の王達が、ぴたりと争いをやめて壹与を卑弥呼の後継者とすることに合意したということは、少しばかり霊能があるという程度では難しいのではないか。一族の中に諸国の王達や多くの人々の願望を諧え心服させるに足るだけの超能力を兼ね備えた女性が、卑弥呼を含めて二人も出現するとは到底考えられないのである。

『史記』匈奴伝には、

「……是の時、匈奴、漢の将衆く往きて降るを以て、故に冒頓常に往来して代の地に侵盗す、是に於いて漢之を患う。高帝乃ち劉敬をして宗室の女公主を奉じて單于の閼氏と為す……」、「孝文皇帝復た宗室の女公主を遣わし單于の閼氏と為す」（閼氏とは中国でいうと皇后の地位にあたるものをさす）などと書かれた記事がある。

ところでこれと同様の記事が『漢書』匈奴伝には、

「……是の時、匈奴、漢の将数しばしば衆を率い往きて降るを以て、故に冒頓常に往来して代の地を侵盗す。是に於いて高祖之を患う。逎ち劉敬をして宗室の女翁主を奉じて單于の閼氏と為す」

「文帝復た宗人の女翁主を遣わし單于の閼氏と為さんとす」

「（景帝）翁主を遣わし故の約の如くす」

などと記されている。『漢書』の記事も帝紀では、

「宗室の女を以て公主と為し、匈奴の單于に嫁せしむ」（恵帝三年条）

「公主を遣わし匈奴の單于に嫁せしむ」（景帝五年条）

とあるが、『史記會注考証補』には、

「孝文皇帝復た宗室の女公主を遣わし、單于の閼氏と為す」と書かれた記事に対し、

「……漢書に公主を皆翁主に作る。非なり。其の實翁主なるも、以て公主と為し、而うして之を嫁せしむ。今の義子の如きなり……」

と注が付されている。「義子」とは実子ではなく、約束で認めた子のことである。

「公主」とは天子の女むすめを指す言葉である。また、「翁主」に関しては『字典』などに「諸王のむすめで臣下に嫁した者」などと説明がされているが、漢代以後、諸王とは上位の諸侯の称号ともなっていた。

『史記會注考証補』の記事についてはまだ学界の方々も全くふれていないが、こういった点から勘案すると、宗女、或いは宗人の女といっても、必ずしも一族に連なる縁続きの女性であったとは限らないのである。壹与が義子、つまり養女であった可能性はきわめて大きいといえるのではないか。







九　鬼道について

女王卑弥呼が事とした「鬼道」に関しては、同じ「魏志」八の張魯伝に、

「張魯、字は公祺。沛国豊人なり。祖父陵、蜀に客として道を鵠鳴山中に學び、道書を造作して、以て百姓を惑わす。従いて道を受ける者、五斗の米を出す。故に世に米賦と號す。陵死して子の衡其の道を行う。衡死して魯復た之を行う。益州の牧劉焉、魯を以て督義司馬と為す。別部司馬張脩と、兵を將いて漢中の太守蘇固を撃たしむ。魯遂に脩を襲い之を殺し、其の衆を奪う。焉死して子の璋代りて立つ。魯が不順なるを以て盡く魯の母、家室を殺す。魯遂に漢中に據り、鬼道を以て民に教え、自ら師君と號す。其の来りて道を學ぶ者、初めは皆鬼卒と名づく。本道を受けて巳に信ずれば祭酒と號す。各々部を領せしめ、衆多き者を治頭大祭酒と為す。皆教えるに誠信にして欺き詐らざるを以てす。病有れば自ら其の過ちを首せしむ。大おお都むね黄巾と相い似たり。諸々の祭酒、皆義舎を作る。今の亭傅の如し。又、義米肉を置きて義舎に懸け、路を行く者腹を量りて足るを取らしむ。若し過多なれば鬼道輙ち之を病ましむ。法を犯す者は三たび許して、然して後に乃ち刑を行う。長吏を置かず、皆祭酒を以て治と為す。民夷便ち之を楽しむ。巴漢に雄據して三十年に垂れんとす」と、鬼道に関する記事が見られる。

「蜀志」劉焉伝には張魯の母のことが、

「張魯の母、始め鬼道を以てし、又、少容を有つ。常に焉の家に往来、故に焉、魯を督義司馬と為し、漢中に住せしめ、谷閣を断絶して、漢使を殺害せしむ」と記されている。

『後漢書』劉焉伝にも、張魯の記事の前にその母に関する記事が、

「沛人張魯が母、姿色有り、兼ねて鬼道を狭めり。焉が家に往来す。遂に魯を任じて以て督義司馬と為す……」とある。

「鬼道を事とし、能く衆を惑わす」とした卑弥呼の場合とは違って、張魯伝では「鬼道を以て民を教え」と記されている。その教えの根元は鬼道を基本としたものであった点は変わらないと思うが、卑弥呼の場合は霊能に恵まれ、予言者としての能力に優れていたために「能く衆を惑わす」という表現が用いられたのであろう。

本来、「衆を惑わす」という言葉は悪い意味で使われている場合が多い。

「術人李脱、妖書を造りて衆を惑わす。建康の市にて斬る」（『晋書』六明帝紀）

この李脱に関する記事は『晋書』二十八に、

「……時に道士李脱という者有り、妖術にて衆を惑わす。自ら言う、八百歳と。故に李八百と號す。中州自り建業に至り、鬼道を以て病を療し、又、人の官位を署す。時の人多く之を信じ事う、弟子李弘、徒して灊山に養うと云う。讖しるしに應じて、當に王たるべしと。故に（王）敦、盧江の太守李桓をして礼（宣季）及び其の諸兄子、脱と不軌を謀図せんことを告げしむ。……」と書かれている。

李脱は彼を信奉する者達と共に不軌を図ろうとしていると報じられたことによって危険と見なされ、処刑されたのであろう。

『漢書』李尋伝にも次のような記事がある。

「中壘校尉劉向奏す、忠可、鬼道を假りて上を罔あざむき、衆を惑わす。獄に下して治服せしめん。未だ断ぜず、病みて死す。賀良等、狭みて忠可が書を學ぶに坐して、不敬を以て論じらる」

中国においては古くから淫祀が禁じられるなど、鬼道に関してもこれを危険なこととし、否定的な見方をする傾向が強かった。『宋書』四十二に、

「……鬼道は衆を惑わし、妖巫は俗を破る……」と書かれた記事もある。

『晋書』六十五、藝術伝の「史臣曰く」とした最後の部分に、

「賛して曰く、傅に災祥を敘して、書に龜筮を称す。應ずること影響の如く、適うこと符契の若し。怪力亂神、時に詭いつわり世を惑わす。崇尚して巳ま弗れば必ず流斃を致す」と述べられている。

ただ「衆を惑わす」という言葉も悪い面ばかりで用いられているわけではない。

同じ『晋書』戴若思伝三十九にも「衆を惑わす」が用いられている。

「戴若思、廣陵の人なり。名、高祖廟の諱を犯す。祖、烈は呉の左将軍、父昌は会稽の太守たり。若思、風儀有り、性閑爽。少にして遊侠を好み、操行に拘わらず。陸機洛に赴くに遇う。船装甚だ盛ん。遂に其の徒と之を掠める。若思岸に登り胡牀に據り、同旅を指麾して皆其の宜しきを得る。機、察して之を見て常人に非ざるを知る。舫屋の上に在り、遥かに之に謂いて曰く、卿が才器此の如し、乃ち復た劫を作すや。若思、感悟して因りて涕を流し劔を投じて之に就く。機、與言して深く賞異を加え、遂に與に交を定む。若思、後に孝[image: gaiji]に擧げられ、洛に入る。機、之を趙王倫に薦めて曰く、蓋し聞く、繁弱にして御に登り、然して後に高墉の功顕、孤竹肆に在り。然して後に降神の曲成る。是を以て高世の主、遠邇の器を假る。蘊匵の才、大音の和を託すことを思う。伏して見るに處士廣陵の戴若思、年三十、清沖道を履き、徳量允塞なり。思理は以て幽を研ぐに足り、才鑒は以て物を辨ずるに足る。窮を安んじ志しを楽しむ。風塵の慕無し、節を砥ぎ行いを立て、井渫有り。東南の遺賓、宰朝の奇璞なり。若し迹を康衢に託たくすることを得れば、則ち能く軌を驥驥に結びて、質を廊廟に曜かし必ず能く光を璵璠に垂れんと、……倫乃ち之を辟す、……元帝召して鎭東右司馬と為す。……帝、晋王と為り以て尚書と為す。……（王）敦が参軍呂猗、昔臺朗為り、刀筆の才有り、性尤も姦諂。若思が尚書と為るや其の人と為りを悪む、猗も亦た深くこれを憾ず。是に至り乃ち敦に説きて曰く、周顗、戴若思は皆高名有り、以て衆を惑わすに足れり。近ごろの言、會て愧じる色無し、公若し除かざれば恐らくは再擧の患い有り、将来の憂いと為るのみ。敦、以て然と無し、又、素より之を忌む。俄に鄧嶽、繆坦を遣わして若思を収め、之を害せしむ。若思素より重望有り、四海の士これを痛惜せざるは莫し」

この場合の「衆を惑わす」は、戴若思を憎む王敦や呂猗が自らの立場から言った言葉であり、若思が実際に衆を惑わすような言動を行っているわけではない。忌み嫌う相手ではあっても多くの人々からそれなりの信頼を得ていることを認めているところから出てきた言葉である。信望が厚いことを恐れていたためにこのような拳に出たのであろう。

卑弥呼が「能く衆を惑わす」ことができたのは、彼女の口から語られる言葉、予言や教示がことごとく的中し、人々を心服せしめ畏敬の念を抱かせていたことの証ではないかと思う。卑弥呼は女王として推戴され、国の最高位の立場にある身であった。その超能力は国家の繁栄と安泰、人民の幸せにそのまま結び付けることができた。この立場の違いが中国の史書などに見られる鬼道に関する記事と根本的に異なる点である。

卑弥呼の死後、再び争乱が起きるのではないかと心配された倭国も、年齢僅か十三歳になったばかりの少女壹与を立てて王としたことによって国中がついに定まったという。壹与が卑弥呼の宗女だったからというだけでは、その前に立った男王も同じ宗室に属する人物だったのであるから説明がつかない。やはり卑弥呼と同様に霊能に恵まれていたということが、その尤もな理由だと思う。

佐伯氏は『「魏志」倭人伝を読む』で、「張魯の『鬼道』と関連させて、卑弥呼の『鬼道』を、その影響を受けた道教的宗教とする説が強くなってきているが、安易に結びつけることは慎みたい。卑弥呼の『鬼道』は、原始的宗教の範疇として考えるべきであろう」と述べているが、当時の倭国は武力以上に卑弥呼の鬼道を中心とした素朴な信仰によって結び付いた連合国のような面が強かったのではないか。







十　壹与か臺与か

壹与の名前について『梁書』倭伝、『北史』倭国伝は、ともに「復、卑弥呼の宗女臺與を立てて王と為す」としており、『通典』の倭条にも「其の宗女臺與を立てて王と為す」とある。また『太平御覧』の倭条には、「『魏志』にいわく、……是に於いて復、更に卑弥呼の宗女臺挙（與）、年十三なるを立てて王と為す」としている。

邪馬臺国のところでは「邪馬壹国」とした「魏志」倭人伝の記事が誤りであることは明らかであるが、「壹與」に関しては書写の誤りである可能性はきわめて少ないのではないか。佐伯氏も「壹與」を「臺與」とする立場をとる論者は多いが、はたしてこの説が妥当かどうか慎重でありたい、と述べている。

すでに『「魏志」倭人伝と確率論』（『古代日本海文化』13号）においても述べたが、「壹與」という名は三箇所に書かれている。確率論的にいっても「臺與」を「壹與」と誤って書き入れたということはまず考えられない。




政等、檄を以て壹與を告喩す。壹與、倭の太夫率善中郎将の掖邪狗等に二十人を遣わし、政等の還るを送らしむ。因りて臺に詣り、男女生口三十人を献上し、白珠五千孔、青大句珠二枚、異文雑錦二十匹を貢す。




倭人伝の記事は、こう結ばれている。

張政等は檄を以て直接、壹与に告喩した。この告喩は壹与を援護する立場からの激励と共に、女王としての心構えを告げ諭したものであったことに疑いはない。

壹与は率善中郎将の掖邪狗等二十人もの使者を遣わして、帰還する張政らを送らせた。

この時、壹与が献上した「白珠五千孔」に関して、「孔」という量詞は、用例がないとし、下の「青大句珠二枚」の上に冠して「孔青大句珠二枚」とする説があることに対して、佐伯有清氏（注１）は、明の徐弘祖の『徐霞客遊記』に載せられている「遊武彝山日記」の「大蔵の壁は、千仭に立ち、崖端の穴数孔にして、木板を乱れ挿すこと機杼の如し」とある例や、郭小川の『昆倫行』という詩に「前面を看るに、紅旗飄飄たり、紅旗の下、山凹の里に、三孔の土窟出現す」と書かれている例をあげ、「孔」は「崖端の穴」や「土窟」など、穴（孔）の空いているものの数量をあらわす語として用いられているとし、「白珠五千孔」の「孔」は「緒を通す孔が穿たれてあったため」という指摘が妥当であろう、と述べている。

水野祐氏（注２）も、「孔」は孔（穴）のあいた玉類を数える単位で、「顆」と同じであるとしている。「顆」はまるい物をかぞえる助数詞で、『大漢和辞典』には「顆は頭なり」という解釈も示されている。米つぶなどの小さいものの場合は「粒」で表されている。

「白珠五千孔」とは数珠などに用いる場合のように、緒を通す孔（穴）が穿たれた「白珠」と解するのが妥当であることは間違いない。佐伯氏は「孔」という文字からの推量にとどまらず数多くの書籍を渉猟し、「孔」が穴（孔）の空いているものの数量を表す語として用いられているという確実な用例を見つけ出された。その心血を注いだご努力に心から敬意を表したい。

「青大句珠二枚」については、青瑪瑙めのう（軟玉）で作られた勾玉とする説と、硬玉の翡ひ翠すいで造られた勾玉であるとする説がある（「句」は「勾」と通じる文字とされている）。

水野氏は縄文時代の硬玉製品分布表をあげ、これに続く弥生時代の出土品についても述べている。これによると縄文時代における出土品は関東以北の地に多かったようである。しかし、弥生時代のものになると北九州（福岡、佐賀）などでも硬玉製勾玉が多く出土しているという。この頃には関西方面でも硬玉製の勾玉が盛んに造られていたことが窺える。「句珠」に関しては硬玉製の勾玉とする説が強い。

「二枚」という記述のしかたについてであるが、「青大句珠」と、まるくて美しい形のものを表す「珠」に「枚」という表現が用いられているのはそぐわない感じがする。

『大漢和辞典』には、「珠、凡そ物の圓き者、皆、珠と曰う。算珠・念珠の如し。……」などとある『中華大字典』の記事が載せられている。

「枚」は金貨や銀貨など平たいものを数える助数詞として用いられてきた。

『晋書』郭璞伝に「銅鐸五枚を得る」とあり、また『宋書』符瑞志などにも、

「建興四年、晋陵武進の人陳龍、田中に在りて銅鐸五枚を得る、柄口に皆、龍虎の形有り……崇高の廟の石壇の下に於いて玉璧三十二枚、黄金一餅を得る……雷声有りて俄に岸崩れ、銅鐸十二枚を得る」などと書かれている。

「玉璧」の場合は環状の平たい大玉であることが知られており、問題はないが、銅鐸などの場合はやや偏平であるとはいえ、鈴に似た形をしており、「枚」という数詞をあてはめるのは少し無理がある感じがする。しかし、『大漢和辞典』などを見ると「枚は筒なり」とある「玉篇」などの記事が引かれているので、そのままでよいのかもしれない。

「勾玉」は球形ではない。にもかかわらず「勾玉」ではなく「珠」と記されているのはなぜであろうか。

『晋書』輿服志を見ると、

「建華冠は鐵を以て柱巻と為し、大なる銅珠九枚を貫く。古は雑木珠を用う」

などと書かれた記事がある。美しく磨いたものであれば完全な球形でなくても「珠」とし、大きなものには「枚」という数詞が用いられたのであろうか。

「句珠」が我国でいう「勾玉」に間違いないとすれば、『晋書』にある「大なる銅珠」も、完全な球形ではなかった可能性が考えられる。これまで「珠」と書かれている場合は、真珠のような完全な球形であることを前提とした記述だと考えていたが、認識を改めなければならない。

『隋書』禯儀志六に、

「……後漢は白玉珠を用う。晋、江を過ぎてより服章多く闕く。遂に珊瑚雑珠を用い、飾るに翡翠を以てす。侍中顧和、奏す。今、玉珠を備えること能わず、白[image: gaiji]を用う可し」

と書かれた記事がある。中国においてさえも玉珠はなかなか得難い品物であったことが窺える。

「魏志」鍾繇伝の注引魏略には、

「……太祖、漢中を征するとき、太子孟津に在り。繇、玉玦有りと聞きて、之を得んと欲す。而るに難し。公、密かに臨甾侯を使て、轉た人に因りて之を説かしむ。繇即ち之を送る。太子、繇に書を與えて曰く、夫れ玉は以て徳を君子に比し、美を詩人に見わす。晋の垂棘、魯の璵璠、宋の結縁、楚の和璞。價は萬金を越う。貴きこと都城より重し。……」などとも記されている。

壹与が貢納した「青大句珠」は、僅か「二枚」ではあっても、貴重な贈り物として受け取られていたのではないか。

「異文雑錦」に関してもいろいろな説が出されている。「異文」とは中国の文様とは異なることを述べたものと思われ、また、「雑錦」については様々な文様、彩色をとり雑ぜた錦、とする意見が強いようであるが、当時の中国の錦と比較して少し粗雑な感じのものであるという意味も、或いは含まれているのかもしれない。

正始四年条には「倭錦」が上献されたことが記されているが、ここでも中国の錦とは少し違うという意味が読みとれる。北九州の弥生遺跡から出土する絹織物が、中国などで出土したものと比較して目が粗いということはすでに指摘されている。

水野氏は倭からの贈り物を記すに当たって貢献、上献、それに壹与の朝貢に関する記事が「男女生口三十人」の献上と「白珠五千孔、青大句珠二枚、遺文雑錦二十匹」を貢したことが別々に分けて記されていることを指摘している。この使い分けにはどのような意味が含まれているだろうか。

「貢」と「献」の使い分けは様々な場合に見られ、なかなか判別するのが難しい。

「烏桓の大人、衆を率いて内属。闕に詣りて朝貢す」（『後漢書』光武帝紀　下）

「建武中元二年、倭奴国奉貢して朝賀す。……安帝の永初元年に倭国王帥升等、生口百六十人を献ず」（『後漢書』倭伝）

「正始六年、楽浪の太守劉茂、帯方の太守弓遵、遼東の濊、句麗に属するを以て、師を興して之を伐つ。不耐侯等、邑を擧げて降る。其の八年、闕に詣りて朝貢す」（「魏志」東夷伝）

「皆、義を感じ、恵みに懐き、塞を款きて内附し、或いは命を委ねて貢を納む」（『晋書』文帝紀）

「正始元年春正月、東倭譯を重ねて貢を納む」（『晋書』宣帝紀）

「是の歳、軍旅大いに起こり、王公妃主、及び朝土牧守、各々金帛等の物を献じ、以て国用を助く。下は富室小民に及ぶまで、亦た私財を献じて数十萬に至る者有り」（『宋書』索虜伝）

強いていえば「貢」は、みつぎ物を納める貢賦の意味合いがあるのに対し、「献」は文字どおりの献上品であることを示したものである。

ここで問題となってくるのが後漢時代、王充によって著された『論衡』に見られる次の記事である。

「周の時、天下太平、越裳雉を献じ、倭人鬯草を貢す」（巻八、儒増編）

「武王の時、越裳雉を献じ、倭人暢草を貢す」（巻十九、恢国編）

越裳国の場合は「献ず」としているのに対し、倭人の場合は鬯（暢）草を「貢した」とされているのである。先の解釈に従えば、倭は周の時代から服属していた、ということになってしまう。そのようなことは到底考えられないではないか、という疑問を持たれるのは当然だろう。

ただここでは「倭国」ではなく、「倭人」となっている点が救いである。私は、周の時代、倭人達が鬯（暢）草を貢したのは、中国において気兼ねなく鬯（暢）草を商うことができるように、場所代として貢納していたのではないかと推測している。倭人達は周王朝の公認を得て、人なれた訳者の手助けを受けながら、安心して商売をさせてもらっていたのかもしれない。

「魏志」九、注引の世語に、

「（王）經、字は彦偉、初め江夏の太守為り。大将軍曹爽、絹二十四を附して、呉において交市せしむ……」とあり、また、「呉志」孫権伝の赤烏八年（二四五）条に、「校尉陳勲を遣わし、屯田及び作士三萬人を将いて、句容の中道を鑿つ。小其自り雲陽西城に至るまで、會市を通じせしめ、邸閣を作る」などと書かれた記事がある。倭人伝にも、

「……国々に市有りて有無を交易す。大倭をして之を監せしむ」と書かれているが、中国においても、様々な物品を売り買いする場合には、必ずそれを監視する役人がいて、公平な取引が行われるよう厳しく取り締まっていたのではないか。

「魏志」九、注引『魏略』には、「洛中の市買、一銭足らざるときは則ち行われず」などという記述も見られる。「魏志」倉慈伝にも、

「……西域の雑胡、来たりて貢献せんと欲す。而るに諸豪族多く逆えて断絶す。既に與に資を遷し、欺詐侮易、多く分明することを得ず。胡、常に怨望、慈、皆之を労す。洛に詣らんと欲する者には、為に欲する過所に封じ。群従り還る者、官、為に平取。輒ち府の見物を以て與に共に交市。吏民を使て道路を護送せしむ。是に由りて民夷翕然として、其の徳恵を稱す」と書かれた記事がある。

倭人伝には、対海国、一大（支）国の人達が、簡単な帆と手漕ぎの船を操りながら、海を渡って北九州や韓国にまで出向き、商いをしていたことも記されている。

また、倭人伝の地の文の最後の部分には、女王国の東、千餘里のところにある倭種の国々、さらには侏儒国や船行一年可りも要する（水や食料を補給するため小笠原諸島の島々にも立ち寄る総日数をも含めた）という裸国、黒歯国などに関する記述も見られる。古代の人々は現代の我々が想像する以上に逞しく生きていたのではないだろうか。

『後漢書』の著者范曄は、東夷伝の最後に、

「論じて曰く、昔、箕子、衰殷の運に違い、地を朝鮮に避く。始め其の国の俗、未だ聞くこと有らざる也。八條の約を施すに及びて、人をして禁を知らしめ、遂に乃ち邑に淫盗無く、門、夜閉さず、頑薄の俗を回て、寛略の法に就かしめ、数百千年に行わる。故に東夷に通じて、柔を以て謹みて風を為す。乎三方に異なる者なり。苟も政の暢うる所は則ち道義存すと。仲尼懐憤して以為らく、九夷に居る可しと。或ひと其の陋いことを疑う。子の曰く、君子之に居らば何の陋きことか之有らん。亦た徒に以有ること焉れ爾り。其の後、遂に商賈を通接して、漸く上国に交れり。而うして燕人衛満、其の風を擾雜す。是に於いて従い、而うして澆異なりと。老子に曰く、法令滋ます章らかなるも盗賊多く有り。箕子が交條を省澆にして、而うして用い、信義あるが若きは、其れ聖賢の作法の原を得たりと」と結んでいる。

この東夷伝の濊条には、

「昔、武王、箕子を朝鮮に封ず。箕子、教えるに禯義、田蚕を以てす。又、八條の教えを制す」とあり、

「其の人終に相盗せず、門戸の閉じること無し。婦人貞信なり。飲食するに[image: gaiji]豆を以てす」

と、倭人伝に似た記述が見られる。

「商賈を通接して……」以下の文は、箕子朝鮮の風俗の乱れについて述べたものがあるが、『三国志』が書かれた三世紀の時代、一海を隔てた倭国には、幸い朝鮮半島の人々が箕子の感化を受けた頃のような純篤な気風は、そのまま残されていた。陳寿は「婦人淫れず、妬忌せず。盗窃せず、諍訟少なし」と記している。

東夷伝の最後にも書かれている「其の後、遂に商賈を通接して」などから推しても、周の時代、倭人達がはるばる中国にまで商いに出かけていたということも、決して無稽な憶測とはいえない。




〈注〉

１　『「魏志」倭人伝を読む』

２　『評釈「魏志」倭人伝』







第二章　卑弥呼と邪馬台国考察







一　その後の邪馬台国

倭人伝の記事は、壹与による朝貢を最後に閉じられている。その後、卑弥呼から壹与へと続いてきた邪馬台国は、どのような変遷をたどったのであろうか。

『晋書』武帝紀を見ると、泰始二年十一月条に「倭人来りて方物を献ず」とあり、同じ『晋書』の倭人伝には、

「宣帝の公孫氏を平らげる也、其の女王、使いを遣わし帯方に至りて朝見。其の後、貢聘絶えず。文帝相と作るに及び、又、数しば至る。泰始の初め、使いを遣わし、訳を重ねて入貢す」と書かれている。また、『梁書』倭伝には、

「……正始中に卑弥（呼）死す。更に男王を立つも国中服さず、更ごも相誅殺す。復た卑弥呼の宗女臺與を立て王と為す。其の後、復た男王を立て並びに中国の爵命を受く。晋の安帝の時、倭王賛有り。……」と記されている。

そこで『晋書』安帝紀を見ると、義熈九年条に、

「是の歳、高句麗、及び西南夷銅頭大師、並びに方物を獻ず」とある。

この義熈九年は西暦四一三年に当たる。『晋書』に記された泰始二年（二六六）から数えると実に百四十七年という年代の隔たりがある。

『日本書紀』神功皇后摂政六十六年の条に、

「是の年、晋の武帝の泰初（始）二年。……晋の起居注に云う、武帝の泰初二年十月（十一月）、倭の女王、遣わして訳を重ねて貢献せしむ」と注記されている。誤記は多いが晋の『起居注』の記事が壹与の朝貢について述べたものであることは疑いなさそうである。

壹与の時代は泰始二年（二六六）頃までは確実に続いていた。『梁書』倭伝に書かれた、

「……其の後、復た男王を立て並びに中国の爵命を受く」について、現在の学界では『宋書』倭国伝などに記された倭王賛や、其れに続く歴代の男王に関する記述であるとする意見が強い。

しかし、この見解は明らかに間違っているといわなければならない。壹与の貢聘から百四十七年も経過した義熈九年の倭王賛に対する爵命を、「並びに」などと記すだろうか。

倭人伝には女王となった卑弥呼に関して、「男弟有り、佐けて国を治む」と記されている。このことから考えられるのは、壹与が卑弥呼と同じく神に仕える霊能者であり、実際の政治は別の男性が行っていたらしいということである。

特に壹与の場合、十三歳という年齢から考えても、卑弥呼の後を継いで立った男王にかわる名称だけの女王だったという感じが強い。

「並びに」は、先にあげた『晋書』安帝紀、義熈九年条の「是の歳、高句麗、倭国、西南夷銅頭大師、並びに方物を獻ず」などの他に、『史記』蘇秦列伝にある「秦は西帝と為り、燕は北帝と為り、趙の願う所なり」、また、『宋書』倭国伝の「珍、又、倭隋等十三人を平西・征虜・冠車・補国将軍の号に除正せんことを求む。詔して並びに聴す」など、同じ時期における同じような事柄をまとめて示すために使用されている場合が多い。

『梁書』倭伝の記事は、

「正始中、卑弥呼死す。更に男王を立つも、国中服さず。更ごも相誅殺す。復た卑弥呼の宗女臺與を立て王と為す。其の後復た男王立つ、並びに中国の爵命を受く」

とある記事に続けて、

「晋の安帝の時、倭王賛有り。賛死して弟彌珍立つ。彌死して子の済立つ。済死して子の興立つ。興死して弟武立つ」となっているのである。

「並びに中国の爵命を受く」が、賛以下の歴代の王のことについて述べたものでないことを疑う余地はない。

もちろん、「並びに」が同時期における事柄だけを示すために用いられているとは限らない。そのことは『宋史』日本伝に記された、

「後漢より初めて朝貢し、魏・晋・宋・隋を歴て皆、来貢す。唐の永徽・顕慶・長安・開元・天宝・上元・貞元・元和・開成中・並びに使いを遣わし入朝す」

また、『梁書』高句麗伝の、

「孫高璉に至りて晋の安帝の義熈中、始めて表を奉じて貢職を通ず、宋・斉を歴るまで、並びに爵位を授けられる。年、百餘歳にして死す」

などを見ることによっても明らかである。

しかし、これらの記事には各世代にわたっての年号、或いは国名（皇帝名）などを記し、必ずその年代を示している。したがってこの場合の「並びに」は『梁書』倭伝の記事、および『史記』の「並びに三帝を立つ……」などの場合とは違い、各世代にわたる通交を一括して表現するための文字として用いられたものといえる。

以上によって『梁書』倭伝に書かれた「其の後、復た男王立ち、並びに中国の爵命を受く」が、壹与と共に並び立った男王の存在を示す貴重な裏付けとなるものであることを理解いただけると思う。

二人の女王

ここで卑弥呼・壹与という二人の女王が、なぜ『日本書紀』の中に記録されなかったのか、ということについて考えてみたい。

この問題についてはすでに『近畿南九州史談』第六号などにおいて述べたが、これは女王という称号に関する我国と中国における認識の違いに原因を求めることができる。

『日本書紀』の注には、女王という呼称について「令制は二世以下の女性皇族をいう」と書かれている。中国とは違い、我国の女王という称号は、品位としては皇女などより一段低く考えられていたのである。現代においてもこの制度はほとんど変わっていない。

王とはならなかったが、卑弥呼を補佐して政治の実権を揮った男弟。再び即位して壹与と共に並び立ち、実際の政務を司った男王。この二人の存在が卑弥呼・壹与という二人の女王が『記・紀』の中に王（天皇）として記録されなかったことの最大の原因ではなかったかと思うのである。

『東アジアの古代文化』三十四号における佐伯有清氏との対談の中で鈴木靖民氏は、宗教的権限と行政的権限を分かち持つ複式王、二人王の存在を示唆する発言をされているが、当時の状態を適確に言い表した意見だと思う。卑弥呼の時代に続く壹与・男王という二人王の存在。それはまだはっきりとした形ではなくても、後世に見られるような祭政分化の原型といったようなものの姿が、そこに誕生していたことを物語っているのではないだろうか。

私は卑弥呼を孝霊天皇の皇女、倭やまと迹と迹と日ひ百もも襲そ姫ひめの命みことではないかと考えている。現在、邪馬台国九州説を主張する方々の中には天照大神を卑弥呼に比定する論者が多い（安本美典氏など）。しかし、天照大神が卑弥呼であるとした場合、我国古代天皇の年代に大きな無理が生じてくる。

この説の大きな根拠となっているのは、天照大神が女王であったこととともに、統計学的にその活躍時期が一致しているとするところにある。すなわち現在、歴史的な事実として信頼できる第三十一代の用明天皇に続く二十人の一代平均在位年数（一〇八八年を基準としたもの）である。

安本氏は用明天皇から大正天皇までの平均在位年数を各時代別に分けて算出、それを棒グラフによって示している。図を見れば明らかなように、天皇の在位年数は時代をさかのぼるにつれて短くなっている。これは日本だけではなく、世界の王の在位年数を見ても同様の傾向を示している。

安本氏はこの統計学的傾向を重視し、古代における王の在位年数は約十年で安定しているとし、この平均在位年数を用いて『古事記』『日本書紀』にある天皇の代の数をもとに、推計学的な方法によって、天照大神の時代が卑弥呼の活躍時期と一致することを推定された。

安本氏の行われた推定は、表面に表れた数字だけによって判断する限り、確かに理にかなったものであり、何ら矛盾したところはないかもしれない。しかし、天皇（王）の在位年数などというものは、それぞれの時代における歴史的な背景を無視して語ることはできない。卑弥呼＝天照大神説のどこに矛盾したところがあるか、ここで中国の王の平均在位年数などによって吟味してみることにする。
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安本氏が示された統計グラフ（『卑弥呼の謎』）を見れば判るように、中国の一世紀から四世紀までの王の平均在位年数は、一〇・〇五年となっている。この一〇・〇五年を基準として後漢第十四代目の皇帝となった献帝（一八九〜二二〇）の在位時期の中心年となる二〇五年を起点として、後漢第一代光武帝の活躍時期を推定したとしよう。

両方の中心年である二〇五年から四一年までの間の皇帝の数は十三人であるから、先にあげた一世紀から四世紀までの皇帝の平均在位年数一〇・〇五年を適用した場合、二〇五年から一三〇・六五年溯ることになる。したがってその推定中心年は七四・三五年となってしまう。これは光武帝の活躍時期の中心年である紀元四一年よりも三三・三五年も後の時代である。僅か十三代前を推定した場合でも、これだけの誤差が出てきてしまう。
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このことは、時代が古くなるに従って在位年数が短くなっているとする統計的傾向に基づいて一世紀から四世紀までの平均値を適用するだけでは、まだどこかに不完全な所があることを示している。まして用明天皇から天照大神までには、二十六代もの天皇が存在しているのである。代の数が多いほど基準となる数値の如何によって、その推定年代も大きく違ってくることに十分注意しなければならない。

またこれとは逆に、坂田隆氏が行ったように全体の平均値（一四・七年）を基準とした場合、たとえば西洋の王の平均在位年数一八・〇六年を用いては、九・〇六年という一世紀から四世紀までの西洋の王の在位時期は正しく推定できないことになる（『卑弥呼をコンピューターで探る』の著者・坂田氏は、用明天皇から大正天皇までの全体の平均在位年数一四・七年を基準とし、垂仁天皇の皇女倭姫命を卑弥呼に比定している）。

ちなみに中国漢の時代の平均在位年数は前漢一六・二年、後漢一三・九年である。中国の場合でいえば、三国時代から隋の時代にかけては、漢の時代に比べて政情が不安定であったことも大きく関係しているのかもしれない。

つまり、こういった面からの考察も当然必要となってくるわけである。表面に表れた数字だけによる推定には、やはり限界があるといわなければならない。

いずれにしても、推定を行うに当たっては様々な場合を想定してかからなければならない。中国の場合は坂田氏が主張しているように、全体の平均を適用した方がずっと誤差が少なくてすむ。中国皇帝の全体の平均在位年数は十二・一六年である。

私は以上の点を考慮し熟慮を重ねた上、用明天皇から醍醐天皇までの三十代の平均在位年数一一・五二年と、用明天皇から大正天皇までの九十八代全体の平均在位年数一四・三三年を合わせたものの平均値（一二・九三年）を基準在位年数として、卑弥呼に比定されている各人物（天照大神、倭迹迹日百襲姫、倭姫命、神功皇后）の即位時期、および活躍時期を推定してみた。

この推定によって、倭迹迹日百襲姫の時代が卑弥呼の時代に最も近いという結果を得た。

統計学的には九十五パーセントの信頼度を求めるための推定を行う場合、定数として一・九六を用い、九九パーセントの信頼度としての数値を求める場合の定数は二・五八とされているようである。

しかし、その基礎となる平均在位年数の如何によって、推定される年代に大きな差が生じてしまうため、何パーセントの信頼度といってみてもあまり意味がないことになってしまう。このような推定を行う上で何よりも大事なのは、その推測中心年が卑弥呼の時代に最も近いのは誰かということを知るところにあると思う。そこで私は計算を簡単にするためもあり、定数は二として推算させていただいた。

ここでもう一つ別の角度から、天照大神を卑弥呼とする説が、年代的にいかに無理があるかを指摘しておきたい。

『古事記』の第十代崇神天皇条の分注には、「戌寅の年の十二月に崩りましき」と、その没年干支が記されている。『古事記』にはこの崇神没年をはじめとして第三十三代推古天皇までの二十四人の天皇のうち、十五人の天皇に関する没年干支が記されている。この中で崇神没年については二五八年とする説と、それより六十年後の三一八年とする説がある。干支の伝来については諸説あるが、種々の事情を勘案しても、これらの没年干支にはある程度の信頼をおいてもよさそうである。

卑弥呼亡き後、十三歳で女王となった壹与は、二六六年に晋へ朝貢したことが伝えられている。天照大神を卑弥呼とした場合、この壹与の後を承けて即位した天皇から崇神天皇の没年までには、十三人の天皇を充てなければならない。問題の崇神没年については、現在のところ二五八年より三一八年説の方が、その後に続く天皇の在位年数との兼ね合いなどから有力視されている。

今、仮に壹与の時代を二六六年までとすると、三一八年までは五十二年しかない。この五十二年間に十三人の天皇が交代したとすれば、その一代平均の在位年数は僅か四年しかないことになる。この年数は一代の在位年数としては極端に短い。

一方、『日本書紀』崇神天皇の条には、その没年を辛卯の年としている。この干支は何らかの古伝承を新暦によって修正したものである公算が強い。

この辛卯年で崇神没年に該当しそうなのは、二七一年と三三一年の二つの場合が考えられる。崇神没年を三三一年であったとすると、壹与朝貢後の二六七年から三三一年までの年数は、六十五年である。この六十五年間に十三人の天皇が在位していたとしても、一代平均の在位年数はやはり五年にしかならない。これではいかに時代が古いとはいえ、一代の在位年数として考えるにはあまりにも短すぎる。

そこで、一代の平均在位年数を十年にしようとすれば、崇神没年をさらに引き下げなければならない。没年をこれ以上（干支一巡六十年）引き下げた場合、垂仁天皇に続く各天皇の時代を、それぞれの年代に当てはめることは全くできなくなってしまう。三一八年の六十年後といえば三七八年。三三一年からだと三九一年となるのである。

『古事記』には、三十三代推古天皇の没年干支を戌子と記している（西暦六二八年）。この六二八年は誰もが認めるところである。崇神没年を三一八年とすれば、垂仁天皇以下推古天皇までの二十三代の一代平均在位年数は一三・四八年。もしこれに『日本書紀』のように神功皇后も一代として加えると、その一代平均在位年数は一三・〇四年となる。古代天皇の在位年数として決して長すぎるとはいえない。このように干支を基準とした考察によっても、天照大神を卑弥呼とすることがいかに無理であるか理解いただけると思う。

天照大神＝卑弥呼説は平均在位年数による推算、『古事記』にある干支紀年をもとにした考察、この両面からの推察において完全に破綻しているといわなければならない。平均在位年数による推定は、「神武東征と邪馬台国の西遷」によって示してある。

倭迹迹日百襲姫＝卑弥呼説に対する反論の一つとして、この姫に関する記事が崇神天皇紀の中に書かれていることがあげられている。

天照大神は神話の中において最高の権威者として描かれている。これに対し倭迹迹日百襲姫の場合は、卑弥呼と同じく超能力者ではあっても、ただ天皇の皇女とだけしか書かれていない。では、彼女は単なる巫女でしかなかったのだろうか。

卑弥呼は倭の女王として君臨した女性である。もし倭迹迹日百襲姫が天皇の皇女でしかなかったのなら、その地位にあまりにも差がありすぎる。しかし、倭人伝の記事にも見られるとおり、実際に政治上の実権を握って国の政治を取り仕切っていたのは、卑弥呼ではなく男弟であったこと、また『日本書紀』の記事そのものに潤色改竄されたらしいあとが数多く見られることを忘れてはならない。

東大名誉教授、肥後和男氏は、その著者『崇神天皇』において、「ヤマトトトヒモモソ姫が偉大な予言者であったとする一方、憶説としながらも、崇神天皇とヤマトトトヒモモソ姫のあいだにはだいぶ年のへだたりがあるとし、姫の死後が〝ミマキイリ彦〟（崇神天皇）の時代であったとして、そこに時代の転換があった」とする考えを述べている。

また阿部秀雄氏も『歴史と旅』昭和五十年五月号において「……断固として崇神を切り離し、ヤマトトトヒモモソ姫の時代的設定をしなければならない……」とされている。

すでに多くの人によって論じられているように、崇神天皇の時代に大きな政治的、社会的変動があったということは、以下に述べる内容によっても窺うことができる。

二人の始祖（ハツクニシラス）

まずあげられることは、建国第一代の天皇と伝えられている初代神武天皇（始馭天下之天皇）と共に、第十代崇神天皇にも御肇国天皇という称号が冠せられていることである。『日本書紀』の記述に従えば、同じ大和朝廷の建設者、つまり始祖が二人いるということになる。

その記事内容から察すれば、神武天皇が初めて大和に支配体制を敷いた建国者。一方、崇神天皇は大和を拠点としながらさらに広い範囲に統括権を及ぼし、国家としての体制をととのえたことにその特長が見られる。

ところがその経略範囲となると、神武天皇の方が、日向を出発点として、瀬戸内さらに紀伊半島、大和と規模が大きい。このことは神武天皇が必ずしも大和一国だけの支配者として終始したのではなかったことを示しているともいえる。

いずれにしても、同じ皇統系譜の中に記された二人の天皇に、大和国家の建設者（始祖）としての称号が与えられているということは、大きな謎といわなければならない。これは神武天皇に始まる我国の皇統が一貫して続いてきたのではなく、そこに何か大きな政治的変動があり、新しい実力者の出現によって政権の交代が行われたことの証拠ともいえるのではないだろうか。

この問題については、すでに多くの研究者によって論じられており、二人のハツクニシラス論として有名である。ここに述べる革命による政権交代説の他、いわゆる騎馬民族征服王朝説（注１）など、様々な説が唱えられ、未だに決着を見ていない。

倭迹迹日百襲姫と大田田根子

すでに述べたように、崇神紀の記事にはかなり矛盾した所がみられる。山尾幸久氏も『魏志倭人伝』の中でこの問題についてふれ、

「この大王（崇神）の事跡として書かれていたことの重要な一部分は、大和王権の草創期、そのきわめて長期にわたる歴史過程が、一人の人物に収斂され、説話化され、類型化・単純化されているらしい」と述べている。

この時代における意図的な史実の捏造、誤伝をも含めた説話化による伝承があったことを考える余地は十分にあると思う。今ここでこれらの記事を分析することによって、意外なところから隠された邪馬台国の謎を探る糸口が見つかるかもしれない。

以下、疑問に思える記事の一つ一つについて検討を加えながら考察を進めてみたいと思う。

崇神天皇五年条には、

「国内に疾疫多くして、民死亡れるもの有りて、且に大半にすぎなむとす」、さらに同六年条には、

「百姓流離へぬ。或いは背叛くもの有り。その勢い、徳を以て治めむこと難し」と記され、また、

「是れより先に天照大神、倭大国魂、この神を、天皇の大殿の内に並祭る。然してその神の勢を畏りて、共に住みたまふに安からず。故、天照大神を以ては、豊鍬入姫命に託けまつりて、倭の笠縫邑に祭る。仍りて磯堅城の神籬を立つ。亦、日本大国魂神を以ては、渟名城入姫命に託けて祭らしむ。然るに渟名城入姫命、髪落ちち體痩みて祭ること能わず」と記されている。

続いて七年の条には、疫病の流行と民衆の離反など、打ち続く災害対策に苦慮する天皇の夢枕に立った大物主神が、

「天皇また愁へましそ、国の治らざるは、是吾が意ぞ。もし吾が児大田田根子を以て、吾を令祭りたまはば、たちどころに平ぎなむ」と語ったことが記されている。

天皇はただちにこの言葉に従って天下に布令を出し、茅渟県の陶邑にある大田田根子を探し出して大物主神を祀るための祭主とした。これによって疫病の流行、また「その勢い、徳を以て治めむこと難し」とまで天皇を悩ませた民衆の離反も漸く鎮まったとある。

これらの記事を見れば判るように、ハツクニシラススメラミコト（御肇国天皇）とまで称された崇神天皇の治世も、その出発点における情勢は大変な混乱状態であったことが判る。それに大物主神の子孫といわれる大田田根子に、この神を祀らせることによって乱れが治まり、国家の安泰が保障されたということは、大物主神、或いは倭の神々が、崇神朝の存在を快く思っていなかったことを示している。

また、いかにも不思議なのは、十年条にある「倭跡跡日百襲姫命、大物主神の妻と為る」と書かれた記事である。

七年八月条の記事で明らかなように、大物主神は大田田根子によって祭祀されているはずであった。にもかかわらず、まるで取って付けたかのように倭跡跡日百襲姫との結婚話がここに挿入されているのである。

この『日本書紀』の記事に対して『古事記』の方では、活玉依昆賈が大物主神の妻となり、大田田根子（意留多多泥古）はその子孫として語られている。しかもこの『古事記』には倭跡跡日百襲姫の記事は一切書かれていないのである。また、その注には、

「多氏古事記に曰く、崇神天皇の世、倭跡跡媛皇女、大三輪大神の婦と為る。夜毎に一壮士有り、密かに来たりて暁に去る。皇女奇しく思い、綜麻を以て針に貫き、壮士の暁に去るに及ぶとき、針を以て襴に貫く。旦に及びて之を看れば、唯、三輪の器を遣す者有り。故に時の人、称して三輪村と為す」と、『土佐国風土記逸文』に類似の伝説を載せていることが記されている。

両書の記事が異なっているばかりでなく、この両方を併せたような説話も伝えられていたことが判る。このような記録を見れば、何かの原因によって大田田根子と関係のある玉依姫の伝承と倭跡跡日百襲姫の箸墓造営に関する説話が、混同されて崇神紀の中に書き入れられたものと思われないでもない。

しかし、たとえ誤伝であったにしても、孝霊天皇の御子である倭跡跡日百襲姫命の伝説が、その弟である吉備津彦の名と共に崇神紀の中に記載されていることは、その年齢という点から考えても、矛盾に満ちていることを感ぜずにいられない。

原田大六氏も『邪馬台国論争』の中で、崇神紀の十年条にある四道将軍派遣の記事を例に引き、崇神紀の虚偽としてこれを否定している。

武埴安彦（津波邇安王）の謀叛

では年代的にも大きな無理のある倭跡跡日百襲姫の話が、崇神紀の中に記載された真の原因とは何か。

崇神紀には、この倭跡跡日百襲姫の記事と共に、武埴安彦の謀叛事件が載せられている。この事件は四道将軍の一人として北陸へ遣わされた大彦命が和珥坂にさしかかったとき、一人の少女が「御間城入彦はや　己が命を　弑せむと　窃まく知らに　姫遊すも」と、歌を口ずさんでいるのを聞いていぶかり、急いで引き返して報告したことに始まる。

「是に、天皇の姑、倭跡跡日百襲姫命、聡明く叡智しくして、能く未然識りたまへり。乃ちその歌の怪を知りて、天皇に言したまはく、『是、武埴安彦が謀叛けむとする表ならむ。吾聞く、武埴安彦が妻吾田媛、ひそかに来たりて、倭の香山の土を取りて、領巾の頭につつみて曰さく。是、倭国の物飼實とまうして、則ち反りぬ。是を以て、事有らむと知りぬ。早に図るに非ずは、必ず後れなむ』」

この『日本書紀』の記事では大彦命の話を聞いた倭跡跡日百襲姫が、予知能力によって武埴安彦の謀叛を察知し、これを崇神天皇に教えたということになっている。

ところが一方、『古事記』の崇神天皇条には、この姫の名は一切記されておらず、直接、大昆古命の話を聞いた天皇が建波邇安王に謀叛の心があることを話したことになっている。

この両書の記事を見ても、武埴安彦の謀叛に際しては、同じ皇族の一人である大彦命が常に崇神天皇（娘婿となった）を援護する立場にあったことが判る。これに加え、倭跡跡日百襲姫も『日本書紀』の記事では崇神側に立った人物として描かれている。

しかし、『古事記』などの記事から察すれば、はたして彼女がほんとうに武埴安彦の謀叛を崇神天皇に教えたかどうかは疑わしいとしなければならない。いうまでもなく、崇神天皇が大物主神を祀ったのは、あい次いで起こる災いを鎮めるためであった。また大物主神は、自らの子孫にあたる太田田根子を祭祀者として指名したとある。その一方で超能力を持つ倭跡跡日百襲姫の名が記され、この神との結婚譚が語られているのである。

このようなことを考え合わせれば、もともと大物主神を祭神としていたのは倭跡跡日百襲姫だったのではないか、という可能性も出てくる。彼女は孝元天皇の妹である。もしこの姫が卑弥呼であったとすれば孝元天皇の死後が「卑弥呼」の時代であり、大物主神の力によって数々の奇跡が行われていたのではないか、という想定も成り立つ。

ところが倭跡跡日百襲姫の死後、何かの原因によってその祭祀が忘れられていたのではないか。このことは、その信仰を支えてきた集団、その母胎となった勢力の崩壊を暗示していると思う。

そうすると崇神朝におけるたび重なる災難は、卑弥呼の後を継いだ壹与の治める邪馬台国を滅ぼしたことに対するこの神の怒りであったとも受けとれる。したがって、倭跡跡日百襲姫の記事がここに書き入れられているのは、簒奪を取り繕うために行った崇神側の造作が原因、という見方もできるのである。

開化紀には伊香色謎命を皇后とし崇神天皇が生まれたと書かれているが、「是は庶母なり」と注意書きがされている。また、この記事に続けて、

「是より先に、天皇、丹波竹野媛を納れて妃としたまふ。彦湯産隅命（亦の名は彦蔣簣命）を生む。次の妃和珥臣の遠祖姥津命の妹、姥津媛。彦坐王を生む」などと記されており、謎が多い。孝元天皇紀にはこの伊香色謎命が孝元天皇の妃として彦太忍信命を生んだことが記されている。

はたして開化天皇はほんとうに崇神天皇の父親だったのだろうか。崇神天皇は大彦命の女御間城姫を皇后とし、御間城入彦五十瓊天皇と呼ばれていた。ここに記されている「入彦」という呼び名には、一体どのような意味が込められているのだろうか。垂仁天皇にも活目入彦五十狭茅天皇という名が付けられている。垂仁天皇は開化天皇の子・彦坐王の女、狭穂姫を皇后としている。

垂仁紀には皇后となった狭穂姫が兄・狭穂彦王に命じられるままに天皇を殺そうとした事件が記されている。単なる憶測と思われるかもしれないが、「入彦」という名称には「入り婿」という意味が含まれているのではないか。先にあげた武埴安彦が謀叛を企てているとされた事件、垂仁紀における狭穂彦と狭穂姫にまつわる物語は、同じ皇統内における軋あつ轢れき、権力争いとして見過ごすことのできないものが感じられる。

ここには崇神から垂仁へと続く二代にわたる政略結婚。何とかして邪馬台国直系の皇族との結び付きを強めて民心を掌握するために苦慮する崇神朝の姿が窺える。

〝皇統は一本の線で繋がれた〟、そして邪馬台国直系の武埴安彦、それに狭穂彦・狭穂姫は反逆者として記録されたのではないだろうか。

天皇になれなかった大彦命

崇神朝の頼もしい協力者として描かれている大彦命は、記録では開化天皇の同母兄となっている。いわば皇位継承者として第一の資格を持つ嫡嗣である。もしこのことが『記・紀』の記述どおりであるとすれば、この大彦がなぜ天皇の座に就かなかったのかということが、大きな問題として浮かび上がってくる。

本来ならば当然天皇になっても不思議はない。だが、何かの原因で即位できなかった。ここで想起されるのが卑弥呼の死後、後継者の擁立をめぐる紛争を記した倭人伝の記事である。

倭人伝には次のように記されている。

「卑弥呼以て死す。大いに冡を作る。径百餘歩、徇葬する者、奴婢百餘人。更に男王を立てしも、国中服さず。更ごも相誅殺し、當時千餘人を殺す。復た卑弥呼の宗女壹與年十三なるを立てて王と為し、国中遂に定まる」

この倭人伝の記事は、卑弥呼亡き後の皇位継承をめぐる大彦命と稚日本根子彦大日日天皇（開化天皇）を中心にした、両派の激しい対立が記されたものとはいえないだろうか。

もしそうだとすれば壹与が女王となった後も、たとえ表面には表れなくても両派の反目は長く続いていたはずである。

ここでもし本当に崇神が開化天皇の嫡子でなく、全く別の家系の人物であったとすればどうだろうか。おそらく崇神天皇の即位をめぐっても、これを支持する大彦派と、武埴安彦および開化天皇から狭穂彦へと続く皇統を柱とするグループが、再び二手に分かれて激しく争ったに違いない。

〝純然たる皇統の一人である大彦が、間接的ながらも実力者として台頭してきた崇神を支持し、その結果新しい政権が誕生した〟、このように見てくると、継体天皇紀などに神武天皇と同じく、崇神天皇の名がハツクニシラス、或いは中興の英主として特筆されたことの意味も、十分納得がいく。

継体天皇二十四年二月の条には、次のような詔が載せられている。

「磐余彦の帝（神武）、水間城の王（崇神）より、皆、博物れる臣、明哲しき佐に頼る。故、道臣はかりごとを陳べて、神日本（神武）以て盛なり。大彦はかりごとを申べて、瞻瓊埴（崇神）用て隆にましましき。継体の君に及びて、中興之功を立てむとするときには、いずれかむかしより賢哲しきはかりごとに頼らざらむ。（中略）人をして廉直を興げしめ、大きなる道を宣揚げて、おほきなる化を流通き、能官することは、古より難しとす。ここに朕が身にいたりて、豈慎まざらむや」

大彦命はなぜ天皇になれなかったのだろうか。従来、崇神天皇を大和朝廷の建設者とする論者は多い。にもかかわらず大彦との結び付きはあまりにも無視されてきたきらいがあった。

ここでもし仮に、大彦が正室の子でなかったとすればどうだろうか。大彦が即位できなかった原因は案外こんなところにあったのかもしれない。

崇神はこの大彦との直接つながる姻戚関係によって結ばれていた。崇神天皇の皇后御間城姫は大彦の女と記されている。卑弥呼の後継者争いにからむ軋轢が、大彦と崇神を結び付ける原因となり、ついには邪馬台国の崩壊にまでつながる深い亀裂を生じる結果となっていたのかもしれない。

崇神を征服者とした場合の大彦との結び付きは、このような形が最も自然ではないかと思う。

香具山に別れを告げた吾田媛

また、武埴安彦の事件でいかにも不思議に感じるのは、武埴安彦に謀叛の心ありとする理由となったその妻、吾田媛の行動である。

『日本書紀』によれば、吾田媛は密かに香具山に至り、「是れ倭国の物實」と言いながら、その土を頭巾にくるんで持ち帰ったという。この吾田媛の行為が崇神側から謀叛に通じるものと判断されたのである。

しかし、このときの情況についてよく考えてみると、謀叛の心を抱いて香具山の土を持ち帰ったというよりも、およそこれとは正反対の気持ちから出た行動だったのではないかと思われるふしがある。崇神天皇がもし新王朝の建設者であったとすれば、吾田媛達にとって香具山は、かつての故郷の山である。このとき吾田媛が口にした言葉は、二度と住むことのできなくなってしまった土地の土を手にして、いかにも懐かしんでいるという別離を前にした時の、悲しみの感情が籠められたものだったのではないかということが感じられてならない。

このことを証するかのように、第九代開化天皇のときの宮居に限り、それまでの宮都からはかなり離れた所にある春日率川のほとりに造られている。この地は大和盆地の北端であり、徒歩を前提として考えると、香具山などのある三輪地方からは相当遠い。このとき、すでに開化天皇らは、盆地の中央からこの地に蟄居させられていたのではないか。

これは甲子園球場にやってきた高校球児の気持ちと、何か相通じるものがあるような気がしてならない。彼らは青春をかけて力いっぱい戦った後、試合に敗れて郷里に帰るとき、もう自分達がいることのできなくなってしまったグラウンドの土を、思い出の記念として持ち帰る。

もちろん、神武即位前紀の記事などを見ると、香具山の埴土には人々の願いを叶える一種の呪力があると考えられていたようである。また、「祈みて曰さく」とある吾田媛の言葉を記した記事の注には「呪言としての意」と解釈が付されている。

しかし、同じ崇神紀の中には、度重なる災厄と国の乱れを何とか鎮めようとする天皇が、沐浴斎戒して神の加護を祈願したときの記事にも「祀みて曰さく」と書かれており、吾田媛の言葉をこれだけで呪言だとすることはできない。「祈みて」とは、すなわち祈る気持ちを表したものに他ならないと思う。

神武天皇の即位前紀には、兄磯城らの軍に前途を阻まれ、その対策に苦慮する神武の夢枕に立った天神が、

「天香山の社の中の土を取りて、天平瓮八十枚を造り、あわせて厳瓮を造りて、天神地衹を敬い祭れ。亦厳しく呪詛をせよ。かくのごとくせば、虜自づからに平き伏ひなむ」と教えたことが書かれている。

また、欽明天皇二十三年六月の条にも、皇后の御鞍を自分の妻のものとしていたという疑いを受けた馬飼首歌依が、拷問によって死んだ後、殿中に災いがあったため、その子守石と中瀬氷を捕らえて火焙の刑にしようとしたときの言葉として「呪いて曰はく」と書かれた記事がある。

このような例から考えても、先の記事は、吾田媛の万感の想いを籠めた惜別の感情を表した言葉であった可能性が高い。

伝承されていた〝廂の人〟

この事件には、さらにもう一つ不可解な点がある。互いに軍を帥い、河（木津川）を挟んで陣を布いたということになっているにもかかわらず、武埴安彦が相手に対して「何に由て汝は師を興して来るや」と問いかけているのである。これは考えようによっては、謀叛を起こしたはずの武埴安彦の方には、戦いの準備が全くされていなかったとさえ受け取れる言葉ではないか。

『日本書紀』の記事では、このときの模様が「おのおの先に射ることを争う」と記され、双方が互いに戦いを挑んだことになっている。ところが『古事記』には「乞ひて言ひしく、其廂そなたの人、先ず忌矢放つべしといひき」とあり、討手の将である日ひ子こ国くに夫ぶ玖くの命が建波邇安王（武埴安彦）に対し、先に矢を放つことを乞い求めているのである。相手がたとえ皇族の一人であるとはいえ、とても常識では考えることができない。

『日本書紀』の「何に由りて汝は師を興して来るや」と問いかけた武埴安彦の言葉と共に、いかにも不自然である。この矛盾の原因は一体どこからきているのだろうか。これは武埴安彦から「お前達は一体何のために攻撃しようとするのか、我々は戦いをしようとしているのではない」と反問され、返答に窮した日子国夫玖が、名分を得るための方策として考えついた言葉だったのではないか。

つまり、討伐に来たはずの日子国夫玖（彦国葦）の方には、武装さえしていない武埴安彦達の姿を前にして、攻撃するための理由を見つけ出すことができなかった。そのために相手に対し先に矢を放つことを求めたのではなかったか。

では、先の記事にある「其廂の人」とは、はたしてどのような意味を持って書かれたのだろう。「廂」という文字がここに用いられていたのは、何かこの文字でなければ言い表せない特別な意味があったからに他ならない。

中国史書などによれば、主として土木工事や物資の運搬・輸送などに携わる軍隊のことを「廂軍」と呼んでいたようである。このような面から推測すれば、武埴安彦が率いていたのは、新天地を求めるための一族郎党による移動部隊だったのではないか、ということが強く感じられる。

これらの記事は皆、形として謀叛事件を扱ったものとなっている。しかしながら、その伝承の中に残されていた言葉は、史実がそのまま伝えられたものであった可能性が高い。

これは「廂」という文字に秘められた大きな謎ではないかと思う。先に述べた吾田媛の言葉と共に、この文字の裏から意外な歴史の真実が姿を現してくるかもしれない。

これらの記事は、政権の座を奪われた邪馬台国の一族とそれをこれまで支持してきた人達が、どこかほかの土地に旅立とうとしていた矢先の出来事がこのような形に変形されて伝えられていたものだったのではないだろうか。

このことは六年条の「百姓流離へぬ、或いは背叛くもの有り、其の勢、徳を以て治めむこと難し」と書かれた記事とも関連していえることであり、それはとりも直さず新しい権力者を迎えた旧邪馬台国の住民達の動揺と混乱ぶりを示したものに他ならないと思う。

第一陣はすでに出発していた。長い旅に出るための準備の合間をさいて、慣れ親しんだ香具山の土を、万感の想いと共に、懐に抱いて帰った吾田媛。そしてすでに年老いていたと思われる武埴安彦らの、一族郎党による新天地を求めての大移動であった。

だが、これは崇神の側からすれば、新しい土地において再び勢力を養い、いつ反撃してくるかもしれないという危険極まりないこととして受け取ったに違いない。この事件の後、ただちに移動禁止令が出されたことは容易に想像がつく。

いわばこの事件は、政権交代にともなう旧邪馬台国勢力牽制のための動きが、強い弾圧となって現れたことを端的に物語っているのではないだろうか。

狭穂彦と狭穂姫の悲劇

先にも名をあげたが、武埴安彦の事件に続いて垂仁天皇紀にも、そのまま読み過ごすにはあまりにも疑問に思える記事が載せられている（注２）。

垂仁天皇が即位して間もない頃、表面はいかにも穏やかに見えた朝廷において、再び世間を不安に陥れる事件が起こった。天皇の妃となった狭穂姫の兄狭穂彦が、密かに妹に命じて垂仁天皇を殺させようと図ったのである。

このような記事から推測しても、垂仁天皇と狭穂姫の結婚は、どうしてもそのようにしなければならない、特別な事情によって行われた政略結婚だったのではないかという気がしてならない。

無論、『記・紀』の記事だけでは事件の陰に潜む深い原因を知ることはできない。しかし、先にあげた武埴安彦の事件とも絡んで、ここに神武……孝霊、孝元─卑弥呼─壹與（開化）と続いてきた邪馬台国の屋台骨を、根底からゆさぶるような大きな政治的変動があったことだけは窺える。そして、弱体化した邪馬台国に取って代わった崇神、垂仁と続く、新しい大和政権が誕生していたことをここに想定することができると思う。

武埴安彦の事件が鎮圧された後、かつて政権の座にあった邪馬台国と、それに代わって政権の座に即いた新しい権力者との間に行われた政略結婚。この両者の結合によって万事はうまく収まったかに見えた。だが、この結婚の陰で、政権の座を追われた邪馬台国の正統に再び主権を取り戻そうとする動きが、密かに進められていたのである。

卑弥呼亡き後の内乱を境に、衰退の兆しを見せ始めていた邪馬台国を、一気に瓦解させた政権交代劇。狭穂彦達にとって、これはあまりにも大きな運命の変動であった。

新しい権力者の出現。しかし、全てを運命として受け取るには、狭穂彦はあまりにも若く、そしてまた、邪馬台国の正統を受け継ぐ者としての自負もあった。この狭穂彦の男子としての意地が、逼塞を余儀なくされたままずるずると滅亡への道をたどることに、どうしても我慢がならなかったのである。

いわばこの事件は、滅亡に瀕した邪馬台国の正統を何とかして蘇らせようとした狭穂彦の、起死回生の大きな賭けだったのではないだろうか。政略結婚の犠牲となった狭穂姫の悲しみの声が聞こえてくるようである。

『記・紀』の伝えるこの悲話は、今日もなお私達の胸に、鮮烈な印象を与えずにはおかない。




〈注〉

１　江上波男

２　「男狭穂塚と女狭穂塚の謎」（『南九州文化』24号、25号）







二　抹殺された邪馬台国の歴史

これまで述べてきたように、『記・紀』の記事には多くの矛盾点が指摘できる。また、第二代綏靖天皇から開化天皇に至るまでの諸天皇に関する事績はほとんど記録されていない。

これは九州を地盤とした天照大神、それに同じ九州の日向を本拠として大和への進出を試みた神武天皇の東征伝説など、多くの説話が記録されているのに比べ、あまりにも対蹠的である。いわゆる二人のハツクニシラス論とも絡んで、開化以前の天皇を架空とする説まで生んだ闕史時代がここに出現しているのである。

私はここにも邪馬台国の正統に関する様々な歴史が消えた何らかの原因を想定できると思う。つまり、革命によって意識的に抹殺されてしまったか、或いはそれを承け継いでゆくべき母体、または伝承される基盤といったようなものが、ほとんど失われていたのではないか。

これに対し、九州を地盤とした天照大神、神武天皇などに関する伝承は、この大和における政治的変動にも何ら影響されることなく伝えられていた。

このように考えれば、開化以前の八代の天皇に関する歴史がほとんど残されていなかった謎も自然に氷解してしまう。

箸墓伝説と卑弥呼の謎

最近、邪馬台国の東遷説がさかんに唱えられている。これは『記・紀』にある神武天皇の東征伝説を根拠としたものであり、卑弥呼を天照大神とした場合、まことに理にかなった説といえる。

しかし、すでに述べたとおり、天照大神を卑弥呼の時代とするには年代的にかなり無理がある。現在、作家、社会評論家として幅広い活躍をしておられる堺屋太一氏は、その著者『歴史からの発想』の中で、世の中の構造が安定した状態のまま徐々に発展を続けているときは、過去何年間かの傾向線を延長して未来を予測する「最小二乗法」なるものが利用できたが、最近のような社会の急速な進歩と、変化の多い時代においては、未来学者の単純な数学計算による将来予測はほとんど役に立たなくなってしまった、と述べている。

古代においても、ただ表面に表れた数字をもとにした計算だけでは推し量ることのできない部分が必ずあるに違いない。卑弥呼の時代は四十五年以上続いた。神武東征はどう見ても卑弥呼以前の史実とする方が妥当なようである。

このことは地名の問題についてもいえると思う。このことはすでに『神武東征と邪馬台国の西遷』（『南九州文化』第三十一号）において述べたので省略するが、倭やまとという地名が神武東征以前からすでに存在していたことから考えると、大和と九州の甘木地方における地名の一致は、通説とは逆に大和から九州へと移った可能性の方が高い。

『隋書』倭国伝には「竹斯国より以東は、皆、倭に附庸す」と記されている。では、その時点における竹斯国以西の地は、はたしてどのような状態にあったかを考えるとき、未だ大和朝廷の統治が及んでいない小国家の存在がここに想定されてくる。

『隋書』だけではなく『唐書』倭国日本伝には「或いは云う、日本は旧小国、倭国の地を併せたりと」とも書かれている。確かな史実とはいえないかもしれないが、我国が二つの国家に分かれていたとする話も中国に伝えられていたのである。我国の史書には記されなかった歴史の真実が、はからずも隣の中国において記録されていたということなのかもしれない。

第十代の天皇である崇神にハツクニシラスの称号が冠せられていること。また、同六年条にある「百姓流離へぬ、或いは背叛くもの有り。其の勢い、徳を以て治めること難し」と書かれた記事。武埴安彦による一族郎党を引き連れた大移動を思わせる事件。そして宮崎県西都原古墳群の中でもひときわ目立つ雄狭穂塚、雌狭穂塚の存在など、政権の交代によって倒れた邪馬台国関係者の移動を窺わせるには十分なものがある。

もし、大和と九州における地名の類似などを、九州にあった邪馬台国の東遷によるものとすればどうだろうか。先に述べた壹与、男王などの朝貢を最後に、なぜ、中国との国交を絶たなければならなかったのかという、日中国交史におけるこの大きな断層も、依然空白のまま謎として残されることになる。このことは邪馬台国の所在、およびその後の邪馬台国を究明するための最も重要なカギとなるのではないだろうか。

以上のような観点から、私は卑弥呼＝天照大神説と相俟って大きくクローズアップされてきている邪馬台国東遷説に代えて、邪馬台国の西遷があったことをここに提唱したいと思う。中国史書における壹与朝貢後の百五十五年間という歴史の空白は、卑弥呼の治めた邪馬台国の消息を、間接的ながらも私達に暗示してくれているのかもしれない。

歴史から消えた二人の女王

倭跡跡日百襲姫（ヤマトトトヒモモソ姫）が卑弥呼に比定されるにふさわしいだけの多くの条件を備えていることは、すでに述べた。しかし、なぜ未来を見透かす力を持った霊能者としてだけしか記されていないのだろうか。

『日本書紀』の中には天照大神をはじめ、神功皇后、および推古、皇極、持統などの各天皇は、いずれも女性でありながら最高の位にあった者として記載されている。このことから考えれば、もし倭跡跡日百襲姫が卑弥呼であったのであれば、当然、『日本書紀』の中においても、女王または天皇として記載されていなければならないはずである。この矛盾が解決されない限り、他の説を凌ぐだけの決定的なものとすることはできない。

このことは政権交代による歴史の抹殺・改変といった説明だけではすまされない問題である。これは倭跡跡日百襲姫の場合だけに限らず、次の女王壹与に比定される女性についてもいえることである。

ではこの二人の女王が、なぜ『日本書紀』の中に記録されなかったのだろうか。この問題についてもすでに述べたが、これは女王という称号に関する我国と中国における認識の違いに原因を求めることができると思う。

中国とは違い、我国の女王という称号は、品位としては皇女などより一段低く考えられていたのである。もちろん、現代においてもこの制度はほとんど変わっていない。このような点から考えた場合、倭跡跡日百襲姫のことを伝える説話の中に、女王と書かれたものがあったとしても、孝霊天皇の皇女であるという理由によって書き改められてしまったという可能性は大いに有り得ると思う。

現在の学界では、卑弥呼を天照大神や倭跡跡日百襲姫、或いは倭姫などに比定することに対し、これを危険な傾向であるとし、否定的な見解を示す研究者が多い。卑弥呼はあくまでも卑弥呼であり、それ以外の何者でもない、ということであろうか。

しかし、卑弥呼、壹与という二人の女王は、男王によって代々承け継がれてきた我国の王制に、一つの画期をもたらした王である。また、彼女らは超能力者としての資質に恵まれ、その名は中国にまで知られていた。

これほどの人物が我国の史書・伝承の中に、何一つその痕跡さえ残されていないなどということがあるだろうか。もしそうであるとするならば、そのことの方が不思議である。

カリスマ的支配と巨大古墳の出現

綏靖天皇から開化天皇に至るまでの、八代の天皇に関する伝承がほとんど残されていないのに比べ、ただ一人、倭跡跡日百襲姫の物語だけは、人々の間に忘れられることなく伝えられていた。

これは彼女が天皇の皇女であり、ただ超能力に恵まれていたというだけではなく、天皇の存在をも凌ぐさらに大きな存在、神意を体現する偉大な霊能者として人々の脳裏に強く印象づけられていたからではなかったかと思う。

また、この姫の死と同時に造られた箸墓は、当時の人々にとって想像を絶する巨大なものであった。『東アジアの古代文化』二十七号における石野博信氏との対談の中で金井塚良一氏は、二〇〇メートル以上という巨大な前方後円墳を築造するだけの、すさまじい労働エネルギーを生み出されてくる条件を、「傘下の全共同体の意志を体現した神、政治権と宗教権を一身に体現した絶対的な権力者」の存在を前提とする考えを示されている。そして、

「これは……単なる墓つくりではなく、傘下の全共同体にとって、共同体の命運をかけた大事業だった。全共同体の成員が、それこそ老いも若きも総力をあげてこれと取り組んだ。こういったエネルギーをむしろ主体にして、前方後円墳の造営は考えなければいけないんじゃないか」「そのようなエネルギーはカリスマ的な支配権力の下でなければ生まれてこないだろう」ということを話しておられる。

この中で、「東アジアの古代文化を考える会」の田村節子さんが、前方後円墳の被葬者を、ずばり、「ホメイニ師みたいな人だったんではないか」と話されたことを紹介しておられるが、まさに倭人伝に描かれた卑弥呼の人物像、また『日本書紀』に記載された倭跡跡日百襲姫の箸墓造営に関する説話の中にこそ、そのような性格を見いだすことができるのではないかと思う。







三　箸墓伝説と倭跡跡日百襲姫の謎

『日本書紀』崇神紀には、倭跡跡日百襲姫に関する次のような記事が載せられている。

「倭跡跡日百襲姫命、大物主神の妻となる。然れども其の神、常に昼に見えずして、夜のみ来す。倭跡跡媛命、夫に語りて曰く、『君常に昼見えたまはねば、分明に其の尊顔を視ることを得ず。願はくは暫留りたまへ。明旦に、仰ぎて美麗しき威儀を観たてまつらむと欲ふ』といふ。大神對へて曰く、『言理灼然なり、吾明旦に汝が櫛笥に入りて居らむ。願はくは吾が形にな驚きましそ』とのたまふ。爰に倭跡跡姫命、心の裏に密に異ぶ。明くるを待ちて櫛笥を見れば、遂に美麗しき小蛇有り。其の大さ衣紐の如し。即ち驚きて叫啼ぶ。時に大神恥じて、忽に人の形と化りたまふ。其の妻に謂りて曰く、『汝、忍びずして吾に羞せつ。吾還りて汝に羞せむ』とのたまふ。仍りて大虚を践みて、御諸山に登ります。爰に倭跡跡姫命仰ぎ見て、悔いて急居即ち箸にて陰を撞きて薨りましぬ。乃ち大市に葬りまつる。故、時人、其の墓を號けて箸墓といふ。是の墓は、日は人作り、夜は神作る。故、大坂山の石を運びて造る。即ち山より墓に至までに、人民相踵ぎて手遞傅にして運ぶ。時の人歌して曰く──大坂に　継ぎ登れる　石群を手遞傅に越さば越しかてむかも──」

以上のように倭跡跡日百襲姫の不幸な死と、それに続く墓造りの模様が詳しく描かれているが、この記事を見れば、箸墓の造営に当たっていかに多くの人民が動員されたかということを如実に感じることができる。おそらく老いも若きも、身体の健全な者であれば、ほとんどの人がこの大工事に参加したものと思う。

無論、時の支配者層から動員の呼びかけがあったためであることは十分に考えられる。しかし、それは政治的な権力を背景とした徴発による献労というよりも、彼女の死を悼む多くの民衆の間から、自発的にわき起こった自らの意思による、この大工事への参加であった可能性が強い。

これは倭跡跡日百襲姫の死が、普通の死に方ではなかったということも大きく関係しているであろう。また長い年月にわたる生活の中において、彼女の予言や慈しみによって数えきれないほどの恩恵を蒙ってきたことへの感謝の念。このことが人々の心を一層墓造りへと駆り立てていたのではないだろうか。

その伝説は、「日は人作り、夜は神作る」とさえ伝えている。おそらくそれは、昼間参加できなかった人々の月明かりを頼りとした、密かな夜間作業とまでなって現れていたのではないかと思う。

また一方では、彼女の死に関する憶測をも交えた様々な話が、人々の間に伝えられていったに違いない。箸墓伝説には今日の我々が想像する以上の物語、そのドラマチックな歴史が秘められているのではないだろうか。

もしこの姫が卑弥呼であり、その卑弥呼の死に至るまでのなまなましい状況が伝説として伝えられ、崇神紀の中に記載されたのだとしたらどうだろう。この不思議な伝説の中に、はたしてどのような謎が隠されているのだろうか。

倭人伝には、「其の八年（正始）、太守王頎官に到る。倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず。倭、戴斯烏越等を遣わして郡に詣り、相攻撃する状を説く。塞曹掾史張政等を遣わし、因って詔書・黄幢を齎し、難升米に拝假せしめ、檄を為りて之を告喩す。卑弥呼以て死す。大いに冡を作る、径百餘歩。徇葬する者、奴婢百餘人」と記されている。

この記事から察せられるのは、卑弥呼の死が狗奴国との紛争に多く起因していると考えられることである。この倭人伝の記事と倭跡跡日百襲姫の伝説は、一体、どのようにすれば結び付けることができるだろうか。以下、両書の中にある共通点を手掛かりに、私の想像をも交えながら、まぼろしの女王といわれる卑弥呼の姿を描き出してみようと思う。




──卑弥呼を女王として推戴して以来、臣民共に安泰で平和な日が続いてきた邪馬台国であった。しかし、表面いかにも安穏な日々を送っているかのように見えたその一方で、長い間くすぶり続けている狗奴国との軋轢が、常に卑弥呼の心を悩ませていた。この狗奴国との関係が、傘下にある同盟国の思惑もからんで、彼女の心魂を傾けた懸命な努力にもかかわらず、ついに表面化し、双方がしのぎを削る争いにまで発展してしまった。

……卑弥呼はうち続く狗奴国との紛争を、何とかして鎮めようと腐心した。だが、男弟を通じて知らされる戦乱の模様は苛烈をきわめ、彼女の授けた策はことごとく徒労に帰していた。かつてはそのたぐい希な優れた霊能力によってことごとく予言を的中させ、人々の生活を守り、国家を統治してきた卑弥呼の神通力も、今はほとんど失われてしまったかのようであった。

卑弥呼は次第にあせりを感じていた。それは長い治政の中において、彼女が初めて直面した大きな試練であったといえる。狗奴国との紛争はついに同盟国の離反までも引き起こし、邪馬台国の将来は容易ならざるものとなっていた。

同盟国の裏切りは一層卑弥呼の気持ちをいらだたせ、紛争解決のための折衡にともなう政争の煩わしさが、この上なく彼女の心を苛んだ。倭の使者が帯方郡の治所を訪れた頃は、そのたび重なる心労が、ついに彼女をぎりぎりの所まで追い込んでいたのである。

……卑弥呼は疲れきっていた。女王となって以来、今日に至るまでの実に長い年月、自らの全てを民の幸せと国家の安泰のために捧げ尽くしてきたのである。神に仕える身の女王であることが彼女の悩みをさらに深刻にしていた。すでに邪馬台国の内部でもその方針をめぐって、ますます対立は激化の様相を呈していた。

……卑弥呼の目には全てのことが偽善に見えていた。誠心誠意尽くしてきたこれまでの努力は一体何だったのか。神への奉事を済ませ、政事の煩わしさからも離れて一人きりになったとき、何もかも忘れて自分の肩にのしかかっている重荷を、すっかり投げ出してしまいたいような衝動にかられることがしばしばであった。

……卑弥呼の心の中で、今まで絶対と信じてきたものが音を立てて崩れ始めていた……。自分を支えてきたものがすっかり崩れてしまった後も、それに代わる確かな拠り所となるものへの希求が芽生えるには、あまりにも心は虚ろであった。

……卑弥呼は夢を見ていた。日頃の煩わしさから解き放たれた解放感が、傷ついた卑弥呼の心をいつしか夢幻の世界へと駆り立てていたのである。これまで自分でも、はっきりとは意識したことのなかった異性への密かな憧れ……。

……彼女の前に現れた一人の男性。その名は大物主神といった。卑弥呼は神と結婚したのである。……またたく間に夢のような幾日かが過ぎた。その幸せな想いの中で、問われるままに近習の者にもすでに大物主神との結婚を告げていた。だが、日が経つにつれ、彼女はその愛する夫の姿をどうしてもひと目、昼間の明るい日差しの中で見たいと願ったのである。その密かな願いが彼女の不幸な死に直接つながる大きな原因になろうとは……一体誰が予測し得たのであろうか。

……気がついたとき、卑弥呼は全身をつらぬく激しい痛みの中でもがいていた。急を聞いて駆けつける人々の足音をかすかに聞きながら、女王としての体面が自分の見苦しい姿を人々の前にさらさなければならないことへの羞恥心を激しくかき立て、彼女をさらに絶望的にしていた。

……それからどれくらいの日が過ぎたのか。傷ついた身を横たえた卑弥呼の心をやり場のない後悔の念が責め苛んでいた。卑弥呼は女王としての立場を忘れて幻想の世界をさまよっていた自分を恥ずかしいと思った。神に祈ることさえ幾日も忘れていたのだ。もはやこれ以上生きていることはできない。卑弥呼は、これが自分の最期のときなのだと想った。長い間、邪馬台国の女王として君臨してきた彼女の身に、よもやこのような形で最期のときが訪れようとは……。

かすかな月明かりだけが窓辺を照らす静寂の中で、卑弥呼は今、自分はこの世でたった一人きりなのだということを悟った。神への非礼を詫びるとともに、戦いの犠牲となった者に対して一心不乱の祈りを捧げ終えると、卑弥呼は苦しい息の中で両の手を床の上に大きくつっぱり、自らの舌を力いっぱい噛んでいた。

倭の使者から事態が逼迫していることを聞き、急遽派遣された塞曹掾史の張政らが邪馬台国に到着したとき、卑弥呼はすでに死んでいたのである。

邪馬台国を中心とした各連合国の勢力を結集した必死の努力によって、ついに動乱は鎮圧された。しかし、極度の緊張による心身の疲労が、結局、卑弥呼の死を招くという大きな不幸となって現れ、邪馬台国は大切なその象徴ともいうべき大黒柱を失うという取り返しのつかない痛手を被ったのである。




倭人伝に書かれたそれまでの遣使が、いずれも倭王（女王）からのものであることが明記されているのに較べ、正始八年条の記事には、どうしてか女王からの派遣であることが記されていない。このことはすでに上田正昭氏（注１）や三木太郎氏（注２）などもふれているが、いかにも不自然である。或いは救援依頼の使者が派遣されたとき、すでに卑弥呼は政治の舞台から離れていたのかもしれない。

倭人伝には「卑弥呼以て死す」と書かれている（補注）。卑弥呼の死が、狗奴国との熾烈な抗争に心を傷めた結果起こった出来事であったと考えるとき、倭跡跡日百襲姫の箸墓造営にまつわる伝説と、倭人伝の記事に大きな共通性のあることが感じられる。

倭人伝には箸墓が築かれたときの伝説とあたかも符丁を合わせるかのように、卑弥呼を葬るための墓が作られたときの模様が「大いに冡を作る」と記されている。また倭人伝には、この記事に続けて「径百餘歩」とその大きさが記されている。

この数値を実数と見る限り、「大いに」がただ人民を動員して大童で作り上げたということだけを表すために書かれたものでないのは明らかである。やはりこれは、当時の中国人の常識で考えた尺度、つまり、漢から魏の時代にかけての王墓などに匹敵するだけの規模としての認識によって記録されたものではないかと思う。「径百餘歩」という卑弥呼の冡（墓室）があの箸墓の中に隠されている可能性は十分に考えられる。

『日本書紀』には「この墓は日は人作り、夜は神作る」と書かれている。ほんとうに夜は神の手によって作られたのだろうか。大物主神と結婚したという倭跡跡日百襲姫の物語が、彼女の幻想から生まれた所産であったと考えるとき、ここにも古代の人々の想像をも交えた話が伝説となって伝えられていたとしても不思議はない。

当時の倭国もたびたびの旱魃や台風に見舞われ、飢えに苦しむ貧しい人々も多く、決して国全体が豊かとはいえない状態であった可能性は十分考えられる。全国民を総動員しての墓作り。この国民的大事業に対しても、おおっぴらには参加することができなかった人々も多数いたことは容易に想像がつく。

──ここにこの時代を極貧の中で、何度も過ちを繰り返しながら、まがりなりにも懸命に生きた一人の人間がいる。彼は名を捨吉と呼ばれていた。幼いとき親に死に別れ、なかば捨て子同然に物乞いをして人の食べ残しを恵んでもらったり、椎の実を拾い、野草を食べて飢えをしのぎ、生命をつないできた。

親切な人の勧めで働こうとしてみたが、一人前に仕事ができないためまともに働かせてくれるところもなく、成長するに従って、人目がなければ平気で人の物を盗むようにもなってしまっていた。役人に見つかり鞭打ちの刑に処せられたことも何度あったことか。泥棒をすることがどんなに悪いことか、文字どおり身をもってたたき込まれてきた捨吉である。もう絶対にすまいと幾度も後悔し、懺悔の念にかられることもしばしばであった。

それにもかかわらず、道すがら人家の軒先で見かけた干し柿に、ひもじさにかられつい手を出してしまっていた。誰も見ていない、と思っていた。しかし、茂みの中で草取りをしていた老婆に見つかって騒がれ、またもや捕まってしまった。

「またやったのか」。吐き捨てるような言葉と乱暴な扱い。もはや許されることはないだろう。今度こそ打ち首も覚悟しなければならないかもしれない。

惨めな思いに苛まれながら後ろ手に縛られ街道を引き立てられていたとき、突然、澄んだ声で「その者は後悔している、悪い人間ではない。許しておやり」と声がかかった。

それは、たまたま侍女達と共に外に出て太陽の光をあびていた倭跡跡日百襲姫が、城柵の中から悄然と引き立てられてゆく捨吉を目聡く見つけ、すべてを察して役人に命じたものであった。

夢ではないか。気高さのただよう凛とした立ち姿。〝美しい〟、これまで見たこともない信じられないような、眩いばかりの姿であった。

捨吉は自分の罪が許された嬉しさも忘れて、暫くの間ただ呆然と見惚れていた。救っていただいた。とめどなく流れ落ちる涙の中で、今度こそは真人間となり、生まれ変わった気持ちでどんな仕事でもさせてもらおう。捨吉は心の中で堅くそう誓ったのである。

姫の不幸な死は誰言うとなく、次第に人々の間に伝わっていった。捨吉がそのことを知ったのはすでに墓造りが始まった頃であった。

〝あのお姫様が死んだ〟。捨吉は体中の血が凍りつくような衝撃を受け、いつまでも震えが止まらなかった。あの美しい姿を仰ぎ見てからどれほどの年月が経過したのだろうか。捨吉の脳裏には、あのときに見た気品に満ち生き生きとした美しい姿しかなかった。あの姫様がどうして死んだのだろうか。とても信じることはできない。しかし、それはまぎれもない事実であった。

体中を戦慄がはしり、茫然となった捨吉にはすでに道行く人々の姿も目に留まらなくなっていた。泣くまいと必死にこらえていた哀しみの感情が胸一杯にふき上げ、あふれ出る涙と共に獣が咆哮するときのような号声が一気にほとばしり出た。人の顔が判別できないほど薄暗くなり、次第に夜のとばりがおり、あたり一面が漆黒の闇に閉ざされても、号哭の声はいつまでも止むことはなかった。

倭跡跡日百襲姫の墓作りは地元の人達ばかりでなく、近隣の国々から派遣された専門の仕事士も加わって大々的に行われた。自分にもお手伝いをさせてもらえないだろうか。姫様へのせめてものご恩返しに少しでも墓作りに加わることができたら。捨吉は朝な夕なその工事を眺めながら、何とかその機会がこないかと心待ちにしていた。

月が煌々とあたりを照らす夜、ふと目に留まった工事現場の人影。誰だろうか。小走りに急いで現場に駆けつけ、何人かの人達が月明かりを頼りにせっせと土運びをしているのを見た。

「おらあにも手伝わせてもらえないだろうか」

思わず声をかけた彼に、「その籠で運べ」と一言。あとは見向きもせずに一心に仕事を進めていた。捨吉は墓作りの手伝いができる喜びをかみしめながら一生懸命仕事に励んだ。このまま死んでもいいとさえ思った。

少しずつ話をするうちに、似たような境遇の者がこれほども多くいるのだろうかと驚くばかりであった。不順な天候が重なり、多くの人が飢餓に苦しんでいたとき、予知によっていち早くそれを察知し、宮室の米蔵を開けて分け与えるよう仕官達に命じたことなど、姫の貧しい人々の生活全てに対する優しい心遣いは、いわゆる日陰者と呼ばれる人達の間では事あるごとに噂し合っていたという。

また、河岸に拾い集めた木を立て掛け野宿同然の暮らしをしていたが、姫の予言で嵐が襲来するため洪水の被害に遇わないようにと強制的に避難させられ命を救われたという人もいた。

これらの人々の月明かりを頼りとした夜間作業を知る者はほとんどいなかった。昼間の工事に参加した人々が日毎に前日とは異なる仕事の進み具合を見て驚き、これはひょっとしたら神様が工事を手伝ってくれているのでは、と話し合ったのも無理はない──。

無論、日本には古くから久米仙人が法力によって奇跡を起こした話など現代の科学では説明のできない話が多く伝えられている。このような話は日本ばかりでなく世界中で伝えられており、そのような超常現象の数は多い。

私はこういった超科学的な現象を決して否定するわけではない。しかし、「日は人作り、夜は神作る」とある記事に現代的な解釈を加えるとすれば、先に述べたような解釈が最も合理的な説明ではないかと考えている。

倭人伝には「蚕桑、絹績し、細紵、縑緜を出だす」と書かれている。単なる憶測に過ぎないが、私は箸墓の「冡」（墓室）の中には、魏から贈られた二、三枚の銅鏡（後漢鏡か）と共に、機織りの道具なども副葬されているのではないかと考えている。

現在、卑弥呼に比定されている人物としては、神功皇后（注３）をはじめ、倭姫命（注４）、九州の女酋説（熊襲偽僭説）（注５）、それに最近大きくクローズアップされてきた天照大神（注６）などがあり、この倭跡跡日百襲姫説（注７）に対する反論となっている。

しかしながら「鬼道を事とし、能く衆を惑わす」と記された倭人伝の記事と、『日本書紀』の「聡明く叡智しくして、能く未然を識りたまへり」と書かれたその超能力を窺わせる記事がよく一致していること。また「大いに冡を作る」と書かれた記事と、箸墓造営に関する説話との符合。さらにそれに加えて、箸墓の大きさが「径百餘歩」とある卑弥呼の冡墓に十分見合うだけの規模を持っていることなど、より多くの条件を併せ持っていることは他の説に見られない強みである。




最後に名称の問題についてひとことふれておきたい。これはどの説についてもいえることであるが、問題は名前が一致していないことである。

多くの研究者はこの名前の問題について、日御子、日巫女、姫巫女、姫尊（命）、或いはまた大日孁（天照大神）という名が卑弥呼に似ていることなど、呼称の一致、またはその類似性に手掛かりを求めているようである。

しかし、卑弥呼とはおそらく通称だったのではないかと思う。卑弥呼とはあくまでも卑弥呼であり、ただ読みが似ているとか、太陽神に仕えた巫女であったために日御子・日巫女と呼ばれていたなどとは考えられない。卑弥呼の場合はそれでよいとしても、これでは壹与の名を説明することはできなくなってしまう。神武天皇は神日本磐余彦天皇カムヤマトイハレビコノスメラミコトと呼ばれていたが、諱イミナは彦火火出見と書かれている。

中国などの場合を見ても「太祖、武皇帝、沛国譙の人なり。姓は曹、諱は操、字は孟徳」（「魏志」一）などと、一人の人物に幾通りもの名前や称号のあったことが記されている。いずれにしても、ずばり卑弥呼は誰であったかが明らかとなるのは、倭の五王同様、墓誌が発見されるのを待つしか方法はない。だが箸墓は陵墓として指定されており、勝手には立ち入ることができない。何とかならないものだろうか……。

謎の女王卑弥呼は、神秘のヴェールに包まれたまま、今日もなお私達を古代のロマンへと駆り立ててやまない。




〈注〉

１　『倭国の世界』その他

２　『魏志倭人伝の世界』

３　『日本書紀』、北畠親房、松下見林、小中村義象、森清人、出牛昭などの各氏。

４　内藤湖南、坂田隆氏などがある。

５　本居宣長、那珂通世、星野恒、吉田東伍、太田亮らの各氏、この他鶴峰戌申、近藤芳樹氏らは九州の女王としている。

６　白鳥庫吉、和辻哲郎、藤井英男、和田清、林屋友次郎、栗山周一、飯島忠夫、安本美典、吉井孝雄、鯨清、平山朝治、市村其三郎、徳満小岱などの各氏がある。

７　笠井新也、肥後和男、和歌森太郎、井上赴夫、原田大六、藤芳義男、阿部英雄などの各氏がある。







補注　「以て死す」に関して

奥野正男氏は、『邪馬台国はここだ』その他の論文において、「以て死す」を〝それがため〟と読み、告喩の結果、卑弥呼は死に追いやられたとする解釈を示している。

これに対し、三木太郎氏は『倭人伝の用語の研究』、『魏志倭人伝の世界』などにおいて『三国志』にある全用例からの判断をもとに、このときの告喩は味方の陣営に対して行ったものであること、しかもこれは敵対者を討つためのものであり、卑弥呼の死を告喩の結果としてみることはできないとし、「以て死す」を先の上田正昭氏らの見解をもとに「すでに死す」と読むのが妥当とされている。

三木氏が述べるとおり、「以て」が「已に」とも通じることは、「魏志」二十一の「今権以て死し、孤を諸葛恪に託し」と、同じ内容について述べた裴松之注に引用された『魏略』に、「今権已に死し」と書かれていることによっても理解できる。また、告喩が壹与に対する場合と同じく、同盟国である邪馬台国の首脳部を激励するためであったことは、他の用例によっても窺えると思う。

しかし、「以て」を「それがため」と解した奥野氏の主張は決して間違ってはいない。これは「以て」と書かれた他の用例を見ても明らかである（「竟に創を以て死す」「魏志」一、三輔決録注）。

問題は、「以て」を告喩の結果とした点にあると思う。告喩が難升米らに対して行われたものであることは、正始八年の記事に派遣主体が記されていないこと、詔書・黄幢を難升米に拝仮せしめたことからも疑う余地はない。

卑弥呼は使者が派遣されたときすでに政治の舞台から退いていた公算が強い。したがってこの一句は、正始八年に始まる狗奴国との抗争を記した一連の文脈全体の中で理解すべきであり、狗奴国との紛争が主な原因となって死んだことを示すための「以て」と解するのが妥当ではないかと思う。

この「以て死す」については、白崎昭一郎氏も『東アジアの中の邪馬台国』の中で「そのような経過で死んだ」とする解釈を付しておられる。

「以て（もって）死す」とする論者は、この他本居宣長、和田清、石原道博、市村其三郎、原田大六、直木孝次郎、佐伯有清、山尾幸久などの各氏がある。

次いで「以（すで）に死す」と読む論者としては、先にあげた三木氏の他、内藤湖南、尾崎雄二郎、上田正昭、一海知義、謝銘仁、安本美典など各氏の名をあげることができる。

また、卑弥呼他殺説の立場をとる論者には、奥野氏の他に阿部秀雄、松本清張、樋口清之などの各氏があり、壱岐一郎氏は「告喩」によって卑弥呼は自殺に追い込まれたとする見解を示している。

張政ら、魏から派遣された使者達が倭に到着したとき、卑弥呼はすでに死んでいた可能性が高い。卑弥呼の死後、男王の即位をめぐる争いののち、年十三歳になったばかりの少女壹与を擁立したことによって、ようやく国中が定まったとある。

この間、張政らは倭国に滞在しており、おそらく卑弥呼の冡が造営される様子も見たであろう。私は、卑弥呼の棺には張政の手によって墓碑が刻まれているのではないかと想像している。
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